
【別添】

長崎県　漁業権に関する情報一覧 20210706更新

【区画漁業権】

区　　　域 基　　　点 点

南区　第100号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
馬場名
大字船津
須ノ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1  南島原市深江町馬場名深江
漁港西外防波堤標識

イ　１から１７２度　６０メートルのとこ
ろ
ロ　１から１８７度３０分
１５０メートルのところ
ハ　１から２０６度３０分
１８０メートルのところ
二　１から２２２度
１２０メートルのところ

第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第101号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
馬場名
山房
地先

次の１、２、３、４、５、６の各点を
順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

1　南島原市深江町馬場名深江
漁港山房Ａ護岸北端
２　同市同町同名深江漁港山房
Ａ護岸南東端
３　同市同町同名深江漁港山房
Ａ護岸南東端
４　同市同町同名深江漁港山房
Ｃ護岸南西端
５　同市同町同名深江漁港山房
Ｄ護岸北西端
６　同市同町同名山房深江町ク
ルマエビ養殖用作業保管施設下
標識

　
第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第500号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
吾妻町
守山
瑞穂町
夏峰名
岡名
伏尾名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌ、ルの各点を順次結ん
でイに至る各直線によって囲ま
れた区域

１　雲仙市吾妻町守山標識
２　同市同町本村名田内川河口
東岸階段標識
３　同市同町と同市瑞穂町との
最高高潮時海岸線における境界
（谷川橋鉄橋の中央のところ）
４　同市瑞穂町道祖名若車川河
口東岸標識
５　同市同町夏峰名地蔵鼻北端
６　同市同町伏尾名島原鉄道伏
尾８６号踏切前護岸標識

イ　１から３１５度
　　８０メートルのところ
ロ　１から３１５度
　　６６０メートルのところ
ハ　２から３１５度
　　５１０メートルのところ
ニ　３から３４０度
　　５００メートルのところ
ホ　６から３３２度
　　５３０メートルのところ
へ　６から３３２度
　　１００メートルのところ
ト　５から０度
　　４５メートルのところ
チ　４から３５２度
　　１００メートルのところ
リ　３から３４０度
　　７５メートルのところ
ヌ　３から３４０度
　　８０メートルのところ
ル　２から３１５度
　　１１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第501号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
高田名
横田名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町高田名農協波
止西端
２　同市同町同名浜の田復旧記
念碑
３　同市同町横田名島川河口西
岸標識

イ　１から３３２度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３３２度
　　５００メートルのところ
ハ　２から３５３度１５分
　　３５０メートルのところ
ニ　２から３５８度５０分
　　４４０メートルのところ
ホ　３から３１０度
　　５２５メートルのところ
へ　３から３１０度
　　２２５メートルのところ
ト　２から３２８度３０分
　　４５メートルのところ
チ　１から４５度３０分
　　２６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第502号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
伊古名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、２
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町伊古名島川河
口東岸鉄橋付根標識
２　同市同町同名すこやかランド
埋立地西端
３　同市同町同名伊古崎北端
４　同市同町同名西郷港西側防
波堤付根標識

イ　１から３１０度
　　３００メートルのところ
ロ　１から３１０度
　　６００メートルのところ
ハ　３から３０５度
　　２９０メートルのところ
ニ　３から０度
　　２２０メートルのところ
ホ　４から２２度
　　２３５メートルのところ
へ　４から２２度
　　１２０メートルのところ
ト　３から０度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第503号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
船津名
栗林名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町伊古名西郷港
東海岸標識
２　同市同町と同市国見町との
最高高潮時海岸線における境界

イ　１から２５度
　　１９０メートルのところ
ロ　１から２５度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から０度
　　２８０メートルのところ
ニ　２から３５５度
　　２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

条件免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区



南区　第504号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
栗林名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町栗林名栗林船
溜西側防波堤付根標識
２　同市瑞穂町と同市国見町と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から３５８度３０分
　　５９５メートルのところ
ロ　１から３５８度３０分
　　７９５メートルのところ
ハ　２から３５８度３０分
　　９００メートルのところ
ニ　２から３５８度３０分
　　７００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第505号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
国見町
神代
東里
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線、２と３を結んだ
直線及び１から２、３から４に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町と同市国見町
との最高高潮時海岸線における
境界
２　同市国見町神代向町鼻東端
標識
３　同市同町神代新港完成記念
碑北護岸西端標識
４　同市同町神代東里ウーチ鼻
突端標識

イ　１から０度
　　３００メートルのところ
ロ　２から３１６度
　　３００メートルのところ
ハ　４から０度
　　３００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
国見町
神代

　

南区　第506号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
国見町
今出名
尾茂名
北下原名
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、７の
各点を順次結んだ各直線、次の
２、３、へ、５の各点を順次結ん
だ各直線及び１から２、５から７
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　雲仙市国見町神代東里名
ウーチ鼻北端標識
２　同市同町同名ウーチ鼻東南
標識
３　同市同町土黒今出名トベ鼻
北端標識
４　同市同町同名尾茂川河口西
岸石垣標識
５　同市同町土黒今出名坊主川
標識
６　同市同町尾茂名尾茂護岸標
識
７　同市同町同名尾茂いずみこ
川標識

イ　１から０度
　　２２０メートルのところ
ロ　４から０度
　　３００メートルのところ
ハ　４から０度
　　２００メートルのところ
ニ　６から０度
　　９０メートルのところ
ホ　７から０度
　　２００メートルのところ
へ　４から０度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
国見町
土黒

　

南区　第507号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
国見町
尾茂名
北下原名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市国見町今出名尾茂川
河口西岸石垣標識
２　同市同町尾茂名尾茂いずみ
こ川標識

イ　１から０度
　　６００メートルのところ
ロ　１から０度
　　７００メートルのところ
ハ　２から０度
　　６００メートルのところ
ニ　２から０度
　　５００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
国見町
土黒

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第508号 中川秀彦

長崎県
雲仙市
国見町
多比良
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　雲仙市国見町多比良福寿橋
西側付根
２　同市国見町と島原市有明町
にかかる栗谷橋中央橋脚下流
端

イ　１から４７度
　　９５０メートルのところ
ロ　２から５０度
　　１０００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
５月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロの各点とその間に、イから１００メートルおきに２
箇所及びイから１の方向１００メートルのところにそれぞ
れ夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第509号 北浦繁信外3名

長崎県
島原市
有明町
湯江
地先

次の１、イ、ロ、６の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域ただし、
２、ハ、３の各点を順次結んだ各
直線及び４、ニ、ホ、５の各点を
順次結んだ各直線と各最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域
を除く

１　島原市有明町と雲仙市国見
町にかかる栗谷橋中央橋脚下
流端
２　島原市有明町湯江川河口有
明橋西端
３　同市同町湯江川河口有明橋
東端
４　同市同町湯江漁港北防波堤
北側付根
５　同市同町湯江漁港南防波堤
標識
６　同市同町湯江と同町大三東
との最高高潮時海岸線における

イ　１から５０度
　　１０００メートルのところ
ロ　６から５０度
　　１０００メートルのところ
ハ　３から５０度
　　５０メートルのところ
ニ　４から４３度３０分
　　３５０メートルのところ
ホ　５から５０度
　　２６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第510号 篠塚光信外4名

長崎県
島原市
有明町
大三東
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域ただし、
３、ハ、ニ、４の各点を結んだ各
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域を除く

１　島原市有明町湯江と同町大
三東との最高高潮時海岸線にお
ける境界
２　同市同町大三東三之沢金洗
川河口北岸石垣角
３　同市同町大三東菅漁港北防
波堤中間標識
４　同市同町大三東菅漁港埋立
地護岸標識
（菅漁港埋立地北東端から南方
海岸沿いに５０メートルのところ）

イ　１から５０度
　　１０００メートルのところ
ロ　２から７０度
　　１５００メートルのところ
ハ　３から８１度
　　１２５メートルのところ
ニ　４から６１度
　　１３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

８月１日
から
５月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第511号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
三会
寺中
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、３の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　島原市三会寺中金洗川河口
南岸石垣角
２　同市御手水町松井敏弘宅下
標識
（３から北方護岸沿いに２２０メー
トルのところ）
３　同市三会大手原下標識

イ　１から７０度
　　１５００メートルのところ
ロ　２から６６度３０分
　　１６２０メートルのところ
ハ　２から６６度３０分
　　７３７メートルのところ
ニ　３から７２度３０分
　　６８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
三会

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第512号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
前浜
長浜
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域ただし、
３、ハ、ニ、４の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域を除く

１　島原市前浜中河川河口南岸
護岸角
２　同市長浜護岸標識(付根から
６７メートルのところ)
３　同市猛島海岸護岸標識Ａ（護
岸斜路南側）
４　同市猛島海岸護岸標識Ｂ（猛
島漁港中防波堤南側付根から
南方海岸沿いに１５０メートルの
ところ）

イ　１から７５度
　　９５０メートルのところ
ロ　２から７５度
　　７００メートルのところ
ハ　３から４９度３０分
　　１００メートルのところ
ニ　４から２７度
　　１８５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
（三会、有明町を
除く）

　



南区　第513号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
長浜
地先

次の５、ニ、ホ、イ、ロ、ハ、２の
各点を順次結んだ各直線、３と４
を結んだ直線及び２から３、４か
ら５に至る各最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　島原市長浜護岸標識(付根か
ら６７メートルのところ)
２　同市新田町４２２番地西側標
識
３　同市新田町４２２番地金蔵山
南東端
４　同市弁天町２丁目７２４７番
地護岸標識
５　同市霊南町れいなん会館前
護岸標識
６　同市島原灯台

イ　１から７５度
　　７００メートルのところ
ロ　１から７６度
     ５１．５メートルのところ
ハ　２から５７度
　　６０メートルのところ
ニ　５から８９度
　　３５０メートルのところ
ホ　６から２７度
　　１０００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
（三会、有明町を
除く）

　

南区　第514号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
九十九島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３、４、５の各
点を順次結んだ各直線、６と７を
結んだ直線及び１から７、５から
６に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　島原市九十九島鬼島北端
２　同市九十九島竜宮島北端
３　同市九十九島平島西端
４　同市九十九島鷹島西端
５　同市九十九島鳶島南端
６　同市九十九島鳶島北端
７　同市九十九島爛場島南端

イ　２から２７０度
　　４０メートルのところ
ロ　２から０度
　　３０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
（三会、有明町を
除く）

　

南区　第515号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
九十九島
地先

次の１、２、３、ヘ、ト、イ、ロ、ハ、
ニ、ホ、７の各点を順次結んだ各
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　島原市九十九島子持島北端
２　同市九十九島鷹島西端
３　同市九十九島平島西端
４　同市島原燈台
５　同市九十九島櫛形島東端
６　同市南風泊モソジ赤灯台
７　同市九十九島子持島南端

イ　４から６０度
　　１７５メートルのところ
ロ　４から８２度
　　６００メートルのところ
ハ　５から９０度
　　１５０メートルのところ
ニ　６から７７度
　　３００メートルのところ
ホ　６と７を結ぶ直線上
　　６から１００メートルのところ
へ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１６５メートルのところ
ト　４から１３５度
　　２１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
（三会、有明町を
除く）

　

南区　第516号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
秩父ヶ浦
安中
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　島原市新湊下の鼻石垣角
２　同市秩父ヶ浦杵島南東端
３　同市船泊町安中船溜標識
４　同市と南島原市との最高高
潮時海岸線における境界

イ　２から９４度
　　２００メートルのところ
ロ　２から９４度
　　４００メートルのところ
ハ　３から９０度
　　６００メートルのところ
ニ　４から１００度
　　１０００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
（三会、有明町を
除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第517号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　島原市と南島原市との最高
高潮時海岸線における境界
２　南島原市深江町馬場名深江
漁港旧東防波堤北側付根

イ　１から１５５度
　　２００メートルのところ
ロ　１から１５５度
　　１３００メートルのところ
ハ　２から１０３度
　　１０００メートルのところ
ニ　２から１０３度
　　１７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
深江町

　

南区　第518号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
馬場名
大字船津
須ノ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市深江町深江漁港西
外防波堤南西端標識
２　同市深江町と同市布津町と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から１２０度
　　２００メートルのところ
ロ　１から１２０度
　　３７０メートルのところ
ハ　２から１０３度
　　７００メートルのところ
ニ　２から１０３度
　　４００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
深江町

　

南区　第519号 布津町漁業協同組合

長崎県
南島原市
布津町
大崎名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、３、ホの各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　南島原市深江町と同市布津
町との最高高潮時海岸線におけ
る境界
２　同市布津町大崎名旧灯台跡
下護岸標識
３　同市同町同名布津漁港北防
波堤標識（北防波堤北東角から
南東方防波堤沿いに１００メート
ルのところ）

イ　１から１０６度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１０６度
　　１１９０メートルのところ
ハ　２から６０度
　　４６０メートルのところ
ニ　３から１０１度
　　１３０メートルのところ
ホ　２から６０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
布津町

　

南区　第520号 布津町漁業協同組合

長崎県
南島原市
布津町
貝崎名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌの各点を順次結んでイ
に至る各直線によって囲まれた
区域

１　南島原市布津町大崎名湯田
船溜南側防波堤付根
２　同市同町貝崎名貝崎船溜北
側防波堤付根
３　同市同町同名丸山船溜北側
防波堤付根
４　同市同町同名野田船溜北側
防波堤付根
５　同市布津町と同市有家町と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から１１８度
　　３００メートルのところ
ロ　１から１１８度
　　５００メートルのところ
ハ　２から１１９度３０分
　　６５０メートルのところ
ニ　３から１４０度
　　６００メートルのところ
ホ　４から１６０度
　　６００メートルのところ
へ　５から１６０度
　　６００メートルのところ
ト　５から１６０度
　　１００メートルのところ
チ　４から１６０度
　　１００メートルのところ
リ　３から１４０度
　　１００メートルのところ
ヌ　２から１１９度３０分
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
布津町

　



南区　第521号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
堂崎浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市有家町と同市布津
町との最高高潮時海岸線におけ
る境界
２　同市有家町石田字古城護岸
標識（いりふね橋東端）


イ　１から１６０度
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　６３０メートルのところ
ハ　２から１３８度
　　９４０メートルのところ
ニ　２から１３８度
　　６２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
原尾
大苑
石田

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第522号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
石田
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、３の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　南島原市有家町石田新堂崎
港南側防波堤付根
２　同市同町石田石田港東側防
波堤付根
３　同市同町石田と同町蒲河と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から１４９度
　　７５０メートルのところ
ロ　２から１５７度３０分
　　７８０メートルのところ
ハ　２から１５７度３０分
　　５１０メートルのところ
ニ　３から１６０度
　　７５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
原尾
大苑
石田

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第523号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
石田
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市有家町石田石田港
東側防波堤付根
２　同市同町石田と同町蒲河と
の最高高潮時海岸線における境
界


イ　１から１５７度３０分
　　５１０メートルのところ
ロ　１から１５７度３０分
　　７８０メートルのところ
ハ　２から１６０度
　　１０２０メートルのところ
ニ　２から１６０度
　　７５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
原尾
大苑
石田

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第524号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
蒲河
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市有家町蒲河白崎鼻
標識

イ　１から１２４度
　　２００メートルのところ
ロ　１から１２４度
　　２７５メートルのところ
ハ　１から９６度３０分
　　２６５メートルのところ
ニ　１から６７度
　　２３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
蒲河
小川
中須川

　

南区　第525号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
蒲河
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市有家町石田と同町
蒲河との最高高潮時海岸線にお
ける境界
２　同市同町蒲河白崎鼻標識


イ　１から１６０度
　　７５０メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　１０２０メートルのところ
ハ　２から１４７度３０分
　　６００メートルのところ
ニ　２から１４７度３０分
　　３２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
蒲河
小川
中須川

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第526号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
蒲河
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市有家町蒲河白崎鼻
標識
２　同市同町小川タンタン尻鼻護
岸旧波止付根標識

イ　１から１４７度３０分
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１４７度３０分
　　６００メートルのところ
ハ　２から１５３度
　　５５０メートルのところ
ニ　２から１５３度
　　２５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
蒲河
小川
中須川

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第527号 有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
有家町
小川
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南島原市有家町小川有家漁
港南防波堤恵比須像
２　同市同町有家川河口東岸標
識

イ　１から１４０度３０分
　　５６０メートルのところ
ロ　２から１６０度
　　５００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
有家町
蒲河
小川
中須川

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第528号 西有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
西有家町
須川
向
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市西有家町須川向有
家川西側河口標識
２　同市同町須川恵比須神社西
側防波堤付根

イ　１から１６０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　５５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　３５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
西有家町

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第529号 西有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
西有家町
龍石
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、２の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　南島原市西有家町龍石西之
浦護岸標識
（金比羅山付根から１２０メートル
のところ）
２　同市同町龍石金比羅山鼻南
端
３　同市同町龍石竜石川河口東
岸標識
４　同市同町と同市北有馬町と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から１６７度３０分
　　６８０メートルのところ
ロ　３から１５０度
　　１１３０メートルのところ
ハ　３から１５０度
　　６００メートルのところ
ニ　４から１５０度
　　６００メートルのところ
ホ　４から１５０度
　　３００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
西有家町

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第530号 西有家町漁業協同組合

長崎県
南島原市
西有家町
大字引無田  龍石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市西有家町龍石竜石
川河口東岸標識
２　同市同町と同市北有馬町と
の最高高潮時海岸線における境
界

イ　１から１５０度
　　６００メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　１１３０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１２００メートルのところ
ニ　２から１５０度
　　６００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第531号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
南有馬町
有馬干拓東岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南島原市南有馬町有馬干拓
７号ポイント
２　同市同町有馬干拓護岸標識
(新防波堤付根から北方海岸沿
いに４７メートルのところ）

イ　１から１３５度
　　８００メートルのところ
ロ　２から１２４度
　　６２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
南有馬町

　



南区　第532号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
南有馬町
大江名
地先

次の１、２、イ、３、４の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南島原市南有馬町大江名砂
原町営住宅下国道護岸標識
２　同市同町同名防波堤西端
３　同市同町同名字向小屋沖ノ
瀬標識灯
４　同市同町同名字向小屋鼻崎
突端標識

イ　１から１３６度
　　８８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
南有馬町

　

南区　第533号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
南有馬町
吉川名
字菖蒲田
地先

次のイ、ロ、４、ハ、ニ、ホの各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　南島原市南有馬町吉川名字
向小屋鼻崎突端標識
２　同市同町同名字菖蒲田石山
先端標識
３　同市同町と同市口之津町と
の最高高潮時海岸線における境
界
４　同市同町吉川名字菖蒲田石
山アブラ瀬標識

イ　１から１８０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　５００メートルのところ
ハ　３から１７６度
　　２５０メートルのところ
ニ　３から１７６度
　　１００メートルのところ
ホ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南島原市
南有馬町
口之津町
加津佐町

　

南区　第534号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
口之津港東側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町角屋東側
防波堤付根標識
２　同市同町角屋護岸標識
(１から南方海岸沿いに５０メート
ルのところ)

イ　１から２６５度
　　６０メートルのところ
ロ　１から２６５度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から２５５度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から２５５度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

　

南区　第536号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
白間崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町南大泊焼
場跡北標識
２　同市同町南大泊焼場跡南標
識

イ　１から２４９度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から２４９度３０分
　　１１０メートルのところ
ハ　２から２１８度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から１８６度
　　７５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

　

南区　第537号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
白間崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町おこんご
標識Ａ
２　同市同町おこんご標識Ｂ
(1から西方海岸沿いに７５メート
ルのところ)

イ　２から１７０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１７０度
　　１２５メートルのところ
ハ　１から１３４度３０分
　　１７０メートルのところ
ニ　１から１０８度
　　１４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

　

南区　第538号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
加津佐町
女島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市加津佐町水下津名
堀川筋防波堤曲がり角標識
２　同市同町野馬水の波止突端
標識
３　同市口之津町早崎名天狗鼻
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２４０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３２０メートルのところ
ハ　１と３を結ぶ直線上
　　１から９３０メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　２から２３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
加津佐町

　

南区　第540号 長崎市新三重漁業協同組合

長崎県
長崎市
樫山町
三重崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市樫山町三重崎沖南防
波堤標識Ａ
（防波堤北端から南方防波堤沿
いに５メートルのところ）
２　同市同町三重崎沖南防波堤
標識Ｂ
（防波堤南端から北方防波堤沿
いに５メートルのところ）
３　同市三重町新長崎漁港南防
波堤西端灯台

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２から１１度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１１度
　　５４０メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
向町
式見町
相川町
園田町
四杖町
見崎町
畝刈町
京泊町
三重町
松崎町
畦町
三京町
樫山町
三重田町
鳴見町
鳴見台１丁目
鳴見台２丁目
多以良町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第541号 長崎市新三重漁業協同組合

長崎県
長崎市
畦町
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市畦町畦波止付根
２　同市樫山町岳の下定置取付
岩標識

イ　１から１３０度
　　２００メートルのところ
ロ　２から１１２度
　　２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
三重町
畦町
三重田町
樫山町

　

南区　第542号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
徳万
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、２
の各点を順次結んで１に至る各
直線によって囲まれた区域

１　西海市大島町徳万鼻南端護
岸標識
２　同市同町海水浴場護岸端階
段付根標識
３　同市同町徳万引掛崎北岸桟
橋標識
４　同市同町徳万引掛崎北岸標
識

イ　１から１０６度
　　２３０メートルのところ
ロ　２から１２２度
　　３４０メートルのところ
ハ　４から１１４度
　　２４０メートルのところ
ニ　４から１１４度
　　１００メートルのところ
ホ　３から１１４度
　　１３０メートルのところ
へ　３から１１４度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



南区　第543号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
蛤郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町蛤郷野田鼻標
識
２　同市同町同郷引掛崎標識

イ　１から１２５度
　　３００メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　５００メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　５００メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ロ、ハ、二の各点及びイとロ、ロとハ、ハとニ、二と
イの各間に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第544号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
中戸郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町中戸郷カキゼ
鼻護岸階段降り口標識
２　同市同町蛤郷野田鼻標識

イ　１から２１５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２１５度
　　３００メートルのところ
ハ　２から１９０度
　　４００メートルのところ
ニ　２から１９０度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第545号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
西大島
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市大島町西大島宮ノ浦
南波止突端
２　同市同町西大島浜の外波止
突端

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ハ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第546号 大村湾東部漁業協同組合

長崎県
大村市
玖島１丁目
玖島崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　大村市玖島１丁目玖島崎南
西端標識

イ　１から１７１度１０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から１７１度１０分
　　１３０メートルのところ
ハ　１から２１６度３０分
　　１５０メートルのところ
ニ　１から２５４度３０分
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

大村市
久原１、２丁目
溝陸町
日泊町
蔦川内町
西部町
玖島１～３丁目
諫早市
真津山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第547号 大村湾東部漁業協同組合

長崎県
大村市
玖島１丁目
大村競艇場
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　大村市玖島１丁目大村競艇
場防波堤第１灯標付根
２　同市玖島１丁目大村競艇場
防波堤第２灯標付根
３　同市玖島１丁目大村競艇場
防波堤標識
（防波堤南端から北東方防波堤
沿いに１５０メートルのところ）

イ　１から２８７度
　　５メートルのところ
ロ　１から２８７度
　　１０５メートルのところ
ハ　２から３１２度
　　１０５メートルのところ
ニ　３から３１５度
　　１１５メートルのところ
ホ　３から３１５度
　　１５メートルのところ
へ　２から３１２度
　　５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

大村市
久原１、２丁目
溝陸町
日泊町
蔦川内町
西部町
玖島１～３丁目
諫早市
真津山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第548号 大村市漁業協同組合

長崎県
大村市
森園町
松山町
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　大村市森園町突出護岸南側
付根標識
２　同市松山町松山護岸中央降
口付根標識
３　同市同町馬場先突堤北側付
根標識
４　同市同町馬場先旧突堤北西
端

イ　１から２２３度
　　４１０メートルのところ
ロ　４から２９５度３０分
　　３１５メートルのところ
ハ　４から２９５度３０分
　　２０メートルのところ
ニ　３から３１５度
　　２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

大村市
杭出津１～３丁目
松山町
森園町
今津町
富の原１、２丁目
黒丸町
沖田町
寿古町
松原本町
松原１、２丁目

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第800号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　島原市と南島原市との最高
高潮時海岸線における境界　２
南島原市深江町馬場名深江漁
港旧東防波堤北川付根

イ　１から１５５度２００メートルのとこ
ろ　ロ　２から１０３度１７０メートルの
ところ

第１種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
深江町

南区　第801号 深江町漁業協同組合

長崎県
南島原市
深江町
馬場名
須之崎
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南島原市深江町馬場名深江
漁港山房Ｄ護岸北西端　２　南
島原市深江町と同市布津町との
最高高潮時海岸線における境界

イ　２から１０３度３８０メートルのとこ
ろ

第１種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
深江町

南区　第1000号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
角屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町角屋東側
防波堤付根標識

イ　１から２７２度３０分
　　２３０メートルのところ
ロ　１から２５４度３０分
　　１５０メートルのところ
ハ　１から２４５度
　　１８０メートルのところ
ニ　１から２６４度
　　２５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1001号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
港町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町港町有馬
屋水産前護岸標識Ａ
２　同市同町港町護岸標識Ｂ

イ　１から１９２度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１９２度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から１９２度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から１９２度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1002号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
港町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町港町丁４
１４０松尾宗平倉庫跡地下標識

イ　１から１６７度
　　８０メートルのところ
ロ　１から１６３度
　　７０メートルのところ
ハ　１から１３９度
　　９２メートルのところ
ニ　１から１４５度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



南区　第1003号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
東大屋名
海員学校敷地
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南島原市口之津町東大屋名
海員学校敷地南東角
２　同市同町同名港町丁４１４０
松尾宗平倉庫跡敷地下標識
（１から東方海岸沿いに１２５メー
トルのところ）

イ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1009号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
千々石町
字戸崎
戸崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市千々石町字戸崎迫尻
標識
（南共第２９号の基点１から北西
方海岸沿いに５０メートルのとこ
ろ）
２　同市同町同字戸崎鼻南標識

イ　１から２７０度
　　３７０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　５５０メートルのところ
ハ　２から２３８度
　　４５０メートルのところ
ニ　２から２３８度
　　２７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
千々石町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1010号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
千々石町
字戸崎
戸崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市千々石町字戸崎戸崎
鼻北標識(ハト穴北方５メートル
のところ)

イ　１から２７９度３０分
　　５１０メートルのところ
ロ　１から２６８度３０分
　　６７０メートルのところ
ハ　１から２３３度
　　６００メートルのところ
ニ　１から２２９度
　　４００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
千々石町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1011号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
千々石町
字戸崎迫
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市千々石町字戸崎迫標
識Ｂ
（千々石漁港西側防波堤付根か
ら南西方海岸沿いに２８０メート
ルのところ）
２　同市同町同字椎木鼻標識
（椎木鼻北端から南西方海岸沿
いに４７メートルのところ）

イ　１から３１５度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から３１５度
　　１７８メートルのところ
ハ　２から３１５度
　　１２８メートルのところ
ニ　２から３１５度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
千々石町

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1012号 橘湾中央漁業協同組合

長崎県
諫早市
飯盛町
川下
上の島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市飯盛町川下上の島北
端

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から０度
　　３８０メートルのところ
ハ　１から３１４度
　　４５０メートルのところ
ニ　１から２６４度３０分
　　３３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
飯盛町
池下

１．漁具により、みだりに船舶の航行を妨げてはならな
い。
ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1013号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
横座
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町横座造船所船
台東護岸標識
２　同市同町横座横座護岸標識
Ａ
（１から東方海岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から３２５度
　　９０メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　１６６メートルのところ
ハ　２から３２５度
　　１５６メートルのところ
ニ　２から３２５度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1014号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
横座
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町横座造船所船
台西護岸標識
２　同市同町横座横座護岸標識
Ｂ
（１から西方海岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から３２５度
　　９５メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　１６９メートルのところ
ハ　２から３２５度
　　１６９メートルのところ
ニ　２から３２５度
　　９５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

　

南区　第1015号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
横座
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町堀切旧金子真
珠作業場西角標識
２　同市同町横座横座護岸標識
Ｃ
（１から東方海岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から３２５度
　　９０メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　１６４メートルのところ
ハ　２から３２５度
　　１６９メートルのところ
ニ　２から３２５度
　　９５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1016号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
島ノ前
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町島ノ前埋立地
護岸南側標識
（埋立地護岸南東端から北方海
岸沿いに２０メートルのところ）
２　同市同町埋立地護岸北側標
識
（１から北方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５５メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１０５メートルのところ
ニ　２から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1017号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
銭ガマ西側
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　長崎市牧島町銭ガマ西側埋
立地標識
２　同市同町中ノ浦二本松鼻北
西標識

イ　１から０度
　　４０メートルのところ
ロ　２から０度
　　６２メートルのところ
ハ　２から０度
　　１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1018号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町ワンセ鼻石垣
２　同市同町ワンセ鼻護岸標識
（１から西方海岸沿いに４５メート
ルのところ）

イ　１から０度
　　４５メートルのところ
ロ　１から０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から０度
　　１３５メートルのところ
ニ　２から０度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。



南区　第1019号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町銭亀鼻標識Ａ
（ワンセ鼻コンクリート埋立地西
角から西方海岸沿いに５５メート
ルのところ）
２　同市同町銭亀鼻標識Ｂ
（１から西方海岸沿いに７８メート
ルのところ）

イ　１から０度
　　８５メートルのところ
ロ　１から０度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から０度
　　９５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1020号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町下津ノ浦鼻石
垣突角標識
２　同市同町下津ノ浦鼻北西端
標識
（１から西方海岸沿いに７０メート
ルのところ）

イ　１から０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から０度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1021号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町下津ノ浦小浦
標識
２　同市同町下津ノ浦大壁東側
海岸標識
（１から西方海岸沿いに９０メート
ルのところ）

イ　１から０度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１９０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1022号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町虫山鼻北端標
識
２　同市同町下津ノ浦大壁中間
海岸標識
（１から東方海岸沿いに６６メート
ルのところ）

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1023号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
切宮
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町切宮鼻北端標
識
２　同市同町虫山浦西側海岸標
識
（１から南方海岸沿いに１８０メー
トルのところ）

イ　１から１００度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１００度
　　１４１メートルのところ
ハ　２から９０度
　　９５メートルのところ
ニ　２から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1024号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
穴口
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町切宮鼻北西端
標識
２　同市同町穴口穴口海岸標識
Ａ
（１から南方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　２４０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　３００メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1025号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
かき道
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町穴口海岸標識
Ｂ
（切宮鼻北西端標識から南方海
岸沿いに１７０メートルのところ）
２　同市同町穴口海岸標識Ｃ
（１から南方海岸沿いに１７０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　４００メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　４７０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　５６０メートルのところ
ニ　１から２７０度
　　４９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
東町
田中町
矢上町
かき道１丁目
かき道２丁目
かき道３丁目
（旧戸石町を除く）
かき道４丁目
（旧戸石町を除く）
かき道５丁目
かき道６丁目

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1026号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
穴口
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町穴口穴口海岸
標識Ｂ
（切宮鼻北西端標識から南方海
岸沿いに１７０メートルのところ）
２　同市同町穴口穴口海岸標識
Ｃ
（１から南方海岸沿いに１７０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　３００メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　３６５メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１９５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1027号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
穴口
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町穴口海岸標識
Ｄ
（切宮鼻北西端標識から南方海
岸沿いに３７０メートルのところ）
２　同市同町穴口海岸標識Ｅ
（１から南方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　１６０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　３３０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　３５５メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１８５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1028号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
穴口
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町穴口海岸総合
科学大学記念碑付根標識
２　同市同町穴口海岸標識Ｅ
（１から北方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　１５５メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　３４５メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　３１０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。



南区　第1029号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　長崎市牧島町戸ヶ瀬防波堤
付け根
２　同市同町黒瀬鼻黒瀬頂上
３　同市同町池尻鼻標識
４　同市春日町おれじの濱岩標
識
５　同市網場町日見川河口北岸
突端標識

イ　１から２７０度
　　２９０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から９２０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から８３０メートルのところ
ニ　５と２を結ぶ直線上
　　５から１４００メートルのところ
ホ　１から２７０度
　　６６５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

南区　第1030号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
網場町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市春日町小崎の鼻護岸
標識
２　同市網場町日見川河口北岸
突端標識
３　同市牧島町黒瀬鼻黒瀬頂上
４　同市同町池尻鼻標識
５　同市春日町おれじの濱岩標
識

イ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１４００メートルのところ
ロ　４と５を結ぶ直線上
　　５から８３０メートルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　５から７００メートルのところ
ニ　１から５３度
　　６８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
網場町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1031号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
谷水
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町谷水海岸標識
Ａ
２　同市同町谷水海岸標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１６０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　３４０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　４８０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　４７０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　３３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1032号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
相津湾
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町曲相津浦海岸
標識Ａ
２　同市同町曲相津浦海岸標識
Ｂ
（１から東方海岸沿いに２４０メー
トルのところ）

イ　１から１７８度３０分
　　７０メートルのところ
ロ　１から１７８度３０分
　　２９０メートルのところ
ハ　２から１７８度３０分
　　３５０メートルのところ
ニ　２から１７８度３０分
　　１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1033号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
脇岬町
小泊
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイにいたる各直線によっ
て囲まれた区域

１　長崎市脇岬町小泊埋立地南
西端
２　同市同町小泊埋立地標識
(１から東方海岸沿いに１００メー
トルのところ)

イ　１から１８５度３０分
　　１６０メートルのところ
ロ　１から１８５度３０分
　　２１０メートルのところ
ハ　２から１８５度３０分
　　２１０メートルのところ
ニ　２から１８５度３０分
　　１４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
脇岬町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1034号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
脇岬町
脇岬港
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市脇岬町脇岬港内波止
北端
２　同市同町脇岬港内波止中標
識
（１から南方波止沿いに９０メート
ルのところ）

イ　１から９０度
　　１１５メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
脇岬町

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1035号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
野母町
大畑鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　長崎市野母町三浦凡夫宅前
護岸標識
２　同市同町大畑護岸標識

イ　１から２９１度
　　３５メートルのところ
ロ　２から２９４度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
野母町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1036号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
野母町
深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市野母町深浦藤岡水産
加工場前波止付根
２　同市同町深浦護岸標識
（１から北方護岸沿いに６０メート
ルのところ）

イ　１から２６０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２６０度
　　５２メートルのところ
ハ　２から２６０度
　　５２メートルのところ
ニ　２から２６０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
野母町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1037号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
蚊焼町
黒島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　長崎市蚊焼町黒島祖母瀬テ
トラ北端標識
２　同市同町黒島中島北端標識
３　同市同町黒島下島東瀬標識

イ　１から４３度３０分
　　１４０メートルのところ
ロ　１から３６度
　　４４０メートルのところ
ハ　２から３０度３０分
　　５２６メートルのところ
ニ　２から３０度３０分
　　６３０メートルのところ
ホ　３から４３度
　　７７０メートルのところ
ヘ　３から６７度
　　２５５メートルのところ
ト　２から２４度３０分
　　１２５メートルのところ
チ　２から２７度３０分
　　２３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
晴海台町
蚊焼町
為石町
宮崎町
川原町

１．ロ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



南区　第1038号 野母崎三和漁業協同組合

長崎県
長崎市
蚊焼町
黒島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　長崎市蚊焼町黒島祖母瀬テ
トラ北端標識
２　同市同町黒島中島北端標識
３　同市同町黒島下島東瀬標識

イ　１から４３度３０分
　　１４０メートルのところ
ロ　１から３６度
　　４４０メートルのところ
ハ　２から３０度３０分
　　５２６メートルのところ
ニ　２から３０度３０分
　　６３０メートルのところ
ホ　３から４３度
　　７７０メートルのところ
ヘ　３から６７度
　　２５５メートルのところ
ト　２から２４度３０分
　　１２５メートルのところ
チ　２から２７度３０分
　　２３０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
晴海台町
蚊焼町
為石町
宮崎町
川原町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径４
０メートルの円形生簀５台、直径３０メートルの円形生簀
４台、直径２０メートルの円形生簀１２台の規模を超えて
はならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が１２，８７６平方メートルを超えない範囲内で、生簀の
形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第1039号 長崎市みなと漁業協同組合

長崎県
長崎市
神ノ島町
四郎ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市神ノ島町四郎ヶ島防
波堤標識
（四郎ヶ島防波堤四郎ヶ島付根
から北東方防波堤沿いに５０
メートルのところ）
２　同市同町四郎ヶ島防波堤付
根護岸標識
（１から北東方防波堤沿いに１５
７メートルのところ）

イ　１から１３３度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１３３度
　　２０５メートルのところ
ハ　２から１３３度
　　２０５メートルのところ
ニ　２から１３３度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
神ノ島町
小瀬戸町
木鉢町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1040号 長崎市新三重漁業協同組合

長崎県
長崎市
樫山町
三重崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市樫山町三重崎沖南防
波堤標識Ａ
（防波堤北端から南方防波堤沿
いに５メートルのところ）
２　同市同町三重崎沖南防波堤
標識Ｂ
（防波堤南端から北方防波堤沿
いに５メートルのところ）
３　同市三重町新長崎漁港南防
波堤西端灯台

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２から１１度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１１度
　　５４０メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
向町
式見町
相川町
園田町
四杖町
見崎町
畝刈町
京泊町
三重町
松崎町
畦町
三京町
樫山町
三重田町
鳴見町
鳴見台１丁目
鳴見台２丁目
多以良町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1041号 長崎市新三重漁業協同組合

長崎県
長崎市
畦町
西大瀬南側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市樫山町境岩西岩標識
２　同市同町岳の下定置取付岩
標柱

イ　１から１１２度
　　２６０メートルのところ
ロ　１から１１２度
　　３８０メートルのところ
ハ　２から１１２度
　　３７０メートルのところ
ニ　２から１１２度
　　２５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
向町
式見町
相川町
園田町
四杖町
見崎町
畝刈町
京泊町
三重町
松崎町
畦町
三京町
樫山町
三重田町
鳴見町
鳴見台１丁目
鳴見台２丁目
多以良町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1042号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
寺島
吉が原
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市大島町寺島吉が原海
岸標識Ｂ
（吉が原防波堤基部から北方海
岸沿いに２０メートルのところ）
２　同市同町寺島池の原防波堤
突端

イ　１から３０４度３０分
　　５８メートルのところ
ロ　２から３０４度３０分
　　２８メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1043号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
寺島ヨシガ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市大島町寺島ヨシガ浦
稚魚水槽前護岸標識
２　同市同町寺島ヨシガ浦奥標
識

イ　１から３０４度１５分
　　１００メートルのところ
ロ　２から３０４度１５分
　　１２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1044号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
寺島
保食神社
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町寺島保食神社
鼻北側護岸角標識
２　同市同町保食神社鼻護岸標
識

イ　１から３００度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３００度
　　１００メートルのところ
ハ　２から３００度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から３００度
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1045号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
中浦北郷
字北平
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町中浦北郷と同
市同町太田和郷との最高高潮
時海岸線における境界
２　同市同町同郷字北平標識Ｃ
３　同市大島町中の島南西端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５９０メートルのところ
ロ　２から０度
　　３００メートルのところ
ハ　２から０度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
七釜郷
中浦南郷
中浦北郷

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



南区　第1046号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
太田和郷
赤バエ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西海町太田和郷赤バ
エ国道沿い標識Ａ
２　同市同町同郷赤バエ埋立地
標識（桟橋付根から85メートルの
ところ）

イ　１から３１１度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から３１１度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1047号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
黒瀬郷
浦ノ谷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町黒瀬郷浦ノ谷
鼻北東端標識
２　同市同町同郷浦ノ谷鼻南東
端標識

イ　１から１２５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１２５度
　　３４６メートルのところ
ハ　２から１２８度
　　３７８メートルのところ
ニ　２から１３８度３０分
　　８５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1048号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
黒瀬郷
浦ノ谷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町黒瀬郷浦ノ谷
標識Ａ
２　同市同町同郷浦ノ谷標識Ｂ
防波堤付根

イ　１から３９度
　　１５メートルのところ
ロ　１から３９度
　　３５メートルのところ
ハ　２から３９度
　　３５メートルのところ
ニ　２から３９度
　　１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

　

南区　第1049号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
黒瀬本郷
中ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町黒瀬本郷中ノ
島標識Ａ
２　同市同町黒瀬本郷中ノ島標
識Ｂ（護岸東岸）

イ　１から１７４度
　　２０メートルのところ
ロ　１から１７４度
　　３２０メートルのところ
ハ　２から１７４度
　　３２０メートルのところ
ニ　２から１７４度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第1050号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
大島郷
竜崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町大島郷大島塩
田漁業集落施設北側標識
２　同市同町同郷鯨が浦護岸階
段降り口標識
（１から南方護岸沿いに７２．５
メートルのところ）
３　同市同町同郷宮ノ浦護岸標
識Ａ
（宮ノ浦護岸南東端から北西方
護岸沿いに４０メートルのところ）
４　同市同町同郷宮ノ浦中波止
付根標識
（３から北西方護岸沿いに７２．５
メートルのところ）

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

　

南区　第1051号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
黒口郷
迎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町黒口郷迎落石
標識
２　同市同町同郷迎落石標識
（１から南東方海岸沿いに１００
メートルのところ）

イ　１から２２０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から２２０度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から２２０度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から２２０度
　　１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1052号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
天久保郷
天久保浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　西海市西海町天久保郷宮の
浦波止北側付根
２　同市同町同郷天久保浦標識
Ａ
３　同市同町同郷天崎鼻西端
４　同市同町同郷萩原エビス鼻
突端標識
５　同市同町同郷字城の下亀井
亘宅護岸東端
６　同市同町同郷曲り鼻標識

イ　１から３５０度
　　１９５メートルのところ
ロ　１から１２度
　　２０５メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ニ　２と５を結ぶ直線上
　　２から９０メートルのところ
ホ　１と４を結ぶ直線と
　　３と６を結ぶ直線との交点
ヘ　１から３５０度
　　２７５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1053号 瀬川漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
横瀬郷
巣喰浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町横瀬郷鯉河原
ヒバエ網代海岸石垣角
２　同市同町同郷鯉河原ヒバエ
網代海岸石垣標識Ｂ
（１から北西方石垣沿いに７５
メートルのところ）

イ　１から７１度
　　１５メートルのところ
ロ　１から７１度
　　１３５メートルのところ
ハ　２から７１度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から７１度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
横瀬郷
水浦郷
丹納郷
川内郷
太田原郷
木場郷

　

南区　第1054号 瀬川漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
水浦郷
鍋ヶ倉
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町水浦郷鍋ヶ倉
護岸標識(防波堤付根から10ｍ
のところ)
２　同市同町水浦郷と同町丹納
郷との境界護岸標識
３　同市同町丹納郷浄土島南端

イ　１から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１３０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
横瀬郷
水浦郷
丹納郷
川内郷
太田原郷
木場郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1055号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾東町
名倉
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線と１から４に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市針尾東町名倉白岩
鼻西端標識
２　同市同町名倉白岩鼻北端標
識
３　同市同町名倉白岩鼻東端標
識
４　同市同町大名倉立岩標識
５　同市同町名倉西村水産敷地
石垣西端角
６　同市同町名倉西村水産敷地

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ハ　３と６を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　



南区　第1056号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾東町
名倉
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市針尾東町名倉西村
水産敷地石垣西端角
２　同市同町名倉西村水産敷地
石垣標識
（１から東方海岸沿いに70メート
ルのところ)
３　同市同町名倉西村水産敷地
東の鼻標識

イ　１から１８０度
　　６０メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1057号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾東町
名倉
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市針尾中町名倉物揚
場埋立地南西端
２　同市同町名倉鼻東端標識
３　同市同町名倉鼻南端
４　同市同町名倉西村水産敷地
石垣西端角
５　同市針尾東町名倉白岩鼻北
端標識
６　同市同町大谷浦標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ハ　３と６を結ぶ直線上
　　３から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1058号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾中町
殿田
地先

次の３、１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、６
の各点を順次結んだ各直線、
５、へ、４の各点を順次結んだ各
直線と、３から４及び５から６に
至る各最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　佐世保市針尾中町小人崎鼻
護岸標識
２　同市同町小人崎護岸階段北
側角標識
３　同市同町朴の木鼻突端標識
４　同市同町一ツ石鼻標識
５　同市同町江下護岸北西端標
識
６　同市同町殿田の鼻護岸防潮
扉北側角標識
（斜路基部のところ）
７　同市針尾西町鯛の浦山の下
護岸潮受堤北側角標識
８　同市同町鯛の浦もちごめの
鼻標識
９　同市同町鯛の浦畑崎標識
１０　同市同町鯛の浦島田多門
畑の北東端標識
１１　同市同町二丁橋くわの木鼻
突端標識

イ　１と１１を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　２と１０を結ぶ直線上
　　２から２７０メートルのところ
ハ　３と９を結ぶ直線上
　　３から１３０メートルのところ
ニ　５と８を結ぶ直線上
　　５から２１０メートルのところ
ホ　６と７を結ぶ直線上
　　６から５０メートルのところ
へ　５と８を結ぶ直線上
　　５から１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1059号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾中町
殿田
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市針尾中町一ツ石鼻
標識
２　同市同町江下護岸北西端標
識
３　同市針尾西町鯛の浦もちご
めの鼻標識

イ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1060号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾西町
鯛の浦
畑崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト
の各点を順次結んで１に至る各
直線によって囲まれた区域

１　佐世保市針尾西町鯛の浦畑
崎海岸北側突堤階段標識
２　同市同町鯛の浦畑崎海岸標
識
（１から西方海岸沿いに７５メート
ルのところ）
３　同市同町鯛の浦畑崎海岸南
側突堤基部標識
４　同市同町鯛の浦畑崎せんだ
ん木下標識
５　同市針尾中町柿曽根護岸排
水口
６　同市同町奥の城浦排水口
７　同市同町小人崎護岸階段標
識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　２と６を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ハ　３と７を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ
ニ　４から１９８度
　　１１０メートルのところ
ホ　４から１９８度
　　４０メートルのところ
へ　３と７を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ト　２と６を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1061号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾西町
黒瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市針尾西町黒瀬護岸
南端標識
２　同市同町北黒瀬鼻階段標識

イ　１から２７０度
　　１００メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1062号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾西町
川畑
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　佐世保市針尾西町川畑北護
岸標識(防潮堤扉横)

イ　１から３１９度３０分
　　１３５メートルのところ
ロ　１から３４０度３０分
　　２５３メートルのところ
ハ　１から１４度
　　２４８メートルのところ
ニ　１から１８度３０分
　　３５０メートルのところ
ホ　１から３０度
　　３４５メートルのところ
へ　１から３０度
　　１７５メートルのところ
ト　１から０度
　　１５５メートルのところ
チ　１から０度
　　９５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第1063号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾北町
大崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市針尾北町大崎コン
クリート護岸角標識
２　同市同町波止場南東端
３　同市針尾西町恵比須島東端
４　同市同町エビス鼻北端(柿ノ
浦防波堤付根)

イ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２８０メートルのところ
ハ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２９０メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



南区　第1064号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
野崎町
高崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市野崎町高崎鼻西側
海岸標識
（高崎鼻突端から北西方海岸沿
いに１２０メートルのところ）
２　同市同町立石標識
（１から北西方海岸沿いに２００
メートルのところ）

イ　１から２２４度
　　３２メートルのところ
ロ　１から２２４度
　　８０メートルのところ
ハ　２から２２４度
　　８０メートルのところ
ニ　２から２２４度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵ノ浦町
野崎町
俵ヶ浦町

　

南区　第1065号 平野重美

長崎県
佐世保市
野崎町
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市野崎町西の波止場
突端標識
２　同市同町高梨標識

イ　１から１５０度
　　７０メートルのところ
ロ　２から１５０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1066号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
俵ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町俵ヶ浦海
岸標識

イ　１から２４０度
　　２２０メートルのところ
ロ　１から２４０度
　　２７０メートルのところ
ハ　１から２０９度３０分
　　３８０メートルのところ
ニ　１から２０５度
　　３４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵ノ浦町
野崎町
俵ヶ浦町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1067号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
俵ケ浦町
宇土肥の元
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ケ浦町字土肥の
元標識
（土肥の元桟橋東付根から北東
方海岸沿いに１５メートルのとこ
ろ）
２　同市同町字土肥の元潮入標
識
（１から北東方海岸沿いに２００
メートルのところ）

イ　１から１４６度
　　４０メートルのところ
ロ　１から１４６度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から１６２度
　　１９０メートルのところ
ニ　２から１６２度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵ノ浦町
野崎町
俵ヶ浦町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1068号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
南串山町
児島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、リ、ヌ、ル、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　雲仙市南串山町児島北消波
堤東端標識　２　同市同町児島
北消波堤標識（１から西方消波
堤沿いに１２２メートルのところ）
３　同市同町児島南消波堤西端
標識

イ　１から９０度２００メートルのとこ
ろ
ロ　１から１４９度４００メートルのとこ
ろ
ハ　３から１７６度３９０メートルのと
ころ
二　３から２００度３３０メートルのと
ころ
ホ　３から２５９度１１０メートルのと
ころ
へ　３から１１４度３０分５０メートル
のところ
ト　３から１１４度３０分
１２０メートルのところ
チ　１から２２２度３０分

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
南串山町

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

南区　第1069号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
小浜町
金浜
長戸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　雲仙市小浜町金浜埋立地西
北端標識　２　同市同町菜切護
岸標識（菜切防波堤付根から東
方護岸沿いに１００メートルのと
ころ）

イ　１から３３１度１３０メートルのとこ
ろ
ロ　１から３３１度４００メートルのとこ
ろ
ハ　２から３３１度４１０メートルのと
ころ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

雲仙市
小浜町
飛子
金浜

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1070号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
小浜町
富津
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　雲仙市小浜町富津漁港西防
波堤標識（防波堤付根から５０
メートルのところ）　２　同市同町
富津弁天公園電灯前標識

イ　１から１５６度４５メートルのとこ
ろ
ロ　２から１５６度７０メートルのとこ
ろ
ハ　２から１５６度１８０メートルのと
ころ
二　１から１５６度１６０メートルのと
ころ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

雲仙市
小浜町
富津
北野
北本町
南本町
北木指
南木指

１．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第1500号 橘湾中央漁業協同組合

長崎県
諫早市
飯盛町
後田
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市飯盛町後田水源地ポ
ンプ小屋ポール下標識
２　同市同町後田海岸標識(1か
ら北東海岸沿いに200メートルの
ところ)

イ　１から１２４度
　　３００メートルのところ
ロ　１から１２４度
　　４００メートルのところ
ハ　２から１２４度
　　４００メートルのところ
ニ　２から１２４度
　　３００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
飯盛町
江の浦

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第1501号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
島ノ前
地先

次のイ、ロ、２、ハの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町臼の浦漁港北
側防波堤突端標識　２　同市同
町島ノ前防波堤突端標識

イ　１から２２度３０分４０メートルの
ところ
ロ　１から２２度３０分２８０メートル
のところ
ハ　２から２０４度１９８メートルのと
ころ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第1502号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
田中町
平瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　長崎市牧島町穴口標識　２
同市田中町平瀬砂揚げ堤防標
識　３　同市網場町南側堤防付
根　４　同市同町テトラ防波堤標
識　５　同市牧島町戸ケ瀬北側
防波堤付根

イ　１と３を結ぶ直線上１から６８０
メートルのところ　ロ　１と３を結ぶ直
線上３から５２５メートルのところ　ハ
２から１６０度６２０メートルのところ
ニ　４と５を結ぶ直線上４から６９０
メートルのところ　ホ　４と５を結ぶ直
線上５から７３０メートルのところ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
東町
田中町
矢上町
かき道１丁目
かき道２丁目
かき道３丁目
（旧戸石町を除く）
かき道４丁目
（旧戸石町を除く）
かき道５丁目
かき道６丁目

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。



南区　第2000号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
遠竹
釜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町遠竹字釜清
水鼻国道２０７号線護岸の長
崎、佐賀両県漁場基点標識
２　同市同町遠竹カニワラの鼻
標識

イ　１から１３１度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から１３１度
　　５２０メートルのところ
ハ　２から１３１度
　　４００メートルのところ
ニ　２から１３１度
　　２０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - １．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2001号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
遠竹
釜
地先

次の２、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、３の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　諫早市小長井町遠竹カニワ
ラの鼻標識
２　同市同町遠竹イナリ崎楠木
標識
（国道２０７号線護岸付根から南
方海岸沿いに２５メートルのとこ
ろ）
３　同市同町遠竹築切標識
(築切東防波堤付根から北方海
岸沿いに１０メートルのところ)

イ　１から１３１度
　　２０メートルのところ
ロ　１から１３１度
　　４００メートルのところ
ハ　２から１３１度
　　４００メートルのところ
ニ　２から１３１度
　　６５０メートルのところ
ホ　３から１２１度
　　２５０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2002号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
遠竹
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町遠竹釜国道
２０７号遠竹橋北側標識

イ　１から１１２度３０分
　　１３５０メートルのところ
ロ　１から１１６度
　　１６３０メートルのところ
ハ　１から１３４度
　　１５８５メートルのところ
ニ　１から１３５度
　　１２８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2003号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
井崎
大久保
兎島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各点
を順次結んだ各直線、２と３を結
んだ直線及び１から２、３から４
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　諫早市小長井町井崎猿崎護
岸南東端標識
２　同市同町井崎築切南側標識
３　同市同町井崎兎島北側標識
４　同市同町井崎兎島南側埋立
地東端

イ　１から４０度
　　２００メートルのところ
ロ　１から７６度３０分
　　２００メートルのところ
ハ　４から１００度
　　２４０メートルのところ
ニ　４から１３３度
　　５０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2004号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
井崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町井崎築切港
護岸北東端
２　同市同町井崎兎島南側埋立
地北端

イ　１から１１５度３０分
　　８００メートルのところ
ロ　１から１１５度３０分
　　１２００メートルのところ
ハ　２から１１５度３０分
　　１０００メートルのところ
ニ　２から１１５度３０分
　　６００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2005号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
井崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、６の各点を順次結んだ各
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　諫早市小長井町井崎竹の崎
北端
２　同市同町井崎４０１－１４池
田鉄工所前護岸標識
３　同市同町井崎竹の崎東端
４　同市同町井崎長浜崎南東端
５　同市同町井崎長浜標識
６　同市同町井崎小長井港東側
防波堤南端

イ　１から２８３度
　　８０メートルのところ
ロ　１から３１５度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から１０９度
　　７０メートルのところ
ニ　２から１０９度
　　３１０メートルのところ
ホ　３から９４度
　　１３０メートルのところ
ヘ　４から１８０度
　　２２０メートルのところ
ト　５から１８０度
　　２６０メートルのところ
チ　６から１４０度
　　３５メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2006号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
井崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町井崎峰松商
店加工場護岸標識
２　同市同町井崎長浜標識

イ　１から１１５度３０分
　　４５０メートルのところ
ロ　１から１１５度３０分
　　６５０メートルのところ
ハ　２から１１５度３０分
　　１０３０メートルのところ
ニ　２から１１５度３０分
　　８３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2007号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
小川原浦
牧
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、１２の各点を順次結んだ各直
線、６と７，１０と１１を結んだ各
直線及び１から６，７から１０，１
１から１２に至る各最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　諫早市小長井町小川原浦小
長井港防波堤突端
２　同市同町小川原浦小川原波
止南防波堤付根
３　同市同町小川原浦町民グラ
ンド埋立地標識
４　同市同町小川原浦長戸鼻東
端
５　同市同町小川原浦鬼塚海岸
降口標識
６　同市同町小川原浦小深井港
東岸標識
７　同市同町牧平原桟橋標識
(宮崎宅前排水口)
８　同市同町牧平原平原鼻南端
標識
９　同市同町打越島崎将之敷地
境標識
１０　同市同町打越足角山口茂
雄敷地標識
１１　同市同町長里山口沢輝敷
地標識
１２　同市同町大峰長里干拓東
端標識

イ　３から９０度
　　２９０メートルのところ
ロ　４から９３度
　　１８０メートルのところ
ハ　５から１２２度
　　１８０メートルのところ
ニ　７から１５７度
　　３００メートルのところ
ホ　８から１８０度
　　２１０メートルのところ
ヘ　９から１４３度
　　５８０メートルのところ
ト　１２から１４０度
　　２６０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。



南区　第2008号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
小川原浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町小川原浦小
長井港防波堤突端
２　同市同町小川原浦長戸護岸
降口標識

イ　１から１３２度３０分
　　４８０メートルのところ
ロ　１から１３２度３０分
　　８８０メートルのところ
ハ　２から１３２度３０分
　　５９０メートルのところ
ニ　２から１３２度３０分
　　１９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2009号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
牧
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町牧森良二宅
前護岸標識
２　同市同町牧平原県営バス平
原バス停下標識

イ　１から１２８度
　　５４０メートルのところ
ロ　１から１２８度
　　９４０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１４９０メートルのところ
ニ　２から１５０度
　　１０５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2010号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
大峰
長里干拓東側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　諫早市小長井町大峰長里干
拓東端標識
２　同市同町大峰長里干拓中央
階段標識
（中央階段降り口から南方護岸
沿いに１６メートルのところ）

イ　１から１４０度
　　２６０メートルのところ
ロ　２から１１５度
　　２００メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - １．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2011号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
大峰
長里干拓
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町牧平原県営
バス平原バス停下標識
２　同市同町打越足角旧森病院
下標識

イ　１から１６２度
　　９５０メートルのところ
ロ　１から１６２度
　　１３５０メートルのところ
ハ　２から１８４度
　　１４００メートルのところ
ニ　２から１８４度
　　９８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点及びロとハ、ニとイの中間点に
夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2012号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
大峰
長里干拓東側
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、３の各点を順次結んだ各
直線と１から３に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　諫早市小長井町大峰長里干
拓中央階段標識
(中央階段降り口から南方護岸
沿いに１６メートルのところ)
２　同市同町大峰長里干拓南東
端
３　同市同町大峰長里干拓南岸
標識
(２から西方護岸沿いに８４メート
ルのところ)
４　同市同町金崎潮受堤防標識
Ｂ

イ　１から１１５度
　　２００メートルのところ
ロ　２から１４５度
　　２４０メートルのところ
ハ　２から２０３度
　　５２０メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　３から４４０メートルのところ
ホ　３と４を結ぶ直線上
　　３から３００メートルのところ
ヘ　２から２１８度３０分
　　３５０メートルのところ
ト　２から２１８度３０分
　　２５０メートルのところ
チ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２００メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2013号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
高来町
水の浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市高来町水の浦城の下
八大龍王碑

イ　１から１２２度
　　２１０メートルのところ
ロ　１から１２２度
　　４３０メートルのところ
ハ　１から１４８度
　　４１０メートルのところ
ニ　１から１５３度
　　２１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第2014号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
高来町
金崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市高来町金崎護岸降口
標識

イ　１から８０度
　　１７０メートルのところ
ロ　１から１１１度
　　４４０メートルのところ
ハ　１から１２９度
　　３９０メートルのところ
ニ　１から１２９度
　　１９０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象種は「あさり」に限る。

南区　第2015号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
高来町
金崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市高来町金崎潮受堤防
標識Ａ
（堤防角から９８メートルのとこ
ろ）
２　同市同町金崎潮受堤防標識
Ｂ
（１から南西方海岸沿いに２５０
メートルのところ）

イ　１から１３３度
　　２７０メートルのところ
ロ　１から１３３度
　　３７０メートルのところ
ハ　２から１３３度
　　３６０メートルのところ
ニ　２から１３３度
　　２６０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．養殖対象は「あさり」に限る。

南区　第2016号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
高来町
金崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市高来町金崎諫早湾干
拓潮受堤防中央避雷針
２　同市同町金崎諫早湾干拓潮
受堤防標識Ａ
（基点１から北方堤防沿いに２５
０メートルのところ）
３　同市同町金崎諫早湾干拓潮
受堤防標識Ｂ
（１から南方堤防沿いに２５０メー
トルのところ）

イ　２から６５度
　　２５００メートルのところ
ロ　２から６５度
　　４５００メートルのところ
ハ　３から６５度
　　４５００メートルのところ
ニ　３から６５度
　　２５００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

諫早市
小長井町
雲仙市
瑞穂町
国見町
神代
土黒

１．イ、ロ、ハ、ニの各点と、イとロ、ハとニの間２００メー
トル毎に及びイとニ、ロとハの中間点に夜間標識灯を設
置しなければならない。



南区　第2017号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
高来町
金崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市高来町金崎諫早湾干
拓潮受堤防中央避雷針
２　同市同町金崎諫早湾干拓潮
受堤防標識Ａ
（基点１から北方堤防沿いに２５
０メートルのところ）
３　同市同町金崎諫早湾干拓潮
受堤防標識Ｂ
（１から南方堤防沿いに２５０メー
トルのところ）

イ　２から６５度
　　１５００メートルのところ
ロ　２から６５度
　　２５００メートルのところ
ハ　３から６５度
　　２５００メートルのところ
ニ　３から６５度
　　１５００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

諫早市
小長井町
雲仙市
瑞穂町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点と、イとロ、ハとニの間２００メー
トル毎に及びイとニ、ロとハの中間地点に夜間標識灯を
設置しなければならない。

南区　第2018号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
吾妻町
守山
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　雲仙市吾妻町守山標識
２　同市同町本村名田内川河口
東岸階段標識
３　同市同町と同市瑞穂町との
最高高潮時海岸線における境界
（谷川橋鉄橋の中央のところ）

イ　１から３１５度
　　６６０メートルのところ
ロ　２から３１５度
　　５１０メートルのところ
ハ　３から３４０度
　　５００メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第2019号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
古部
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　雲仙市吾妻町と同市瑞穂町
との最高高潮時海岸線における
境界
（谷川橋鉄橋の中央のところ）
２　同市瑞穂町道祖名若車川河
口東岸標識
３　同市同町夏峰名地蔵鼻北端
４　同市同町伏尾名島原鉄道伏
尾８６号踏切前護岸標識

イ　１から３４０度
　　５００メートルのところ
ロ　４から３３２度
　　５３０メートルのところ
ハ　４から３３２度
　　１００メートルのところ
ニ　３から０度
　　４５メートルのところ
ホ　２から３５２度
　　１００メートルのところ
ヘ　１から３４０度
　　８０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第2020号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
伊福名
伊古名
船津名
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワの各点を順
次結んでイに至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町高田名農協波
止西端
２　同市同町同名浜の田復旧記
念碑
３　同市同町伊古名島川河口東
岸鉄橋付根標識
４　同市同町同名伊古崎北端
５　同市同町同名西郷港西側防
波堤付根標識

イ　１から３３２度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３３２度
　　５００メートルのところ
ハ　３から３１０度
　　４５０メートルのところ
ニ　３から３１０度
　　６００メートルのところ
ホ　４から３０５度
　　２９０メートルのところ
ヘ　４から０度
　　２２０メートルのところ
ト　５から２２度
　　２３５メートルのところ
チ　５から２２度
　　１２０メートルのところ
リ　４から０度
　　４０メートルのところ
ヌ　３から３１０度
　　３００メートルのところ
ル　３から３１０度
　　１４８メートルのところ
ヲ　２から３２８度３０分
　　４５メートルのところ
ワ　１から４５度３０分
　　２６０メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第2021号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
瑞穂町
長浜
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　雲仙市瑞穂町伊古名西郷港
東海岸標識
２　同市同町と同市国見町との
最高高潮時海岸線における境界

イ　１から２５度
　　５１５メートルのところ
ロ　２から３５８度３０分
　　７００メートルのところ

第3種 貝類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
瑞穂町

　

南区　第2022号 島原漁業協同組合

長崎県
島原市
御手水
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　島原市御手水町松井敏弘宅
下標識
（２から北方護岸沿いに２２０メー
トルのところ）
２　同市三会大手原下標識

イ　１から６６度３０分
　　７３７メートルのところ
ロ　１から６６度３０分
　　１０３７メートルのところ
ハ　２から７２度３０分
　　９８２メートルのところ
ニ　２から７２度３０分
　　６８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
島原市
三会

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2023号 島原半島南部漁業協同組合

長崎県
南島原市
口之津町
仲町
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南島原市口之津町仲町護岸
東標識
２　同市同町仲町親和銀行社宅
前護岸標識

イ　１から２８度
　　１００メートルのところ
ロ　２から２８度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南島原市
口之津町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2024号 橘湾東部漁業協同組合

長崎県
雲仙市
南串山町
字椎木川
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市南串山町倉越海岸標
識（松田呉服店裏突堤東側付
根）
２　同市同町字椎木川国道護岸
標識
（椎木川曲がり防波堤付根から
西方護岸沿いに１１０メートルの
ところ）

イ　１から３３８度
　　３５０メートルのところ
ロ　１から３３８度
　　４５０メートルのところ
ハ　２から３３８度
　　４５０メートルのところ
ニ　２から３３８度
　　３５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
雲仙市
南串山町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2025号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
戸石町
坂
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市戸石町戸石漁港戸石
Ｋ護岸東側標識
（諫早市飯盛町と長崎市との最
高高潮時海岸線における境界か
ら西方護岸沿いに７５メートルの
ところ）
２　同市同町戸石漁港戸石Ｋ護
岸西側標識
（１から西方護岸沿いに２００メー
トルのところ）

イ　１から２１４度
　　８４メートルのところ
ロ　１から２１４度
　　１３４メートルのところ
ハ　２から２１４度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から２１４度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



南区　第2026号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
横座
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町横座北側コン
クリート標識
２　同市同町横座横座護岸えの
みの木標識Ｅ
（１から西方海岸沿いに７５メート
ルのところ）

イ　１から３３２度
　　８０メートルのところ
ロ　１から３３２度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から３３２度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から３３２度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2027号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
横座
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町横座岸川宅西
側角護岸
２　同市同町横座横座護岸標識
Ｄ
（１から東方海岸沿いに３０メート
ルのところ）

イ　１から３２５度
　　９０メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　１６４メートルのところ
ハ　２から３２５度
　　１６９メートルのところ
ニ　２から３２５度
　　９５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2028号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
島ノ前
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町島ノ前埋立地
護岸東標識
２　同市同町里造船所埋立地護
岸標識
(１から南方護岸沿いに２５６メー
トルのところ)

イ　１から９３度
　　７０メートルのところ
ロ　１から９３度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１０５度
　　３３５メートルのところ
ニ　２から１０５度
　　２４８メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第2029号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
戸石町
毛屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市戸石町毛屋埋立地標
識Ａ
(毛屋埋立地東端付根から西方
護岸沿いに５２メートルのところ)
２　同市同町毛屋埋立地護岸標
識Ｂ
(１から西方護岸沿いに９０メート
ルのところ)

イ　１から１８５度
　　５５メートルのところ
ロ　１から１８５度
　　７５メートルのところ
ハ　２から１８５度
　　７５メートルのところ
ニ　２から１８５度
　　５５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2030号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦前
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町中ノ浦鼻突堤
基部標識

イ　１から２９８度
　　３４メートルのところ
ロ　１から２９８度
　　１１４メートルのところ
ハ　１から３０７度３０分
　　１１７メートルのところ
ニ　１から３３４度
　　４２メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2031号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
牧島町
中ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市牧島町下中ノ浦東側
標識
（下中ノ浦鼻北端標識から西方
護岸沿いに７４メートルのところ）
２　同市同町下中ノ浦西側標識
（１から西方護岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から３１度
　　１８メートルのところ
ロ　１から３１度
　　３８メートルのところ
ハ　２から３１度
　　４４メートルのところ
ニ　２から３１度
　　２４メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
戸石町
牧島町
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）

　

南区　第2032号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
田中町
平瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市田中町平瀬護岸東標
識
２　同市同町平瀬護岸西標識

イ　１から１６０度
　　１５５メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　３０５メートルのところ
ハ　２から１６０度
　　３２５メートルのところ
ニ　２から１６０度
　　１７５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
東町
田中町
矢上町
かき道１丁目
かき道２丁目
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）
かき道５丁目
かき道６丁目

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2033号 長崎市みなと漁業協同組合

長崎県
長崎市
深堀町
大籠馬落とし
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市深堀町新地防波堤標
識（階段扉降口）
２　同市同町大籠馬落とし大岩
標識

イ　１から２６７度
　　１００メートルのところ
ロ　１から２６７度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２６７度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から２６７度
　　１２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
長崎市
深堀町
大籠町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2034号 長崎市新三重漁業協同組合

長崎県
長崎市
畦町
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市畦町畦波止付根
２　同市樫山町岳の下岩標識

イ　１から１３０度
　　２００メートルのところ
ロ　２から１１２度
　　２００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
三重町
畦町
三重田町
樫山町

　

南区　第2035号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
大瀬戸町
板の浦郷
鎌崎北側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域。

１　西海市大瀬戸町板の浦郷鎌
崎北側地先西側標識
（西端部より北東方向海岸沿い
に４０ｍのところ）
２　同市同町同郷鎌崎北側地先
中央標識

イ　１から０度
　　８０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から０度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
瀬戸板浦郷

　

南区　第2036号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
大島町
寺島
保食神社
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大島町寺島保食神社
鼻護岸標識
２　同市同町寺島保食神社鼻南
側護岸角標識

イ　１から３００度
　　９０メートルのところ
ロ　１から３００度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から３００度
　　１３５メートルのところ
ニ　２から３００度
　　７５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



南区　第2037号 瀬川漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
丹納郷
高地
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　西海市西海町丹納郷高地標
識第１号
２　同市同町同郷高地有富波止
付根
３　同市同町丹納郷高地武藤宅
前護岸標識
４　同市同町川内郷浜護岸標識
５　同市同町同郷曽根崎沖ノ大
岩標識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
横瀬郷
水浦郷
丹納郷
川内郷
太田原郷
木場郷

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第2038号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
伊ノ浦郷
大堂
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町伊ノ浦郷大堂
ハゲ山南西端標識
２　同市同町同郷大堂ハゲ山標
識
（１から南東方海岸沿いに１１０
メートルのところ）

イ　１から２３０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２３０度
　　１２５メートルのところ
ハ　２から２３０度
　　１２５メートルのところ
ニ　２から２３０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2039号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
八木原郷
白浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町八木原郷マナ
板排水口上部標識
２　同市同町同郷吉田耕造宅前
標識
（１から南方海岸沿いに８０メート
ルのところ）

イ　１から７１度
　　５０メートルのところ
ロ　１から７１度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から７１度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から７１度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2040号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
八木原郷
白浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町八木原郷吉田
耕造宅前石垣南角標識
２　同市同町同郷マナ板真珠園
療養所前護岸標識

イ　１から７１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から７１度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から７１度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から７１度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2041号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
八木原郷
安甫島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町八木原郷ヘタ
安甫島北端標識
２　同市同町同郷ヘタ安甫島南
端標識

イ　１から３０８度
　　７０メートルのところ
ロ　２から３０５度
　　８０メートルのところ
ハ　２から３０５度
　　１６０メートルのところ
ニ　１から３０８度
　　１５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2042号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
八木原郷
安甫島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町八木原郷沖安
甫島南側標識
２　同市同町同郷ヘタ安甫島南
端標識

イ　１から１３７度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１３７度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１３７度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から１３７度
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2043号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
三島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷三島西
海岸標識Ａ
２　同市同町同郷三島西海岸標
識Ｂ

イ　１から２９１度
　　７０メートルのところ
ロ　１から２９１度
　　２０メートルのところ
ハ　２から２９１度
　　４０メートルのところ
ニ　２から２９１度
　　９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2044号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島
鶴亀鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷竹島鶴
亀海岸標識
２　同市同町同郷竹島鶴亀鼻北
端

イ　１から２７８度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２７８度
　　１００メートルのところ
ハ　２から２７８度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から２７８度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2045号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島西
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町大串郷竹島
ウーピー西鼻突端
２　同市同町同郷竹島ウーピー
北鼻突端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2046号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島
赤松鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷竹島赤
松鼻突端標識
２　同市同町同郷竹島ウーピー
西鼻西岸標識

イ　１から３４６度
　　２０メートルのところ
ロ　２から３４６度
　　４０メートルのところ
ハ　２から３４６度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2047号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
網代
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷網代海
岸標識Ａ
２　同市同町同郷網代海岸標識
Ｂ
（１から北方海岸沿いに１２０メー
トルのところ）

イ　１から１０５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１０５度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１０５度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から１０５度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　



南区　第2048号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
毛谷浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町平山郷毛谷浦
西鼻突端標識
２　同市同町同郷鯛網代鼻東端
標識

イ　１から０度
　　１４０メートルのところ
ロ　２から１５度
　　１３５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2049号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
山ノ平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町平山郷山ノ平
海岸標識Ａ
２　同市同町同郷山ノ平海岸標
識Ｂ

イ　１から９５度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９５度
　　５０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　４０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2050号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷竹島赤
松ノ平海岸標識Ａ
２　同市同町同郷竹島赤松ノ平
海岸標識Ｂ

イ　１から２７０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　３０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　８０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2051号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
油浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町平山郷油浦入
口北鼻硅石標識
２　同市同町鳥加郷油浦梅木鼻
突端護岸角標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2052号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
宝崎
地先

次の３、イ、ロ、ハ、６の各点を順
次結んだ各直線、７、８、９、ニ、
１の各点を順次結んだ各直線及
び１から３、６から７に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　西海市西彼町鳥加郷宝崎鼻
標識
２　同市同町同郷宝崎鼻北端標
識
３　同市同町鳥加郷油浦梅木鼻
突端護岸角標識
４　同市同町大串郷竹島赤松鼻
南端
５　同市同町同郷竹島南鼻南端
標識
６　同市同町鳥加郷足利島北端
標識
７　同市同町同郷足利島南東端
標識
８　同市同町同郷俵頭北西鼻西
海岸標識
９　同市同町同郷俵頭ハズナトリ
鼻西端標識

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から５０メートルのところ
ロ　２から３２４度
　　４０メートルのところ
ハ　６と５を結ぶ直線上
　　６から４０メートルのところ
ニ　１から１８３度
　　１４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2053号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
俵頭
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町鳥加郷ニジュ
ウゴの浦入口西鼻突端標識
２　同市同町同郷ニジュウゴの
浦入口東鼻標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2054号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　西海市西彼町大串郷竹島南
鼻南端標識
２　同市同町同郷竹島南岸殿様
網代南端
３　同市同町同郷竹島南岸殿様
網代南端の東鼻標識
４　同市同町同郷竹島クジラ石
鼻南端標識

イ　１から１６０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2055号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
俵頭
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町鳥加郷持木の
浦入口西鼻突端
２　同市同町同郷持木の浦入口
東鼻標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2056号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
平島
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　西海市西彼町鳥加郷平島東
鼻西突端標識
２　同市同町上岳郷エビ崎北端
標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第2057号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
喰場郷
カド石鼻
地先

次のイ、１、２、ロの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町上岳郷江川尻
鼻北端
２　同市同町同郷エビ崎海岸標
識

イ　１から３２９度
　　８０メートルのところ
ロ　２から３５６度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　



南区　第2058号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
下岳郷
下河内
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町白崎郷１８６３
番地小幡氏宅前護岸階段標識
２　同市同町下岳郷下河内護岸
標識
３　同市同町同郷下河内長崎自
動車（株）駐車場前護岸標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ハ　３から２５５度３０分
　　２５５メートルのところ
ニ　３から２５５度３０分
　　４０５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2059号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
宮浦郷
小宮浦
獅子首
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町宮浦郷小宮浦
獅子首エビス祠北端
２　同市同町同郷小宮浦獅子首
瀬崎俊明宅畑南東角
３　同市同町同郷白浜宮崎鼻北
端

イ　１から８７度３０分
　　２０メートルのところ
ロ　１から８７度３０分
　　９０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から９０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2060号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
亀浦郷
字土井の浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町亀浦郷字土井
の浦８９７浦添司宅地護岸標識
２　同市同町同郷字土井の浦１
１６９田島茂宅地護岸標識

イ　１から９０度
　　６０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2061号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
亀浦郷
字出口
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町亀浦郷字出口
中鼻突端標識
２　同市同町同郷字出口赤岩突
端標識Ａ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2062号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白似田郷
長島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町白似田郷長島
西二番鼻標識
２　同市同町同郷長島西一番鼻
標識
３　同市同町同郷前島西端
４　同市同町同郷長島東鼻北東
端標識
５　同市同町同郷前島東端

イ　１から２７０度
　　２０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　２０メートルのところ
ハ　イとロを結ぶ直線上
　　イから２００メートルのところ
ニ　４と５を結ぶ直線上
　　４から１７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2063号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白似田郷
湯島
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び２から３、４から１に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　西海市西彼町白似田郷湯島
林田氏畑石垣角
２　同市同町同郷前ノ島瀬浦守
氏畑石垣東角
３　同市同町同郷前ノ島南端標
識
４　同市同町同郷湯島北西端標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2064号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白似田郷
湯島
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　西海市西彼町白似田郷湯島
ツト浦北海岸標識
２　同市同町同郷湯島ツト浦南
海岸標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第2065号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海大平町
横瀬浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と、１から３に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　長崎市琴海大平町なかしま
橋南護岸東端標識
２　同市同町瀬戸の鼻北端標識
３　同市同町横瀬浦標識
（２から南方海岸沿いに４７メート
ルのところ）

イ　１から３３３度
　　２４メートルのところ
ロ　２から５４度
　　４０メートルのところ
ハ　３から７２度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2066号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
乃木浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町高岳北側
エビス鼻標識
２　同市同町川上十郎宅下東側
標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2067号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
矢別
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町天狗岳北
東岸標識
２　同市同町天狗岳南東鼻標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2068号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
網ケ浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町浦底平標
識Ａ
２　同市同町恵比須像北側標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　



南区　第2069号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
下松尾
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町下松尾入
道鼻南西端標識
２　同市同町下松尾ズボリ鼻飛
瀬西端標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2070号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
松尾
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町下松尾幸
左右ェ門鼻北側標識
２　同市同町松尾海岸石垣西端
標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2071号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
名串
瀬ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海尾戸町名串瀬ノ
浦石垣角標識
２　同市同町名串瀬ノ浦みかん
畑石垣角標識

イ　１から３０３度
　　５０メートルのところ
ロ　２から３０３度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2072号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
名串
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海尾戸町名串田崎
彦四郎宅護岸西端
２　同市同町浦越ウメ宅石垣北
東端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2073号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
名串
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　長崎市琴海尾戸町大別当鼻
西端
２　同市同町大別当鼻大場福一
宅下標識

イ　１から３２７度
　　５０メートルのところ
ロ　２から３２７度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2074号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海形上町
大子角ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海形上町大子角ノ
浦国道護岸付根標識
２　同市同町大子角ノ浦国道護
岸標識
（１から南方海岸沿いに８５メート
ルのところ）

イ　１から９１度
　　７０メートルのところ
ロ　２から９１度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2075号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根原町
スズレ岩鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海戸根原町スズレ
岩鼻標識(松の下)
２　同市同町スズレ岩下鼻西端

イ　１から２７０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2076号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根原町
ヤケンバ
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　長崎市琴海戸根原町ヤケン
バ横浦山北西鼻標識
２　同市同町中の浦横浦南鼻西
端
３　同市同町中の浦立山白岩標
識
４　同市同町スズレ岩鼻標識(松

イ　１から２５１度３０分
　　３６０メートルのところ
ロ　４から２７０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2077号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根原町
立山
地先

次の１と２を結んだ直線、３と４を
結んだ直線及び１から３、２から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　長崎市琴海戸根原町中の浦
一本松鼻南西端
２　同市同町中の浦さか浦波止
標識
３　同市同町中の浦横浦南鼻西
端
４　同市同町中の浦立山白岩標

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

　

南区　第2078号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根町
瀬ノ浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と１から２に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　長崎市琴海戸根町要浦南端
標識
２　同市同町瀬ノ浦標識

イ　２から９０度
　　９５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2079号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根町
潟向
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　長崎市琴海戸根町瀬浦立石
鼻突端標識
２　同市同町佐世保島西端
３　同市同町佐世保島東端
４　同市同町真珠養殖場作業小
屋護岸西端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2080号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海戸根町
辰島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　長崎市琴海戸根町辰島赤松
鼻北端
２　同市同町辰島釣掛松鼻西端

イ　１から２７０度
　　１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2081号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海村松町
吉浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海村松町吉浦船頭
倉の鼻突端標識
２　同市同町（株）ヒガシ下防波
堤付根
３　同市同町焼島北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　２から１０１度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2082号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海村松町
吉浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海村松町浜口喜久
美宅下護岸標識
２　同市同町川口宅石垣北東端
標識

イ　１から１０１度
　　１００メートルのところ
ロ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　



南区　第2083号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
子々川郷
字登路福
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と１から３に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　西彼杵郡時津町子々川郷竹
梅崎標識
２　同郡同町同郷オコノ鼻突端
標識
３　同郡同町同郷登路福鼻別荘
護岸北角標識
４　長崎市琴海村松町焼島南端
５　西彼杵郡時津町子々川郷前
島西端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2084号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
子々川郷
前島
地先

次の１と２の点を結んだ直線と１
から２に至る最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　西彼杵郡時津町子々川郷前
島西端
２　同郡同町同郷前島しゃれ松
鼻西端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海戸根町
琴海村松町
西海町
西彼杵郡
時津町
子々川郷

　

南区　第2085号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
日並郷
字鷹島
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と１から２に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　西彼杵郡時津町日並郷字鷹
島首の崎標識
２　同郡同町同郷同字網代波止
突端標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西彼杵郡
時津町
日並郷
久留里郷
左底郷
元村郷
野田郷
浦郷
浜田郷
西時津郷

　

南区　第2086号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
日並郷
木場崎
地先

次の１，イ，３，２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西彼杵郡時津町日並郷木場
崎さがさき護岸標識
２　同郡同町同郷木場崎公民館
前内側防波堤付根
３　同郡同町同郷木場崎公民館
前内側防波堤突端
４　同郡同町同郷木場崎外側防
波堤一番階段標識

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西彼杵郡
時津町
日並郷
久留里郷
左底郷
元村郷
野田郷
浦郷
浜田郷
西時津郷

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2087号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
西時津郷
畠下
地先

次の１、イ、３、４の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　西彼杵郡時津町西時津郷ア
ゲノ瀬北端
２　同郡同町同郷竜崎西端
３　同郡同町同郷崎野叔母石標
識
４　同郡同町同郷白石鼻護岸標
識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西彼杵郡
時津町
日並郷
久留里郷
左底郷
元村郷
野田郷
浦郷
浜田郷
西時津郷

１．イの点及びイと1の中間点に夜間標識灯を設置しな
ければならない。

南区　第2088号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
長与町
斉藤郷
崎野
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西彼杵郡長与町斉藤郷蛇口
鼻東端
２　同郡同町同郷橋詰の鼻南東
端
３　同郡同町同郷清水島蛭子鼻
北端
４　同郡同町同郷清水島西端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　３から７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西彼杵郡
長与町

　

南区　第2089号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
長与町
斉藤郷
清水島南
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西彼杵郡長与町斉藤郷清水
島南岸標識Ａ
（清水島南東端より西方海岸沿
いに２９メートルのところ）
２　同郡同町同郷清水島南岸標
識Ｂ
（１から西方海岸沿いに１５４メー
トルのところ）

イ　１から１６６度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１６６度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から１６６度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から１６６度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西彼杵郡
長与町

　

南区　第2090号 大村湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
多良見町
舟津
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市多良見町舟津農協選
果場埋立地護岸標識
（護岸東角から西方護岸沿いに
１５メートルのところ）
２　同市同町舟津田原標識
（西部グランド前護岸東角から西
方護岸沿いに４０メートルのとこ
ろ）

イ　１から３１度
　　１４５メートルのところ
ロ　１から３１度
　　３４５メートルのところ
ハ　２から３１度
　　３６５メートルのところ
ニ　２から３１度
　　１６５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

諫早市
多良見町
舟津
佐瀬

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2091号 大村湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
多良見町
元釜
下元釜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市多良見町元釜駅前石
丸波止横石垣内角標識
２　同市同町舟津黒崎ヒヨコ松標
識
３　同市同町元釜下ノ谷鼻崎標
識
４　同市同町舟津漁港荷上場北
東角

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１８０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２８０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２００メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

諫早市
多良見町
元釜
野副
西園
東園
木床
化屋

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2092号 大村湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
多良見町
大草浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市多良見町東園西ノ浦
鼻標識
２　同市同町東園牛ノ鼻石垣角
標識

イ　１から３１５度
　　３６５メートルのところ
ロ　１から３１５度
　　６８０メートルのところ
ハ　２から３１５度
　　５６０メートルのところ
ニ　２から３１５度
　　２４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

諫早市
多良見町
元釜
野副
西園
東園
木床
化屋

　

南区　第2093号 大村湾漁業協同組合

長崎県
東彼杵郡
東彼杵町
口木田郷
鍋蔵
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　東彼杵郡東彼杵町口木田郷
口木田踏み切り標識
（口木田川河口より北西側へ４０
ﾒｰﾄﾙのところ）
２　同郡同町大音琴郷岩石南側
護岸標識
（１より北西へ１５０ﾒｰﾄﾙのとこ
ろ）

イ　１から２０５度
　　１００メートルのところ
ロ　１から２０５度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から２０５度
　　２５０メートルのところ
ニ　２から２０５度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
東彼杵郡
東彼杵町

　



南区　第2094号 大村市漁業協同組合

長崎県
大村市
杭出津１丁目
臼島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　大村市杭出津１丁目臼島北
端標柱
２　同市坑出津１丁目臼島南端
標柱

イ　１から９０度
　　２００メートルのところ
ロ　１から９０度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

大村市
杭出津１～３丁目
松山町
森園町
今津町
富の原１、２丁目
黒丸町
沖田町
寿古町
松原本町
松原１、２丁目

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2095号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾東町
紋田
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市針尾東町トビノス鼻
北東端
２　同市同町トビノス鼻標識
（１から西方海岸沿いに１８０メー
トルのところ）

イ　１から３２６度
　　４５０メートルのところ
ロ　１から３２６度
　　５０メートルのところ
ハ　２から３２４度
　　９０メートルのところ
ニ　２から３２４度
　　４９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2096号 針尾漁業協同組合

長崎県
佐世保市
針尾西町
川畑
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市針尾西町川畑西部
ガス浦頭埠頭西側護岸北端標
識Ａ
２　同市同町川畑西部ガス浦頭
埠頭西側護岸標識Ｂ（基点１か
ら南方岸壁沿いに１８０メートル
のところ）
３　同市同町川畑南護岸水路暗
渠出口標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１９０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２００メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
針尾東町
針尾中町
針尾西町
針尾北町

　

南区　第2097号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
野崎町
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市野崎町護岸標識Ａ
(野崎東波止付根から西方護岸
沿いに６０メートルのところ)
２　同市同町護岸標識Ｂ
３　同市同町護岸標識Ｃ(１から
西方海岸沿いに８０メートルのと
ころ)

イ　１から１４３度
　　１００メートルのところ
ロ　３から１４３度
　　１００メートルのところ
ハ　２から１４３度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵浦町
野崎町
俵ヶ浦町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第2098号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
俵ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町俵ヶ浦海
岸標識Ａ
(天満宮鳥居中央から北方海岸
沿いに６６メートルのところ)
２　同市同町俵ヶ浦海岸標識Ｃ
(１から北方海岸沿いに８４メート
ルのところ)

イ　１から２３５度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２３５度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から２３５度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から２３５度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵ノ浦町
野崎町
俵ヶ浦町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2500号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
遠竹
釜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町遠竹カニワ
ラの鼻標識
２　同市同町遠竹釜国道２０７号
遠竹橋北側標識

イ　１から１３１度
　　４５０メートルのところ
ロ　１から１３１度
　　７００メートルのところ
ハ　２から１３１度
　　６６０メートルのところ
ニ　２から１３１度
　　４１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第2501号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
諫早市
小長井町
井崎
大久保
兎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　諫早市小長井町井崎築切南
側標識
２　同市同町井崎兎島北側標識

イ　１から１０５度
　　３７５メートルのところ
ロ　１から１０１度
　　４６５メートルのところ
ハ　２から８１度
　　４７８メートルのところ
ニ　２から８０度
　　３８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
諫早市
小長井町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2502号 諫早湾漁業協同組合

長崎県
雲仙市
国見町
神代
東里
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　雲仙市国見町長浜海水浴場
護岸標識
２　同市同町馬頭神社前護岸標
識

イ　１から３４５度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から３４５度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から３４５度
　　１９５メートルのところ
ニ　２から３４５度
　　１４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第2503号 長崎市たちばな漁業協同組合

長崎県
長崎市
田中町
平瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市田中町平瀬護岸東標
識Ａ
２　同市同町平瀬護岸西標識Ｂ

イ　１から１６０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　２２２メートルのところ
ハ　２から１６０度
　　２２２メートルのところ
ニ　２から１６０度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
東町
田中町
矢上町
かき道１丁目
かき道２丁目
かき道３丁目
（旧東町を除く）
かき道４丁目
（旧東町を除く）
かき道５丁目
かき道６丁目

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2504号 長崎市福田漁業協同組合

長崎県
長崎市
福田本町
鳴崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市福田本町防波堤突端
標識

イ　１から１３５度
　　５１８メートルのところ
ロ　１から１３５度
　　４８８メートルのところ
ハ　１から１４０度３０分
　　５０５メートルのところ
ニ　１から１４０度３０分
　　５３５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
福田本町
小浦町
大浜町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



南区　第2505号 長崎市福田漁業協同組合

長崎県
長崎市
福田本町
福田
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市福田本町防波堤突端
標識

イ　１から１０７度３０分
　　１５９メートルのところ
ロ　１から１２５度３０分
　　１５６メートルのところ
ハ　１から１２３度
　　１８５メートルのところ
ニ　１から１０７度３０分
　　１８９メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
福田本町
小浦町
大浜町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第2506号 大村湾漁業協同組合

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
名串
木折
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海尾戸町串木折南
鼻標識
２　同市同町名串木折地崎石垣
西標識(ゴルフ場下)
３　同市同町名串木折地崎北護
岸階段付根標識(護岸西方突端
から65メートルのところ)
４　同市同町名串木折北鼻標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

長崎市
琴海尾戸町
琴海形上町
琴海大平町
長浦町
琴海戸根原町

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第2507号 大村湾漁業協同組合

長崎県
西彼杵郡
時津町
久留里郷
永ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西彼杵郡時津町久留里郷ヤ
マハマリン西九州(株)東波止標
識Ａ
２　同郡同町同郷ヤマハマリン西
九州(株)東波止標識Ｂ(１から27
メートルのところ)

イ　１から２２５度
　　２１メートルのところ
ロ　１から２２５度
　　４１メートルのところ
ハ　２から２１９度
　　４８メートルのところ
ニ　２から２１９度
　　２５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西彼杵郡
時津町
日並郷
久留里郷
左底郷

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2508号 大村湾東部漁業協同組合

長崎県
大村市
久原１丁目
東浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　大村市久原１丁目東浦市杵
島神社船台前波止突端標識
２　同市同町久原１丁目東浦市
杵島神社参道標識(船台から35
メートルのところ)

イ　１から１６５度
　　１５メートルのところ
ロ　１から１６５度
　　３５メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　８５メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　６５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

大村市
久原１、２丁目
溝陸町
日泊町
蔦川内町
西部町
玖島１～３丁目
諫早市
真津山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第2509号 佐世保市漁業協同組合

長崎県
佐世保市
東浜町
高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市東浜町高島標識Ｃ
２　同市同町高島標識Ｄ
（１から西方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）
３　同市同町高島標識Ｅ
（２から西方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）

イ　１から４２度
　　２０メートルのところ
ロ　１から４２度
　　５０メートルのところ
ハ　２から２度
　　５０メートルのところ
ニ　３から３４４度
　　５０メートルのところ
ホ　３から３４４度
　　２０メートルのところ
ヘ　２から２度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

佐世保市
白岳町
東浜町
天神町
庵ノ浦町
野崎町
俵ヶ浦町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

南区　第3000号 中村俊一

長崎県
西海市
大瀬戸町
多以良外郷
三年が浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1  西海市大瀬戸町多以良外郷
三年が浦家の向人形岩　2　同
市同町同郷三年が浦家の向水
の浦岩　3　同市同町同郷喜当
白岩　4　同市同町同郷三年が
浦かさ瀬岩

イ　１と３を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
２から２５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3001号 有限会社山崎真珠

長崎県
西海市
西海町
中浦南郷
うしのはんた
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1  西海市西海町中浦南郷うしの
はんた鼻西端　2　同市同町同郷
おおざか浦西鼻北端

イ　１から０度
７０メートルのところ
ロ　２から０度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3002号 亀井真介

長崎県
西海市
西海町
面高郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1  西海市西海町面高郷高崎岩
衛門土地標識　2　同市同町同
郷松本国一土地東端標識

イ　１から１７０度
１０メートルのところ
ロ　１から１７０度
５０メートルのところ
ハ　２から１７０度
５０メートルのところ
二　２から１７０度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3003号 亀井真介

長崎県
西海市
西海町
面高郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西海町面高郷大久保
五郎土地西端標識　2　同市同
町同郷大久保五郎土地東端標
識

イ　１から１７０度
１０メートルのところ
ロ　１から１７０度
５０メートルのところ
ハ　２から１７０度
５０メートルのところ
二　２から１７０度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3004号 亀井真介

長崎県
西海市
西海町
面高郷
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西海町面高郷字大道
原（田の川）護岸東端　2　同市
同町同郷字城の下亀井亘宅護
岸東端

イ　１から１６４度
５０メートルのところ
ロ　２から１６４度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3005号 有限会社岩永真珠

長崎県
西海市
西海町
丹納郷
浄土島
地先

次の４、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、１の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

1　西海市西海町丹納郷浄土島
南東端　2　同市同町同郷浄土
島南西端　3　同市同町同郷浄
土島北端　4　同市同町同郷浄
土島北東端

イ　４から１３１度
６０メートルのところ
ロ　４から８３度
８０メートルのところ
ハ　３から３２３度
９０メートルのところ
二　２から２５８度
９０メートルのところ
ホ　１から１９０度
９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



南区　第3006号 有限会社岩永真珠

長崎県
西海市
西海町
川内郷
曽根崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リの各点を順次結んでイに
至る各直線によって囲まれた区
域

1　西海市西海町川内郷曽根崎
沖ノ大岩標識

イ　１から１０３度
７０メートルのところ
ロ　１から１０３度
１４０メートルのところ　ハ　１から６３
度
２１０メートルのところ　二　１から４３
度
２９０メートルのところ　ホ　１から１４
度
３５０メートルのところ　へ　１から０
度
２００メートルのところ　ト　１から２０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハ、ニ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

南区　第3007号 沖田利弘

長崎県
西海市
西海町
横瀬郷
土井ノ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西海町横瀬郷御手洗
弘法岩石垣角　2　同市同町同
郷八の子島北西端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ
ハ　１から４度３０分
１４０メートルのところ　二　１から３４
４度１２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

南区　第3008号 沖田利弘

長崎県
西海市
西海町
横瀬郷
八の子島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各店
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　西海市西海町横瀬郷八の子
島南東端　2　同市同町同郷八
の子島南端　3　同市同町同郷
八の子島南西端赤岩頂上　4
同市同町同郷八の子島北西端
5　同市同町同郷銭亀丸崎鼻標
識

イ　１と５を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ
ロ　２から１８０度
３０メートルのところ
ハ　３から２２０度
３０メートルのところ
二　４から２７０度
２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

南区　第3009号 沖田利弘

長崎県
西海市
西海町
横瀬郷
字小浦長崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西海町横瀬郷字小浦
長崎鼻突端赤岩頂上

イ　１から３３２度
１０メートルのところ
ロ　１から３３２度
１５０メートルのところ　ハ　１から３４
８度３０分
１６０メートルのところ　二　１から４２
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3010号 沖田利弘

長崎県
西海市
西海町
横瀬郷
字小浦長崎鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西海町横瀬郷字小浦
長崎鼻突端赤岩頂上　2　同市
同町同郷字小浦長崎鼻標識Ａ
（１から南東方向海岸沿いに１０
０メートルのところ）

イ　１から４２度
５０メートルのところ
ロ　２から４２度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3011号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
暖ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町八木原郷坊主
山西端標識Ａ　2　同市同町小迎
郷暖ノ浦西角標識Ｂ　3　同市同
町同郷暖ノ浦北側標識Ｃ　4　同
市西海町川内郷川内標識Ｄ　5
同市同町丹納郷浄土島南東端
標識

イ　１と５を結ぶ直線上
１から１７５メートルのところ
ロ　１と５を結ぶ直線と３と４を結ぶ
直線との交点
ハ　３と４を結ぶ直線上
３から５０メートルのところ
二　２と３を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3012号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
字山の下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町小迎郷字山の
下南鼻南角　2　同市同町同郷
字山の下白岩頂上

イ　１から２２２度
３０メートルのところ
ロ　１から２７０度
８０メートルのところ
ハ　２から３１５度
８０メートルのところ
二　２から３１５度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3013号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
字山の下ハエノ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町小迎郷字山の
下ハエノ崎突端標識

イ　１から６６度４０分
５９メートルのところ
ロ　１から３０度３０分
１０７メートルのところ
ハ　１から１７度３０分
１４０メートルのところ
二　１から３２６度３０分
１４０メートルのところ
ホ　１から３１７度
１１０メートルのところ
へ　１から３５６度
８６メートルのところ
ト　１から３５６度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．いわし地びき網漁業の操業を妨げてはならない

南区　第3014号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
字ナガハエノ浦
地先

次の１と４、２と３を結んだ各直
線と１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　西海市西彼町小迎郷ハエノ
崎ハエノ浦杉の木浦南鼻標識
2　同市同町同郷ハエノ崎ハエノ
浦西岸標識Ａ
（３から２４０度の直線とナガハエ
ノ浦西岸の最高高潮時海岸線と
の交点）　3　同市同町同郷奥ナ
ガハエノ浦東岸階段降口　4　同
市同町同郷ケイの浦南鼻突端

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3015号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
伊ノ浦郷
柚の木波止
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町伊ノ浦郷由の
木波止東付根　2　同市同町同
郷由の木海岸石垣西角丸石

イ　１から２５７度
６０メートルのところ
ロ　２から２５７度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3017号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
毛谷浦
地先

次の１と２を結んだ直線と３と４を
結んだ直線及び１から４、２から
３に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　西海市西彼町平山郷毛谷浦
山本公松畑南東端　2　同市同
町同郷毛谷浦入口南鼻赤石頂
上　3　同市同町同郷毛谷浦南
中鼻北西端　4　同市同町同郷
毛谷浦鼻南東端

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3018号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
山ノ平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町平山郷毛谷浦
入口南鼻赤石標識　2　同市同
町同郷山ノ平海岸標識Ａ
（１から南方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から９５度
２０メートルのところ
ロ　１から９５度
５０メートルのところ
ハ　２から９５度
５０メートルのところ
二　２から９５度
２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



南区　第3019号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
山ノ平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町平山郷山ノ平
海岸標識Ｂ　2　同市同町同郷山
ノ平海岸標識Ｃ
（１から南方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から９０度
１０メートルのところ
ロ　１から９０度
４０メートルのところ
ハ　２から９０度
４０メートルのところ
二　２から９０度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3020号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹ノ島南岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷竹ノ島
南鼻南端　2　同市同町同郷竹ノ
島南鼻付根標識

イ　１から２７４度
１０メートルのところ
ロ　１から２７４度
５０メートルのところ
ハ　２から２７４度
６０メートルのところ
二　２から２７４度
２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3021号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
竹ノ子島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町鳥加郷竹ノ子
島北端　2　同市同町同郷竹ノ子
島南東端標識

イ　１から４１度
２０メートルのところ
ロ　１から４１度
４５メートルのところ
ハ　２から４１度
３５メートルのところ
二　２から４１度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3023号 光洋真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
前島北西側
地先

次の２、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷前島北
西浦西岸標識　2　同市同町同
郷前島北西浦護岸石垣凹角標
識　3　同市同町同郷前島北鼻
西岸標識
（ロの点とウー瀬を結ぶ直線の

イ　１から３５８度
２０メートルのところ
ロ　１から３５８度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3026号 鈴木正和

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹の島
鶴亀平
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷竹の島
鶴亀東平電柱　2　同市同町同
郷竹の島末広畑南東端

イ　１から９０度
２０メートルのところ
ロ　２から９０度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3027号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
勘兵衛島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷勘兵衛
島北西端赤鼻突端標識　2　同
市同町同郷三島西端　3　同市
同町同郷勘兵衛島北岸標識
（１から東方海岸沿いに８０メート
ルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ
ロ　３から０度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3028号 光洋真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹の島畑ノ下
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷竹の島
春崎畠南東端　2　同市同町同
郷竹の島中鼻護岸標識
（中鼻北東端から南方海岸沿い
に５０メートルのところ）　3　同市
同町同郷勘兵衛島芦の浦中鼻

イ　１と３を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ
ロ　２から９０度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3029号 光洋真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹の島鯨石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷竹の島
イキリ鼻北東端標識　2　同市同
町同郷竹の島鯨石標識

イ　１から９０度
１５メートルのところ
ロ　１から９０度
５５メートルのところ
ハ　２から９０度
８０メートルのところ
二　２から９０度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3030号 光洋真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
勘兵衛島
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んだ各直線と１から２に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　西海市西彼町大串郷勘兵衛
島南東鼻西側標識
（鼻南東端から２０メートルのとこ
ろ）　2　同市同町同郷勘兵衛島
田の下浦東岸標識　3　同市同
町同郷勘兵衛島田の下浦西岸

イ　１から１８０度
２０メートルのところ
ロ　３から１８０度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3031号 尾﨑直義

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
地先

次の６と１、２と３、４と５の各点を
結んだ各直線、及び１から２、３
から４、５から６に至る各最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　西海市西彼町鳥加郷字平島
もと山の中鼻標識　2　同市同町
同郷字平島金山の浦野田鼻標
識Ａ　3　同市同町同郷字平島尾
崎作業場鼻標識　4　同市同町
同郷沸上り浦西口の鼻黒岩　5
同市同町同郷ゼニ島西端　6　同
市同町同郷ゼニ島南端

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3032号 鈴木正和

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
勘兵衛島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷勘兵衛
島南東端東鼻白石　2　同市同
町同郷勘兵衛島東端

イ　１から１０３度
５０メートルのところ
ロ　２から１０３度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3033号 日之出真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
勘兵衛島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町大串郷勘兵衛
島東端ホゲ岩標識　2　同市同町
同郷勘兵衛島ホゲ岩中鼻標識
（１から西方海岸沿いに７０メート
ルのところ）　3　同市同町同郷
三島南岸一番鼻標識　4　同市
同町同郷三島南岸二番鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から２０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ
二　２と４を結ぶ直線上
２から２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3034号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
字白崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町白崎郷白崎鼻
西端　2　同市同町同郷字白崎
恵美須祠

イ　１から２９０度
５０メートルのところ
ロ　２から２９０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3035号 中村俊一

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
橘島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町白崎郷橘島北
端　2　同市同町同郷橘島北東
端３号岩　3　同市同町同郷橘島
南東端２号岩　4　同市同町同郷
橘島南端１号岩

イ　１から３４０度
１００メートルのところ　ロ　２から４０
度
７０メートルのところ
ハ　３から１３０度
５０メートルのところ
二　４から１９１度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



南区　第3036号 志田真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
宮浦郷
小宮浦獅子首
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町宮浦郷小宮浦
獅子首瀬崎俊明宅畑南東角　2
同市同町同郷しめだけ海岸標識
3　同市同町同郷白浜宮崎鼻北
端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
１から１５０メートルのところ
ハ　２から８７度３０分
１１５メートルのところ　二　２から８７
度３０分
３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

南区　第3037号 荒瀬一男

長崎県
西海市
西彼町
宮浦郷
三ケ浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　西海市西彼町宮浦郷白浜の
鼻突端　2　同市同町同郷三ケ
浦志田久田北角　3　同市同町
同郷三ｹ浦標識
(基点２から西方海岸沿いに５０
メートルのところ)

イ　１から２７０度の直線と２から０度
の直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3038号 志田真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
宮浦郷
宮浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３、ニ、２の各
点を順次結んだ各直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　西海市西彼町宮浦郷クグの
山の岩の突端標識　2　同市同
町同郷宮浦白浜字土井浦海岸
石垣西角　3　同市同町同郷宮
浦白浜の鼻突端標識

イ　１から３２５度
３０メートルのところ
ロ　２から１０度
６０メートルのところ
ハ　３から１０度
５０メートルのところ
二　２から１０度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．いわし地びき網漁業の操業を妨げてはならない

南区　第3040号 亀岳真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
風早郷
エリクリ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　西海市西彼町風早郷サンシュ
谷の鼻北東端　2　同市同町同
郷カナイシ鼻南東端

イ　１から９０度
５０メートルのところ
ロ　２から９０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3041号 亀岳真珠有限会社

長崎県
西海市
西彼町
白似田郷
友島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　西海市西彼町白似田郷友島
北岸標識　2　同市同町同郷友
島東岸標識

イ　１から５０度
４０メートルのところ
ロ　１から５０度
８３メートルのところ
ハ　２から５０度
８３メートルのところ
二　２から５０度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない

南区　第3042号 有限会社平尾真珠

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
鵜瀬島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　長崎市琴海尾戸町鵜瀬島先
網代西鼻南端　2　同市同町鵜
瀬島先網代浦底石垣西角標識
3　同市同町長浦郷大小島エビ
ス鼻東端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から３５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ
ハ　２から２１４度
１３５メートルのところ　二　２から２１
４度
１２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3043号 丸宣真珠有限会社

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
鵜瀬島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　長崎市琴海尾戸町鵜瀬島松
本清一敷地の鼻標識Ａ　2　同市
同町鵜瀬島浦上畑中央標識Ｂ
3　同市同町鵜瀬島川口作太郎
の敷地鼻標識Ｃ

イ　１と３を結ぶ直線の中央点
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3044号 有限会社平尾真珠

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
スボリ
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、５、６、７の各点を順
次結んだ各直線、及び１から７、
４から５に至る各最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　長崎市琴海尾戸町スボリ竹
中畑南西端　2　同市長浦町大
瀬平宮崎山の鼻北端　3　同市
琴海尾戸町スボリ下鼻南西端
4　同市同町スボリ島西端　5　同
市同町スボリ島南端　6　同市同
町スボリ突端標識　7　同市同町
スボリ竹中畑護岸標識
（１から北方護岸沿いに３４メート
ルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線と３と４を結ぶ
直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3045号 丸宣真珠有限会社

長崎県
長崎市
琴海形上町
大子黒崎浦
地先

次の２、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
によって囲まれた区域

1　長崎市琴海形上町大子鼻南
東端　2　同市同町大子黒崎浦
標識Ａ
（黒崎浦南西奥から東方海岸沿
いに１０メートルのところ）　3　同
市同町大子黒崎浦標識Ｂ
（２から東方海岸沿いに６０メート

イ　１から１２０度
２０メートルのところ
ロ　１から１２０度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3046号 有限会社山源真珠

長崎県
長崎市
琴海形上町
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、３の各点
を順次結んだ各直線と１から３に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　長崎市琴海形上町ヒギレ浦
北岸東側標識　2　同市同町２４
５番地と２４１番地の海側境界標
識　3　同市同町ヒギレ浦北岸西
側標識
（基点２から西方海岸沿いに３０
メートルのところ）

イ　１から１８０度
３０メートルのところ
ロ　２から１８０度
４７メートルのところ
ハ　２から１８０度
３７メートルのところ３から１８０度
３７メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3048号 有限会社琴海真珠

長崎県
長崎市
長浦町
七百島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　長崎市長浦町字小島ノ浦
（有）琴海真珠敷地石垣標識　2
同市同町浦の谷北鼻標識Ａ

イ　１から８８度
1５０メートルのところ　ロ　２から８８
度
１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない

南区　第3049号 深江真珠有限会社

長崎県
長崎市
長浦町
浦の谷
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　長崎市長浦町浦の谷北鼻標
識Ｂ　2　同市同町浦の谷北鼻南
東端標識　3　同市琴海尾戸町
下松尾スボリ鼻西端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ
ロ　２から１２４度
１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない

南区　第3050号 深江真珠有限会社

長崎県
長崎市
長浦町
浦の谷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　長崎市長浦町浦の谷北鼻標
識Ｂ　2　同市同町長浦の谷鼻北
方端標識

イ　１から８６度
１７０メートルのところ　ロ　１から８６
度
３７０メートルのところ　ハ　２から８６
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない

南区　第3051号 有限会社山崎真珠外１名

長崎県
長崎市
長浦町
高野道
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　長崎市長浦町字辻の平（有）
山崎真珠敷地石垣西角標識　2
同市同町字辻の平（有）山崎真
珠敷地恵比須様前石垣標識

イ　１から７度
１０メートルのところ
ロ　１から７度
７６メートルのところ
ハ　２から７度
７６メートルのところ２から７度１０
メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



南区　第3052号 有限会社溝口真珠

長崎県
長崎市
長浦町
手崎人尻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　長崎市長浦町手崎人尻北鼻
西端　2　同市同町手崎人尻北
鼻南東標識

イ　１から２７０度
４５メートルのところ
ロ　２から２７０度
６５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3053号 松田真珠有限会社

長崎県
東彼杵郡
東彼杵町
平似田郷
串の浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　東彼杵郡東彼杵町平似田郷
串島の鼻北西端　2　同郡同町
同郷坊主鼻突端　3　同郡同町
同郷串の浦南岸標識
（基点１から東方海岸沿いに７５
メートルのところ）　4　同郡同町
同郷坊主鼻南側根元と鉄道護
岸の境目（３から１６度見通し）

イ　１と２を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
３から７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3054号 有限会社長浦真珠

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
鵜瀬島
地先

次の１、２、イ、３を順次結んだ各
直線と１から３に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　長崎市琴海尾戸町鵜瀬島え
びす浦海岸東端標識　2　同市
同町鵜瀬島えびす浦海岸西端
標識　3　同市同町鵜瀬島鼻突
端標識

イ　３から２３７度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区　第3055号 有限会社溝口真珠

長崎県
長崎市
長浦町
大小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　長崎市長浦町大小島北端標
識　2　同市同町大小島西端標
識

イ　１から２６４度
２０メートルのところ
ロ　２から２６４度
１０メートルのところ２から２６４度
１１０メートルのところ１から２６４度
１２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成２５年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

南区第　3056号 浦田勘次

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
前島西側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷前島西
中鼻西端標識　２　同市同町同
郷前島西渕下造船所下標識　３
同市同町同郷網代南端突端標
識　４　同市同町平山郷鯛網代
鼻突端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年９月１4日から令和５年８月３
１日まで

個別 -

南区第　3057号 浦田勘次

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
前島東側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷前島北
野鼻標識Ａ　２　同市同町同郷
前島北野鼻標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに６０メート
ルのところ）

イ　１から９０度
３５メートルのところ　ロ　２から９０
度
３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年９月１4日から令和５年８月３
１日まで

個別 -

南区第　3058号 浦田勘次

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
三島
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町大串郷三島川
本畑石垣南東端　２　同市同町
同郷三島沢田石垣西角　３　同
市同町同郷前ノ島北端　４　同市
同町同郷勘兵衛島北西端赤鼻
突端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ハ　２と
３を結ぶ直線上
２から７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年９月１4日から令和５年８月３
１日まで

個別 -

南区第　3500号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
字山の下
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　西海市西彼町西南風崎大岩
標識　２　同市同町西南風崎突
端標識

イ　１から２８９度３０分
８５メートルのところ　ロ　１から２８９
度３０分
１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年4月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区第　3501号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
西海市
西彼町
小迎郷
字ナガハエノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　西海市西彼町小迎郷ハエノ
崎ハエノ浦杉の木浦南鼻標識
２　同市同町北南風崎可郎登瀬
標識　３　同市同町同郷ケイの
浦南鼻突端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ　ロ　２か
ら９０度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年4月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区第　3502号 深江真珠有限会社

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
下松尾
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市琴海尾戸町下松尾入
道鼻北西端　２　同市同町下松
尾入道鼻北岸標識

イ　１から３４０度７０メートルのとこ
ろ　ロ　２から３４０度１００メートルの
ところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

南区　第4000号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
大瀬戸町
多以良外郷
鴨崎の浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大瀬戸町多以良外郷
トキワ鼻西端
２　同市同町多以良鴨崎北西端
３　同市同町多以良外郷トキワ
鼻南岸標識
(１から東方海岸沿いに１２０メー
トルのところ)

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　３から２０４度
　　１５メートルのところ
ハ　３から２０４度
　　６５メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
多以良外郷

　

南区　第4001号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
大瀬戸町
多以良外郷
トキワ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大瀬戸町多以良外郷
トキワ鼻北西端標識
２　同市同町同郷トキワ鼻北東
岸標識

イ　１から０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から０度
　　９０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
多以良外郷

　

南区　第4002号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
大瀬戸町
多以良外郷
平倉和布島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大瀬戸町多以良外郷
平倉和布島南端標識

イ　１から１８０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　９０メートルのところ
ハ　１から１２６度
　　１６０メートルのところ
ニ　１から１０８度
　　１４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
多以良外郷

　

南区　第4003号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
大瀬戸町
多以良外郷
バクハエ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市大瀬戸町多以良外郷
バクハエ北端標識
２　同市同町同郷バクハエ南端
標識

イ　１から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から１４１度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から１６２度
　　９０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
多以良外郷

　



南区　第4004号 大瀬戸町漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
七釜郷
南串島西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町七釜郷南串島
西岸標識Ａ
２　同市同町同郷南串島西岸標
識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１２５メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
西海市
大瀬戸町
多以良外郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第4005号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
七釜郷
南串島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西海町七釜郷南串島
西泊浦北二番鼻東端標識
２　同市同町同郷南串島岩屋口
南の鼻東端

イ　１から９０度
　　３０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
七釜郷
中浦南郷
中浦北郷

　

南区　第4006号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
黒口郷
迎立石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町黒口郷牛水甚
作田東端標識
２　同市同町同郷迎立石標識


イ　１から１８０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第4007号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
黒口郷
くじらが浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と３と４を結んだ直線及
び１から４、２から３に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　西海市西海町黒口郷くじらが
浦おけじろ鼻突端標識
２　同市同町同郷くじらが浦高山
標識
３　同市同町同郷くじらが浦石垣
防波堤付根標識
４　同市同町同郷くじらが浦おけ
じろ中央標識（３から１６９度の見
通し線と最高高潮時海岸線との
交点）


イ　２から１８０度
　　９０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第4008号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
天久保郷
宮の浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、３の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　西海市西海町天久保郷宮の
浦波止北側付根
２　同市同町同郷宮の浦赤岩標
識
３　同市同町同郷天久保浦標識
Ｂ
４　同市同町同郷天崎鼻西端

イ　１から３５０度
　　１７５メートルのところ
ロ　１から７度
　　１８０メートルのところ
ハ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から３２５度
　　６０メートルのところ
ホ　３と４を結ぶ直線上
　　３から６５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

　

南区　第4009号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
天久保郷
字城山天崎鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで1に至る各直線によって囲
まれた区域

１　西海市西海町天久保郷字城
山天崎鼻西端落岩標識
２　同市同町同郷城山一本松小
島標石
３　同市同町面高郷曲り鼻南端
４　同市同町同郷網尾鼻東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８５メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第4010号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
面高郷
字萩原エビス鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町面高郷字萩原
エビス鼻標識Ｂ号
２　同市同町面高郷字萩原エビ
ス鼻標識Ａ号
３　同市同町同郷城山一本松

イ　１から２２６度３０分
　　４８メートルのところ
ロ　１から２３７度
　　２９メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から３５メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　３から１５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

南区　第4011号 西海大崎漁業協同組合

長崎県
西海市
西海町
面高郷
字萩原
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町面高郷字萩原
道下石垣西角
２　同市同町同郷字萩原下り松
北西標識


イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から０度
　　５０メートルのところ
ハ　２から０度
　　３０メートルのところ
ニ　１から０度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西海町
太田和郷
黒口郷
天久保郷
面高郷

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

南区　第4012号 亀井真介

長崎県
西海市
西海町
面高郷
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西海町面高郷字尾本
造船所西側護岸標識
２　同市同町同郷字城の下亀井
亘宅護岸東端


イ　１から１６４度
　　５３メートルのところ
ロ　２から１６４度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第4013号 有限会社岩永真珠

長崎県
西海市
西海町
丹納郷
高地
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西海町丹納郷高地沖
田石垣北東角
２　同市同町同郷高地標識第１
号
３　同市同町丹納郷浄土島北西
端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１１０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　８０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

南区　第4014号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
平山郷
ケヤノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町平山郷毛谷島
海岸標識
（２から西方海岸沿いに１３０メー
トルのところ）
２　同市同町同郷毛谷浦西鼻突
端標識

イ　１から０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から０度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　



南区　第4015号 鈴木正和

長崎県
西海市
西彼町
大串郷
竹島鶴亀平
地先

次の１、イ、ロ、６の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線、及び１から２、３から６に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域。ただし、４、ニ、ハ、
５の各点を順次結んだ各直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域を除く。

１　西海市西彼町大串郷勘兵衛
島赤鼻北西端
２　同市同町同郷勘兵衛島芦の
浦中鼻西端
３　同市同町同郷竹島春崎鼻南
東端
４　同市同町同郷竹島末広鼻南
東端
５　同市同町同郷竹島鶴亀東平
標識
６　同市同町同郷竹島鶴亀鼻突
端亀岩
７　同市同町同郷三島西端
（ダンノオキ標識Ａ）

イ　１と７を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　６から３６度
　　４０メートルのところ
ハ　５から９０度
　　２０メートルのところ
ニ　４から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第4016号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
鳥加郷
字平島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、７の各点を順
次結んだ各直線、５と６を結んだ
直線及び１から５、６から７に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町鳥加郷字平島
東鼻西突端標識
２　同市同町同郷字平島キリ石
鼻東端
３　同市同町同郷字平島キリ石
鼻北端
４　同市同町同郷字平島キリ石
鼻西岸標識
５　同市同町同郷字平島もと山
の中鼻標識
６　同市同町同郷ゼニ島南端
７　同市同町同郷ゼニ島北端

イ　２から４５度
　　４０メートルのところ
ロ　３から０度
　　４０メートルのところ
ハ　４から３１５度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
八木原郷
小迎郷
伊ノ浦郷
大串郷
平山郷
鳥加郷

　

南区　第4017号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
寺の平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町白崎郷寺の平
標識Ａ
２　同市同町同郷寺の平標識Ｂ

イ　１から１８０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第4018号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
岡丸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　西海市西彼町白崎郷諫崎鼻
畑角標識
２　同市同町同郷諫崎鼻長田宅
前標識

イ　１から２８４度
　　２００メートルのところ
ロ　２から３１０度
　　２００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第4019号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
熊先
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町白崎郷諫崎鼻
海岸標識Ａ
２　同市同町同郷諫崎鼻海岸標
識Ｂ

イ　１から３１８度
　　１７０メートルのところ
ロ　１から３１８度
　　２０メートルのところ
ハ　２から３１８度
　　３０メートルのところ
ニ　２から３１８度
　　１８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第4020号 西彼町漁業協同組合

長崎県
西海市
西彼町
白崎郷
イザリ神ナゴタ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　西海市西彼町白崎郷ナゴタ
海岸護岸排水口標識Ａ
２　同市同町同郷ナゴタ海岸護
岸排水口標識Ｂ
（１から南西方海岸沿いに１２０
メートルのところ）

イ　１から３１４度
　　１００メートルのところ
ロ　１から３１４度
　　５０メートルのところ
ハ　２から３１４度
　　３０メートルのところ
ニ　２から３１４度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

西海市
西彼町
上岳郷
下岳郷
白崎郷
宮浦郷
亀浦郷
風早郷
白似田郷
中山郷

　

南区　第4021号 有限会社平尾真珠

長崎県
長崎市
琴海尾戸町
松尾
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市琴海尾戸町松尾海岸
標識
２　同市同町松尾小島南端

イ　１から１８０度
　　５５メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　１１５メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　８０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第4022号 有限会社山源真珠

長崎県
長崎市
長浦町
浦の谷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　長崎市長浦町浦の谷瀬戸脇
勇敷地石垣東角標識
２　同市同町浦の谷赤松岩標識

イ　１から１７４度
　　４０メートルのところ
ロ　１から１７４度
　　９０メートルのところ
ハ　２から１７４度
　　７０メートルのところ
ニ　２から１７４度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　

南区　第4023号 有限会社溝口真珠

長崎県
長崎市
長浦町
手崎人尻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　長崎市長浦町手崎人尻北鼻
南東標識
２　同市同町手崎人尻南鼻南西
端標識

イ　１から２７０度
　　７８メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　３８メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - 　



北区第100号 新立秀利

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
鎌の鼻
地先

次の１と２を結んだ直線、３と４を
結んだ直線、５と６を結んだ直線
及び１から６、２から３、４から５
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦野
母鼻西端　２　同市同町九十九
島上蛭子島北東端　３　同市同
町九十九島上蛭子島西端　４
同市同町九十九島中蛭子島北
東端　５　同市同町九十九島中
蛭子島南東端　６　同市同町長
串鎌の鼻北西端

第２種 魚類網
仕切式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月から令和5年8月31日 個別 -

北区第101号 新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
福島町
端免
小島
地先

次の１、２、３、４、５の各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　松浦市福島町端免小島Ａ締
切護岸東端　２　同市同町同免
小島Ａ締切護岸南西端　３　同
市同町同免小島Ａ締切護岸西端
４　同市同町同免小島Ａ締切護
岸北西端　５　同市同町同免小
島Ａ締切護岸北端

第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月から令和5年8月31日 個別 -

北区第102号 新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
福島町
端免
鷹付岩
地先

次の１、２、３、４、５、６の各点を
順次結んで１に至る各直線線に
よって囲まれた区域

１　松浦市福島町端免鷹付岩Ａ
締切護岸南西端　２　同市同町
同免小島Ａ締切護岸南西端　３
同市同町同免小島Ａ締切護岸西
端　４　同市同町同免鷹付岩Ａ
締切護岸北端　５　同市同町同
免鷹付岩Ａ締切護岸北西端　６
同市同町同免鷹付岩Ａ締切護岸

第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月から令和5年8月31日 個別 -

北区
第500号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
帆瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町帆瀬大岩標
識
２　同市同町帆瀬中ノ瀬岩標識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第501号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
桂島
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町桂島北西鼻
標識
２　同市同町桂島北端

イ　１から３４２度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３４２度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から３４２度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第502号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
日野町
元ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市日野町元ノ島南標
識Ａ
２　同市同町元ノ島南標識Ｂ

イ　１から１０３度
　　２５メートルのところ
ロ　１から１０３度
　　７５メートルのところ
ハ　２から１０３度
　　９０メートルのところ
ニ　２から１０３度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第503号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
大崎蛇島南島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町大崎蛇島南
島北端標識

イ　１から２７度
　　１６５メートルのところ
ロ　１から５０度
　　２３０メートルのところ
ハ　１から１０６度
　　１８３メートルのところ
ニ　１から１２５度
　　９３メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

北区
第504号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
銭亀浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町銭亀浦標識
Ｃ

イ　１から３０６度３０分
　　１３０メートルのところ
ロ　１から２９７度
　　１６０メートルのところ
ハ　１から２７０度
　　１４０メートルのところ
ニ　１から２７０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第505号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町上小高島南
東岸標識Ａ
２　同市同町上小高島南東岸標
識Ｂ
（基点１から北方海岸沿いに３０
メートルのところ）

イ　１から１０６度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１０６度
　　５０メートルのところ
ハ　２から１０６度
　　５０メートルのところ
ニ　２から１０６度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第506号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
下小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町下小高島北
西岸標識Ａ
２　同市同町下小高島北西岸標
識Ｂ

イ　１から２１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２１度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２１度
　　６０メートルのところ
ニ　２から２１度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第507号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
馬込西
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町馬込西標識
Ａ
２　同市同町馬込西標識Ｂ

イ　１から２９２度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２９２度
　　５０メートルのところ
ハ　２から２９２度
　　５０メートルのところ
ニ　２から２９２度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第508号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
ハマグリ
地先

次の１と４を結んだ直線と２と３を
結んだ直線及び１から２、３から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市高島町ハマグリ南
標識Ａ
２　同市同町ハマグリ南標識Ｂ
３　同市同町ハマグリ北標識Ｂ
４　同市同町ハマグリ北標識Ａ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第509号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
幸ノ小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市黒島町幸ノ小島南
西岸標識Ａ
（幸ノ小島東端から南岸西方海
岸沿いに５０メートルのところ）
２　同市同町幸ノ小島南西岸標
識Ｂ
（１から南岸西方海岸沿いに２０
メートルのところ）

イ　１から１５８度
　　２５メートルのところ
ロ　１から１５８度
　　９５メートルのところ
ハ　２から１５８度
　　９５メートルのところ
ニ　２から１５８度
　　２５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

北区
第510号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
浜辺の浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市黒島町浜辺の鼻標
識Ｂ
２　同市同町びょうぶ鼻標識

イ　１から３５９度
　　５０メートルのところ
ロ　２から４度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

北区
第511号

九十九島漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
佐々町
小浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　北松浦郡佐々町小浦標識
２　同郡同町小浦佐々干拓中央
部標識
（護岸角から３５０メートルのとこ
ろ）

イ　１から２７０度
　　１００メートルのところ
ロ　２から３１３度
　　３３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第512号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
黒石
森ヶ崎
地先

次の１と２結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　佐世保市小佐々町黒石森ヶ
崎標識
２　同市同町黒石小島鼻突端

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第513号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
大瀬
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町大瀬丸山
堤防東端
２　同市同町大瀬埋立護岸北東
角標識
３　同市浅子町と同市小佐々町
との最高高潮時海岸線における
境界（長浦鼻）

イ　２から８０度
　　３００メートルのところ
ロ　３から５０度３０分
　　５００メートルのところ
ハ　３から１４度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第514号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
前島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、５の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　佐世保市小佐々町楠泊前島
南東端
２　同市同町西川内焼島南西端
３　同市同町楠泊前島南西端
４　同市同町楠泊前島タヌキの
浦下鼻西端
５　同市同町楠泊前島タヌキの
浦上鼻西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　３から１８０度
　　３０メートルのところ
ハ　３から２３０度
　　６０メートルのところ
ニ　４から２７０度
　　５０メートルのところ
ホ　５から２７０度
　　２５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町



北区
第515号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
丸島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳丸島
西岸標識Ａ
２　同市同町矢岳丸島西岸標識
Ｂ
（１から北方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から２７６度
　　６０メートルのところ
ロ　１から２７６度
　　７０メートルのところ
ハ　２から２７６度
　　７５メートルのところ
ニ　２から２７６度
　　６５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第516号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
深月免
定石
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と１から３に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　平戸市田平町深月免猿恵美
須防波堤付根標識
２　同市同町同免石垣南側付根
標識
３　同市同町同免深白鼻東端標
識

イ　１から１１４度
　　３０メートルのところ
ロ　２から１１４度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町
深月免

北区
第517号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
今福町
飛島免
小飛島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市今福町飛島免小飛島
ろくぶの鼻北端
２　同市同町同免小飛島龍宮崎
北端
３　同市同町同免飛島東防波堤
付根
４　同市同町同免西防波堤標識
(防波堤突端から25メートルのと
ころ)

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
今福町
志佐町
調川町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第518号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
阿翁免
釜蓋
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　松浦市鷹島町阿翁免釜蓋北
標識
２　同市同町同免釜蓋南標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
阿翁浦免
黒島免

北区
第519号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
阿翁浦免
字カキ瀬
地先

次の１、２、３、４、５、６の各点を
順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　松浦市鷹島町阿翁浦免障子
岩地先千立岩
２　同市同町同免小カキ瀬南端
３　同市同町同免小カキ瀬離れ
瀬北東端
４　同市同町同免クジラ瀬
５　同市同町同免タジリ西端
６　同市同町同免野島西端

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

北区
第520号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
伊豆島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免伊豆島
標識Ａ
（墓石から東方海岸沿いに7メー
トルのところ）
２　同市同町同免伊豆島東端標
識

イ　１から１５３度３０分
　　１８０メートルのところ
ロ　１から１５３度３０分
　　２４０メートルのところ
ハ　２から１４７度
　　２３０メートルのところ
ニ　２から１４７度
　　１７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第521号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
大根坂
和歌ノ浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　平戸市大島村大根坂和歌ノ
浦北岸標識
２　同市同村大根坂和歌ノ浦東
岸標識

イ　１から１８０度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

北区
第522号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
前平
大浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村前平大浦護岸
標識Ａ
２　同市同村前平大浦護岸標識
Ｂ
（１から東方護岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から１５９度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　１から１５９度３０分
　　１４０メートルのところ
ハ　２から１５９度３０分
　　１４７メートルのところ
ニ　２から１５９度３０分
　　４７メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

北区
第523号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
的山川内
的山外港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村的山川内的山
外港防波堤標識Ａ（的山外港防
波堤付根から西方護岸沿いに４
８メートルのところ）
２　同市同村的山川内的山外港
防波堤標識Ｂ（１から西方護岸
沿いに１１０メートルのところ）

イ　１から１５０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１４０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１４０度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

北区
第524号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
度島町
崎瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市度島町崎瀬神田石標
識
（崎瀬部落神田船だまり沖の防
波堤付根から東方海岸沿いに２
０メートルのところ）

イ　１から２０７度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２０７度
　　１３０メートルのところ
ハ　１から１６７度
　　１５６メートルのところ
ニ　１から１４１度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
度島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第525号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
佐世保市
宇久町
平
長崎鼻
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
で１に至る各直線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市字久町平長崎鼻南
端
２　同市同町平七郎女瀬排水口
北側標識
（１から２７０度の直線と最高高
潮時海岸線との交点）

イ　２から１５８度
　　４００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
宇久町
平

北区
第526号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
佐世保市
宇久町
神浦
池下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市宇久町神浦字池下
寒水川河口東端標識
２　同市同町神浦字池下標識
（１から東方海岸沿いに２００メー
トルのところ）

イ　１から２１０度
　　２１０メートルのところ
ロ　１から２１０度
　　３１０メートルのところ
ハ　２から２１０度
　　２６０メートルのところ
ニ　２から２１０度
　　１６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
宇久町
小浜
飯良
本飯良
神浦



北区
第527号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
佐世保市
宇久町
寺島
サコガミ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市宇久町寺島サコガ
ミ標識Ａ
（サッサラ崎付根標識から北方
海岸沿いに１００メートルのとこ
ろ）
２　同市同町寺島サコガミ標識Ｂ
（サッサラ崎付根標識から北方
海岸沿いに２５０メートルのとこ
ろ）

イ　１から１０３度３０分
　　２２０メートルのところ
ロ　１から１０３度３０分
　　１４５メートルのところ
ハ　２から９８度３０分
　　１３５メートルのところ
ニ　２から９８度３０分
　　２１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
宇久町
小浜
飯良
本飯良
神浦

北区
第528号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
柳郷
後園
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町柳郷宮の
下九電海底ケーブル標識
２　同郡同町同郷馬込の鼻北端
標識

イ　１から４５度
　　１００メートルのところ
ロ　２から０度
　　２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第529号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
柳郷
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　北松浦郡小値賀町柳郷別当
の鼻南東端標識
２　同郡同町同郷城ヶ崎北東端
標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第530号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
浜津後目
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町浜津後目
濱崎鼻北東端標識
２　同郡同町浜津後目白岩標識

イ　１から１１０度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第531号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
藪路木島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町藪路木島
東端標識
２　同郡同町藪路木島岩尾鼻突
端標識

イ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第532号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
大島郷
宇々島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町大島郷
宇々島ローギ瀬突端標識
２　同郡同町同郷宇々島家の下
突端標識

イ　１から０度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から０度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第533号

箱崎漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
子持瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町瀬戸浦瀬戸新
防波堤付根
２　同市同町瀬戸浦瀬戸新防波
堤突端
３　同市同町瀬戸浦立神南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３００メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触

北区
第534号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
赤島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触赤島
南東端標識

イ　１から１８６度
　　１７０メートルのところ
ロ　１から１８５度
　　２２０メートルのところ
ハ　１から１２６度
　　４７６メートルのところ
ニ　１から１２１度
　　４４７メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第535号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
赤島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触赤島
南東端標識

イ　１から１７９度
　　２１３メートルのところ
ロ　１から１８６度
　　３０２メートルのところ
ハ　１から１５６度
　　４０９メートルのところ
ニ　１から１４５度
　　３５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第536号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
赤島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触赤島
南東端標識
２　同市同町同触深江目瀬頂上

イ　１から２０８度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から９９度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から９９度
　　１９０メートルのところ
ニ　１から１９０度
　　１４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第537号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
青島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニの各点を
順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触青島
南端
２　同市同町同触赤島平瀬頂上

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　１から１６０度
　　１９０メートルのところ
ハ　１から２４６度
　　２７５メートルのところ
ニ　２と１を結ぶ直線の延長線上
　　１から２５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第538号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
柏崎
地先

次のイ、ロ、ハ、３の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触箱島
南端
２　同市同町同触柏崎西防波堤
付根標識
３　同市同町同触新排水口中央

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）



北区
第539号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
深江鶴亀触
若宮
地先

次のイ、ロ、ハ、３の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町深江平触長手
防潮堤北端標識
２　同市同町諸吉南触今里西側
防波堤付根標識
３　同市同町深江鶴亀触立石海
岸大岩標識
４　同市同町諸吉二亦触本小島
西側排水門溝中央標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第540号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
筒城
地先

次の１、２の各点を結んだ直線
及び１から２に至る最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

１　壱岐市石田町筒城東触七湊
南防波堤標識
（防波堤基部から西方防波堤沿
いに４５メートルのところ）
２　同市同町同触七湊漁港下海
防波堤標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第541号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
石田
地先

次の１、２の各点を結んだ直線
及び１から２に至る最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

１　壱岐市石田町乙島灯台南西
突端標識
２　同市同町南触錦浜百崎突端
標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第542号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
南触
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市石田町南触志々伎神
社鳥居中央標識
２　同市同町同触赤滝西突端標
識

イ　１から１７３度３０分
　　９５メートルのところ
ロ　１から１７３度３０分
　　２９５メートルのところ
ハ　２から１７３度３０分
　　２２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第543号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
久喜田尻
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町平人触田尻
浜南鼻標識
２　同市石田町久喜触田尻浜北
鼻標識
３　同市同町久喜触久喜漁港南
防波堤標識(防波堤付根から東
方防波堤沿いに128メートルのと
ころ)
４　同市同町妻ヶ島南端

イ　１と３を結ぶ直線と
　　２と４を結ぶ直線との交点

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第544号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
原島
鉾崎
地先

次の２、イ、ロ、３の各点を順次
結んで２に至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町原島外防波
堤角標識
２　同市同町原島鉾崎護岸標識
Ａ
（原島外防波堤付根角から南西
方護岸沿いに２５メートルのとこ
ろ）
３　同市同町原島鉾崎護岸標識
Ｂ

イ　１から２９４度
　　２１メートルのところ
ロ　１から２９４度
　　３４メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第545号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
大島
サンゴ崎
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４と５を結んだ直線及
び１から５、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町大島サンゴ
崎南端
２　同市同町大島サンゴ大橋二
本目橋梁南端
３　同市同町大島前児島南端
４　同市同町大島前児島北端
５　同市同町大島鎌崎南端（大
島外防波堤付根）

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
郷ノ浦町
大島
長島

北区
第546号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
蛇島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触阿瀬
ノ島南鼻標識
２　同市同町同触牛島東端

イ　１から８４度
　　５８０メートルのところ
ロ　１から８０度
　　７３０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　３９０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第547号

勝本町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
勝本町
勝本港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市勝本町名烏島係船場
標識

イ　１から１５８度
　　３００メートルのところ
ロ　１から１８７度３０分
　　２８５メートルのところ
ハ　１から１８５度
　　３８５メートルのところ
ニ　１から１６４度
　　４００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
勝本町

北区
第800号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
トノコ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町トノコ島東岸
標識（基点１から南方海岸沿い
に２００メートルのところ）

イ　１から１１３度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１０３度
　　１６８メートルのところ
ハ　１から１４５度
　　２９０メートルのところ
ニ　１から１５８度
　　２５５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第801号

勝本町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
勝本町
辰ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市勝本町辰ノ島南船着
場突端標識

イ　１から７９度
　　２０５メートルのところ
ロ　１から７９度
　　６０メートルのところ
ハ　１から１４１度
　　１２０メートルのところ
ニ　１から１０６度３０分
　　２３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
勝本町



北区
第1000号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町護岸標識
２　同市同町物揚場中央標識

イ　１から１８０度
　　２８０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　３６０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　３７０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1001号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
名切
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町はまぐり
入江護岸階段横標識
２　同市同町名切北鼻東岸標識

イ　１から３３度
　　２３０メートルのところ
ロ　１から３３度
　　３３０メートルのところ
ハ　２から３３度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から３３度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1002号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
松浦島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町松浦島北
東鼻北端標識
２　同市同町松浦島四ツ石鼻東
端標識
３　同市船越町小ウサギ島南東
端
４　同市同町油ヶ浦北鼻突端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１１８メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１０５メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1003号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
牧島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町牧島魔ノ浦
南鼻東端
２　同市同町牧島魔ノ浦東岸標
識
３　同市同町牧島魔ノ浦中鼻標
識
４　同市同町牧島魔ノ浦東鼻標
識
５　同市同町牧島東離れ島南西
岸標識
６　同市同町淡島神社下の北鼻
西端

イ　１と６を結ぶ直線と
　　３と７を結ぶ直線との交点
ロ　２と５を結ぶ直線と
　　３と７を結ぶ直線との交点
ハ　２と５を結ぶ直線と
　　４と７を結ぶ直線との交点
ニ　１と６を結ぶ直線と
　　４と７を結ぶ直線との交点

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1004号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
牧島はなれ島
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と４と５を結んだ直線及
び１から５、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　佐世保市船越町牧島黒石頂
上
２　同市日野町元ノ島南鼻東端
３　同市船越町牧島はなれ島西
端
４　同市同町牧島はなれ島東端
５　同市同町牧島東鼻東端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1005号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
鹿子前町
小島
地先

次のイ、１、２、ロの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿子前町小島浦護
岸標識（辻宅前の階段南端から
南方海岸沿いに４２メートルのと
ころ）
２　同市同町小島西端標識
３　同市同町元ノ島南東端
４　同市同町牧島北端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１３４メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1006号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
牧島北岸
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、３の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　佐世保市船越町牧島北端
２　同市同町牧島北鼻標識Ａ
３　同市同町牧島北鼻標識Ｂ
４　同市同町牧島石垣角標識
５　同市同町牧島黒ノ石頂上
６　同市日野町元ノ島南端標識

イ　１から４５度
　　７０メートルのところ
ロ　２から４５度
　　９０メートルのところ
ハ　２から４５度
　　４５メートルのところ
ニ　４と６を結ぶ直線上
　　４から１５０メートルのところ
ホ　４と６を結ぶ直線と
　　３と５を結ぶ直線との交点

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1007号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
ネタギ島北
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市船越町ネタギ島西
端
２　同市同町ネタギ島東端標識

イ　１から３４０度
　　１６０メートルのところ
ロ　２から０度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



北区
第1008号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
テンモク島北岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町長南風島東
岸標識
２　同市同町チリクイ標識
３　同市同町諸島標識
（北端から東方海岸沿いに４７
メートルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３１０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から４１０メートルのところ
ハ　３から０度
　　６７０メートルのところ
ニ　３から０度
　　５７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1009号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
テンモク島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町テンモク島
北東端標識
２　同市同町テンモク島南東端
標識

イ　１から７９度３０分
　　２０メートルのところ
ロ　１から７９度３０分
　　１００メートルのところ
ハ　２から１１２度
　　１００メートルのところ
ニ　２から１５１度
　　５５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1010号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
ネタギ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　佐世保市船越町ネタギ島南
西端標識
２　同市同町ネタギ島西標識
（１から東方海岸沿いに４０メート
ルのところ）
３　同市同町ネタギ島南端標柱
４　同市同町長南風島南東端
５　同市同町丈ヶ島北西端
６　同市同町斧落東端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３５メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ハ　２と５を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ニ　３と６を結ぶ直線上
　　３から１１０メートルのところ
ホ　３と６を結ぶ直線上
　　３から１０メートルのところ
ヘ　２と５を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ト　２と５を結ぶ直線上
　　２から３５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1011号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
丈ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市船越町長南風島東
岸標識Ａ
２　同市同町長南風島東岸標識
Ｂ
３　同市同町長南風島東岸標識
Ｃ
４　同市同町丈ヶ島北西標識
５　同市同町丈ヶ島南西岸標識
６　同市同町丈ヶ島南側飛瀬標
識

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から１２５メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１０メートルのところ
ニ　２と５を結ぶ直線上
　　５から１１０メートルのところ
ホ　２と５を結ぶ直線上
　　５から３０メートルのところ
へ　１と６を結ぶ直線上
　　６から９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1012号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
オジカ瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町オジカ瀬東
側標柱
２　同市同町テンモク島南端
３　同市同町帆瀬南端
４　同市日野町鳥ノ巣島西端
５　同市船越町長南風島南端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から２９０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３７５メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1013号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
浮瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町浮瀬東端コ
ンクリート標柱

イ　１から６７度３０分
　　４９０メートルのところ
ロ　１から８２度
　　６５０メートルのところ
ハ　１から１１５度
　　４５０メートルのところ
ニ　１から１１５度
　　２５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1014号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
浮瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町浮瀬北西端
標識
２　同市同町浮瀬東端コンクリー
ト標柱

イ　１から１５度
　　２４０メートルのところ
ロ　１から３３度
　　９１０メートルのところ
ハ　２から４２度３０分
　　９４０メートルのところ
ニ　２から４８度
　　２８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1015号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
金重島南岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町金重島半
土ヶ浦鼻南端標識
２　同市同町金重島南西端離れ
瀬標識

イ　１から１２２度
　　３００メートルのところ
ロ　１から１２２度
　　６２０メートルのところ
ハ　２から１３２度３０分
　　６４０メートルのところ
ニ　２から１３２度３０分
　　３３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第1016号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
金重島東岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順結
んでイに至る直線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市大潟町大崎旧防波
堤新防波堤切れ目標識
２　同市同町金重小島南端標識

イ　１から２３５度
　　２６０メートルのところ
ロ　１から２３５度
　　５２０メートルのところ
ハ　２から５５度
　　９０メートルのところ
ニ　２から５５度
　　３５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1017号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
大崎蛇島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町大崎蛇島北
東端標識
２　同市同町笹島南端

イ　１から０度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から３９度
　　１６０メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１４０メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1018号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
大崎蛇島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町大崎蛇島北
東端標識
２　同市同町大崎蛇島北西鼻北
西端標識

イ　１から０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1019号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
三年ヶ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　佐世保市大潟町三年ヶ浦中
鼻西岸標識
２　同市同町三年ヶ浦中鼻標識
(１から９５メートルのところ)
３　同市同町三年ヶ浦唐人崎東
岸標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　４５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1020号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
トノコ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町トノコ島北鼻
北西端標識
２　同市同町トノコ島北端標識

イ　１から１７度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から３３５度
　　２１０メートルのところ
ハ　１から３５１度
　　２２０メートルのところ
ニ　２から０度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1021号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町トノコ島北鼻
北西端標識
２　同市同町トノコ島北鼻北東端
標識

イ　１から３２２度
　　２４５メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　４４０メートルのところ
ハ　２から３３０度
　　４６０メートルのところ
ニ　２から３３０度
　　２７５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1022号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
柳浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市浅子町柳鼻北端標
識
２　同市同町柳浦南岸標識
３　同市同町柳浦南中鼻北西端
標識
４　同市同町柳浦出口十郎宅地
角標識（排水口のところ）
５　同市同町柳浦標識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ
ハ　３から０度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1023号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
黒島北岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町黒島北ノ瀬
標識
２　同市同町黒島北端標識

イ　１から３４３度
　　１８０メートルのところ
ロ　２から２２度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から２２度
　　５５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



北区
第1024号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
長島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町長島北端標
識
２　同市同町長島南端標識

イ　１から９０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５６メートルのところ
ハ　２から１００度３０分
　　１７０メートルのところ
ニ　２から１２７度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1025号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
長島西側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町長島北端標
識
２　同市同町トコイ島東岸標識
３　同市同町黒島北端

イ　１から２７０度
　　１８０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　６００メートルのところ
ハ　２から９３度
　　１５０メートルのところ
ニ　３から２４７度
　　１７２メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1026号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
トコイ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、２の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　佐世保市浅子町トコイ島西深
浦上の鼻標識
２　同市同町トコイ島北西端

イ　１から０度
　　１０７メートルのところ
ロ　２から０度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から３００度３０分
　　１８８メートルのところ
ニ　２から２８４度
　　１７３メートルのところ
ホ　２から０度
　　１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第1027号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
内手鯨浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点
を順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市高島町小ハマグリ
北岸標識
２　同市同町小鯨ヶ浦突端標柱
３　同市同町カエジ鼻標柱
４　同市同町内出の鼻東岸標識

イ　４から１２７度
　　２００メートルのところ
ロ　４から１２７度
　　１２０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ホ　１から３０７度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第1028号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
里ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市黒島町里ヶ浦標識
(古里桟橋根元から南方海岸沿
いに６５メートルのところ)
２　同市同町里ヶ浦松江鼻標識

イ　１から５５度
　　３０メートルのところ
ロ　１から５５度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から５５度
　　１５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1029号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
東堂平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市黒島町東堂平浜辺
標識Ａ
２　同市同町東堂平漁港東大石
標識

イ　１から０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から０度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から０度
　　８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、３０メートル×３０メートルの方
形生簀４台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、生簀の総面積が３，６００平方メートルを
超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更
することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，３７
８尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

北区
第1030号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
東堂平
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市黒島町東堂平浜辺
標識
２　同市同町東堂平浜辺標識Ａ

イ　１から０度
　　２０５メートルのところ
ロ　２から０度
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

北区
第1031号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
瀬ゲノハエ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　佐世保市黒島町串ノ浜岩脈
標識
２　同市同町瀬ゲノハエ大石標
識
３　同市同町うぜの鼻標識Ｂ
４　同市同町うぜの鼻標識

イ　１から３３０度
　　７０メートルのところ
ロ　１から３３０度
　　４７０メートルのところ
ハ　４から３３０度
　　３５０メートルのところ
ニ　４から３３０度
　　５０メートルのところ
ホ　３から３３０度
　　９０メートルのところ
ヘ　３から３３０度
　　１８０メートルのところ
ト　２から３３０度
　　２７０メートルのところ
チ　２から３３０度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、４５メートル×６６メートルの方
形生簀６台、４５メートル×５０メートルの方形生簀３台、
４０メートル×４５メートルの方形生簀３台の規模を超え
てはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が２９，９７０平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１１，４
８５尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



北区
第1032号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
黒島町
瀬ゲノハエ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市黒島町瀬ゲノハエ
大石標識
２　同市同町うぜの鼻標識Ｂ

イ　１から３３０度
　　１７０メートルのところ
ロ　１から３３０度
　　２７０メートルのところ
ハ　２から３３０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から３３０度
　　９０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
黒島町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，５００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1033号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
焼島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内焼
島防犯灯下標識Ｃ
２　同市同町西川内焼島標識Ｄ

イ　１から３２０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から３２０度
　　１９０メートルのところ
ハ　２から３２０度
　　１００メートルのところ
ニ　２から３２０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1034号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
焼島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内焼
島杉谷浦西鼻標識Ａ
２　同市同町西川内焼島標識Ｂ

イ　１から３２度
　　６０メートルのところ
ロ　１から３２度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から０度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1035号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
イッサン小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内
イッサン小島西岸標識

イ　１から２７６度３０分
　　６０メートルのところ
ロ　１から２７６度３０分
　　１３０メートルのところ
ハ　１から２５９度
　　１５０メートルのところ
ニ　１から２４２度３０分
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1036号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
畑崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町楠泊畑崎
南端標識
２　同市同町楠泊畑崎北端標識
３　同市同町楠泊畑崎新埋立地
護岸標識
（屈折部から北方護岸沿いに５０
メートルのところ）
４　同市同町川内永の島西岸標
識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１８０メートルのところ
ロ　２から１１６度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１１６度
　　３２０メートルのところ
ニ　３から１１６度
　　２０メートルのところ
ホ　３から１１６度
　　１４０メートルのところ
へ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1037号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町楠泊前島
東中鼻突端標識
２　同市同町楠泊前島いなり祠
鳥居北側標識

イ　１から８５度
　　３４メートルのところ
ロ　１から８５度
　　７０メートルのところ
ハ　２から８５度
　　９０メートルのところ
ニ　２から８５度
　　５４メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1038号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町楠泊前島
東岸標識Ａ
２　同市同町楠泊前島東岸標識
Ｂ

イ　１から８１度
　　９０メートルのところ
ロ　１から８１度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から８１度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から８１度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1039号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
野島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、２の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　佐世保市小佐々町楠泊野島
北端
２　同市同町楠泊野島東岸標識
Ａ
３　同市同町楠泊野島東岸標識
Ｂ

イ　２から６５度
　　１００メートルのところ
ロ　２から６５度
　　１３０メートルのところ
ハ　３から６５度
　　１３０メートルのところ
ニ　３から６５度
　　３０メートルのところ
ホ　２から６５度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1040号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
小名切
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳小名
切平山鼻標識Ａ
２　同市同町矢岳小名切川石垣
西端

イ　１から２７０度
　　１００メートルのところ
ロ　２から２９５度
　　６５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1041号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
神崎水の浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳神崎
水の浦はかの浦標識Ｂ
２　同市同町矢岳神崎水の浦は
かの浦標識Ｃ

イ　１から０度
　　３０メートルのところ
ロ　２から３１５度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町



北区
第1042号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
トウ泊島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域


１　佐世保市小佐々町矢岳トウ
泊島竹山の鼻南端標識
２　同市同町矢岳トウ泊島トウ泊
浦底標識

イ　１から１６９度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　１から１６９度３０分
　　１２０メートルのところ
ハ　２から１４７度３０分
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１４７度３０分
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1043号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
浅島
地先

次の１、イ、ロ、６の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線、４と５を結んだ直線及び１か
ら２、３から４、５から６に至る各
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳沖浅
島新田鼻北端標識
２　同市同町矢岳沖浅島塚崎の
鼻標識Ａ
３　同市同町矢岳沖浅島塚崎浦
標識Ｂ
４　同市同町矢岳沖浅島沖ノ浦
鼻標識
５　同市同町矢岳ヘタ浅島西岸
標識
６　同市同町矢岳ヘタ浅島北東
端標識
７　同市同町矢岳鼕泊島北西端
標識

イ　１と７を結ぶ直線上
　　７から１５０メートルのところ
ロ　６から６７度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1044号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
下島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳下島
南端標識
２　同市同町矢岳下島東端標識
(１から北方海岸沿いに１５０メー
トルのところ)

イ　１から９８度
　　６０メートルのところ
ロ　１から９８度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から７８度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から７８度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1045号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
丸島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳丸島
東岸標識
２　同市同町矢岳丸島南端標識

イ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　４５０メートルのところ
ハ　１から１０８度
　　４５０メートルのところ
ニ　１から１０５度
　　６５０メートルのところ
ホ　２から１００度
　　５７０メートルのところ
ヘ　２から１００度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1046号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
水場鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串水場浦
標識（排水口のところ）
２　同市同町長串水場鼻コンク
リート護岸東角標識
３　同市同町長串褥崎はえ先標
識

イ　１から１０１度
　　１０メートルのところ
ロ　１から１０１度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から１２７度
　　１５０メートルのところ
ニ　３から１２７度
　　２５０メートルのところ
ホ　３から１２７度
　　１３０メートルのところ
へ　２から１２７度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1047号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
三年ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串三年ヶ
浦標識Ａ
２　同市同町長串三年ヶ浦新波
止付根
３　同市同町長串三年ヶ浦新波
止標識Ｂ

イ　１から０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１９０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１４５メートルのところ
ニ　２から０度
　　４０メートルのところ
ホ　３から０度
　　１２０メートルのところ
ヘ　３から０度
　　６５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1048号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
赤島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島赤
島南鼻標識
２　同市同町九十九島赤島南西
端標識

イ　１から１９０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１９０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から１９０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロの各点及びイとロの中間点に夜間標識灯を設
置しなければならない。

北区
第1049号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
与力島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島麦
島標識Ａ（麦島北西端から南東
海岸沿いに７２メートルのところ）
２　同郡同町九十九島麦島標識
Ｂ（基点１から南東海岸沿いに１
００メートルのところ）

イ　１から３０度
　　３００メートルのところ
ロ　１から３０度
　　３８０メートルのところ
ハ　２から３０度
　　３４０メートルのところ
ニ　２から３０度
　　２６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1050号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
与力島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、２の各点
を順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島戌
島北端標識
２　同市同町九十九島与力島東
端標識
３　同市同町九十九島与力島西
端標識

イ　１から８度３０分
　　１５０メートルのところ
ロ　３から８度３０分
　　１３０メートルのところ
ハ　３から８度３０分
　　３０メートルのところ
ニ　２から８度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町



北区
第1051号

金子産業株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
小赤島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線、３と４、５と６を結んだ
各直線及び２から３、４から５、６
から１に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串長潮鼻
北端
２　同市同町九十九島小赤島北
西側標識
３　同市同町九十九島小赤島東
側標識
４　同市同町九十九島赤島西側
標識
５　同市同町九十九島赤島橋南
側付根
６　同市同町長串赤島橋北側付
根

イ　２から２５度３０分
　　２１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第1052号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
柿ノ木谷
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線、４と５を結んだ直
線及び１から５、４から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串朝地露
標識
２　同市同町九十九島大島犬岩
鼻南端
３　同市同町長串朝地露長瀬鼻
西端標識
４　同市同町長串朝地露長瀬内
鼻標識
５　同市同町長串朝地露柿ノ木
谷梅田一松石垣標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　３から３３５度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1053号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
朝地露
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串朝地露
護岸標識Ａ
２　同市同町長串朝地露護岸標
識Ｂ
（１から北方海岸沿いに７３メート
ルのところ）

イ　１から２８８度
　　９０メートルのところ
ロ　１から２８８度
　　２３０メートルのところ
ハ　２から２８８度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から２８８度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1054号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
藤葛根島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島藤
葛根島大えご東鼻南端
２　同市同町九十九島藤葛根島
獅子鼻南西端

イ　１から１６７度
　　９５メートルのところ
ロ　２から１９２度
　　２２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロ、イとロの中間点に夜間標識灯を設置しなけれ
ばならない。

北区
第1055号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
藤葛根島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島藤
葛根島秀助鼻南西端標識
２　同市同町九十九島藤葛根島
芳明鼻北西端標識

イ　２から２７０度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1056号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
ねたぎ東島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んだ各直線によって囲まれた
区域

１　佐世保市鹿町町九十九島ね
たぎ東島東端

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から１６７度
　　１６０メートルのところ
ハ　１から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1057号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
水小島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島水
小島西島北端標識
２　同市同町九十九島水小島東
島北端標識

イ　１から３５度
　　６０メートルのところ
ロ　２から３５度
　　８０メートルのところ
ハ　２から３５度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1058号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
人頭島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島人
頭島北東海岸標識
２　同市同町九十九島人頭島南
端標識
３　同市同町九十九島藤葛根島
芳明鼻北西端標識

イ　１から１２６度
　　５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1059号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
藤葛根島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島藤
葛根島北端標識
２　同市同町九十九島藤葛根島
北西端標識

イ　１から３４９度
　　３０メートルのところ
ロ　２から３４９度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1060号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の２、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで２に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島大
島西鼻標識
２　同市同町九十九島大島瀬戸
中の西鼻南端標識

イ　１から１７６度
　　２０メートルのところ
ロ　１から１７６度
　　５０メートルのところ
ハ　２から１５１度３０分
　　４６メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1061号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島大
島瀬戸江口の鼻南西端標識
２　同市同町九十九島大島大岩
鼻標識
３　同市同町九十九島藤葛根島
東端標識
４　同市同町九十九島藤葛根島
下中鼻北端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２５メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1062号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
八木島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島八
木島南標識
２　同市同町九十九島八木島北
標識

イ　１から１０９度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１０９度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から１０９度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１０９度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



北区
第1063号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
小タゴ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島小
タゴ島南標識
２　同市同町九十九島小タゴ島
北標識

イ　１から１２５度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１２５度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から１２５度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から１２５度
　　１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1064号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
後山松瀬
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦後
山松瀬標識

イ　１から３４４度
　　４２０メートルのところ
ロ　１から２５度
　　４６５メートルのところ
ハ　１から７４度
　　３９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第1065号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
大屋
板の崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町大屋二また
鼻西端
２　同市同町下歌ヶ浦小島崎北
東端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ハ　１から３４３度
　　２１０メートルのところ
ニ　１から３５６度３０分
　　２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1066号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
大屋
請元鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町大屋字請元
海岸標識
（２から北東方海岸沿いに１７０
メートルのところ）
２　同市同町大屋字磯恵美須祠
階段南西角

イ　１から１４１度３０分
　　５０メートルのところ
ロ　２から１４１度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第1067号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
深月免
定石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市田平町深月免猿恵美
須防波堤付根標識
２　同市同町同免石垣南側付根

イ　１から１１４度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１１４度
　　９０メートルのところ
ハ　２から１１４度
　　９０メートルのところ
ニ　２から１１４度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

北区
第1068号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
大久保免
美山海岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　平戸市田平町大久保免美山
海岸標識Ａ
２　同市同町同免美山海岸標識
Ｂ
（１から北方海岸沿いに６０メート
ルのところ）
３　同市同町同免美山海岸標識
Ｃ
（１から北方海岸沿いに１２０メー
トルのところ）
４　同市同町同免美山海岸旧波
止付根標識
（１から北方海岸沿いに２６０メー

イ　２から１２１度
　　８０メートルのところ
ロ　２から１２１度
　　１８０メートルのところ
ハ　３から１４２度
　　３９０メートルのところ
ニ　１から９７度
　　４１０メートルのところ
ホ　４から１２１度
　　１７０メートルのところ
へ　４から１２１度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1069号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
横島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　平戸市田平町横島護岸西角
標識
２　同市同町横島御岳神社前標
識
３　同市同町横島磯ヒ榊標識
（２から東方海岸沿いに４０メート
ルのところ）
４　同市同町横島石垣標識

イ　２から２０６度
　　３０メートルのところ
ロ　２から２０６度
　　１８０メートルのところ
ハ　１から１４３度
　　６３０メートルのところ
ニ　３から１４３度
　　３５０メートルのところ
ホ　４から２１３度
　　１３０メートルのところ
へ　４から２１３度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1070号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
岳崎免
フクノ瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町岳崎免川原辺
田防波堤付根標識
２　同市同町北久保免星鹿漁港
森ノ浦港南防波堤標識（防波堤
付根より東方防波堤沿いに５５
メートルのところ）

イ　１から１０３度３０分
　　６１８メートルのところ
ロ　１から１０３度３０分
　　７１３メートルのところ
ハ　２から１０３度
　　４０３メートルのところ
ニ　２から１０３度
　　３０８メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1071号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
岳崎免
城山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　松浦市星鹿町岳崎免大網代
大石標識

イ　１から２７度
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１７度３０分
　　６００メートルのところ
ハ　１から６１度
　　８００メートルのところ
ニ　１から１５２度
　　６６０メートルのところ
ホ　１から１８１度
　　５００メートルのところ
へ　１から４４度
　　４２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。



北区
第1072号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
岳崎免
城山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　松浦市星鹿町岳崎免大網代
大石標識

イ　１から２７度
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１７度３０分
　　６００メートルのところ
ハ　１から６１度
　　８００メートルのところ
ニ　１から１５２度
　　６６０メートルのところ
ホ　１から１８１度
　　５００メートルのところ
ヘ　１から４４度
　　４２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀８
台、直径１５メートルの円形生簀６台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
３，５７４平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、７８３尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ハ、二、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

北区
第1073号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
岳崎免
逃ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町岳崎免山ノ崎
東端
２　同市同町同免逃ノ浦護岸標
識
（逃ノ浦南防波堤付根から南東
方海岸沿いに１００メートルのと
ころ）

イ　１から６４度
　　２００メートルのところ
ロ　１から６４度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から６４度
　　４４０メートルのところ
ニ　２から６４度
　　３９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第1074号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
小留
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免青島南
西端標識

イ　１から１５６度３０分
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１４９度３０分
　　１８０メートルのところ
ハ　１から１８５度３０分
　　２８０メートルのところ
ニ　１から１９３度３０分
　　２５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第1075号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
モサク鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免南市神
社鳥居中央前護岸標識
２　同市同町同免青島南西端標
識

イ　１から１４２度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１５３度
　　３００メートルのところ
ハ　２から１６５度３０分
　　４８０メートルのところ
ニ　２から１７１度３０分
　　２８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第1076号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
モサク鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免南市神
社鳥居中央前護岸標識
２　同市同町同免青島南西端標
識

イ　１から１４２度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１５３度
　　３００メートルのところ
ハ　２から１６５度３０分
　　４８０メートルのところ
ニ　２から１７１度３０分
　　２８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径１５メートルの円形生簀３
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が５３１平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６２０尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

北区
第1077号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
羽島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免羽島東
端
２　同市同町同免羽島西端

イ　１から１６０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１７７度３０分
　　２８０メートルのところ
ハ　２から２００度３０分
　　３００メートルのところ
ニ　２から２４５度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第1078号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
羽島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免羽島東
端
２　同市同町同免羽島西端

イ　１から１６０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１７７度３０分
　　２８０メートルのところ
ハ　２から２００度３０分
　　３００メートルのところ
ニ　２から２４５度
　　１００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径１５メートルの円形生簀１
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１７７平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



北区
第1079号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
船唐津免
湯ノ下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　松浦市鷹島町船唐津免湯ノ
下鼻岸壁標識
２　同市同町同免仏の下鼻突端
標識
３　同市同町三里免犬崎海岸標
識

イ　１から２４９度
　　２００メートルのところ
ロ　１から２４９度
　　４５０メートルのところ
ハ　２から２４９度
　　６５０メートルのところ
ニ　３から２１２度
　　４７０メートルのところ
ホ　３から２１２度
　　２７０メートルのところ
へ　２から２４９度
　　４００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しな
ければならない。

北区
第1080号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
三里免
番屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町三里免犬崎海
岸標識
２　同市同町三里免床浪港沖防
波堤標識

イ　１から２１２度
　　２７０メートルのところ
ロ　１から２１２度
　　４７０メートルのところ
ハ　２から２１２度
　　７７０メートルのところ
ニ　２から２１２度
　　５７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1081号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
船唐津免
小浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町船唐津免小浦
護岸標識
（小浦西波止付根から西方護岸
沿いに１００メートルのところ）
２　同市同町同免カトウ鼻突端
標識

イ　１から２２７度
　　１００メートルのところ
ロ　１から２２７度
　　３００メートルのところ
ハ　２から２２７度
　　２３０メートルのところ
ニ　２から２２７度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1082号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
今福町
浦免
字海老田
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　松浦市今福町浦免松崎海岸
標識
２　同市同町同免海老田海岸標
識
３　同市同町同免赤岩護岸標識

イ　１から４６度
　　１４５メートルのところ
ロ　１から４６度
　　２４５メートルのところ
ハ　２から４６度
　　２７０メートルのところ
ニ　３から６４度
　　２２０メートルのところ
ホ　３から６４度
　　１７０メートルのところ
へ　２から４６度
　　２２０メートルのところ
ト　２から４６度
　　１７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
今福町
志佐町
調川町

１．ロ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1083号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
今福町
飛島免
小飛島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市今福町飛島免小飛島
ろくぶの鼻北端
２　同市同町同免小飛島龍宮崎
北端
３　同市同町同免飛島東防波堤
付根
４　同市同町同免西防波堤標識
(防波堤突端から25メートルのと
ころ)

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
今福町
志佐町
調川町

北区
第1084号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
今福町
飛島免
楠手崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市今福町飛島免楠手崎
護岸標識Ａ
（楠手崎波止付根から北東方海
岸沿いに３０メートルのところ）
２　同市同町同免楠手崎護岸標
識Ｂ
（１から北東方海岸沿いに１６８
メートルのところ）

イ　１から１４４度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１４４度
　　２００メートルのところ
ハ　２から１４４度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１４４度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
今福町
志佐町
調川町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1085号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
今福町
飛島免
字磯豆
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市今福町飛島免飛島炭
坑跡護岸標識

イ　１から５９度３０分
　　２７１メートルのところ
ロ　１から７３度５０分
　　３１１メートルのところ
ハ　１から１２７度
　　１８５メートルのところ
ニ　１から１２７度
　　１０５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
今福町
志佐町
調川町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1086号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
三里免
山島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町三里免山島東
端標識

イ　１から３５４度３０分
　　１４０メートルのところ
ロ　１から２２度
　　２７０メートルのところ
ハ　１から９９度３０分
　　３７０メートルのところ
ニ　１から１２３度３０分
　　２９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
三里免
原免
中通免
神崎免
里免
阿翁免
福島町
志佐町
調川町
今福町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1087号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
福島町
鍋串免
北浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市福島町鍋串免字北浦
西防波堤標識
（西防波堤付根から北方護岸沿
いに２０メートルのところ）
２　同市同町同免字小網代標識

イ　１から１０度
　　２００メートルのところ
ロ　１から１０度
　　３００メートルのところ
ハ　２から１０度
　　３００メートルのところ
ニ　２から１０度
　　２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
福島町
調川町



北区
第1088号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
阿翁免
釜蓋
地先

次の１、２、３、４、５、６の各点を
順次結んだ各直線と最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

１　松浦市鷹島町阿翁免釜蓋Ａ
標識
２　同市同町同免釜蓋北防波堤
西端
３　同市同町同免釜蓋北防波堤
東端
４　同市同町同免釜蓋南防波堤
西端
５　同市同町同免釜蓋南防波堤
東端
６　同市同町同免釜蓋Ｂ標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
阿翁浦免
黒島免

北区
第1089号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
阿翁浦免
小浦
地先

次のイ、ロ、ハ、５、４、３、２の各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　松浦市鷹島町阿翁浦免小浦
標識Ａ
２　同市同町同免小浦標識Ｂ
３　同市同町同免小浦南鼻北東
端標識
４　同市同町同免日比漁港北防
波堤標識
５　同市同町同免日比漁港北防
波堤東端標識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から７２度３０分
　　５００メートルのところ
ハ　５から６６度
　　３６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1090号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
神崎免
ヘゴ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町神崎免郷道鼻
北端標識
２　同市同町同免抜田鼻南岸標
識

イ　１から４０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から４０度
　　２００メートルのところ
ハ　２から４０度
　　３００メートルのところ
ニ　２から４０度
　　２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1091号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
神崎免
竹ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町神崎免竹ノ浦
奥鼻突端標識
２　同市同町同免鵜の鼻標識

イ　１から９７度３０分
　　１１０メートルのところ
ロ　１から９７度３０分
　　２８７メートルのところ
ハ　２から９７度３０分
　　２０７メートルのところ
ニ　２から９７度３０分
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1092号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
神崎免
神山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町神崎免神山標
識
２　同市同町同免ウトの鼻突端
標識

イ　１から１８４度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１８４度
　　２９０メートルのところ
ハ　２から１８４度
　　２９０メートルのところ
ニ　２から１８４度
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1093号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
神崎免
神山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町神崎免神山標
識
２　同市同町同免ウトの鼻突端
標識

イ　１から１８４度
　　２９０メートルのところ
ロ　１から１８４度
　　４９０メートルのところ
ハ　２から２１２度
　　５７０メートルのところ
ニ　２から２１２度
　　３３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1094号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
中通免
黒津浦
地先

次の２、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　松浦市鷹島町神崎免真米鼻
大岩標識
２　同市同町同免下谷標識
３　同市同町同免釜崎金子産業
㈱敷地護岸標識
４　同市同町中通免黒津浦黒津
代無白岩標識
５　同市同町同免吉野崎浦標識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と５を結ぶ直線上
　　１から２８０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

北区
第1095号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
中通免
牧ノ浦唐人波止
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町中通免池尻護
岸標識
２　同市同町同免牧ノ浦海岸大
石標識
（唐人波止から北方海岸沿いに
２９メートルのところ）

イ　１から１２２度
　　２００メートルのところ
ロ　１から１２２度
　　４００メートルのところ
ハ　２から１２２度
　　４００メートルのところ
ニ　２から１２２度
　　２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1096号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
中通免
牧ノ浦唐人波止
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町中通免池尻護
岸標識
２　同市同町同免牧ノ浦海岸大
石標識
（唐人波止から北方海岸沿いに
２９メートルのところ）

イ　１から１２２度
　　４００メートルのところ
ロ　１から１２２度
　　６００メートルのところ
ハ　２から１２２度
　　６００メートルのところ
ニ　２から１２２度
　　４００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1097号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
原免
枯崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町原免枯崎東標
識
２　同市同町同免枯崎海岸標識

イ　１から１２８度
　　５７０メートルのところ
ロ　１から１２８度
　　７８０メートルのところ
ハ　２から１３６度３０分
　　５６０メートルのところ
ニ　２から１３６度３０分
　　３６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



北区
第1098号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
原免
鰈岬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町原免枯崎白岩
海岸標識
２　同市同町同免枯崎東標識

イ　１から１３６度３０分
　　４００メートルのところ
ロ　１から１３６度３０分
　　２００メートルのところ
ハ　２から１２８度
　　３６０メートルのところ
ニ　２から１２８度
　　５７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1099号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
原免
枯崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町原免枯崎白岩
海岸標識
２　同市同町同免枯崎海岸標識

イ　１から１３６度３０分
　　２００メートルのところ
ロ　１から１３６度３０分
　　４００メートルのところ
ハ　２から１３６度３０分
　　３６０メートルのところ
ニ　２から１３６度３０分
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1100号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
魚固ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免魚固ノ
島南端標識

イ　１から１８０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　３８０メートルのところ
ハ　１から２０６度３０分
　　４４０メートルのところ
ニ　１から２００度
　　６２０メートルのところ
ホ　１から２１４度３０分
　　７００メートルのところ
へ　１から２８１度３０分
　　４００メートルのところ
ト　１から２８８度
　　２５０メートルのところ
チ　１から２４３度３０分
　　２７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．イ、ロ、ニ、ホ、ヘ、トの各点に夜間標識灯を設置しな
ければならない。

北区
第1101号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
魚固ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免魚固ノ
島南端標識

イ　１から１８０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　３８０メートルのところ
ハ　１から２０６度３０分
　　４４０メートルのところ
ニ　１から２００度
　　６２０メートルのところ
ホ　１から２１４度３０分
　　７００メートルのところ
ヘ　１から２８１度３０分
　　４００メートルのところ
ト　１から２８８度
　　２５０メートルのところ
チ　１から２４３度３０分
　　２７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀８
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が２，５１２平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４７７尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ニ、ホ、ヘ、トの各点に夜間標識灯を設置しな
ければならない。

北区
第1102号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
里免
百尋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町里免秋丸標識
２　同市同町原免垣ノ内標識Ａ

イ　１から３３２度
　　３８９メートルのところ
ロ　１から３３２度
　　７３０メートルのところ
ハ　２から３３０度２０分
　　１９７５メートルのところ
ニ　２から３３０度
　　１６３５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径４
０メートルの円形生簀３０台の規模を超えてはならない。
ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が３７，６８
０平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格
又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１４，２
８８尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

北区
第1103号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
里免
広浦
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町里免永光寺山
鼻北西端標識
２　同市同町阿翁浦免弁財天南
端標識
３　同市同町同免大小島南西端
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１４０メートルのところ
ロ　３から１３５度３０分
　　４２０メートルのところ
ハ　３から１３５度３０分
　　５６５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

北区
第1104号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
阿翁浦免
沖ノ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　松浦市鷹島町阿翁浦免大小
島南端標識
２　同市同町同免弁財天南端標
識
３　同市同町同免字沖ノ島赤瀬
東端標識
４　同市同町里免遠泉北西端標
識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から２３０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２３０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免



北区
第1105号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
大根坂西宇土
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　平戸市大島村大根坂龍王崎
和歌ノ浦波止突端
２　同市同村大根坂小島南端
３　同市同村大根坂漁港防波堤
標識
４　同市同村大根坂節竹鼻護岸
北角標識
５　同市同村大根坂馬込竹山下
標識
６　同市同村大根坂龍王崎外鼻
西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３５０メートルのところ
ハ　３と６を結ぶ直線上
　　６から２５０メートルのところ
ニ　３と６を結ぶ直線上
　　６から３７０メートルのところ
ホ　４と５を結ぶ直線上
　　５から６２０メートルのところ
へ　４と５を結ぶ直線上
　　５から４００メートルのところ
ト　３と６を結ぶ直線上
　　６から１５０メートルのところ
チ　３と６を結ぶ直線上
　　６から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

１．イ、ロ、ニ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

北区
第1106号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
的山曲崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村的山曲鼻東端
２　同市同村的山漁協支所裏防
波堤標識
（旧防波堤先端）
３　同市同村的山板浦流王鼻突
端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６００メートルのところ
ハ　３から２５度
　　４５０メートルのところ
ニ　３から２５度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第1107号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
的山板浦水垂
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村的山板浦水尺
標識
２　同市同村的山板浦流王標識
（１から南東方海岸沿いに２４０
メートルのところ）

イ　１から３６度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３６度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から３６度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から３６度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1108号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
度島町
崎瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市度島町崎瀬神田石標
識
（崎瀬部落神田船だまり沖の防
波堤付根から東方海岸沿いに２
０メートルのところ）
２　同市同町崎瀬源太郎崎標識
３　同市同町横島南東端

イ　１から１４１度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１６７度
　　１５６メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
度島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1109号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
田助町
四軒屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市田助町３６番地桶屋
前護岸標識（護岸排水口より東
方護岸沿いに３メートルのとこ
ろ）
２　同市同町１番地東標識（穴口
埋立東側角から西方海岸沿いに
８３メートルのところ）

イ　１から６４度
　　５５メートルのところ
ロ　１から６４度
　　７５メートルのところ
ハ　２から５１度
　　８０メートルのところ
ニ　２から５１度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
新町
職人町
大久保町
（小川・大久保・中
ノ原・幸ノ浦・田助
在・油水・田ノ浦）
大野町
明ノ川内町
戸石川町
崎方町
浦の町
田助町
宮ノ町
魚の棚町
紺屋町
木引田町
築地町
木引町
鏡川町
（西の久保）
岩ノ上町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1110号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大久保町
小曲
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大久保町小曲伍丸水
産作業場標識
２　同市同町小曲川端浩一宅納
屋標識

イ　１から１３８度
　　４４メートルのところ
ロ　１から１３８度
　　１０４メートルのところ
ハ　２から１３８度
　　１６５メートルのところ
ニ　２から１３８度
　　１０５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町
（御館を除く）
木引町
大久保町
（薄香湾にのぞむ
地区）

１．イ、ロ、ハ、二の各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1111号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大久保町
唐子島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大久保町唐子島北岸
標識

イ　１から３９度４５分
　　２８９メートルのところ
ロ　１から８０度１５分
　　２８９メートルのところ
ハ　１から１３３度
　　１０５メートルのところ
ニ　１から３４７度
　　１０５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町
（御館を除く）
木引町
大久保町
（薄香湾にのぞむ
地区）

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1112号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大久保町
唐子島北西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大久保町２７９番地蛭
子屋英治宅前護岸標識
２　同市同町２７９－６番地蛭子
屋梅作宅前荷揚西角標識
３　同市同町唐子島西端
４　同市鏡川町梅崎灯台

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２４０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４７０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から４００メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町
（御館を除く）
木引町
大久保町
（薄香湾にのぞむ
地区）

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



北区
第1113号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大久保町
唐子島西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大久保町２７９番地蛭
子屋英治宅前護岸標識
２　同市同町２７９－６番地蛭子
屋梅作宅前荷揚西角標識
３　同市鏡川町観音島防波堤付
根
４　同市同町梅崎灯台

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から７４０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から７１０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町
（御館を除く）
木引町
大久保町
（薄香湾にのぞむ
地区）

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第1114号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
鏡川町
観音島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　平戸市鏡川町観音島防波堤
付根
２　同市同町観音島根本崎石垣
付根
３　同市同町宮田久次郎宅地前
突出中央標識
（宮田久次郎宅地石垣西角から
東方海岸沿いに５０メートルのと
ころ）
４　同市大久保町唐子島西端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１３０メートルのところ
ハ　２から２４度
　　１８０メートルのところ
ニ　３から０度
　　１４０メートルのところ
ホ　３から０度
　　４０メートルのところ
へ　２から２４度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町
（御館を除く）
木引町
大久保町
（薄香湾にのぞむ
地区）

北区
第1115号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
鏡川町
後平小ツラレ鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と１から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　平戸市鏡川町後平ツラレ鼻
北東端標識
２　同市同町後平ジョウコ岩標識
３　同市同町後平岩標識
４　同市同町後平唐子島北西端
５　同市同町後平五貫島北西端
６　同市同町後平五貫島南端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から１８０メートルのところ
ロ　２と６を結ぶ直線上
　　６から２５メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から４３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町（御館を除
く）
木引町
大久保町（薄香湾
にのぞむ地区）

北区
第1116号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木場町
沖ノ島東
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木場町ヌゲの下護岸
西標識
２　同市同町ヌゲの下護岸東標
識

イ　１から１８０度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　２００メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２００メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第1117号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
松崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町松崎海岸浜
浦勇宅前護岸標識
２　同市同町松崎海岸福海シゲ
宅前護岸標識

イ　１から３４６度
　　４５メートルのところ
ロ　１から３４６度
　　７５メートルのところ
ハ　２から３４６度
　　５５メートルのところ
ニ　２から３４６度
　　２５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第1118号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
高崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町高崎鼻北西
端標識
２　同市同町松崎海岸標識Ａ
（１から西方海岸沿いに１５０メー
トルのところ）
３　同市同町松崎海岸標識Ｂ
（松崎海岸護岸東端から東方海
岸沿いに４２メートルのところ）

イ　１から１８度
　　４０メートルのところ
ロ　２から１８度
　　６０メートルのところ
ハ　３から１６度
　　９０メートルのところ
ニ　３から１６度
　　１３０メートルのところ
ホ　１から１８度
　　１２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第1119号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
わらすぐり
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町わらすぐりか
みの鼻標識
２　同市同町白戸内海岸標識
（白戸内海岸護岸東端から南東
方海岸沿いに９８メートルのとこ
ろ）

イ　１から５４度
　　９０メートルのところ
ロ　１から５４度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から５４度
　　３２０メートルのところ
ニ　２から５４度
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第1120号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
野子町
諸崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市野子町野子崎鼻飛瀬
頂上

イ　１から１４６度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から１５２度
　　１９０メートルのところ
ハ　１から１８５度
　　２００メートルのところ
ニ　１から１９２度
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
野子町
小田町
志々伎町
大志々伎町
早福町
石堂町

北区
第1121号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
志々伎町
字網場
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市志々伎町字網場中尾
宅地前護岸標識
（護岸第２階段から東方護岸沿
いに５７メートルのところ）
２　同市同町同字西原宅前護岸
標識
（護岸第４階段から東方護岸沿
いに５４メートルのところ）

イ　１から１８０度３０分
　　２００メートルのところ
ロ　１から１８０度３０分
　　３２０メートルのところ
ハ　２から１６２度
　　２６０メートルのところ
ニ　２から１６２度
　　１４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
野子町
小田町
志々伎町
大志々伎町
早福町
石堂町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第1122号

中野漁業協同組合

長崎県
平戸市
古江町
大瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市古江町大瀬オランダ
瀬東端

イ　１から１６６度
　　４５メートルのところ
ロ　１から１６６度
　　８５メートルのところ
ハ　１から２１８度
　　１１２メートルのところ
ニ　１から２３８度
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
古江町
川内町
下中野町
坊方町
主師町



北区
第1123号

中野漁業協同組合

長崎県
平戸市
古江町
大瀬
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線並びに１から２、３から４に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　平戸市古江町大瀬中の鼻南
東端標識
２　同市同町大瀬中の鼻標識Ｂ
（１から西方海岸沿いに８５メート
ルのところ）
３　同市同町大瀬鵜のくそ鼻標
識Ｂ
４　同市同町大瀬鵜のくそ鼻北
端標識

イ　１から６８度
　　７０メートルのところ
ロ　４から６８度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
古江町
川内町
下中野町
坊方町
主師町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀６
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，８８４平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区
第1124号

中野漁業協同組合

長崎県
平戸市
古江町
灰ヶ浦鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市古江町早手口標識Ａ
２　同市同町早手口標識Ｂ

イ　１から１８３度
　　２０メートルのところ
ロ　２から１４１度３０分
　　２０メートルのところ
ハ　２から１４１度３０分
　　１００メートルのところ
ニ　１から１３５度
　　２５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
古江町
川内町
下中野町
坊方町
主師町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀６
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，８８４平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６９０尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1125号

中野漁業協同組合

長崎県
平戸市
古江町
灰ケ浦鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、３、ニ、ホ、ヘの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　平戸市古江町魚見崎北標識
２　同市同町灰ケ浦鼻標識
３　同市同町大瀬（有）西村真珠
養殖場作業場北角
４　同市同町早手口標識Ａ

イ　１から９０度
　　１３０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　６０メートルのところ
ニ　４から１８３度
　　２０メートルのところ
ホ　４から１３５度
　　２５０メートルのところ
ヘ　１から９０度
　　２９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
古江町
川内町
下中野町
坊方町
主師町

１．ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1126号

生月漁業協同組合

長崎県
平戸市
生月町
壱部浦
生月漁港
地先

次の１、２、ロ、イの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市生月町壱部浦生月漁
港島防波堤標識Ａ（防波堤北端
屈折部から南方防波堤沿いに１
３メートルのところ）
２　同市同町壱部浦生月漁港島
防波堤標識Ｂ（１から南方防波
堤沿いに３００メートルのところ）

イ　１から２９１度
　　６０メートルのところ
ロ　２から２９１度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第1127号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
前方郷
横平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町前方郷横
平標識
２　同郡同町同郷龍神瀬標識

イ　１から１７４度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１７４度
　　６００メートルのところ
ハ　２から１６５度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から７０度
　　１２５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

北区
第1128号

宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
前方郷
横平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　北松浦郡小値賀町前方郷横
平標識
２　同郡同町同郷龍神瀬標識

イ　１から１７４度
　　１００メートルのところ
ロ　１から１７４度
　　６００メートルのところ
ハ　２から１６５度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から７０度
　　１２５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
北松浦郡
小値賀町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、１０メートル×１０メートルの方
形生簀３台、一辺１０メートルの正六角形の生簀６台の
規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が１，８６０平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３５５尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

北区
第1129号

箱崎漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
字竹ノ浦
地先

次の１、２、３、４の各点を順次結
んで１に至る各直線によって囲
まれた区域

１　壱岐市芦辺町瀬戸浦字竹ノ
浦南消波堤北端
２　同市同町瀬戸浦字竹ノ浦南
消波堤南端
３　同市同町瀬戸浦字竹ノ浦オ
シダシ東端標識
４　同市同町瀬戸浦字竹ノ浦長
瀬鼻東端標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -



北区
第1130号

箱崎漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
子持瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町瀬戸浦瀬戸新
防波堤付根
２　同市同町瀬戸浦瀬戸新防波
堤突端
３　同市同町瀬戸浦立神南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ハ　２から７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から７０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第1131号

箱崎漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
芦辺漁港外防波堤
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町瀬戸浦芦辺漁
港外防波堤標識Ａ（防波堤北端
から南方防波堤沿いに５０メート
ルのところ）
２　同市同町瀬戸浦芦辺漁港外
防波堤標識Ｂ（防波堤南端から
北方防波堤沿いに５０メートルの
ところ）

イ　１から２５０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２５０度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から２５０度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から２５０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1132号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
山崎触
山崎漁港
地先

次の１、２、３、４を結んだ各直線
及び１から４に至る最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

１　壱岐市石田町山崎触山崎漁
港西防波堤突端
２　同市同町同触山崎漁港沖防
波堤西端
３　同市同町同触山崎漁港沖防
波堤東端
４　同市同町同触乙宮神社東側
防波堤付根標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第1133号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
池田仲触
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市石田町池田仲触長瀬
西標識1号（平瀬久喜東防波堤
付根から東方海岸沿いに２７０
メートルのところ）
２　同市同町同触長瀬東標識（１
から東方海岸沿いに４３０メート
ルのところ）

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　４５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　４５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第1134号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
池田仲触
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市石田町池田仲触長瀬
西標識1号（平瀬久喜東防波堤
付根から東方海岸沿いに２７０
メートルのところ）
２　同市同町同触長瀬東標識(１
から東方海岸沿いに４３０メート
ルのところ)

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　４５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　４５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、２５メートル×３０メートルの方
形生簀２台、３０メートル×３５メートルの方形生簀２台、
３５メートル×４０メートルの方形生簀４台の規模を超え
てはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が９，２００平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４，０２
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

北区
第1135号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
渡良浦神田
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町渡良浦神田
鼻南端標識
２　同市同町渡良浦神田鼻東岸
標識
３　同市同町渡良浦寺崎西岸標
識
４　同市同町渡良浦寺崎南東端
標識

イ　１から９７度３０分
　　２８０メートルのところ
ロ　４から１０２度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1136号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
渡良浦
烏帽子崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線と１から４に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　壱岐市郷ノ浦町渡良浦烏帽
子崎南東端標識
２　同市同町郷ノ浦港九州郵船
フェリー旧発着場南端
３　同市同町渡良浦七日灘標識
４　同市同町渡良浦烏帽子崎南
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２７０メートルのところ
ロ　３から９８度３０分
　　５５０メートルのところ
ハ　３から９８度３０分
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

１．イ、ロ、ハの各点及びイとロの中間点に夜間標識灯を
設置しなければならない。

北区
第1137号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
渡良浦
烏帽子崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町渡良浦烏帽
子崎南東端標識
２　同市同町郷ノ浦港九州郵船
フェリー旧発着場南端
３　同市同町渡良浦七日灘標識
４　同市同町渡良浦烏帽子崎南
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２７０メートルのところ
ロ　３から９８度３０分
　　５５０メートルのところ
ハ　３から９８度３０分
　　８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、２５メートル×３５メートルの方
形生簀３台、２５メートル×５５メートルの方形生簀３台、
５０メートル×５０メートルの方形生簀６台の規模を超え
てはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が２１，７５０平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，６１
３尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ハの各点及びイとロの中間点に夜間標識灯を
設置しなければならない。



北区
第1138号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
大島
サンゴ崎
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４と５を結んだ直線及
び１から５、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町大島サンゴ
崎南端
２　同市同町大島サンゴ大橋二
本目橋梁南端
３　同市同町大島前児島南端
４　同市同町大島前児島北端
５　同市同町大島鎌崎南端（大
島外防波堤付根）

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
郷ノ浦町
大島
長島

北区
第1139号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
唐船
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触唐船
突端標識
２　同市同町同触唐船湾係船場
北西角
３　同市同町同触唐船湾長瀬突
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第1140号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
唐船
地先

次の２、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触唐船
突端標識
２　同市同町同触唐船湾係船場
北東角
３　同市同町同触唐船湾長瀬突
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第1141号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
阿瀬ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触阿瀬
ノ島南鼻標識
２　同市同町同触阿瀬ノ島東北
鼻標識

イ　１から１１６度
　　２００メートルのところ
ロ　１から８６度
　　５００メートルのところ
ハ　２から９０度
　　５１０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第1500号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳前島
東岸ケンチブロック突端標識
２　同市同町前島東南東標識

イ　１から８９度
　　３０メートルのところ
ロ　１から８９度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から８９度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から８９度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第1501号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
丸島北
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳丸島
北端
２　同市同町丸島東岸標識

イ　１から４度
　　３０メートルのところ
ロ　１から４度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２１度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２１度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第1502号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
阿瀬ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触阿瀬
ノ島南鼻標識
２　同市同町同触阿瀬ノ島東北
鼻標識

イ　１から１１６度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１１６度
　　２００メートルのところ
ハ　２から９０度
　　２８０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第1503号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
里免
百尋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町原免垣ノ内標
識Ａ
２　同市同町原免垣ノ内標識Ｂ

イ　１から３３０度
　　１６３５メートルのところ
ロ　１から３３０度２０分
　　１９７５メートルのところ
ハ　２から３３２度
　　１７５０メートルのところ
ニ　２から３３２度
　　１４０９メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
鷹島町
阿翁浦免

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１３，１７１平方
メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

北区
第1504号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
前島
スミの浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳前島
スミの浦北西標識
２　同市同町前島南西標識

イ　１から２４７度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２４７度
　　１００メートルのところ
ハ　２から２４６度
　　９０メートルのところ
ニ　２から２４６度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2000号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
白馬鼻
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町焼山鼻突
端
２　同市同町白馬鼻北端
３　同市同町焼山内鼻突端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第2001号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
白馬鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町白馬鼻北
端
２　同市同町営山の鼻突端標識
３　同市同町ほどけ鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１３０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ハ　３から３０６度
　　２１０メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2002号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
黒小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町黒小島南
岸標識Ａ
２　同市同町黒小島南岸標識Ｂ

イ　１から１５２度
　　２３０メートルのところ
ロ　１から１５２度
　　３３０メートルのところ
ハ　２から１５２度
　　４８０メートルのところ
ニ　２から１５２度
　　３８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2003号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
俵ケ浦町
黒小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ケ浦町黒小島標
識Ａ
２　同市同町黒小島標識Ｂ

イ　１から８４度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から８４度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から８４度
　　２５０メートルのところ
ニ　２から８４度
　　１５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2004号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町伝田鼻突
端
２　同市同町柳ノ浦標識

イ　１から３３９度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から３３９度
　　４００メートルのところ
ハ　２から３３９度
　　４３０メートルのところ
ニ　２から３３９度
　　１８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2005号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
トシャク島
地先

次の２、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市俵ヶ浦町宮山の鼻
突端
２　同市下船越町トシャク島南西
端
３　同市同町トシャク島北西端
４　同市俵ヶ浦町安ヶ島北東端
５　同市同町安ヶ島南東端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と５を結ぶ直線上
　　１から６５メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2006号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
名切
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町名切標識
Ａ
２　同市同町名切標識Ｂ

イ　１から２９３度
　　２０メートルのところ
ロ　１から２９３度
　　７０メートルのところ
ハ　２から２９３度
　　９０メートルのところ
ニ　２から２９３度
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2007号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
松浦島東岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町松浦島東
岸標識Ａ
２　同市同町松浦島東岸標識Ｂ

イ　１から９０度
　　８０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　２２０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2008号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
名切
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町名切鼻北
端
２　同市同町盆ヶ浦鼻北西端標
識

イ　１から０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から０度
　　１００メートルのところ
ニ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第2009号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
魚見崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町物揚場東側
標識
２　同市同町物揚場中央標識

イ　１から１８０度
　　１８０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　２３０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2010号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
芳ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町芳ノ浦アカッ
パゲ標識
２　同市同町芳ノ浦鼻標識

イ　１から２０５度３０分
　　５３メートルのところ
ロ　１から２０５度３０分
　　１０５メートルのところ
ハ　２から２０５度３０分
　　１３５メートルのところ
ニ　２から２０５度３０分
　　８３メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2011号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
いくつ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町いくつ崎西
標識
２　同市同町いくつ崎南標識

イ　１から２１２度３０分
　　１００メートルのところ
ロ　１から２１２度３０分
　　１２０メートルのところ
ハ　２から２１２度３０分
　　１００メートルのところ
ニ　２から２１２度３０分
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第2012号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
松浦島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町松浦島に
ろんた鼻北西端
２　同市同町松浦島北東鼻北端

イ　１から１９度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から１９度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から１０度３０分
　　８０メートルのところ
ニ　２から１０度３０分
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2013号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
ネタギ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町ネタギ島東
端
２　同市同町ネタギ島南端標識
３　同市同町鳥の巣島南端
４　同市同町松浦島西端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2014号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
桂島北東
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市船越町桂島北端
２　同市同町桂島波止付根

イ　１から３４２度
　　７０メートルのところ
ロ　２から３３５度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から３３５度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第2015号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
船越町
横島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市船越町横島北端標
識
２　同市同町横島南端標識

イ　１から９０度
　　１１０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2016号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
日野町
元ノ島
地先

次の２、１、イ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市日野町元ノ島タツ岩
突端標識
２　同市同町元ノ島東内鼻東端
突端
３　同市同町元ノ島東鼻東端標
識
４　同市鹿子前町長尾鼻南西端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第2017号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
鹿子前町
長尾鼻
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市鹿子前町長尾鼻南
西標識
２　同市同町長尾鼻西端

イ　２から２７０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2018号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
日野町
元ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市日野町元ノ島南西
浦北岸南西端標識
２　同市同町元ノ島南西浦北岸
標識
３　同市同町元ノ島南西浦南岸
標識

イ　１から１８０度
　　２０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ
ニ　１から１８０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2019号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
日野町
鳥巣北深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市日野町鳥巣北深浦
西岸標識

イ　１から４度
　　７８メートルのところ
ロ　１から２８度
　　９８メートルのところ
ハ　１から１００度
　　６６メートルのところ
ニ　１から１２８度
　　３２メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2020号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
日野町
元ノ島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と３、４、５の各点
を順次結んだ各直線及び１から
３、２から５に至る各最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市日野町元ノ島西鼻
南西端標識
２　同市同町元ノ島西内鼻西端
標識
３　同市同町元ノ島西鼻南岸標
識
４　同市同町元ノ島離れ小島西
端
５　同市同町元ノ島西内鼻北端
標識
６　同市同町畑尻標識Ａ
７　同市同町畑尻標識Ｂ

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　２と７を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2021号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
三年ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町三年ヶ浦唐
人崎標識

イ　１から４０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から４８度
　　５７メートルのところ
ハ　１から９４度
　　４０メートルのところ
ニ　１から９４度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2022号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
銭亀浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町銭亀浦標識
Ａ
２　同市同町銭亀浦標識Ｂ

イ　１から９０度
　　３５メートルのところ
ロ　１から９０度
　　６５メートルのところ
ハ　２から９０度
　　７４メートルのところ
ニ　２から９０度
　　４４メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2023号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
銭亀浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線及び１，２の各点を結
んだ直線と２から３に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　佐世保市大潟町銭亀浦標柱
２　同市同町銭亀浦護岸重油タ
ンク下標識
３　同市同町銭亀浦標識Ｃ

イ　３から２７０度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2024号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
銭亀浦
地先

次の１，２，３、イの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町銭亀浦標識
Ｃ
２　同市同町銭亀浦標識Ｄ
３　同市同町銭亀浦丸子島南端
標識

イ　１から０度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第2025号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
大潟町
梅木鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市大潟町さばくさらし
標識
２　同市同町きんらん出べそ標
識

イ　１から２２７度３０分
　　２０メートルのところ
ロ　１から２２７度３０分
　　７０メートルのところ
ハ　２から２２７度３０分
　　５５メートルのところ
ニ　２から２２７度３０分
　　５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2026号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
トノコ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町トノコ島北側
中央標識Ａ
２　同市同町トノコ島北端西側標
識Ｂ

イ　１から２９９度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から２９９度
　　１６５メートルのところ
ハ　２から２９９度
　　１７５メートルのところ
ニ　２から２９９度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2027号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次の１と２、３と４及び５と1を結
んだ各直線と２から３及び４から
５に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市上小高島東岸標識
Ｂ
２　同市同町ハゲ島中央標識
３　同市同町ハゲ島南標識
４　同市同町上小高島東岸標識
Ｃ
５　同市同町上小高島東岸標識
Ｄ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2028号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
網屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町網屋海岸護
岸中央標識
２　同市同町網屋海岸護岸南端
標識

イ　１から２８９度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から２８９度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から２８９度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から２８９度
　　９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2029号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島北西
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町上小高島北
西Ａ標識
２　同市同町上小高島北西Ｂ標
識

イ　１から２９２度
　　７０メートルのところ
ロ　１から２９２度
　　９０メートルのところ
ハ　２から２９２度
　　８０メートルのところ
ニ　２から２９２度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2030号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
長島西側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町長島北端標
識
２　同市同町長島南端標識

イ　１から２７０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第2031号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
高島鯨浦
地先

次のイ、ロ、３、ハの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島鯨浦カ
ンバン谷の鼻標識
２　同市同町高島鯨浦東奥鼻南
側標識
３　同市同町高島鯨浦東浦底標
識

イ　１から２００度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２００度
　　１３０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2032号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
高島鯨浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島鯨浦東
中鼻標識
２　同市同町高島鯨浦中鼻標識
３　同市同町高島鯨浦中の曽根
付根標識
４　同市同町高島鯨浦沖ノ瀬標
識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町



北区
第2033号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
高島鯨浦
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島鯨浦中
鼻標識
２　同市同町高島鯨浦浦口小島
対岸標識
３　同市同町高島鯨浦中の曽根
付根標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２から２５９度３０分
　　１２０メートルのところ
ハ　２から２５９度３０分
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2034号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
鯨浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島鯨浦浦
口小島北標柱
２　同市同町高島鯨浦浦口小島
南標識


イ　１から２６０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から２６０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から２６０度
　　９０メートルのところ
ニ　２から２６０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2035号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
エビネ泊鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町エビネ泊鼻
標識

イ　１から１７４度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から１６１度
　　５５メートルのところ
ハ　１から９０度
　　９５メートルのところ
ニ　１から７１度３０分
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2036号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
エビネ泊
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町カエジ鼻標
柱

イ　１から１５度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１５度
　　１００メートルのところ
ハ　１から３２５度
　　１５５メートルのところ
ニ　１から３０９度３０分
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2037号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
鯨浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島内手北
標識
２　同市同町高島内手南標識
（１から南方海岸沿いに３０１メー
トルのところ）

イ　１から１００度
　　１０５メートルのところ
ロ　１から１００度
　　１４５メートルのところ
ハ　２から１００度
　　１９５メートルのところ
ニ　２から１００度
　　１５５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2038号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
高島町
高島鯨浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島鯨浦奥
西側標識
２　同市同町高島鯨浦奥東側標
識

イ　１から２００度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から２００度
　　３１０メートルのところ
ハ　２から２００度
　　３１０メートルのところ
ニ　２から２００度
　　１１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2039号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
永の島
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内永
の島東南鼻突端
２　同市同町臼の浦長崎深浦鼻
石垣標識
３　同市同町西川内永の島東岸
標識Ａ号

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2040号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町江の浦標
識Ａ
２　同市同町江の浦標識Ｂ

イ　１から３０１度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３０１度
　　８０メートルのところ
ハ　２から３０１度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から３０１度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2041号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
三日月崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内三
日月崎東岸コイシ岩標識
２　同市同町西川内三日月崎突
端標識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から７３度
　　８０メートルのところ
ニ　２から７３度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町



北区
第2042号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
永の島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と１から３に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　佐世保市小佐々町西川内永
の島コーカデの浦北鼻西端
２　同市同町西川内永の島ふか
んやの鼻標識Ｂ号
３　同市同町西川内永の島北端

イ　１から３３０度
　　８５メートルのところ
ロ　２から３００度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2043号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
焼島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内焼
島北東標識Ａ
２　同市同町西川内焼島北東標
識Ｂ

イ　１から３３７度３０分
　　８０メートルのところ
ロ　１から３３７度３０分
　　１３０メートルのところ
ハ　２から３３７度３０分
　　１３５メートルのところ
ニ　２から３３７度３０分
　　８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2044号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
はん崎
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、３と２を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　佐世保市小佐々町楠泊西の
浦標識Ａ号
２　同市同町楠泊はん崎突端標
識
３　同市同町楠泊はん崎小島北
端

イ　４から８０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2045号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
がめ瀬
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町楠泊がめ
瀬の浦標識Ａ
２　同市同町楠泊むくろじ下の鼻
突端標識
３　同市同町楠泊がめの瀬の鼻
突端標識
４　同市同町楠泊野島南端

イ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2046号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
萱下し鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳矢岳
漁港上矢岳地区南防波堤標識Ａ
（南防波堤付根より堤防沿い西
方76メートルのところ）
２　同市同町矢岳矢岳漁港上矢
岳地区南防波堤標識Ｂ
（基点１から堤防沿い西方25メー
トルのところ）

イ　１から１９４度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　１から１９４度３０分
　　１２０メートルのところ
ハ　２から１９４度３０分
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１９４度３０分
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2047号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳前島
はえ泊標識
２　同市同町矢岳前島下山標識
（基点１より海岸沿い北西１００
メートルのところ）

イ　１から６７度
　　９０メートルのところ
ロ　１から６７度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から６７度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から６７度
　　１１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2048号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
丸島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳丸島
西岸標識Ａ
２　同市同町矢岳丸島西岸標識
Ｂ
（１から北方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から２７６度
　　７０メートルのところ
ロ　１から２７６度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から２７６度
　　１１５メートルのところ
ニ　２から２７６度
　　７５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第2049号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
上忠六島
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　佐世保市鹿町町九十九島上
忠六島標識Ａ
２　同市同町九十九島上忠六島
標識Ｂ
３　同市同町九十九島上忠六島
標識Ｃ
４　同市同町九十九島上忠六島
標識Ｄ

イ　１から２１０度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第2050号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
上忠六島
地先

次の１と２、１と４、２と３を結んだ
各直線と３から４に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　佐世保市鹿町町九十九島上
忠六島北東端
２　同市同町九十九島上忠六島
標識Ａ
３　同市同町九十九島人頭島標
識Ｂ
４　同市同町九十九島人頭島北
端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第2051号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の１、イ、ロ、２を順次結んで１
に至る各直線によって囲まれた
区域

１　佐世保市鹿町町九十九島大
島瀬戸中の西鼻南端
２　同市同町九十九島大島瀬戸
中エゴの鼻南端標識

イ　１から１５１度３０分
　　６０メートルのところ
ロ　２から１５１度３０分
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第2052号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
深月免
蛭子崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市田平町深月免蛭子崎
西大岩標識
２　同市同町同免蛭子崎西護岸
東排水穴

イ　１から１８０度
　　８０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

北区
第2053号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
小留
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免青島南
西端標識

イ　１から１５６度３０分
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１４９度３０分
　　１８０メートルのところ
ハ　１から１８５度３０分
　　２８０メートルのところ
ニ　１から１９３度３０分
　　２５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町



北区
第2054号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
モサク鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免南市神
社鳥居中央前護岸標識
２　同市同町同免青島南西端標
識

イ　１から１４２度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１５３度
　　３００メートルのところ
ハ　２から１６５度３０分
　　４８０メートルのところ
ニ　２から１７１度３０分
　　２８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第2055号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
羽島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免羽島東
端
２　同市同町同免羽島西端

イ　１から１６０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１７７度３０分
　　２８０メートルのところ
ハ　２から２００度３０分
　　３００メートルのところ
ニ　２から２４５度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第2056号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
魚固ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免魚固ノ
島南端標識

イ　１から１８０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　３８０メートルのところ
ハ　１から２０６度３０分
　　４４０メートルのところ
ニ　１から２００度
　　６２０メートルのところ
ホ　１から２１４度３０分
　　７００メートルのところ
ヘ　１から２８１度３０分
　　４００メートルのところ
ト　１から２８８度
　　２５０メートルのところ
チ　１から２４３度３０分
　　２７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第2057号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
星鹿町
青島免
伊豆島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市星鹿町青島免伊豆島
標識Ｂ
（伊豆島東端から西方海岸沿い
に１８３メートルのところ）
２　同市同町同免伊豆島標識Ｃ
（１から東方海岸沿いに６０メート
ルのところ）

イ　１から１５３度３０分
　　１６０メートルのところ
ロ　１から１５３度３０分
　　２２０メートルのところ
ハ　２から１５３度３０分
　　２３０メートルのところ
ニ　２から１５３度３０分
　　１７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
松浦市
御厨町
星鹿町

北区
第2058号

新松浦漁業協同組合

長崎県
松浦市
鷹島町
原免浦下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　松浦市鷹島町原免浦下護岸
標識A
２　同市同町同免浦下護岸標識
B

イ　１から６０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から６０度
　　２００メートルのところ
ハ　２から６０度
　　２３０メートルのところ
ニ　２から６０度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

松浦市
鷹島町
船唐津免
里免
原免
中通免
三里免
神崎免
阿翁免

北区
第2059号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
前平
大浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村前平大浦護岸
標識Ａ
２　同市同村前平大浦護岸標識
Ｂ
（１から東方護岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から１５９度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　１から１５９度３０分
　　１４０メートルのところ
ハ　２から１５９度３０分
　　１４７メートルのところ
ニ　２から１５９度３０分
　　４７メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

北区
第2060号

大島村漁業協同組合

長崎県
平戸市
大島村
的山川内
的山外港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大島村的山川内的山
外港防波堤標識Ａ（的山外港防
波堤付根から西方護岸沿いに４
８メートルのところ）
２　同市同村的山川内的山外港
防波堤標識Ｂ（１から西方護岸
沿いに１１０メートルのところ）

イ　１から１５０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１４０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１４０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
大島村

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

北区
第2061号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
度島町
崎瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市度島町崎瀬源太郎崎
標識
２　同市同町横島南東端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ハ　１から１７０度
　　１４０メートルのところ
ニ　１から１７０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
度島町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第2062号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大久保町
長崎山
かせの鼻
地先

次の１と２を結んだ直線及び最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　平戸市大久保町かせの鼻南
西端
２　同市同町どうさき鼻南端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
鏡川町（御舘を除
く）
木引町
大久保町（薄香湾
をのぞむ地区）



北区
第2063号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大野町
西目
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市明の川内町大野浦護
岸標識
２　同市大野町ナオキ防波堤基
部標識

イ　１から１０４度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から１０４度
　　２８０メートルのところ
ハ　２から１０４度
　　２５０メートルのところ
ニ　２から１０４度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
新町
職人町
大久保町
（小川・大久保・中
ノ原・幸ノ浦・田助
在・油水・田ノ浦）
大野町
明ノ川内町
戸石川町
崎方町
浦の町
田助町
宮ノ町
魚の棚町
紺屋町
木引田町
築地町
木引町
鏡川町
（西の久保）
岩ノ上町

北区
第2064号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
猪渡谷町
若宮鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　平戸市猪渡谷町若宮若宮海
岸標識Ａ
２　同市同町若宮若宮海岸標識
Ｃ

イ　１から２３１度
　　１４０メートルのところ
ロ　２から２６２度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2065号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
神船町
神船崎東岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　平戸市神船町神船崎東岸標
識
２　同市同町神船崎東岸白岩標
識

イ　１から８１度
　　８０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
神船町
津吉町
東中山町
西中山町
辻町
無代寺町
鮎川町
大佐志町
田代町
前津吉町
神上町
神ノ川町
船木町

北区
第2066号

平戸市漁業協同組合

長崎県
平戸市
大佐志町
竹ノ子島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市大佐志町竹ノ子島北
東端標識
２　同市同町竹ノ子島南東端標
識

イ　１から１３４度３０分
　　２０メートルのところ
ロ　１から１３４度３０分
　　１００メートルのところ
ハ　２から１３４度３０分
　　１５０メートルのところ
ニ　２から１３４度３０分
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
神船町
津吉町
東中山町
西中山町
辻町
無代寺町
鮎川町
大佐志町
田代町
前津吉町
神上町
神ノ川町
船木町

北区
第2067号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
宝亀町
小松
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市宝亀町崎田護岸西側
標識
２　同市同町崎田護岸中央標識

イ　１から１５３度
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１５３度
　　５００メートルのところ
ハ　２から１５３度
　　５００メートルのところ
ニ　２から１５３度
　　３２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第2068号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
宝亀町
前島
地先

次の３、ニ、イ、ロ、ハ、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　平戸市宝亀町前島北端
２　同市同町前島南西端
３　同市同町前島西端

イ　１から２７０度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から３０９度
　　１９０メートルのところ
ニ　３から２６６度
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第2069号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木場町
黒島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木場町黒島南海岸標
識
２　同市同町黒島北岸中央標識

イ　１から３４３度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から３４３度
　　３３０メートルのところ
ハ　２から３４３度
　　２９０メートルのところ
ニ　２から３４３度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第2070号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
身投岩
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町身投岩
２　同市同町北ビラ石垣標識Ａ

イ　１から１４２度
　　２０メートルのところ
ロ　１から１４２度
　　２００メートルのところ
ハ　２から１１７度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１１７度
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2071号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
沖ノ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町沖ノ島若宮
神社鳥居標識
２　同市同町北ビラ石垣標識Ｂ
３　同市同町身投岩
４　同市同町沖ノ島北西端

イ　１から２４７度
　　１１５メートルのところ
ロ　２から１４２度
　　２５０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から２６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町



北区
第2072号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
木ヶ津
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町木ヶ津漁港
西防波堤標識Ａ
（西防波堤付根より堤防沿い東
方に２０メートルのところ）
２　同市同町木ヶ津漁港西防波
堤標識Ｂ
（基点１より堤防沿い東方に５０
メートルのところ）

イ　１から３３６度
　　１５メートルのところ
ロ　１から３３６度
　　８５メートルのところ
ハ　２から３３６度
　　８５メートルのところ
ニ　２から３３６度
　　１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2073号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
木ヶ津町
松崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　平戸市木ヶ津町松崎海岸村
田幸代宅前護岸標識
２　同市同町松崎海岸浜浦勇宅
前護岸標識
３　同市同町松崎海岸浜浦勇宅
倉庫下護岸標識

イ　１から３４６度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３４６度
　　１１０メートルのところ
ハ　３から３４６度
　　９０メートルのところ
ニ　３から３４６度
　　６０メートルのところ
ホ　２から３４６度
　　７５メートルのところ
へ　２から３４６度
　　４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

北区
第2074号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
志々伎町
字網場
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市志々伎町字網場中尾
宅地前護岸標識
（護岸第２階段から東方護岸沿
いに５７メートルのところ）
２　同市同町同字西原宅前護岸
標識
（護岸第４階段から東方護岸沿
いに５４メートルのところ）

イ　１から１８０度３０分
　　２００メートルのところ
ロ　１から１８０度３０分
　　３２０メートルのところ
ハ　２から１６２度
　　２６０メートルのところ
ニ　２から１６２度
　　１４０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
野子町
小田町
志々伎町
大志々伎町
早福町
石堂町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第2075号

生月漁業協同組合

長崎県
平戸市
生月町
壱部浦
生月漁港
地先

次の１、２、ロ、イの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市生月町壱部浦生月漁
港島防波堤標識Ａ（防波堤北端
屈折部から南方防波堤沿いに３
１３メートルのところ）
２　同市同町壱部浦生月漁港島
防波堤標識Ｂ（１から南方防波
堤沿いに５０メートルのところ）

イ　１から２９１度
　　３０メートルのところ
ロ　２から２９１度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
生月町
御崎
壱部
里免
壱部浦

北区
第2076号

箱崎漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
字竹ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町瀬戸浦字竹ノ
浦護岸南側標識
２　同市同町同浦字竹ノ浦護岸
北側標識
（１から北方護岸沿いに９０メート
ルのところ）

イ　１から９０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　４０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　４０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触

北区
第2077号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
赤島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触赤島
南東端標識

イ　１から１９０度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１８６度
　　１７０メートルのところ
ハ　１から１４７度
　　２２８メートルのところ
ニ　１から１３８度
　　１９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第2078号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
前小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触今里
新田水門中央標識
２　同市芦辺町と同市石田町と
の境界
３　同市石田町山崎触伊佐島北
西端標識
４　同市芦辺町諸吉南触石垣東
防波堤突端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から７１０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から７７０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から８００メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　４から７４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第2079号

石田町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
石田町
山崎触
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市石田町山崎触山崎漁
港北防波堤先端標識

イ　１から３１７度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から３２３度
　　１１５メートルのところ
ハ　１から３０３度
　　９０メートルのところ
ニ　１から２９３度３０分
　　１１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
石田町

北区
第2082号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
初瀬漁港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニを順次結んで
イに至る各直線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町初瀬漁港西
側外防波堤標識Ａ（初瀬漁港西
側外防波堤付根から東方防波
堤沿いに１０メートルのところ）
２　同市同町初瀬漁港西側外防
波堤標識Ｂ
（初瀬漁港西側外防波堤付根か
ら東方防波堤沿いに７４メートル
のところ）

イ　１から３３７度
　　２５メートルのところ
ロ　１から３３７度
　　７５メートルのところ
ハ　２から３３７度
　　７７メートルのところ
ニ　２から３３７度
　　２７メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2083号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
郷ノ浦港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニを順次結んで
イに至る各直線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦港沖
防波堤標識Ａ（沖防波堤北西端
から南東方向防波堤沿いに３５
５メートルのところ）
２　同市同町郷ノ浦港沖防波堤
標識Ｂ（沖防波堤南東端から北
西方向防波堤沿いに１６０メート
ルのところ）

イ　１から３３度
　　２１メートルのところ
ロ　１から３３度
　　６１メートルのところ
ハ　２から３３度
　　６５メートルのところ
ニ　２から３３度
　　２５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）



北区
第2084号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
大島
サンゴ崎
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４と５を結んだ直線及
び１から５、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町大島サンゴ
崎南端
２　同市同町大島サンゴ大橋二
本目橋梁南端
３　同市同町大島前児島南端
４　同市同町大島前児島北端
５　同市同町大島鎌崎南端（大
島外防波堤付根）

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
郷ノ浦町
大島
長島

北区
第2085号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
麦谷触
地先

次のイ、ロ、２、ハの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町麦谷触中ノ
浦１２４４番地石垣角標識
２　同市同町庄触久須浜西側突
端標識
３　同市同町半城本村触石垣突
端標識
４　同市同町半城本町触畑石垣
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　３と２を結ぶ直線上
　　３から１２０メートルのところ
ハ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2086号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
株郎瀬
地先

次の１と２を結ぶ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触司郎
登瀬南側標識
２　同市同町同触株郎瀬西側標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2087号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
里触
徳命
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町里触株郎瀬
鼻東端
２　同市同町同触エビス崎東端
３　同市勝本町立石西触白岩西
端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2088号

勝本町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
勝本町
勝本浦
うの瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市勝本町勝本東触勝本
浦うの瀬防波堤標識Ａ(防波堤付
根から南西方向防波堤沿いに25
メートルのところ)
２　同市同町勝本東触勝本浦う
の瀬防波堤標識Ｂ(1から南西方
向防波堤沿いに30メートルのと
ころ)

イ　１から１４７度
　　１５メートルのところ
ロ　１から１４７度
　　３０メートルのところ
ハ　２から１４７度
　　３０メートルのところ
ニ　２から１４７度
　　１５メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
勝本町

北区
第2089号

佐世保市相浦漁業協同組合外１名

長崎県
佐世保市
下船越町
松浦島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市下船越町松浦島ハ
ケ崎北端標識
２　同市同町松浦島ハケ崎東内
鼻北東端標識
３　同市同町松浦島にろんた北
東鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４５メートルのところ
ロ　１から３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ハ　２から１０７度３０分
　　７０メートルのところ
ニ　２から１０７度３０分
　　１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第2500号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
長串浦
地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町長串長串浦
海岸沿い電柱標識

イ　１から３００度
　　６０メートルのところ
ロ　１から３１６度
　　７４メートルのところ
ハ　１から０度
　　５３メートルのところ
ニ　１から０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第2501号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
郷ノ浦港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニを順次結んで
イに至る各直線によって囲まれ
た区域

１　壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦港赤
灯台沖防波堤標識Ａ(防波堤角
から45メートルのところ)
２　同市同町郷ノ浦港赤灯台沖
防波堤標識Ｂ(防波堤南東端か
ら45メートルのところ)

イ　１から８８度
　　８メートルのところ
ロ　１から８８度
　　２５メートルのところ
ハ　２から８８度
　　２５メートルのところ
ニ　２から８８度
　　８メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2502号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
郷ノ浦港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦港沖
防波堤標識１号（沖防波堤北西
端から南東方向防波堤沿いに５
０メートルのところ）
２　同市同町郷ノ浦港沖防波堤
標識２号（沖防波堤北西端から
南東方向防波堤沿いに３４０メー
トルのところ）

イ　１から３３度
　　２０メートルのところ
ロ　１から３３度
　　８０メートルのところ
ハ　２から３３度
　　８０メートルのところ
ニ　２から３３度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区
第2503号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
蛇島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触阿瀬
ノ島南鼻標識
２　同市同町同触牛島東端

イ　１から８４度
　　５８０メートルのところ
ロ　１から８０度
　　７３０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　３９０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

北区第3000号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
俵ヶ浦町
安ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市俵ヶ浦町字柳木田
北端石垣角標識　2　同市同町
安ヶ島西側中央標識　3　同市同
町安ヶ島北端　4　同市下船越町
松浦島南西突端標識　5　同市
同町松浦島西端　6　同市同町
諸島北東端　7　同市俵ヶ浦町下
受島頂上　8　同市同町ほげと鼻
北端

イ　１と４を結ぶ直線と２と７を結ぶ
直線との交点　ロ　１と４を結ぶ直線
と３と６を結ぶ直線との交点　ハ　５
と８を結ぶ直線と３と６を結ぶ直線と
の交点　二　５と８を結ぶ直線と２と
７を結ぶ直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3001号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
水徳善神瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市船越町水徳善神瀬
頂上

イ　１から３５５度３０分
４０メートルのところ　ロ　１から３２９
度
９０メートルのところ　ハ　１から２８１
度３０分
１０５メートルのところ　二　１から２５
４度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3002号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
白馬浦
地先

次の２、イ、５の各点を順次結ん
だ各直線、１と６を結んだ直線及
び１から２、５から６に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　佐世保市船越町ちかん根鼻
2　同市同町白馬鼻護岸東角標
識　3　同市同町白馬浦奥鼻　4
同市同町白馬浦標識Ａ　5　同市
同町兎島東端　6　同市同町兎
島西端

イ　２と４を結ぶ直線と３と５結ぶ直
線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3003号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
前島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市船越町前島浜口作
業場北側標識Ａ号　2　同市同町
前島南端

イ　１から１３５度
３０メートルのところ　ロ　２から１３５
度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3004号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
前島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　佐世保市船越町前島南端　2
同市同町前島西鼻西端　3　同
市同町前島北西端　4　同市同
町割島東端

イ　１から２２０度
５０メートルのところ　ロ　２から２２０
度
６０メートルのところ　ハ　３と４を結
ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3005号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
割島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市船越町割島南岸標
識

イ　１から１１２度
２２０メートルのところ　ロ　１から１２
５度
２８２メートルのところ　ハ　１から１４
５度
２３５メートルのところ　二　１から１４
０度
１７３メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3006号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
割島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、リ、ヌ、２の各点を順次結
んだ各直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

1　佐世保市船越町割島北端　2
同市同町割島南岸標識

イ　１から３８度
１２０メートルのところ　ロ　１から８
度
１６０メートルのところ　ハ　１から３３
４度
１４０メートルのところ　二　１から２８
０度
１３０メートルのところ　ホ　２から２７
０度
１５０メートルのところ　へ　２から２０
０度３０分
１５０メートルのところ　ト　２から１７
０度
１５０メートルのところ　チ　２から１２
７度３０分
１６０メートルのところ　リ　２から９８
度３０分
６０メートルのところ　ヌ　２から２００

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3007号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
下船越町
松浦島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　佐世保市下船越町松浦島北
西岸標識Ａ号　2　同市同町松浦
島八ヶ崎北端

イ　１から０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3008号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
鳥の巣島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニの各点を
順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

1　佐世保市船越町鳥の巣島南
端　2　同市同町ネタギ島南岸中
鼻突端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３００メートルのところ　ロ　１
から２３０度
４１０メートルのところ　ハ　１から２１
７度
３５０メートルのところ　二　１から１８
０度
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3009号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
小深白島
地先

次の２、ヘ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、３
の各点を順次結んだ各直線及び
２から３に至る最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市船越町小深白島西
端　2　同市同町小深白島北端
3　同市同町小深白島北西岸標
識　4　同市同町桂島南岸東鼻
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から１０メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ　ハ　２か
ら０度
６０メートルのところ　二　２から３９
度
８０メートルのところ　ホ　３から８５
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3010号 松田真珠有限会社

長崎県
佐世保市
浅子町
トノコ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町トノコ島東鼻
北東端　2　同市同町トノコ島東
岸標識
（基点１から南方海岸沿いに２０
０メートルのところ）

イ　１から９０度
６０メートルのところ　ロ　１から９０
度
１３０メートルのところ　ハ　２から９０
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3011号 松田真珠有限会社

長崎県
佐世保市
浅子町
トノコ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町トノコ島東鼻
北端標識　2　同市同町トノコ島
東鼻西岸標識　3　同市同町トノ
コ島西鼻東岸標識

イ　１から２７４度
２０メートルのところ　ロ　１から２７４
度
１２５メートルのところ　ハ　２と３を
結ぶ直線上
２から６０メートルのところ　二　２と３
を結ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない

北区第3012号 有限会社琴海真珠外１名

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上小高島東
岸標識Ａ　2　同市同町上小高島
東岸標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１３０メー
トルのところ）

イ　１から８２度
３５メートルのところ　ロ　１から８２
度
１３５メートルのところ　ハ　２から８２
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3013号 亀岳真珠有限会社

長崎県
佐世保市
浅子町
黒島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町黒島南鼻標
識
（黒島南西端から北方海岸沿い
に１８メートルのところ）　2　同市
同町黒島北西鼻標識
（黒島北西鼻北西端から南方海
岸沿いに１５メートルのところ）

イ　１から２２２度
８５メートルのところ　ロ　２から２２２
度
１１０メートルのところ　ハ　２から２２
２度
４５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い



北区第3014号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
上樫木島
東岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上樫木島北
標識
（上樫木島北端から南東方海岸
沿いに１０メートルのところ）　2
同市同町上樫木島東端　3　同
市同町丸小島北端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１５メートルのところ　ロ　１と３
を結ぶ直線上
１から５５メートルのところ　ハ　２か
ら９２度
６０メートルのところ　二　２から１１２
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3015号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
上樫木島
南岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上樫木島東
端　2　同市同町上樫木島南端

イ　１から１５０度
３０メートルのところ　ロ　１から１５０
度
７０メートルのところ　ハ　２から１６０
度
５０メートルのところ　二　２から１６０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3016号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
上樫木島
西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上樫木島南
端　2　同市同町上樫木島北端

イ　１から２７０度
４０メートルのところ　ロ　１から２７０
度
９０メートルのところ　ハ　２から２７０
度
９０メートルのところ　二　２から２７０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3017号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
下樫木島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌの各点を順次結んでイ
に至る各直線によって囲まれた
区域

1　佐世保市浅子町下樫木島西
鼻南端　2　同市同町下樫木島
西鼻南西端　3　同市同町下樫
木島北西端　4　同市同町下樫
木島北東端

イ　１から１７６度
７０メートルのところ　ロ　２から２２５
度
１００メートルのところ　ハ　３から３１
５度
１１０メートルのところ　二　４から４５
度
１１０メートルのところ　ホ　１から９０
度
５０メートルのところ　へ　１から９０
度
１０メートルのところ　ト　４から４５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3018号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
ねのじが浦
地先

次の２、１、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と２から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　佐世保市浅子町上小高島ね
のじが浦西側鼻石垣東端　2　同
市同町上小高島ねのじが浦東
側鼻標識Ａ号　3　同市同町上小
高島ねのじが浦東側鼻南西端
4　同市同町下小高島北西鼻突
端　5　同市同町下小高島西端

イ　１と５を結ぶ直線上
１から２００メートルのところ　ロ　３と
４を結ぶ直線上
３から９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3019号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
浅子町
皆島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、５、６の各
点を順次結んだ各直線と１から６
に至る最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上皆島西端
2　同市同町トコイ島オオドコイの
浦鼻東端　3　同市小佐々町臼
の浦長崎鼻南端　4　同市浅子
町上小高島南西端　5　同市同
町下皆島北端　6　同市同町上
皆島東端　7　同市同町上皆島
北端

イ　１と３を結ぶ直線と２と４を結ぶ
直線との交点　ロ　７から３２度
４５０メートルのところ　ハ　７から３２
度
２００メートルのところ　二　５から１２
度
１１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3020号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
皆島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上皆島北端
2　同市同町下皆島北端　3　同
市同町下樫木島南西端

イ　１から３２度
２００メートルのところ　ロ　１から３２
度
４１０メートルのところ　ハ　２と３を
結ぶ直線上
２から３７０メートルのところ　二　２と
３を結ぶ直線上
２から１６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3021号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
浅子町
トコイ島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　佐世保市浅子町トコイ島深浦
北東端標識　2　同市同町トコイ
島南東端

イ　１から５７度
１１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3022号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
浅子町
トコイ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　佐世保市浅子町トコイ島北端
標識　2　同市同町トコイ島東岸
中鼻東端標識　3　同市同町トコ
イ島深浦北東端標識

イ　１から９０度
８０メートルのところ　ロ　２から９０
度
５０メートルのところ　ハ　３から５７
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3024号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
浅子町
トコイ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　佐世保市浅子町トコイ島西深
浦上の鼻突端標識　2　同市同
町トコイ島西岸中鼻突端標識　3
同市同町トコイ島南鼻標識Ｂ号

イ　１から０度
１１０メートルのところ　ロ　１から２７
６度
２２０メートルのところ　ハ　２から２７
０度
１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区第3025号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
高島町
高島
山の下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　佐世保市高島町高島山の下
手水谷　2　同市同町高島高鼻
大岩　3　同市同町高島高鼻標
識
（２から南方海岸線沿いに２１０
メートルのところ）

イ　１から７０度
６０メートルのところ　ロ　１から７０
度
２２５メートルのところ　ハ　２から１０
３度
２４５メートルのところ　二　３から１０
３度
２９５メートルのところ　ホ　３から１０
３度
１１０メートルのところ　へ　２から１０
３度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

北区第3026号 有限会社平尾真珠

長崎県
佐世保市
高島町
高島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐保市高島町高島北平転石
2　同市同町高島長南風浦標識

イ　１から３５６度
１２０メートルのところ　ロ　２から３５
６度
２６０メートルのところ　ハ　２から３５
６度
１４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

北区第3027号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
高島町
高島
北平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市高島町高島ゴトウ瀬
二ツ石　2　同市同町高島ゴトウ
瀬標識
（基点１から南方海岸沿いに１０
０メートルのところ）

イ　１から２８２度
６０メートルのところ　ロ　１から２８２
度
１５０メートルのところ　ハ　２から２８
２度
２１０メートルのところ　二　２から２８
２度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い



北区第3028号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
高島町
高島
京泊
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市高島町高島京泊浦
北海岸標識Ａ　2　同市同町高島
京泊浦南海岸標識Ｂ

イ　１から１６７度３０分
２０メートルのところ　ロ　１から１６７
度３０分
５０メートルのところ　ハ　２から３４７
度３０分
７０メートルのところ　二　２から３４７
度３０分
１６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3029号 松田真珠有限会社

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上小高島南
端　2　同市同町池の谷南防波
堤付根　3　同市同町上小高島
東側標識
（１から北方海岸沿いに２４０メー
トルのところ）　4　同市同町トノコ
島南端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から２５０メートルのところ　ロ　１と
２を結ぶ直線上
１から２９０メートルのところ　ハ　３と
４を結ぶ直線上
３から１１０メートルのところ　二　３と
４を結ぶ直線上
３から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3030号 亀岳真珠有限会社

長崎県
佐世保市
浅子町
上小高島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町上小高島東
岸標識Ａ　2　同市同町上小高島
東岸標識Ｂ

イ　１から８２度
５０メートルのところ　ロ　１から８２
度
１１０メートルのところ　ハ　２から８２
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3031号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
兎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市船越町兎島西端標
識

イ　１から３３７度
１５３メートルのところ　ロ　１から３３
５度
１８５メートルのところ　ハ　１から３２
５度
１８９メートルのところ　二　１から３１
８度
１５９メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3032号 株式会社ＴＡＳＡＫＩ

長崎県
佐世保市
船越町
丈ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　佐世保市船越町丈ヶ島中小
島北東端標識　2　同市同町丈ヶ
島東岸標識

イ　１から４９度
５０メートルのところ　ロ　１から４９
度
９５メートルのところ　ハ　２から４９
度
１６メートルのところ　二　２から４９
度
５１メートルのところ　ホ　１から１０３

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3033号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
今釜漁港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市浅子町今釜漁港護
岸Ａ標識
（今釜漁港南防波堤付根から北
方護岸沿いに４２メートルのとこ
ろ）　2　同市同町今釜漁港護岸
Ｂ標識
（１から北方護岸沿いに４７メート
ルのところ）

イ　１から３０２度
１０メートルのところ　ロ　１から３０２
度
５０メートルのところ　ハ　２から３０２
度
５０メートルのところ　二　２から３０２
度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3034号 有限会社つとむ真珠

長崎県
佐世保市
小佐々町
臼ノ浦
高崎山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町臼ノ浦高
崎護岸標識Ａ　2　同市同町臼ノ
浦高崎海岸標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに４０メート
ルのところ）

イ　１から２５１度
３０メートルのところ　ロ　１から２５１
度
７０メートルのところ　ハ　２から２５１
度
８５メートルのところ　二　２から２５１

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3035号 有限会社つとむ真珠

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
永の島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内永
の島黒ハエ浦鼻突端標識　2　同
市同町西川内永の島南東鼻突
端標識　3　同市浅子町上樫木
島北端標識　4　同市同町トコイ
島北端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3036号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
永の島
地先

次の４、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで４に至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内永
の島南端標識　2　同市同町西
川内永の島黒はえ浦鼻突端標
識　3　同市同町西川内永の島
黒はえ浦石垣北角　4　同市同町
西川内永の島黒はえ浦標識Ａ
（１から北方海岸沿いに１１０メー
トルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
２から２０メートルのところ　ハ　３と４
を結ぶ直線上
３から１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3037号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
永の島
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　佐世保市小佐々町西川内永
の島コーカデの浦西鼻突端標識
2　同市同町西川内永の島コー
カデの浦北鼻南西端

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3038号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
千鳥島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内千
鳥島北端

イ　１から７３度
２００メートルのところ　ロ　１から７８
度
３５０メートルのところ　ハ　１から９６
度
３５０メートルのところ　二　１から１０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない

北区第3039号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
焼島
地先

次の１、イ、ロ、５の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内焼
島南西突端標識　2　同市同町
西川内焼島南端　3　同市同町
西川内新三小島北端　4　同市
同町西川内焼島南東端　5　同
市同町西川内焼島東端標識Ａ号

イ　２と３を結ぶ直線の中央点　ロ
４から１３５度
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3040号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
ガキ島
東岸
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線、２と３の点を結
んだ直線及び最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内ガ
キ島東岸中央標識　2　同市同
町西川内ガキ島南端　3　同市同
町西川内千鳥島北端　4　同市
同町西川内千鳥島南西端標識

イ　１から５５度
５０メートルのところ　ロ　１から１２７
度３０分
３９０メートルのところ　ハ　４から１８
０度
１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区第3041号 有限会社平尾真珠

長崎県
佐世保市
小佐々町
笹島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町笹島前の
エゴ南端標識　2　同市同町笹島
北東端標識

イ　１から９０度
４５メートルのところ　ロ　１から９０
度
１００メートルのところ　ハ　２から９０
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3042号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
ガキ島
西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内ガ
キ島下ノエゴ鼻北東端標識　2
同市同町西川内ガキ島西中鼻
標識

イ　１から２６３度３０分
６０メートルのところ　ロ　１から２６３
度３０分
１３０メートルのところ　ハ　２から２６
３度３０分
１４０メートルのところ　二　２から２６
３度３０分
７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3043号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
はん崎
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、３と２を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　佐世保市小佐々町楠泊西の
浦標識Ａ号　2　同市同町楠泊は
ん崎突端標識　3　同市同町楠
泊はん崎小島北端　4　同市同
町楠泊はん崎小島南端

イ　４から８０度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3044号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
褥崎
割石鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町褥崎割石中
鼻標識　2　同市同町褥崎はえ崎
標識　3　同市小佐々町矢岳丸
島北端　4　同市同町矢岳前島
北東端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１４５メートルのところ　ロ　２と
４を結ぶ直線上
２から１４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3045号 中村重和

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島大
島北西岸小岩標識　2　同市同
町九十九島大島なめら小松標識
3　同市同町九十九島中キナギ
島南東岸中の入り江立岩標識
4　同市同町九十九島上キナギ
島南端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ　ロ　１と３
を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ　ハ　２と４
を結ぶ直線上
２から６０メートルのところ　二　２と４
を結ぶ直線上
２から２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3046号 鹿町真珠株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
キナギ島
地先

次の２、ロ、イ、５の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び２から３、４から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島大
島北端　2　同市同町九十九島
下キナギ島東端　3　同市同町九
十九島下キナギ島北東端　4　同
市同町九十九島中キナギ島南
端　5　同市同町九十九島中キ
ナギ島北東端

イ　５と１を結ぶ直線上
５から１８０メートルのところ　ロ　２
から９０度
９５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3047号 深江真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
上キナギ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島中
キナギ島北東端　2　同市同町九
十九島上キナギ島東岸標識
（同島北東端から南方海岸沿い
に５０メートルのところ）　3　同市
同町九十九島大島北端　4　同
市同町九十九島大蛭子島頂上

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ロ　１と
３を結ぶ直線上
１から１８０メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から７０メートルのところ　二　２と４
を結ぶ直線上
２から１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区第3049号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島大
島標識Ｂ　2　同市同町九十九島
大島標識

イ　１から６９度
１２０メートルのところ　ロ　２から８６
度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3050号 深江真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
長串浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町長串長串鼻
突端標識　2　同市同町長串長
串浦潮はやし標識Ａ　3　同市同
町長串字鯨辺田標識　4　同市
同町長串長串浦東の鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から１３０メートルのところ　ロ　３と
４を結ぶ直線上
３から１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3052号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
丑ヶ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、１２の各点を順次結んだ各直
線、１４、リ、７の各点を順次結ん
だ各直線、５、チ、６の各点を順
次結んだ各直線及び１から５、６
から７に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島
丑ヶ島南鼻西端　2　同市同町九
十九島丑ヶ島標識Ａ　3　同市同
町九十九島丑ヶ島標識Ｂ　4　同
市同町九十九島丑ヶ島南西岸
大石標識　5　同市同町九十九
島丑ヶ島南端　6　同市同町九十
九島丑ヶ島南東岸中鼻突端標
識　7　同市同町九十九島丑ヶ島
かわうそ鼻標識　8　同市同町九
十九島上キナギ島北東端　9　同
市同町九十九島大島北端　10
同市同町九十九島大島二番鼻
北端　11　同市同町九十九島下
蛭子島南西端　12　同市同町九
十九島へいた島南端　13　同市
同町九十九島へいた島北西端
松の木　14　同市同町九十九島
へいた島東端　15　同市同町下
歌ヶ浦中の瀬標識Ｂ

イ　１から３００度
７０メートルのところ　ロ　２と８を結
ぶ直線上
２から８０メートルのところ　ハ　３と８
を結ぶ直線上
３から１００メートルのところ　二　３と
９を結ぶ直線上
３から１００メートルのところ　ホ　４と
１０を結ぶ直線上
４から１００メートルのところ　へ　４と
１０を結ぶ直線上
４から７５メートルのところ　ト　５と１
１を結ぶ直線上
５から７５メートルのところ　チ　６と１
３を結ぶ直線上
６から５メートルのところ　リ　７と１５
を結ぶ直線上
７から７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3053号 有限会社川口真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
丑ヶ島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域。ただ
し、３と４を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域を除く

1　佐世保市鹿町町九十九島
丑ヶ島北鼻西端　2　同市同町九
十九島丑ヶ島南鼻西端　3　同市
同町九十九島丑ヶ島南鼻東端
4　同市同町九十九島丑ヶ島中
鼻北西端

イ　１から３００度
３０メートルのところ　ロ　２から３００
度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3054号 中村重和外２名

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
曽辺ヶ崎
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４、５、６の各点を順
次結んだ各直線及び７と８を結
んだ直線、並びに１から４、６か
ら７及び８から３に至る各最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦
野々鼻西端　2　同市同町九十
九島小池島頂上　3　同市同町
下歌ヶ浦曽辺ヶ崎水の浦鼻西端
4　同市同町下歌ヶ浦野々鼻勇
小鼻標識　5　同市同町下歌ヶ浦
曽辺ヶ崎湾中鼻北西端　6　同市
同町九十九島ボー島南端　7
同市同町九十九島ボー島東端
8　同市同町下歌ヶ浦曽辺ヶ崎湾

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3056号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
丑ヶ島
地先

次の１、２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　佐世保市鹿町町九十九島
丑ヶ島北受鼻北東端　2　同市同
町九十九島丑ヶ島かわうそ鼻北
東端

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3057号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
出網代島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島出
網代島南西端標識　2　同市同
町九十九島出網代島北西端標
識　3　同市同町九十九島瀬尻
島南端　4　同市同町九十九島
八木島北端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区第3058号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
瀬尻島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と、２から１に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島瀬
尻島エゴ入口標識　2　同市同町
九十九島瀬尻島大石標識　3
同市同町九十九島上キナギ島
東端標識　4　同市同町九十九
島大島西北端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ロ　２と
４を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3060号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
九頭小島
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島九
頭島標識Ｂ　2　同市同町九十九
島九頭島東端　3　同市同町九
十九島九頭島小島西端　4　同
市同町九十九島九頭島小島南
端　5　同市同町下歌ヶ浦曽辺ヶ
崎標識Ｃ号

イ　１から１７０度
２５０メートルのところ　ロ　４と５を結
ぶ直線上
４から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3061号 有限会社川口真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
曽辺ヶ崎
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦出
網代中鼻突端　2　同市同町下
歌ヶ浦小島崎長瀬鼻北西端

イ　１から３２０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3062号 有限会社川口真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
曽辺ヶ崎
地先

次の１、ロ、イ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦小
島崎北東端　2　同市同町下歌ヶ
浦曽辺ヶ崎標識Ｃ号　3　同市同
町大屋大屋港南側防波堤突端

イ　２と３を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ　ロ　１
から０度
２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3065号 鹿町真珠株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
曽辺ヶ崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦曽
辺ヶ崎大浦鼻突端標識　2　同市
同町下歌ヶ浦曽辺ヶ崎中鼻標識

イ　１から９０度
９０メートルのところ　ロ　２から９０
度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3066号 鹿町真珠株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
後山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦後
山標識Ｂ号　2　同市同町下歌ヶ
浦後山標識Ａ号
（１から南方海岸沿いに７０メート
ルのところ）

イ　１から２７０度
８０メートルのところ　ロ　１から２７０
度
１０メートルのところ　ハ　２から２７０
度
１０メートルのところ　二　２から２７０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3067号 有限会社川口真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
針の耳鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、２の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦針
の耳鼻一本松標識　2　同市同
町下歌ヶ浦針の耳鼻コンクリート
護岸西角　3　同市同町下歌ヶ浦
針の耳鼻中鼻標識

イ　１から３４５度
７０メートルのところ　ロ　３から３４５
度
１００メートルのところ　ハ　３から３４
５度
５０メートルのところ　二　２から３４５

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3068号 深江真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
本ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦魚
見鼻西標識Ａ　2　同市同町下
歌ヶ浦魚見鼻西標識Ｂ
（１から西方海岸沿いに４９メート
ルのところ）

イ　１から１９７度
２０メートルのところ　ロ　１から１９７
度
７０メートルのところ　ハ　２から１９７
度
７０メートルのところ　二　２から１９７

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3069号 伊藤真珠養殖有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
本ヶ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と、２から１に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦松
山鼻西端　2　同市同町下歌ヶ浦
伊藤石垣標識　3　同市同町下
歌ヶ浦ニまた大鼻西端　4　同市
同町下歌ヶ浦エゴ標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3070号 有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
大屋
向後の浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町大屋向後の
浦標識Ａ　2　同市同町大屋向後
の浦標識Ｂ
（１から南西方海岸沿いに３０
メートルのところ）

イ　１から３２３度
４５メートルのところ　ロ　１から３２３
度
８５メートルのところ　ハ　２から３２３
度
８５メートルのところ　二　２から３２３

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3071号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
大屋
向後の浦
地先

次の１，３、イ、２の各点を順次
結んだ各直線と２から１に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　佐世保市鹿町町大屋向後の
浦標識Ａ　2　同市同町大屋向後
の浦標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに８５メート
ルのところ）　3　同市同町大屋
向後の浦標識Ｃ

イ　２から２８２度
７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3072号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
口ノ里
黒口鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町口ノ里黒口
鼻標識　2　同市同町口ノ里黒口
西岸標識

イ　１から０度
８０メートルのところ　ロ　２から０度
１７０メートルのところ　ハ　２から０
度
９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3073号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
以善浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免ツラレ島
北端　2　同市同町同免ツラレ島
南端

イ　１から９０度
２７０メートルのところ　ロ　２から９０
度
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3074号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
以善浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、８の各点を順
次結んだ直線、２、３、４の各点
を順次結んだ直線、５と６を結ん
だ直線及び、１から２に至る最高
高潮時海岸線、６から７を経て８
に至る最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免以善浦
赤岩突端　2　同市同町同免以
善浦砥石山丸山作業所石垣付
根　3　同市同町同免蟇蛙島北
端　4　同市同町同免以善浦枯
松の鼻の南鼻突端　5　同市同
町同免四ツガケ奥端　6　同市同
町同免小島西の鼻奥端　7　同
市同町同免小島北の鼻奥端　8
同市同町同免小島南端

イ　１と７を結ぶ直線上
７から５０メートルのところ　ロ　８か
ら７６度３０分
３６０メートルのところ　ハ　８から９０
度
３００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3075号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
小島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免小島西
の鼻突端　2　同市同町同免小
島南西端標識Ａ

イ　１から２７０度
１００メートルのところ　ロ　２から２７
０度
１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3076号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免小島西
の鼻突端標識　2　同市同町同
免小島西側海岸標識

イ　１から２６１度
１５０メートルのところ　ロ　１から２６
１度
２２５メートルのところ　ハ　２から２５
５度
２６５メートルのところ　二　２から２５
５度
１９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区第3077号 有限会社つとむ真珠

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
三日月崎
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸に
よって囲まれた区域

1　佐世保市小佐々町西川内志
多崎東南端標識　2　同市同町
西川内三日月西浦南東端標識
3　同市同町西川内長崎山西岸
シロシゲ鼻標識

イ　２と３を結ぶ直線上
２から８５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3078号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
高串山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免高串山
南西岸標識　2　同市同町同免
高串山南岸標識
（１から東方海岸沿いに１６５メー
トルのところ）

イ　１から２１８度
１００メートルのところ　ロ　１から２１
８度
２００メートルのところ　ハ　２から２１
８度
３００メートルのところ　二　２から２１
８度
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3079号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
大塔
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免白馬海
岸公衆施設下標識　2　同市同
町同免以善浦鼻南西標識

イ　１から２３３度
４３０メートルのところ　ロ　１から２３
３度
５３０メートルのところ　ハ　２から２１
８度
１８０メートルのところ　二　２から２１
８度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

北区第3080号 有限会社溝口真珠

長崎県
平戸市
田平町
以善免
大塔
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　平戸市田平町以善免大塔海
岸護岸標識　2　同市同町同免
白馬鼻標識　3　同市同町同免
白馬地先標識

イ　１から２３３度
１５０メートルのところ　ロ　１から２３
３度
２５０メートルのところ　ハ　２から２３
３度
３００メートルのところ　二　３から２３
３度
４３０メートルのところ　ホ　３から２３
３度
３３０メートルのところ　へ　２から２３
３度
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない

北区第3081号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ケ浦
曽辺ケ崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦曽
辺ヶ崎東端　2　同市同町下歌ヶ
浦曽辺ヶ崎標識　3　同市同町下
歌ヶ浦役場前護岸階段北角標
識

イ　１から９０度
５０メートルのところ　ロ　２と３を結
ぶ直線上
２から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3082号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
戌島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、６の
各点を順次結んだ各直線、４と５
を結んだ直線及び１から４、５か
ら６に至る各最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島戌
島北端標識　2　同市同町九十
九島戌島上の鼻標識　3　同市
同町九十九島戌島東端標識　4
同市同町九十九島戌島南西端
標識　5　同市同町九十九島戌
島南の小島北西端標識　6　同
市同町九十九島戌島南の小島
北東端標識　7　同市同町九十
九島赤島長鼻西端標識　8　同
市同町九十九島小赤島南西端
標識　9　同市同町九十九島人
頭島東端　10　同市同町九十九
島小赤島びくに瀬標識

イ　１と９を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ロ　２と
９を結ぶ直線上
２から１２０メートルのところ　ハ　２と
１０を結ぶ直線上
２から２０メートルのところ　二　３と８
を結ぶ直線上
３から１０メートルのところ　ホ　６と７
を結ぶ直線上
６から２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3083号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
水子島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線、３と２を結んだ直
線及び１から２に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区
域。

1　佐世保市鹿町町九十九島水
子島南端標識　2　同市同町九
十九島水子島北端標識　3　同
市同町九十九島ねたぎ東島南
端標識　4　同市同町九十九島
小赤島びくに瀬標識

イ　1と４を結ぶ直線上
1から７５メートルのところ　ロ　３から
１７４度
２３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3084号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
上忠六島
地先

次の１と２、３と４、５と６を結んだ
各直線及び１から６、５から４、３
から２に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町九十九島上
忠六島中の鼻北端標識　2　同
市同町九十九島金九郎島南端
標識　3　同市同町九十九島金
九郎島北端標識　4　同市同町
九十九島半道島南端標識　5
同市同町九十九島半道島東端
標識　6　同市同町九十九島上
忠六島北端標識

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3085号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　佐世保市鹿町町九十九島大
島西端　2　同市同町九十九島
大島上の鼻標識
（上の鼻西端から南方海岸沿い
に１０メートルのところ）

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3086号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
長串浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域。

1　佐世保市鹿町町長串長串浦
東の鼻標識　2　同市同町長串
長串浦潮はやし標識Ａ　3　同市
同町長串長串鼻突端標識　4
同市同町長串字鯨辺田壱木山
林大岩標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から１６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3087号 有限会社岩永真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
長串
長串浦
地先

次の１と２、１と３を結んだ各直
線及び最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町長串長串の
宮東端標識　2　同市同町長串
浦東の鼻標識　3　同市同町神
林川河口西端

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3088号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ケ浦
曽辺ケ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦曽
辺ヶ崎小の浦標識　2　同市同町
下歌ヶ浦曽辺ヶ崎中石標識　3
同市同町下歌ヶ浦防波堤Ａ標識
4　同市同町下歌ヶ浦防波堤Ｂ標
識
（基点３から防波堤南方沿いに４
５メートルのところ）

イ　１と３を結ぶ直線上
１から２０メートルのところ　ロ　１と３
を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3089号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
九頭島
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２、３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　佐世保市鹿町町九十九島九
頭島南端　2　同市同町九十九
島九頭島石割松標識　3　同市
同町九十九島九頭島はなれ坊
主西端　4　同市同町九十九島
九頭島はなれ坊主南岸標識　5
同市同町九十九島出網代島北
端　6　同市同町大屋請元鼻下り
松標識

イ　１と６を結ぶ直線と４と５を結ぶ
直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3090号 有限会社日貿真珠養殖所

長崎県
平戸市
大久保町
神崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　平戸市大久保町西泊鼻東端
2　同市同町どうとく西鼻標識

イ　１から１８０度
６５メートルのところ　ロ　２から１８０
度
２０５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない

北区第3091号 有限会社日貿真珠養殖所

長崎県
平戸市
大久保町
長崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市大久保町長崎鼻橋の
下標識Ａ　2　同市同町カゴの浦
標識Ａ　3　同市同町長崎鼻橋の
下標識Ｂ　4　同市同町カゴの浦
標識Ｂ

イ　１と２を結ぶ直線上
１から２０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
１から２２０メートルのところ　ハ　３と
４を結ぶ直線上
４から１０メートルのところ　二　３と４
を結ぶ直線上
３から１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3092号 有限会社太平真珠外５名

長崎県
平戸市
水垂町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌ、ルの各点を順次結ん
でイに至る各直線によって囲ま
れた区域

1　平戸市水垂町水垂海岸堤防
南端標識　2　同市同町水垂波
止北側付根　3　同市同町水垂
海岸標識Ａ
（基点２から南方護岸沿いに４５
メートルのところ）　4　同市同町
水垂海岸標識Ｂ　5　同市同町水
垂海岸標識Ｃ

イ　１から６３度
４０メートルのところ　ロ　１から６３
度
１４０メートルのところ　ハ　２から４５
度
１５０メートルのところ　二　４から４５
度
１５０メートルのところ　ホ　５から４５
度
１５０メートルのところ　へ　５から４５
度
５０メートルのところ　ト　４から４５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3093号 深江真珠有限会社外１名

長崎県
平戸市
川内町
京崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市川内町京崎免海岸線
標識
（２から南東方海岸沿いに２６０
メートルのところ）　2　同市同町
京崎免海岸角標識

イ　１から４０度
２１０メートルのところ　ロ　１から４０
度
３１０メートルのところ　ハ　２から４０
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3094号 丸宣真珠有限会社外３名

長崎県
平戸市
川内町
京崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市川内町京崎免海岸線
標識　2　同市同町同免海岸石
垣東角標識

イ　１から４０度
２１０メートルのところ　ロ　１から４０
度
３１０メートルのところ　ハ　２から２５
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3095号 宇久小値賀漁業協同組合

長崎県
北松浦郡
小値賀町
小黒島
北側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　北松浦郡小値賀町小黒島北
側標識Ａ　2　同郡同町小黒島北
側標識Ｂ
（１から東方海岸沿いに３０メート
ルのところ）

イ　１から３４６度
４０メートルのところ　ロ　１から３４６
度
５０メートルのところ　ハ　２から３４６
度
５０メートルのところ　二　２から３４６

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

北区第3096号 柏崎真珠有限会社

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉本村触
青島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市芦辺町諸吉南触コツ
ネ頂上　2　同市同町同触箱島
鳥居東端　3　同市同町同触赤
島平瀬頂上　4　同市同町諸吉
本村触高砂南端　5　同市同町
諸吉南触青島南東端

イ　１と２を結ぶ直線と３と４を結ぶ
直線との交点　ロ　１と２を結ぶ直線
上
１から６５０メートルのところ　ハ　１と
５を結ぶ直線上
５から２７０メートルのところ　二　１と
５を結ぶ直線と３と４を結ぶ直線との
交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3097号 山本真珠有限会社

長崎県
壱岐市
石田町
山崎触
伊佐島西
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市石田町山崎触伊佐島
北西端標識

イ　１から２９０度１５分
１２５メートルのところ　ロ　１から２２
９度４５分
１５０メートルのところ　ハ　１から２６
１度０５分
４００メートルのところ　二　１から２８
１度０５分
３８５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3098号 有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
石田町
山崎触
伊佐島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市石田町山崎触乙宮神
社裏標識　2　同市同町同触伊
佐島北端

イ　１から３度３０分
２５０メートルのところ　ロ　１から３
度３０分
１３０メートルのところ　ハ　２から２８
７度３０分
９０メートルのところ　二　２から３３０
度３０分
１６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3099号 有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
梅津
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４と５を結んだ直線及
び３から４、１から５に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　壱岐市郷ノ浦町初山西触大
久保５０９番地西突端白標識　2
同市同町坪触メ瀬突端　3　同市
同町同触字川之上２２９２番地
南東石垣角白標識　4　同市同
町同触字川之上２３０９番地標
識　5　同市同町初山西触字小
水５２１番地南石垣角白標識

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3100号 有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
初山
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町坪触２１２２埋
立地北側石垣角標識Ａ　2　同市
同町同触坪の鼻南端標識Ｂ

イ　１から１０６度
３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3101号 有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
坪触
細崎海岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町坪触細崎海
岸標識Ａ　2　同市同町同触細崎
海岸標識Ｂ
（１から南方に２０６．５メートルの
ところ）

イ　１から２７６度
３２メートルのところ　ロ　１から２７６
度
１８７メートルのところ　ハ　２から２７
２度
１８７メートルのところ　二　２から２７
２度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3102号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
庄触
地先

次の３、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線と５、１、２の各点
を順次結んだ各直線及び４から
５，２から３に至る各最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町庄触野島崎
西端　2　同市同町同触長瀬北
端　3　同市同町同触長瀬南端
4　同市同町同触サンドマキ鼻西
端　5　同市同町同触サンドマキ
鼻南東端

イ　３から２０７度３０分
３０メートルのところ　ロ　４から２３５
度
２９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3103号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
渡良東触
地先

次の１、２、イ、ロ、５の各点を順
次結んだ各直線、６と７を結んだ
直線及び１から７、５から６に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町麦谷触美鹿
崎西端　2　同市同町渡良東触
泉崎西端標識　3　同市同町同
触神瀬鼻北東端標識　4　同市
同町同触神瀬２１番標識　5　同
市同町同触字会越１９番標識　6
同市同町麦谷触板浦畑１２６２
番北西端　7　同市同町同触板
浦畑８５３番地北西端

イ　２と３を結ぶ直線上
３から１３０メートルのところ　ロ　４と
５を結ぶ直線上
４から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3104号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
麦谷触
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線、４と５を結んだ
直線及び１から５、３から４に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町麦谷触野島
北西端　2　同市同町渡良東触
チョウカン鼻東端標識　3　同市
同町麦谷触岳ノ浦鼻北端　4　同
市同町同触品木鼻東側中央標
識　5　同市同町同触野島鼻西
側中央突端標識

イ　１から３０度
６０メートルのところ　ロ　２から３０
度
２９５メートルのところ　ハ　２から３０
度
１３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3105号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
半城本村触
地先

次の１、２、イ、ロ、５の各点を順
次結んだ各直線、６と７、８と９を
結んだ各直線及び１から９、８か
ら７、６から５に至る各最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町半城本村触
飛鳥突端　2　同市同町大浦触
松崎の柱瀬頂上　3　同市同町
麦谷触谷崎突端　4　同市同町
同触田代鼻突端　5　同市同町
半城本村触大崎石垣西端　6
同市同町同触鳥島崎突端　7
同市同町同触平瀬突端　8　同
市同町同触平瀬海岸標識　9
同市同町同触クヤリ新田北側付
根

イ　２と３を結ぶ直線上
２から１２５メートルのところ　ロ　４と
５を結ぶ直線の中央点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3106号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
有安触
地先

次の３、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、リ、１３の各点を順次結ん
だ各直線、１と２、８と９、１０と１
１、１１と１２を結ぶ各直線及び２
から３、１から８、９から１０、１２
から１３に至る各最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町大浦触御津ノ
浜標識
（御津ノ浜南側波止南側付根か
ら５６メートルのところ）　2　同市
同町有安触御津ノ浜北側波止東
側付根　3　同市同町同触字御
手洗３６２番地標識　4　同市同
町同触字御手洗３８６番地標識
5　同市同町同触字御手洗河口
東端　6　同市同町同触船石標
識　7　同市同町大浦触柳田道ノ
浦テイ崎突端　8　同市同町同触
土肥崎１８８番地標識　9　同市
同町半城本村触倉置１３８７番
地標識Ａ　10　同市同町同触倉
置１３８７番地標識Ｂ
（９から南方海岸沿いに２７メート
ルのところ）　11　同市同町同触
松崎伺鼻標識　12　同市同町同
触松崎東端標識　13　同市同町
同触松崎の柱瀬頂上　14　同市
同町麦谷触谷﨑突端

イ　３と７を結ぶ直線上
３から３０メートルのところ　ロ　４か
ら１８０度
５０メートルのところ　ハ　５から１８０
度
６０メートルのところ　二　５から１８０
度
１００メートルのところ　ホ　６から１９
０度
８０メートルのところ　へ　６から１９０
度
４００メートルのところ　ト　５から１８
０度
４１０メートルのところ　チ　７から１８
６度
３００メートルのところ　リ　１３と１４
を結ぶ直線上
１３から１２５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3107号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
里触
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町里触株郎瀬
鼻北西端標識　2　同市勝本町
本宮南触円山南端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から２３０メートルのところ　ロ　１と
２を結ぶ直線上
１から３８０メートルのところ　ハ　１
から３１度
４５０メートルのところ　二　１から１７
度３０分
３４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3108号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
黒ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市勝本町本宮仲触黒ヶ
島南端標識

イ　１から２０４度
５１０メートルのところ　ロ　１から１８
８度
７１０メートルのところ　ハ　１から１７
１度３０分
６２０メートルのところ　二　１から１８
４度
３７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3109号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
黒ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市勝本町本宮仲触黒ヶ
島西端　2　同市郷ノ浦町新田触
タコ島北端　3　同市勝本町本宮
仲触黒ヶ島南端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から９０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
１から２４０メートルのところ　ハ　３
から２２５度３０分
３３０メートルのところ　二　３から２１
１度３０分
２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



北区第3110号 株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
庄触
サンドマキ鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町庄触サンドマ
キ鼻西端　2　同市同町同触中ノ
浜鼻南西端　3　同市同町麦谷
触東崎南端　4　同市同町渡良
浦小崎波止突端標識　5　同市
同町郷ノ浦港南防波堤赤灯台

イ　１から２３５度
２９０メートルのところ　ロ　２と４を結
ぶ直線上と３と５を結ぶ直線との交
点　ハ　２と４を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3111号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
立石西触
片苗湾
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点
を順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

1　壱岐市勝本町立石西触片苗
湾石路波止南西端　2　同市同
町同触フリヤ崎標識Ａ号　3　同
市同町同触フリヤ崎西端　4　同
市郷ノ浦町里触徳命波止南側付
根　5　同市同町同触えびす崎南
端標識　6　同市同町同触椎木
崎突端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ　ロ　２と５
を結ぶ直線上
２から７０メートルのところ　ハ　３と６
を結ぶ直線上
３から７０メートルのところ　二　３と６
を結ぶ直線上
３から３０メートルのところ　ホ　２と５
を結ぶ直線上
２から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3112号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
立石西触
片苗湾
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

1　壱岐市勝本町立石西触フリヤ
崎北西端　2　同市同町同触護
岸西端標識　3　同市同町同触
白岩鼻南西端

イ　３から２７７度
２１０メートルのところ　ロ　３から２７
７度
４０メートルのところ　ハ　２から２７４
度２０分
３０メートルのところ　二　２から２７４
度２０分
９０メートルのところ　ホ　１から１６
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3113号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
本宮仲触
黒ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　壱岐市勝本町本宮仲触黒ヶ
島南端標識

イ　１から１３５度
４７０メートルのところ　ロ　１から１６
１度
５１０メートルのところ　ハ　１から１５
１度
７９０メートルのところ　二　１から１３
５度
７４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3114号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
壱岐市
勝本町
本宮仲触
黒ヶ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　壱岐市勝本町本宮仲触黒ヶ
島南端標識

イ　１から１３５度
７０メートルのところ　ロ　１から２０４
度
１９０メートルのところ　ハ　１から１６
４度
４１０メートルのところ　二　１から１５
７度
３９０メートルのところ　ホ　１から１６
４度
２２０メートルのところ　へ　１から１３
５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3115号 有限会社日貿真珠養殖所

長崎県
平戸市
鏡川町
後平
小ツラレ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　平戸市鏡川町後平小ツラレ鼻
標識　2　同市同町後平ツラレ鼻
西標識

イ　１から４８度３０分
５０メートルのところ　ロ　１から４８
度３０分
１００メートルのところ　ハ　２から２６
度
１００メートルのところ　二　２から２６

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

北区第3116号 東洋真珠有限会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
大島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島大
島標識Ｂ　２　同市同町九十九
島大島北端　３　同市同町九十
九島丑ヶ島南端

イ　１から６９度１２０メートルのとこ
ろ　ロ　２と３を結ぶ直線上２から５０
メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

北区第3117号 鹿町真珠株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
蛭子島
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線、３、ロ、ハ、６の各点を
順次結んだ各直線及び１から６、
２から３に至る各最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島中
蛭子島北西端　２　同市同町九
十九島下蛭子島北端　３　同市
同町九十九島下蛭子島南西端
４　同市同町長串長串鼻突端標
識　５　同市同町長串鎌の鼻北
西端　６　同市同町九十九島中
蛭子島南東端

イ　１から２９９度２０メートルのとこ
ろ　ロ　３と４を結ぶ直線上４から８０
メートルのところ　ハ　５と６を結ぶ直
線上５から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

北区第3118号 鹿町真珠株式会社

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
九頭島
地先

次の２、１、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島は
なれ坊主の鼻南端　２　同市同
町九十九島九頭島東鼻　３　同
市同町九十九島九頭島標識Ａ
４　同市同町九十九島出網代島
北端

イ　１と４を結ぶ直線上１から１００
メートルのところ　ロ　３から１７０度
２５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

北区第3119号 伊藤眞珠養殖有限会社 外1名

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
本ヶ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と、２から１に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦松
山鼻西端　２　同市同町下歌ヶ
浦伊藤石垣標識　３　同市同町
下歌ヶ浦ニまた大鼻西端　４　同
市同町下歌ヶ浦エゴ標識

イ　１と３を結ぶ直線上１から８０メー
トルのところ　ロ　２と４を結ぶ直線
上２から８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

北区第3500号 金子輝昭

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町矢岳前島
東岸標識Ａ　２　同市同町矢岳
前島東岸標識Ｂ（基点１より海岸
沿い北方６０メートルのところ）

イ　１から９０度
５０メートルのところ　ロ　１から９０
度
８０メートルのところ　ハ　２から８３
度
８０メートルのところ　二　２から８３

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年９月１4日から令和５年８月３
１日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第3501号

株式会社TASAKI

長崎県
平戸市
木場町
黒島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市木場町黒島南海岸標
識

イ　１から１０１度
　　４５０メートルのところ
ロ　１から１２０度
　　６２０メートルのところ
ハ　１から１５６度
　　５００メートルのところ
ニ　１から１５６度
　　２５０メートルのところ

第1種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -
１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



北区
第4000号

有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
浅子町
丸小島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市浅子町丸小島西端
２　同市同町上樫木島北端
３　同市同町下樫木島南東端
４　同市同町下皆島東端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 - １．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

北区
第4001号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
高島町
高島北
地先

次のイ、ロ、ハ、１、２、３の各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島北東標
識
２　同市同町高島長南風東標識
３　同市同町高島長南風中標識
４　同市同町高島長南風浦標識

イ　４から３５６度
　　１２０メートルのところ
ロ　４から３５６度
　　２６０メートルのところ
ハ　１から３３４度３０分
　　２４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

北区
第4002号

佐世保市相浦漁業協同組合

長崎県
佐世保市
高島町
高島北平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市高島町高島北平標
識
２　同市同町高島北西端標識
３　同市同町高島ゴトウ瀬ニツ石
４　同市小佐々町楠泊笹島東端
５　同市同町楠泊餓鬼島南東端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　１と５を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ニ　３から２８２度
　　１１０メートルのところ
ホ　３から２８２度
　　６０メートルのところ
へ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

佐世保市
俵ヶ浦町
船越町
下船越町
鹿子前町
日野町
大潟町
相浦町
浅子町
高島町
椎木町
棚方町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第4003号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
西川内
ガキ島西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町西川内ガ
キ島下ノエゴ鼻標識
２　同市同町西川内笹島東岸大
岩標識
３　同市同町西川内千鳥ケ島南
端標識
４　同市同町西川内笹島中ノ島
標識（頂上）

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２００メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　３から９０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4004号

金子真珠養殖株式会社

長崎県
佐世保市
小佐々町
楠泊
がめ瀬
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町楠泊がめ
瀬の浦標識Ａ
２　同市同町楠泊むくろじ下の鼻
突端標識
３　同市同町楠泊がめの瀬の鼻
突端標識
４　同市同町楠泊野島南端

イ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4005号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
小佐々町
矢岳
前島
スミの浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市小佐々町前島スミ
の浦南西標識

イ　１から２６８度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２９５度
　　１２０メートルのところ
ハ　１から１１度３０分
　　１００メートルのところ
ニ　１から４１度
　　７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
小佐々町

北区
第4006号

有限会社佐世保真珠

長崎県
佐世保市
鹿町町
下歌ヶ浦
歌ヶ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町下歌ヶ浦五
智網代標識Ａ
２　同市同町下歌ヶ浦中の瀬標
識Ｂ

イ　１から３０９度
　　３０メートルのところ
ロ　２から３０９度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4007号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
口ノ里
迎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町口ノ里迎鼻
標識Ａ
２　同市同町口ノ里迎鼻標識Ｂ
（１から南西方海岸沿いに２５０
メートルのところ）

イ　１から２９８度
　　４０メートルのところ
ロ　１から２９８度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から２９８度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から２９８度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

北区
第4008号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
島頭島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島島
頭島西端標識
２　同市同町九十九島瀬尻島湾
奥標識
３　同市同町九十九島瀬尻島東
端標識
４　同市同町九十九島島頭島東
南標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第4009号

九十九島漁業協同組合

長崎県
佐世保市
鹿町町
九十九島
島頭島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　佐世保市鹿町町九十九島島
頭島北東端標識
２　同市同町九十九島島頭島東
端標識
３　同市同町九十九島島頭島東
端中央標識
（２から西方海岸沿いに６０メート
ルのところ）
４　同市同町九十九島島頭島中
央標識

イ　１から９６度
　　３０メートルのところ
ロ　１から９６度
　　９０メートルのところ
ハ　４から９０度
　　１１０メートルのところ
ニ　２から１９度
　　１５メートルのところ
ホ　３から１９度
　　２０メートルのところ
へ　４から９０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
佐世保市
鹿町町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



北区
第4010号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
以善免
小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市田平町以善免小島南
西端標識

イ　１から２９２度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から２９２度
　　２２０メートルのところ
ハ　１から２４９度
　　２４０メートルのところ
ニ　１から２４９度
　　１６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第4011号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
以善免
以善浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　平戸市田平町深月免蛭子崎
西護岸西排水穴標識
２　同市同町以善免長瀬南端標
識
３　同市同町同免以善浦赤岩南
端標識
４　同市同町同免小島北の鼻突
端
５　佐世保市鹿町町口ノ里免下

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から１１０メートルのところ
ロ　２から２２５度
　　１２０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

北区
第4012号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
以善免
以善浦
地先

次の１、４、３、２の各点を順次結
んだ各直線と１から２に至る最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　平戸市田平町以善免以善浦
東岸林道出口標識
２　同市同町同免以善浦砥石山
丸山作業所石垣付根標識
３　同市同町同免蟇蛙島北端
４　同市同町同免以善浦枯松の
鼻の南鼻突端標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

北区
第4013号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
下寺免
中網代
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市田平町下寺免中網代
防波堤標識（同防波堤付根から
東方防波堤沿いに４メートルのと
ころ）
２　同市同町同免浦田源太郎の
田標識（１から西方海岸沿いに９
７メートルのところ）

イ　１から１９度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１９度
　　１００メートルのところ
ハ　２から２２度
　　８０メートルのところ
ニ　２から２２度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第4014号

九十九島漁業協同組合

長崎県
平戸市
田平町
下寺免
大平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　平戸市田平町生向漁港防波
堤標識（同防波堤付根から北東
方防波堤沿いに２７メートルのと
ころ）
２　同市同町生向漁港防波堤突
端（同防波堤付根から北東方防
波堤沿いに７７メートルのところ）

イ　１から３０１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から３０１度
　　１００メートルのところ
ハ　１から２９３度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２９３度
　　１５０メートルのところ
ホ　２から３０１度
　　１００メートルのところ
へ　２から３０１度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
平戸市
田平町

１．ニ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

北区
第4015号

志々伎漁業協同組合

長崎県
平戸市
宝亀町
小松
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市宝亀町崎田護岸中央
標識
２　同市同町崎田護岸東側標識

イ　１から１５３度
　　３２０メートルのところ
ロ　１から１５３度
　　５００メートルのところ
ハ　２から１５３度
　　５００メートルのところ
ニ　２から１５３度
　　３２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

平戸市
紐差町
迎紐差町
大川原町
木ヶ津町
宝亀町
木場町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

北区
第4016号

有限会社太平真珠

長崎県
平戸市
水垂町
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　平戸市水垂町水垂海岸堤防
北側標識
２　同市同町水垂海岸堤防南端
標識

イ　１から６３度
　　４０メートルのところ
ロ　１から６３度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から６３度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から６３度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4017号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触赤島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触赤島
南東端標識

イ　１から１０５度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から１４７度
　　２２８メートルのところ
ハ　１から１２１度
　　４４７メートルのところ
ニ　１から１０５度
　　３９４メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

北区
第4018号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
柏崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触柏崎
防波堤旧突端標識
２　同市同町同触八幡小学校南
西護岸南西端標識
３　同市同町諸吉本村触はらほ
げ地蔵付根南標識
４　同市同町同触八幡漁港西側
護岸防風フェンス南端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３１０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）



北区
第4019号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
前小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触今里
新田水門中央標識
２　同市同町同触前小島北端
３　同市同町同触前小島南端
４　同市石田町山崎触山崎漁港
西防波堤付根標識
５　同市芦辺町諸吉南触青島南
端
６　同市同町同触青島大橋南側
付根標識
７　同市同町同触今里西側防波
堤付根標識

イ　１と４を結ぶ直線と
　　２と６を結ぶ直線との交点
ロ　１と４を結ぶ直線と
　　３と５を結ぶ直線との交点
ハ　７から１５１度３０分の直線と３と
５を結ぶ直線との交点
ニ　７から１５１度３０分の直線と２と
６を結ぶ直線との交点

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第4020号

壱岐東部漁業協同組合

長崎県
壱岐市
芦辺町
諸吉南触
前小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市芦辺町諸吉南触今里
新田水門中央標識
２　同市同町諸吉二亦触永田浜
護岸標識
３　同市同町と同市石田町との
境界
４　同市芦辺町諸吉南触青島新
壱岐発電所揚油桟橋11番橋梁
５　同市同町同触今里西側防波
堤付根標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から６００メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線と
　　２と４を結ぶ直線との交点
ハ　５から１５１度３０分の直線と２と
４を結ぶ直線との交点
ニ　５から１５１度３０分
　　７３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体

壱岐市
芦辺町
（瀬戸浦
箱崎中山触
箱崎谷江触
箱崎釘ノ尾触
箱崎大左右触
箱崎江角触
箱崎本村触
箱崎諸津触
を除く）

北区
第4021号

有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
石田町
山崎触
伊佐島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市石田町山崎触伊佐島
北西端標識

イ　１から３２８度４５分
　　２１０メートルのところ
ロ　１から２９６度３０分
　　１３０メートルのところ
ハ　１から２８３度１５分
　　３８５メートルのところ
ニ　１から３０１度１０分
　　４１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4022号

有限会社山内真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
片原触
細崎海岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町片原触川良
瀬の鼻標識Ａ
２　同市同町同触川良瀬の鼻標
識Ｂ（１から南方海岸沿いに１０
０メートルのところ）

イ　１から２８２度３０分
　　４５メートルのところ
ロ　１から２８２度３０分
　　２０７メートルのところ
ハ　２から２７２度３０分
　　１９７メートルのところ
ニ　２から２７２度３０分
　　３５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4023号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
麦谷触
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町麦谷触岳ノ
浦鼻北端標識
２　同市同町同触品木浦波止北
側付根

イ　１から３３６度
　　１３０メートルのところ
ロ　２から３０１度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4024号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
半城湾神の木
地先

次の２、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と２から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　壱岐市郷ノ浦町麦谷触後山
東防波堤付根
２　同市同町同触田代鼻北端標
識
３　同市同町同触田代鼻東端標
識

イ　１から３６度３０分
　　１００メートルのところ
ロ　１から３６度３０分
　　１３５メートルのところ
ハ　３から６０度
　　３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4025号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
半城湾神の木
地先

次の２、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで２に至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町麦谷触田代
鼻北端標識
２　同市同町同触田代鼻西側標
識（１から西方海岸沿いに５０
メートルのところ）

イ　１から３２３度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３２３度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から３２３度
　　１７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4026号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
庄触
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町庄触久須浜
西側突端標識
２　同市同町半城本村触石垣突
端標識
３　同市同町庄触葛ヶ浜地区突
堤付根

イ　１と２を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ロ　３から２３度
　　１２５メートルのところ
ハ　３から２３度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4027号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
半城本村触
石畑
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町半城本村触
大崎石垣西端
２　同市同町同触石垣突端標識
３　同市同町庄触久須浜西側突
端標識
４　同市同町麦谷触田代鼻東端

イ　１と４を結ぶ直線の中央点
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4028号

株式会社上村真珠

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
半城本村触
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び２から３、１から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町大浦触土肥
崎１８８番地標柱
２　同市同町半城本村触倉置１
３８７番地標柱Ａ
３　同市同町大浦触遠見浦浜標
柱
４　同市同町同触遠見浦浜８３
番地西端石垣角

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 個別 -

北区
第4029号

勝本町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
勝本町
立石西触
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市勝本町立石西触白岩
鼻北端標識
２　同市同町同触字大園埋立地
防波堤標識（北西側防波堤護岸
付根から３１メートルのところ）

イ　１から３４８度３０分
　　３００メートルのところ
ロ　２から１度
　　１６５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
勝本町

北区
第4030号

勝本町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
勝本町
本宮仲触
浦海
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市勝本町本宮仲触浦海
桶田階段根元
２　同市同町同触黒石防波堤標
識
３　同市同町同触平瀬標識
４　同市同町同触黒ヶ島南東端
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
勝本町



北区
第4031号

郷ノ浦町漁業協同組合

長崎県
壱岐市
郷ノ浦町
新田触
蛇島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　壱岐市郷ノ浦町新田触阿瀬
ノ島南鼻標識
２　同市同町同触牛島東端

イ　１から８４度
　　５８０メートルのところ
ロ　１から８０度
　　７３０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　３９０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年9月1日から令和5年8月31日 団体
壱岐市
郷ノ浦町
（志原南触を除く）

五区第100号 上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
船崎郷
字祝言島
大浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　南松浦郡上五島町船崎郷字
祝言島大浦東岸中瀬鼻標識　2
同郡同町同郷字祝言島大浦西
岸中鼻標識

第２種 魚類網
仕切式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

五区第101号 株式会社拓水

長崎県
五島市
蕨町
宇田尾
字大野
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　五島市蕨町宇田尾字大野弁
天波止標識
（波止突端から東方沿いに８メー
トルのところ）　2　同市同町宇田
尾字大野波止千代子水田前護
岸標識

イ　１から０度２３５メートルのところ
第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

五区第102号 株式会社拓水

長崎県
五島市
蕨町
幸泊
字蚤取
地先

次の１、２を結ぶ直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市蕨町宇田尾字大野弁
天波止突端標識　2　同市同町
幸泊字蚤取鼻一ツ岩

第２種 介類築
堤式養殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

五区　
第500号

新魚目町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
立串郷
上立串
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町立串郷
上立串海岸石垣南角標識
２　同郡同町同郷上立串海岸標
識
（１から北方海岸沿いに１２０メー
トルのところ）

イ　１から１０５度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１０５度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から１０５度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１０５度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
曽根郷
曽根一
曽根二
大水
江袋
立串郷
津和崎郷

五区　
第501号

新魚目町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
榎津郷
竹ノ子島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町榎津郷
竹ノ子島北西端
２　同郡同町同郷竹ノ子島南西
端
３　同郡同町同郷字先筋御厨子
岩北端
４　同郡同町同郷字先筋護岸北

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
似首郷
丸尾郷
榎津郷
浦桑郷

五区　
第502号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
七目郷
字赤瀬
地先

次のイ、ロ、３、ハの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町榎津郷
と同郡同町七目郷との最高高潮
時海岸線における境界
２　南松浦郡新上五島町七目郷
字家向姪子岩西端
３　同郡同町同郷七目防波堤突
端北角

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ハ　３から２６１度３０分
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
有川郷
小河原郷
七目郷
蛤郷
茂串郷

五区　
第503号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
小河原郷
字野首
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町小河原
郷字野首野首鼻南西端
２　同郡同町同郷字立石防波堤
西側付根
３　同郡同町有川郷継子瀬北端

イ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
有川郷
小河原郷
七目郷
蛤郷
茂串郷

五区　
第504号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
阿瀬津郷
藤川原
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町阿瀬津
郷福浦鼻標識
２　同郡同町同郷ドンク石標識
３　同郡同町同郷字藤川原こま
場の鼻標識


イ　１から２５０度
　　８０メートルのところ
ロ　２から２５０度
　　８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
阿瀬津郷

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第505号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
字高島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
字高島名切鼻西端
２　同郡同町同郷字高島名切海
岸護岸排水口標識
３　同郡同町同郷ウサギ崎北端

イ　１から２１０度
　　５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷



五区　
第506号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
玉子石鼻南西端標識
２　同郡同町同郷ハゲ崎北西端

イ　１から２２５度
　　１００メートルのところ
ロ　２から２０７度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第507号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
青砂ケ浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
奈摩漁港青砂ヶ浦南防波堤標
識（南防波堤付根から１７メート
ルのところ）
２　同郡同町同郷青砂分道下鼻
北端標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第508号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
小河原
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
字川向下鼻護岸階段標識
２　同郡同町同郷青砂分道下鼻
北端標識

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第509号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
網上防波堤北側付根標識
２　同郡同町同郷宮ノ鼻護岸標
識
（１から北方護岸沿いに２５０メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第510号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
畠崎鼻東端護岸標識
２　同郡同町同郷南風泊鼻東端
護岸標識
（１から南方護岸沿いに１５５メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　１００メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第511号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
青方郷
字黒南風
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町青方郷
字黒南風中鼻北端
２　同郡同町同郷同字内鼻南端
３　同郡同町同郷同字防波堤付
根標識

イ　１から２１６度
　　６０メートルのところ
ロ　２から２１０度
　　８０メートルのところ
ハ　３から１３７度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第512号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
字野首
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
字野首外側旧波止突端
２　同郡同町同郷字野首大岩標
識
３　同郡同町同郷字野首猿浦標
識

イ　２から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　３から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
今里郷
道土井郷
三日ノ浦郷

五区　
第513号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
野首鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
野首鼻標識
２　同郡同町同郷野首標識
（１から南方海岸沿いに１５５メー
トルのところ）

イ　１から４５度
　　５０メートルのところ
ロ　２から４５度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第514号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
字小浜小島
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び２から３、４から１に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
字小崎丸山鼻北端
２　同郡同町同郷字小浜小島西
端標識
３　同郡同町同郷字小浜小島東
端標識
４　同郡同町同郷字小浜小島付
根標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第515号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
続浜ノ浦郷
加瀬川
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町続浜ノ
浦郷備前鼻東端標識
２　同郡同町同郷加瀬川標識

イ　２から９０度
　　２２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷



五区　
第516号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
真手ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
真手ノ浦防波堤標識Ａ
（防波堤付根から西方防波堤沿
いに５８メートルのところ）
２　同郡同町同郷真手ノ浦防波
堤標識Ｂ
（１から西方防波堤沿いに８０
メートルのところ）
３　同郡同町荒川郷小島西端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
今里郷
道土井郷
三日ノ浦郷

五区　
第517号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
彦浦小島北西
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
小島北東端標識
２　同郡同町同郷小島西端標識
３　同郡同町道土井郷別当崎東
側大岩標識
４　同郡同町同郷防波堤根元標
識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第518号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
彦浦南岸
地先

次の１，２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
郷ノ首376-8番地護岸標識
２　同郡同町同郷平石浦447-46
番地護岸標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第519号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
彦浦長瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
大谷387番地北端標識
２　同郡同町同郷彦浦長瀬北端
標識
３　同郡同町同郷小島西端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第520号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷彦浦海岸
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
赤崎鼻北端標識
２　同郡同町同郷恵美須鼻護岸
東端標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第521号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
雷鼻北東海岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
雷鼻南東端標識
２　同郡同町同郷郷ノ首中鼻標
識

イ　１から１０８度
　　２０メートルのところ
ロ　２から１０８度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第522号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
唐人ヶ浦海岸
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
唐人ヶ浦南側標識
２　同郡同町同郷唐人ヶ浦北側
側溝標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第523号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
瓢子鼻
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４と５を結んだ直線、
及び３から４、１から５に至る各
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷ユーゴ鼻北西端築堤標識
２　同郡同町同郷トビ瀬東端築
堤標識
３　同郡同町同郷彦浦長瀬北西
端北築堤跡付根標識
４　同郡同町同郷宝崎北端築堤
付根標識
５　同郡同町同郷千切島南端築
堤付根標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第524号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
船隠
地先

次の２、１、３の各点を順次結ん
だ各直線及び３から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷船隠北鼻築堤付根標識
２　同郡同町同郷船隠南鼻西端
標識
３　同郡同町同郷船隠内鼻西築
堤突端標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）



五区　
第525号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
小ポッポ浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷小ポッポ浦北鼻南西端標識
２　同郡同町同郷小ポッポ浦南
鼻標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第526号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島
地先

次の１、２の各点を結んだ直線
及び最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島赤岩北築堤突端
２　同郡同町同郷上中島東浦標
識Ａ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第527号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
竹ノ下
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷竹ノ下北鼻西端標識
２　同郡同町同郷竹ノ下南鼻西
端標識

イ　１から２３９度
　　６０メートルのところ
ロ　２から２３９度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第528号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
市右エ門鼻
地先

次の１，２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷市右エ門鼻北側標識
２　同郡同町同郷市右エ門鼻南
側標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第529号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
大地
地先

次の１，２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷男鹿ノ島南端標識
２　同郡同町同郷瀬戸南側標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第530号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
やな浦
地先

次の１、２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
やな浦南築堤付根標識
２　同郡同町同郷やな浦北築堤
付根標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第531号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
盆ヶ浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線、３と４を結んだ直線及び１
から４、２から３に至る各最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷二番山鼻南西端標識Ａ
２　同郡同町同郷甚左ヶ浦海岸
南側標識Ｂ
３　同郡同町同郷甚左ヶ浦海岸
南側標識Ｃ
４　同郡同町同郷二番山鼻南西
端大岩標識Ｄ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第532号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
男鹿ノ浦
地先

次の１，２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷男鹿ノ浦鼻標識Ａ
２　同郡同町同郷男鹿ノ浦鼻標
識Ｂ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第533号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
大地
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷大地鼻突端標識
２　同郡同町同郷口ノ浦北側標
識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第534号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
間伏郷
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　南松浦郡新上五島町間伏郷
若松越護岸排水口標識
２　同郡同町同郷若松越波止付
根標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷



五区　
第535号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串池塚
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町大串池塚脇標
識
２　同市同町大串池塚海岸標識

イ　１から４２度
　　４０メートルのところ
ロ　１から４２度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から４２度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から４２度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第536号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
泊
奈木道浜亀瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　五島市奈留町泊奈木道浜ミ
ナゲ瀬標識
２　同市同町泊東風泊防波堤灯
台
３　同市同町泊赤瀬びしゃご南
鼻南端
４　南松浦郡新上五島町若松ヘ
ボ島頂上
５　五島市奈留町泊奈木道浜亀
瀬標識
（１から南方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ハ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ニ　５と４を結ぶ直線上
　　５から１６０メートルのところ
ホ　５と４を結ぶ直線上
　　５から１００メートルのところ
へ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第537号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
河務宇里
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市岐宿町河務宇里海岸
大岩標識Ａ
２　同市同町河務宇里海岸大岩
標識Ｂ
（１から北北西方海岸沿いに６８
メートルのところ）

イ　１から２１５度
　　１００メートルのところ
ロ　２から２１５度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

五区　
第538号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
川原打折
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町川原打折教会
北側防波堤標識A（同防波堤突
端から付根方向へ１０メートルの
ところ）
２　同市同町川原打折教会北側
防波堤標識B（１から同防波堤付
根方向へ７０メートルのところ）

イ　１から１８８度
　　３メートルのところ
ロ　１から１８８度
　　２３メートルのところ
ハ　２から１８８度
　　２３メートルのところ
ニ　２から１８８度
　　３メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町
川原打折

五区　
第539号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
河原浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川長窄長
迫一番鼻西端標識
２　同市同町荒川内河原浦の鼻
北西端
３　同市同町荒川山ノ浦崎外河
原鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　３から３０３度
　　２５５メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６７５メートルのところ
ニ　３から２８度
　　３４５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

五区　
第540号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取船持
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取船持海岸
標識
（人工海浜北防波堤付根から北
西方海岸沿いに１５０メートルの
ところ）
２　同市同町土取船持海岸護岸
標識
（人工海浜南防波堤付根から南
東方海岸沿いに１７５メートルの
ところ）
３　同市同町土取多郎島東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３５０メートルのところ
ハ　２から５０度
　　３４０メートルのところ
ニ　２から５０度
　　９０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

五区　
第541号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取多郎島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市富江町土取多郎島長
山鼻
２　同市同町土取多郎島南端

イ　１から２８０度
　　２００メートルのところ
ロ　２から２６３度
　　３００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

五区　
第542号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取松岡造船所跡地
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取松岡造船
所跡地護岸標識
２　同市同町土取竹小島南端

イ　１から３５３度
　　１００メートルのところ
ロ　１から４８度３０分
　　１７５メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

五区　
第543号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取和島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取和島北端
標識
２　同市同町土取和島男瀬鼻標
識

イ　１から４５度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から４５度
　　１００メートルのところ
ハ　２から４５度
　　１００メートルのところ
ニ　２から４５度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
冨江町
富江
松尾
土取

五区　
第544号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取
和島
富江港
外防波堤
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取和島富江
港外防波堤標識Ｂ(防波堤突端
灯台から１５０メートルのところ)
２　同市同町土取和島富江港外
防波堤標識Ｃ(防波堤突端灯台
から２００メートルのところ)

イ　１から２００度
　　２０メートルのところ
ロ　２から２００度
　　２０メートルのところ
ハ　２から２００度
　　１００メートルのところ
ニ　１から２００度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第800号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
今里
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
今里今里橋東側標識
２　同郡同町同郷今里今里橋西
側標識
３　同郡同町同郷今里老人ホー
ム前排水口脇標識
４　同郡同町同郷今里国道脇階
段標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷



五区　
第801号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
続浜ノ浦郷
猪ノ浦
地先

次の１、２の各点を結んだ各直
線と最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町続浜ノ
浦郷猪ノ浦西側護岸標識
２　同郡同町同郷猪ノ浦東側大
岩標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第802号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
小手ノ浦
地先

次の１、２、３、４の各点を順次結
んだ各直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷小手ノ浦センガウラ北端標
識
２　同郡同町同郷小手ノ浦東小
島南端白岩標識
３　同郡同町同郷小手ノ浦中鼻
北端
４　同郡同町同郷小手ノ浦北岸
東鼻標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第803号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
青木浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷青木浦海岸標識
２　同郡同町道土井郷青木沖瀬
鼻南西端
３　同郡同町同郷青木クサズミ
の鼻西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ロ　３から２７０度
　　１３８メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
道土井郷
飯ノ瀬戸郷

五区　
第804号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
頓の浦
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町道土井
郷シダ崎東端標識
２　同郡同町同郷シダ崎東端標
識
３　同郡同町同郷別当崎標識Ｂ
４　同郡同町荒川郷高仏海岸鼻
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４１３メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１６５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
道土井郷

五区　
第805号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
姥ヶ浦
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷姥ヶ浦南東入り江北側標識
２　同郡同町同郷姥ヶ浦南東入
り江南側標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第806号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
白魚小河原
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷白魚桟橋付根南土管標識
２　同郡同町同郷白河原西岸標
識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第807号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
宮ノ浜
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　五島市奈留町船廻矢神漁港
防波堤突端標識
２　同市同町船廻矢神漁港斜路
付根標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第808号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
柿浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市奈留町船廻護岸標識
Ａ
２　同市同町船廻護岸標識Ｂ

イ　１から２４１度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　２から２４１度３０分
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第809号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
古巣
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市奈留町浦護岸標識Ａ
２　同市同町浦護岸標識Ｂ

イ　１から６１度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　２から５８度３０分
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第810号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市奈留町大串護岸標識
２　同市同町大串護岸階段付根
標識

イ　１から５４度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　２から５４度３０分
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第811号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
宿輪
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　五島市奈留町浦防波堤付根
標識
２　同市同町浦護岸排水溝標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第812号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
泊
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　五島市奈留町泊護岸標識Ａ
２　同市同町泊護岸標識Ｂ

イ　１から２５４度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第813号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
奈木
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　五島市奈留町泊東風泊漁港
護岸標識Ａ
２　同市同町泊東風泊漁港護岸
標識Ｂ

イ　１から５７度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第814号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
蕨町
内幸泊
地先

次の１、２を結ぶ直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　五島市蕨町内幸泊護岸標識
２　同市同町内幸泊石積護岸標
識

イ　２から２５５度
　　６５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
久賀町
蕨町
田ノ浦町
猪之木町

五区　
第815号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
下崎山町
恵比須浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市下崎山町恵比須浦護
岸標識
２　同市同町恵比須浦護岸突端
標識

イ　１から１２４度
　　１００メートルのところ
ロ　２から９１度
　　２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
長手町
下崎山町
上崎山町
向町



五区第816号 若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
間伏郷
筒ノ浦
地先

次の１、２の点を結んだ直線と最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町間伏郷
筒ノ浦東岸海岸標識A　２　同郡
同町同郷筒ノ浦東岸大岩標識

第１種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区第817号 若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
間伏郷
筒ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町間伏郷
筒ノ浦東岸海岸標識B　２　同郡
同町同郷筒ノ浦東岸小岩標識

イ　１から２７０度６５メートルのとこ
ろ　ロ　２から２７０度７０メートルのと
ころ

第１種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区　
第1000号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
有川郷字茂串鏡瀬
地先

次の１，２、イ、ロの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町有川郷
字茂串鏡瀬南東端
２　同郡同町同郷字茂串芋山鼻
東端

イ　２から１２５度
　　１５０メートルのところ
ロ　１から１２５度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
有川郷
小河原郷
七目郷
蛤郷
茂串郷

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1001号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
有川郷字川尻ノ上弁天小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町有川郷
字川尻ノ上弁天小島北端
２　同郡同町同郷字川尻ノ上トワ
崎鼻北端
３　同郡同町同郷字川尻ノ上弁
天小島南西端
４　同郡同町同郷字川尻ノ上横
瀬防波堤東側付根

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１３０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から６０メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
有川郷
小河原郷
七目郷
蛤郷
茂串郷

五区　
第1002号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
小浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
高島鼻南端
２　同郡同町同郷字高知名切鼻
西端

イ　１から２７０度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　２００メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1003号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
字高島名切
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
字高島名切鼻西端
２　同郡同町同郷字高島名切南
鼻護岸西角標識

イ　１から２２５度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２２５度
　　２２０メートルのところ
ハ　２から２２５度
　　２２０メートルのところ
ニ　２から２２５度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1004号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷青砂ケ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
玉子石鼻南西端標識
２　同郡同町同郷青砂ヶ浦北側
護岸曲り角標識

イ　１から２２５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２２５度
　　１１４メートルのところ
ハ　２から２２５度
　　１１４メートルのところ
ニ　２から２２５度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1005号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
青方郷字黒南風
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町青方郷
字黒南風防波堤曲角内側標識
２　同郡同町同郷同字防波堤中
間標識
（１から南方防波堤沿いに５０
メートルのところ）
３　同郡同町同郷同字防波堤南
端灯台付根標識

イ　１から９２度
　　１０メートルのところ
ロ　１から９２度
　　４０メートルのところ
ハ　２から９２度
　　６０メートルのところ
ニ　３から９２度
　　６０メートルのところ
ホ　３から９２度
　　１０メートルのところ
へ　２から９２度
　　１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第1006号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
野首
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
野首内側旧波止付根標識
２　同郡同町同郷野首大岩標識
３　同郡同町同郷野首猿浦標識
４　同郡同町同郷野首近藤武久
畑石垣北角標識

イ　１から９０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１１０メートルのところ
ハ　４から９０度
　　７０メートルのところ
ニ　４から９０度
　　１５メートルのところ
ホ　３から９０度
　　４５メートルのところ
ヘ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1007号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
野首
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
大崎ネコゼ標識Ａ
２　同郡同町同郷大崎ネコゼ標
識Ｂ
３　同郡同町同郷大崎タイコ岩
標識
４　同郡同町同郷野首鼻北端標
識

イ　１から０度
　　７０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１７０メートルのところ
ハ　４から０度
　　２００メートルのところ
ニ　４から０度
　　５０メートルのところ
ホ　３から０度
　　６０メートルのところ
へ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



五区　
第1008号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
串島向鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷串島向鼻標識（串島向鼻南
端から北岸沿いに１１５メートル
のところ）
２　同郡同町同郷串島桃ノ木向
鼻標識

イ　１から９５度
　　６０メートルのところ
ロ　２から９９度３０分
　　１５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1009号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
串島桃ノ木止
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、３、
ト、チの各点を順次結んでイに至
る各直線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷串島桃ノ木止北浦海岸標識
Ａ
２　同郡同町同郷串島桃ノ木止
北浦海岸標識Ｂ
３　同郡同町同郷串島桃ノ木止
鼻東端標識
４　同郡同町同郷串島桃ノ木止
南浦海岸標識

イ　１から１０１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１０１度
　　１５０メートルのところ
ハ　４から１２８度
　　１５０メートルのところ
ニ　４から１５８度
　　１００メートルのところ
ホ　４から１５８度
　　２０メートルのところ
へ　３から１８０度
　　３０メートルのところ
ト　３から０度
　　２０メートルのところ
チ　２から１０１度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第1010号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
串島出浦
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷串島出浦中鼻海岸標識
２　同郡同町同郷レーノ小島東
端標識
３　同郡同町同郷レーノ小島南
端標識
４　同郡同町同郷串島コガレ鼻
突端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１１５メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から２８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第1011号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
串島出浦
地先

次の１と４，２と３を結んだ各直
線及び１から２，３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷串島出浦中鼻西標識
２　同郡同町同郷串島出浦レー
ノ内東岸標識
３　同郡同町同郷串島出浦レー
ノ内西岸標識
４　同郡同町同郷串島コブネ鼻
標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第1012号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷レーノ小島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷レーノ小島北端標識
２　同郡同町同郷レーノ小島南
端標識
３　同郡同町同郷串島コガレ鼻
突端
４　同郡同町同郷串島出浦中鼻
海岸標識

イ　１から０度
　　３０メートルのところ
ロ　４から２５０度
　　１４５メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第1014号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
頓の浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町道土井
郷シダ崎東端標識
２　同郡同町同郷シダ崎東端標
識
３　同郡同町同郷別当崎標識Ｂ
４　同郡同町荒川郷高仏海岸鼻
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４１３メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１６５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
道土井郷

五区　
第1015号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
八重浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、
チ、リ、ヌ、ル、ヲの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町道土井
郷八重浦墓下標識
（近村仁平敷地石垣南角から南
方海岸沿いに３０メートルのとこ
ろ）
２　同郡同町同郷八重浦標識Ａ
３　同郡同町同郷八重浦標識Ｂ
４　同郡同町同郷山の下杭標識
５　同郡同町同郷別当崎東側標
識
６　同郡同町荒川郷小島北東端
７　同郡同町道土井郷別当崎標
識Ａ

イ　１から９０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　７０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　７０メートルのところ
ニ　３から９０度
　　７０メートルのところ
ホ　４から９０度
　　７０メートルのところ
へ　５と６を結ぶ直線上
　　５から７０メートルのところ
ト　７から１５０度
　　８２メートルのところ
チ　７から１５０度
　　４２メートルのところ
リ　５と６を結ぶ直線上
　　５から３５メートルのところ
ヌ　４から９０度
　　２５メートルのところ
ル　３から９０度
　　２０メートルのところ
ヲ　２から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
道土井郷

五区　
第1017号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
彦浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
赤崎鼻北端標識
２　同郡同町同郷恵美須鼻護岸
東端標識

イ　１から６４度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から６４度
　　１５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）



五区　
第1018号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
加勢ノ浦
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷宝崎小島東海岸標識
２　同郡同町同郷宝崎小島南東
端
３　同郡同町同郷宝崎ゴーゴー
鼻北端標識
４　同郡同町同郷宝崎鼻東端標
識
５　同郡同町同郷立岩鼻突端標
識

イ　１と５を結ぶ直線と４から２２度
の直線との交点

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径２
５メートルの円形生簀８台の規模を超えてはならない。ま
た、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とする。）
については直径２５メートルの円形生簀４台の規模を超
えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、天然種
苗分の生簀の総面積が３，９２８平方メートル、移送分の
生簀の総面積が１，９６４平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支
えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、移送分
を除き、１，０００尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区　
第1019号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
彦浦
地先

次の１と７を結んだ直線、２，３，
４の各点を順次結んだ各直線、
５と６を結んだ直線、及び１から
２、４から５、６から７に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷彦浦長瀬南西端築堤標識
２　同郡同町同郷彦浦長瀬南端
築堤標識
３　同郡同町同郷彦浦海岸標識
４　同郡同町同郷彦浦中鼻北側
標識
５　同郡同町同郷彦浦ハゲ鼻標
識
６　同郡同町同郷彦浦ハゲ島東
端
７　同郡同町同郷彦浦ハゲ島築
堤西端標識

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径２
５メートルの円形生簀４台の規模を超えてはならない。ま
た、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とする。）
については、直径２０メートルの円形生簀４台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、天然
種苗分の生簀の総面積が１，９６４平方メートル、移送分
の生簀の総面積が１，２５６平方メートルを超えない範囲
内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、移送分
を除き５００尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区　
第1020号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島東浦標識Ｂ
２　同郡同町同郷上中島東浦標
識Ｃ

イ　１から４６度
　　２０メートルのところ
ロ　１から４６度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から６２度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１００度
　　８５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷（佐尾を
除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀４
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，９６３平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活けこんではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1021号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び２から１に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島東浦標識Ａ
２　同郡同町同郷上中島東浦標
識Ｂ

イ　１から３２度
　　２００メートルのところ
ロ　２から４６度
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷（佐尾を
除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

五区　
第1022号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島赤岩北築堤突端
２　同郡同町同郷上中島東浦標
識A

イ　１から４０度
　　７０メートルのところ
ロ　２から３２度
　　２００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷（佐尾を
除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀８
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３，９２５平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。



五区　
第1023号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島
ヤキガマ
地先

次の２、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島西岸大岩標識
２　同郡同町同郷上中島深浦海
岸標識
３　同郡同町同郷上中島深浦築
堤先端標識

イ　１から２６３度
　　１８メートルのところ
ロ　１から２６３度
　　９８メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1024号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島南浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島南端標識
２　同郡同町同郷上中島南浦東
築提標識

イ　１から１７６度３０分
　　７０メートルのところ
ロ　２から１７６度３０分
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1026号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
築地鼻
地先

次の１、イ、６の各点を結んだ各
直線、２と３、４と５を結んだ各直
線及び１から２、３から４、５から
６に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷築地鼻一番浦標識１
２　同郡同町同郷築地鼻一番浦
標識２
（１から南東海岸沿いに４０メート
ルのところ）
３　同郡同町同郷築地鼻一番浦
標識３
（２から南方海岸沿い６７メートル
のところ）
４　同郡同町同郷築地鼻二番浦
標識３
（５から北方海岸沿いに７０メート
ルのところ）
５　同郡同町同郷築地鼻二番浦
標識２
（６から北東海岸沿いに４７メート
ルのところ）
６　同郡同町同郷築地鼻二番浦
標識１

イ　１から２７０度
　　１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1027号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
樫ノ木
地先

次の１と４を結んだ直線、２と３を
結んだ直線及び１から２、３から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷深浦鼻北端標識
２　同郡同町同郷深浦内鼻東海
岸標識
３　同郡同町同郷樫ノ木鼻南東
海岸標識
４　同郡同町同郷築地鼻三番浦
標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1030号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
下中島東岸
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線、３と４を結んだ直線及
び１から３、２から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
下中島スズキ浦第２標識
２　同郡同町同郷下中島スズキ
浦第３標識
３　同郡同町同郷下中島スズキ
浦第４標識
４　同郡同町同郷下中島スズキ
浦第５標識

イ　２から９０度
　　５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1031号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
下中島東側
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
下中島スズキ浦北端突堤標識
２　同郡同町同郷下中島スズキ
浦北海岸標識
（１から西方海岸沿いに５０メート
ルのところ）
３　同郡同町同郷下中島スズキ
浦南海岸標識
（４から西方海岸沿いに５０メート
ルのところ）
４　同郡同町同郷下中島スズキ
浦南端突堤標識
５　同郡同町桐古里郷深浦鼻北
側標識


イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1032号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
守崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
守崎４６０番地標識
２　同郡同町同郷守崎海岸標識
３　同郡同町同郷小島浦１３６番
地の３８護岸標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から７５メートルのところ
ロ　２から３２４度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1033号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
小島浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
Ｅ物置場東端標識
２　同郡同町同郷Ｃ物置場標識
（１より北方護岸沿いに１６０メー
トルのところ）

イ　１から６６度
　　４２メートルのところ
ロ　１から６６度
　　２２７メートルのところ
ハ　２から６６度
　　２２７メートルのところ
ニ　２から６６度
　　４２メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



五区　
第1034号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
盆ヶ浦
地先

次のイ、ロ、３、ハの各点を順次
結んでイに至る各直縁によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷盆ヶ浦北西岸標識
２　同郡同町同郷二番山鼻標識
Ａ
３　同郡同町同郷甚左ヶ浦海岸
標識Ａ
４　同郡同町同郷盆ヶ浦南東岸
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　４から２５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第1035号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
盆ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、４の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷二番山鼻北東端大岩標識
２　同郡同町同郷盆ヶ浦北西岸
標識
３　同郡同町同郷盆ヶ浦南東岸
標識
４　同郡同町同郷東の鼻北端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から２５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１，１００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1036号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
男鹿ノ浦
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷男鹿ノ浦標識Ｅ
２　同郡同町同郷男鹿ノ浦鼻標
識Ｄ
３　同郡同町同郷小河原東南標
識
４　同郡同町同郷猿浦北東標識

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径３０メートルの円形生簀８
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が５，６５６平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，５５
２尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．３と４を結ぶ直線上、３から２１０ｍ、４から２１０ｍのと
ころに夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1039号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字野島北岸
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
字野島片汐東鼻築堤付根標識
２　同郡同町同郷字野島片汐中
鼻築堤付根標識
３　同郡同町同郷字野島火之子
ケ浦西口鼻築堤付根標識

イ　１から２４度
　　１０メートルのところ
ロ　３から２４度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1040号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
下中島
南風泊
地先

次の２、１、イ、ロ、５を結んだ各
直線、３と４を結んだ直線及び２
から３、４から５に至る各最高高
潮時海岸線によって囲まれて区
域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
下中島南風泊西口鼻西の築堤
突端
２　同郡同町同郷下中島南風泊
中の鼻築堤付根
３　同郡同町同郷下中島南風泊
中の鼻東端
４　同郡同町同郷下中島南風泊
東口鼻標識
（５から北東方海岸沿いに２０
メートルのところ）
５　同郡同町同郷下中島南風泊
東口鼻北西端

イ　１から１７２度
　　５０メートルのところ
ロ　５から１８６度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1041号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
下中島
前畑
地先

次の１、イ、ロ、３、ハの各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
下中島前畑築堤付根標識Ａ
２　同郡同町同郷下中島前畑築
堤付根標識Ｂ
３　同郡同町同郷下中島小野畑
の下南鼻西端方塊標識

イ　１から２７０度
　　２０メートルのところ
ロ　３から２７０度
　　２０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１３メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1042号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
潮這崎
地先

次の２、１、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
潮這崎南鼻東築堤突端標識
２　同郡同町同郷潮這崎内鼻標
識
３　同郡同町同郷潮這崎北鼻東
築提突端標識

イ　１から９０度
　　１０メートルのところ
ロ　３から９０度
　　１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1043号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
大道土井
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
大道土井北外側築堤付根標識
２　同郡同町同郷大道土井北内
側築提付根標識
３　同郡同町同郷大道土井南側
築堤付根標識

イ　１から１１０度３０分
　　５０メートルのところ
ロ　３から８７度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1044号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字野島
焼山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
字野島焼山一番鼻標識
２　同郡同町同郷字野島焼山標
識

イ　１から２７０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　５５メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



五区　
第1045号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字野島
焼山浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び２から３、１から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
字野島焼山浦北鼻築堤突端標
識
２　同郡同町同郷字野島焼山浦
南鼻築堤角標識
３　同郡同町同郷字野島焼山浦
南内鼻標識
（２から東方海岸沿いに３０メート
ルのところ）
４　同郡同町同郷字野島焼山浦
北内鼻標識
（１から東方海岸沿いに３０メート
ルのところ）

イ　１から２７０度
　　３０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1046号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
伊崎
伊崎浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び１から３、４から２に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
伊崎伊崎鼻築堤標識
２　同郡同町同郷伊崎伊崎浦南
鼻北東端
３　同郡同町同郷伊崎伊崎鼻南
岸築堤標識
４　同郡同町同郷伊崎伊崎浦北
岸築堤標識
５　同郡同町同郷字野島野島北
端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1047号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
宮ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
宮ノ浦上ノ浜海岸標識
２　同郡同町同郷宮ノ浦中鼻北
築堤付根標識

イ　１から８９度
　　８０メートルのところ
ロ　１から８９度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から８９度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から８９度
　　９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1048号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
宮ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
宮ノ浦中鼻築堤標識
２　同郡同町同郷宮ノ浦南鼻築
堤標識
３　同郡同町同郷宮ノ浦南鼻海
岸標識
４　同郡同町同郷宮ノ浦中鼻海
岸標識

イ　１から７０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から７０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1049号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字火打ケ浦バンノ石原
地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
字火打ケ浦バンノ石原西築堤付
根標識
２　同郡同町同郷字火打ケ浦火
打ケ鼻西側築堤付根標識

イ　１から３２８度
　　４０メートルのところ
ロ　１から３２８度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から３０４度３０分
　　２２５メートルのところ
ニ　２から５０度
　　１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1050号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
白浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれて区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
白浜松ケ鼻南西端標識
２　同郡同町同郷水白浜鼻南西
端標識
３　同郡同町同郷里ノ浦ヘゴハ
チ瀬頂上
４　同郡同町同郷土井ノ浦納屋
場鼻東端
５　同郡同町同郷里ノ浦バンノ石
原鼻北西端
６　同郡同町同郷字火打ケ浦バ
ンノ石原標識Ｂ
７　同郡同町同郷字火打ケ浦火
打ケ鼻北西端

イ　１と３を結ぶ直線と
　　２と７を結ぶ直線との交点
ロ　１と３を結ぶ直線と
　　２と５を結ぶ直線との交点
ハ　２と５を結ぶ直線と
　　３と６を結ぶ直線との交点
ニ　１と４を結ぶ直線と
　　３と６を結ぶ直線との交点
ホ　１と４を結ぶ直線と
　　２と７を結ぶ直線との交点

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1051号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
水ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
与の鼻西端標識
２　同郡同町同郷沖ノ浦鼻北西
端標識
３　同郡同町同郷田ノ小島北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４２メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４３メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1052号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字水ノ浦
水ノ浦鼻
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
字水ノ浦吹浦鼻南西端
２　同郡同町同郷字水ノ浦水ノ
浦鼻南西端標識

イ　１から２２５度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1053号

神部漁業協同組合

南松浦郡
新上五島町
若松郷
七ツ山浦
地先

次の５、イ、ロ、ハ、ニ、６の各点
を順次結んだ各直線と６から７に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
七ツ山浦椎木山南鼻突端標識
２　同郡同町同郷七ツ山浦出鼻
突端標識
３　同郡同町同郷七ツ山浦塚の
下標識
(３から南方海岸沿いに３３メート
ルのところ)
４　同郡同町同郷七ツ山浦北岸
標識
５　同郡同町同郷七ツ山浦小島
南西端標識
６　同郡同町同郷七ツ山浦小島
東端標識
７　同郡同町同郷カヅラ島北西
端

イ　２と５を結ぶ直線と
　　３と４を結ぶ直線との交点
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から２０メートルのところ
ハ　１から２２１度３０分
　　２０メートルのところ
ニ　６と７を結ぶ直線上
　　６から７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１２
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３，７６８平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，２４
９尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



五区　
第1054号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
小ケ倉
地先

次のイ、２、３、４、ハ、５、ロの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
七ツ山浦椎木山南端標識
２　同郡同町同郷七ツ山浦小島
飛瀬標識
３　同郡同町同郷七ツ山浦築堤
突端標識
４　同郡同町同郷七ツ山浦小ヶ
倉鼻北築堤内立岩
５　同郡同町同郷七ツ山浦島ノ
小島鼻築堤突端標識
６　同郡同町同郷七ツ山浦島ノ
小島東端
７　同郡同町同郷関掛瀬航路標
識
８　同郡同町同郷字野島野島南
端立岩

イ　１と６を結ぶ直線と
　　３と８を結ぶ直線との交点
ロ　１と６を結ぶ直線と
　　５と７を結ぶ直線との交点
ハ　２と５を結ぶ直線と
　　４と７を結ぶ直線との交点

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀２８
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が８，７９２平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、２，８６
４尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1055号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
小ケ倉
地先

次のイ、２、３、４、ハ、５、ロの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
七ツ山浦椎木山南端標識
２　同郡同町同郷七ツ山浦小島
飛瀬標識
３　同郡同町同郷七ツ山浦築堤
突端標識
４　同郡同町同郷七ツ山浦小ケ
倉鼻北築堤内立岩
５　同郡同町同郷七ツ山浦島ノ
小島鼻築堤突端標識
６　同郡同町同郷七ツ山浦島ノ
小島東端
７　同郡同町同郷関掛瀬航路標
識
８　同郡同町同郷字野島野島南
端立岩

イ　１と６を結ぶ直線と
　　３と８を結ぶ直線との交点
ロ　１と６を結ぶ直線と
　　５と７を結ぶ直線との交点
ハ　２と５を結ぶ直線と
　　４と７を結ぶ直線との交点

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1057号

神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
字深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、２、ホの各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
深浦焼き場の東鼻西岸標識Ａ
２　同郡同町同郷深浦焼き場の
東鼻西岸標識Ｂ
３　同郡同町同郷深浦焼き場の
西鼻南東端標識

イ　１から１６１度
　　５５メートルのところ
ロ　１から１６１度
　　１２５メートルのところ
ハ　３から１６１度
　　２２０メートルのところ
ニ　３から１６１度
　　５０メートルのところ
ホ　２から１６１度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1059号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
日島郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町日島郷
釜崎護岸標識
２　同郡同町同郷釜崎沖ノ瀬頂
上

イ　１から１４０度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１４０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１５０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
日島郷

五区　
第1060号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
日島郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町日島郷
釜崎護岸標識
２　同郡同町同郷釜崎沖ノ瀬頂
上

イ　１から１４０度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１４０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１５０度
　　３０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
日島郷

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３１４平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１２０尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区　
第1061号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
漁生浦郷
御物浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町漁生浦
郷中の浦犬崎内鼻突端標識
２　同郡同町同郷御物浦海岸三
角標識
３　同郡同町日島郷小曲り護岸
標識B
４　同郡同町同郷曲崎船着場東
側突端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１０５メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１６５メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２３５メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、１２メートル×１２メートルの方
形生簀３台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、生簀の総面積が４３２平方メートルを超
えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更する
ことは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、５，１２
９尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。
６．公衆電気通信業務の用に供する水底線路の保護に
支障を及ぼすような筏の敷設をしてはならない。



五区　
第1062号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
船廻阿古木
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　五島市奈留町船廻針のメン
ズ石積標識
２　同市同町船廻針のメンズ海
岸標識
３　同市同町船廻阿古木鯛網代
東端はなれ大岩標識

イ　１から７９度
　　８０メートルのところ
ロ　１から７９度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から７９度
　　２１０メートルのところ
ニ　３から７９度
　　１８０メートルのところ
ホ　３から７９度
　　５０メートルのところ
へ　２から７９度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

五区　
第1063号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
船廻水浦
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町船廻窄外の窄
鼻標識
２　同市同町船廻小河原七島田
鼻標識
３　同市同町大串梅木窄ハチノ
窄中鼻標識
４　同市同町大串夏井防波堤付
根標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1064号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串青木浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町大串梅木窄ハ
チノ窄内鼻南側標識
２　同市同町大串白這花見ヶ浦
中鼻標識
３　同市同町船廻大古田小古田
鼻西端標識
４　同市同町船廻後阿古木埋立
地南側標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１７５メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２３５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1065号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串青木浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町大串梅木窄ハ
チノ窄中鼻北側標識
２　同市同町大串梅木窄ハチノ
窄内鼻南側標識
３　同市同町船廻後阿古木埋立
地南側標識
４　同市同町船廻大古田網上鼻
西端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２３５メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２１５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，３００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1066号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
熊高
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町熊高長崎鼻北
東端

イ　１から７８度
　　１９０メートルのところ
ロ　１から６０度
　　４８０メートルのところ
ハ　１から３度
　　６４０メートルのところ
ニ　１から３３５度３０分
　　４８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径４０メートルの円形生簀２
台、直径５０メートルの円形生簀２台、６５メートル×４０
メートルの方形生簀４台の規模を超えてはならない。た
だし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が１６，８３８
平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又
は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区　
第1067号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦宿輪
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦オコ島鼻西
端標識
２　同市同町浦オコ島鼻大岩標
識
（１から北東方海岸沿いに９８
メートルのところ）

イ　１から２６７度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から２６７度
　　４３０メートルのところ
ハ　２から３０２度３０分
　　４０３メートルのところ
ニ　２から３０２度３０分
　　１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

五区　
第1068号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦鈴ノ浦飯盛の下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦鈴ノ浦飯盛
の下貯水タンク跡下標識
２　同市同町浦鈴ノ浦飯盛の下
網揚場東角標識

イ　１から３５０度
　　１０５メートルのところ
ロ　１から３５０度
　　３４０メートルのところ
ハ　２から３３６度
　　５２０メートルのところ
ニ　２から３３６度
　　１２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1069号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
泊
東風泊赤瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町泊東風泊赤瀬
標識Ａ
２　同市同町泊東風泊赤瀬標識
Ｂ

イ　１から２３５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２３５度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から２００度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から２００度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



五区　
第1070号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
本窯町
松ヶ崎南岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市本窯町松ヶ崎南岸標
識
２　同市同町本窯漁港北防波堤
北側海岸標識
（北防波堤付根から北方海岸沿
いに３８メートルのところ）

イ　１から２４７度
　　３１５メートルのところ
ロ　２から２４７度
　　２２５メートルのところ
ハ　２から２４７度
　　５０メートルのところ
ニ　１から２４７度
　　１４０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
伊福貴町
本窯町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１０，０００平方
メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1071号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
本窯町
松ヶ崎南岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市本窯町松ヶ崎南岸標
識
２　同市同町本窯漁港北防波堤
北側海岸標識
（北防波堤付根から北方海岸沿
いに３８メートルのところ）

イ　１から２４７度
　　４５５メートルのところ
ロ　２から２４７度
　　３６５メートルのところ
ハ　２から２４７度
　　２２５メートルのところ
ニ　１から２４７度
　　３１５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
伊福貴町
本窯町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径４０メートルの円形生簀１
台、５０メートル×５０メートルの方形生簀１台、５０メート
ル×４０メートルの方形生簀１台、４０メートル×４０メート
ルの方形生簀１台の規模を超えてはならない。ただし、
経営上必要な場合は、生簀の総面積が７，３５６平方
メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台
数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1072号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
蕨町
園山
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市蕨町園山ウベソカンダ
標識
（消波堤の西方延長線と園山海
岸の高潮時海岸線との交点から
南方海岸沿いに２０メートルのと
ころ）
２　同市同町園山中本畑の護岸
標識
（１から南方海岸沿いに３００メー
トルのところ）

イ　１から９７度３０分
　　４０メートルのところ
ロ　１から９７度３０分
　　３８０メートルのところ
ハ　２から９７度３０分
　　３９０メートルのところ
ニ　２から９７度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
久賀町
蕨町
田ノ浦町
猪之木町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1073号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
平蔵町
大泊
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　五島市平蔵町早﨑防波堤突
端標識
２　同市同町大泊沖側防波堤突
端標識
３　同市同町長浜護岸標識
（草津防波堤付根から北方向に
４００メートルのところ）

イ　１から１２９度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１２９度
　　４００メートルのところ
ハ　３から１５６度
　　８８０メートルのところ
ニ　３から１５６度
　　２１０メートルのところ
ホ　２から草津防波堤突端への見通
し線７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、一辺１６メートルの正六角形の
生簀１台、直径５０メートルの円形生簀３台、８５メートル
×６５メートルの方形生簀６台の規模を超えてはならな
い。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が３９，
７０５平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規
格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、８，５２
２尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1074号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
平蔵町
浜泊
地先

次の２、１、イ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市平蔵町えびす瀬石積
護岸北端標識
２　同市同町浜泊ノ口鼻標識
３　同市同町樫ノ浦漁港旧護岸
標識
（西防波堤付根より南西方向７５
メートルの位置）

イ　１から５２度
　　３７５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、一辺１７．５メートルの正八角形
の生簀９台、一辺１６メートルの正六角形の生簀２台の
規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が１４，６４３平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，３０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



五区　
第1075号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
平蔵町
浜泊
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市平蔵町シバ瀬突端大
岩標識
２　同市同町エビス瀬大岩標識

イ　１から８０度
　　４５５メートルのところ
ロ　２から５２度
　　４３５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、２５メートル×２５メートルの方
形生簀２台、３０メートル×５０メートルの方形生簀２台、
３７メートル×５０メートルの方形生簀４台の規模を超え
てはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が１１，６５０平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、９，０２
６尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1076号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
岐宿
鰯納屋
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町岐宿魚津崎標
識
２　同市同町岐宿鰯納屋海岸平
岩標識
（１から東方海岸沿いに２７５メー
トルのところ）

イ　１から１８０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　７０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　６０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1077号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
川原
アガタ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町川原横枕鼻北
端標識
２　同市同町川原焼崎二番鼻北
端標識

イ　１から０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１０５メートルのところ
ハ　２から０度
　　１０５メートルのところ
ニ　２から０度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1078号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
川原
魚見鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　五島市岐宿町川原魚見鼻突
端標識
２　同市同町川原魚見鼻南岸標
識
（１から南西方海岸沿いに１１５
メートルのところ）
３　同市同町川原横枕鼻北端

イ　１から１０３度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１２３度
　　１００メートルのところ
ハ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１１５メートルのところ
ニ　２から１４９度
　　９０メートルのところ
ホ　２から１４９度
　　３５メートルのところ
へ　１と３を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

１．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

五区　
第1079号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
川原
大場間西津内鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町川原大場間西
津内鼻南端標識
２　同市同町川原間伏大岩標識

イ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　１２５メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1080号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
川原大浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町川原大浜海岸
標識
（大浜浦手波止付根から西方海
岸沿いに４５メートルのところ）
２　同市同町川原大浜浦手波止
付根標識

イ　１から１３８度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から１３８度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から１３８度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１３８度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1081号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
三井楽町
濱ノ畔
八崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市三井楽町濱ノ畔北内
側防波堤上部階段前標識
２　同市同町濱ノ畔北内側防波
堤湾口側電柱南側標識
（１から南東側に７０メートルのと
ころ）

イ　１から７０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から７０度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から７０度
　　１４５メートルのところ
ニ　２から７０度
　　７５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
三井楽町
濱ノ畔

五区　
第1082号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
白石崎
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川銭亀南
東岸標識
２　同市同町荒川白石崎北端標
識
３　同市同町玉之浦小島南東岸
標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４００メートルのところ
ハ　２から３５０度
　　５００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径５０メートルの円形生簀８
台、直径３０メートルの円形生簀２台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
１７，１１８平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形
状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、５，３０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



五区　
第1083号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
白石崎
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ直線と２から１に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川銭亀南
東岸標識
２　同市同町荒川白石崎北端標
識
３　同市同町玉之浦小島南東岸
標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が９，０５０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

五区　
第1084号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
長窄銭亀
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川銭亀崎
西端標識
２　同市同町荒川銭亀南東岸標
識
３　同市同町玉之浦小島南東岸
標識
４　同市同町玉之浦小島西端標

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1085号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
小島南岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦小島
西端標識
２　同市同町玉之浦小島石積護
岸標識
３　同市同町荒川銭亀崎西端標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　２から１５５度
　　２５７メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1086号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川銭亀浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と１から２に至る最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川銭亀崎
南鼻南端標識
２　同市同町荒川銭亀浦はじめ
の鼻南端

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，１４０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

五区　
第1087号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
河原浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川長窄長
迫一番鼻西端標識
２　同市同町荒川内河原浦の鼻
北西端
３　同市同町荒川山ノ浦崎外河
原鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　３から３０３度
　　２５５メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６７５メートルのところ
ニ　３から２８度
　　３４５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が７，６００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

五区　
第1088号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
山の浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川銭亀崎
西端標識
２　同市同町荒川長窄長迫一番
鼻西端標識
３　同市同町荒川外河原浦中鼻
標識
４　同市同町荒川山ノ浦崎下鼻
標識
５　同市同町荒川山ノ浦崎標識
６　同市同町荒川山ノ浦崎北端
標識
７　同市同町玉之浦小島西端

イ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　４から１００メートルのところ
ニ　１と５を結ぶ直線上
　　５から１００メートルのところ
ホ　６と７を結ぶ直線上
　　６から１００メートルのところ
ヘ　６と７を結ぶ直線上
　　６から３８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径５０メートルの円形生簀３
台、直径３０メートルの円形生簀１８台の規模を超えては
ならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が１８，６１５平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形
状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、５，４０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1089号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
山の浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川長窄長
迫一番鼻西端標識
２　同市同町荒川外河原浦中鼻
標識
３　同市同町荒川山ノ浦崎北端
標識
４　同市同町玉之浦小島西端

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から４００メートルのところ
ロ　１から２９７度
　　１００メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ホ　３と４を結ぶ直線上
　　３から３８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が９，０００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ホの点に夜間標識灯を設置しなけばならない。

五区　
第1090号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦山浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、２
の各点を順次結んだ各直線と１
から２に至る最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦山浦
崎中鼻北標識
２　同市同町玉之浦山浦入口北
標識

イ　１から２５５度３０分
　　２９０メートルのところ
ロ　２から２６６度
　　４６０メートルのところ
ハ　２から２６６度
　　２８０メートルのところ
ニ　１から２３０度
　　１９０メートルのところ
ホ　１から２３０度
　　７０メートルのところ
ヘ　２から２６６度
　　１８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１６，９５６平方
メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．１と１から２３３度３０分２２５メートルのところと２から２
６６度３１０メートルのところを結ぶ直線より沖側において
は常時海面から２５メートル以浅に漁具を設置してはな
らない。
５．イ、ロを見通す線に最も近接する生簀の北端南端に
夜間標識灯を設置しなければならない。



五区　
第1091号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦山浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦山浦
崎中鼻北標識
２　同市同町玉之浦山浦入口北
標識

イ　１から２３０度
　　７０メートルのところ
ロ　１から２３０度
　　１９０メートルのところ
ハ　２から２６６度
　　２８０メートルのところ
ニ　２から２６６度
　　１８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１６
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が５，０２４平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，３０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第1092号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦山浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と１から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦山浦
入口北標識
２　同市同町玉之浦山浦二合半
島南端標識
３　同市同町玉之浦山浦北岸標
識
４　同市同町玉之浦山浦坊主鼻
北東端標識

イ　１から２６６度
　　４６０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ハ　３から２１２度
　　１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．１から２６６度３１０メートルのところと１から２５０度３２
０メートルのところを結ぶ直線より沖側においては、常時
海面から２５メートル以浅に漁具を設置してはならない。
２．イの点に最も近接する生簀の北端南端に夜間標識
灯を設置しなければならない。

五区　
第1093号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
山浦南岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　五島市玉之浦町玉之浦仏崎
北西岸標識
２　同市同町玉之浦山浦坊主鼻
北東端標識
３　同市同町玉之浦山浦二合半
島南端標識

イ　１から３３５度
　　５４０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２４５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１９，０８９平方
メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．１と１から３５０度３０分４２０メートルのところを結ぶ直
線より沖側においては、常時海面から２５メートル以浅に
漁具を設置してはならない。
５．１、イを見通す線に最も近接する生簀の北端南端に
夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1094号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
戸竹崎北側
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦御岳
白鳥神社待合所下標識
２　同市同町玉之浦竹崎北島北
東端標識

イ　１から４５度
　　６０メートルのところ
ロ　１から４５度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から４５度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から４５度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

五区　
第1095号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
島山島
蕨浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦島山
島蕨浦南岸標識
２　同市同町玉之浦島山島蕨浦
赤石鼻標識
３　同市同町玉之浦島山島蕨浦
北ノ鼻南岸標識
４　同市同町玉之浦島山島蕨浦
北岸標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　２から５７度
　　６０メートルのところ
ハ　３から１３１度
　　１２０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

五区　
第1096号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
島山島
浅切浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦浅切
浦南岸標識
２　同市同町玉之浦島山島名護
崎北東端標識
３　同市同町玉之浦浅切浦北岸
標識Ａ
４　同市同町玉之浦浅切浦北岸
標識Ｂ

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から４００メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

五区　
第1097号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
島山島
昼寝が浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦島山
島昼寝が浦南岸標識Ａ
２　同市同町玉之浦島山島勝間
崎標識

イ　１から６４度
　　５４５メートルのところ
ロ　２から２５度３０分
　　４１０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１８，３０３平方
メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第1098号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
沖ノ黒瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取沖ノ黒瀬
中ノ瀬北端
２　同市同町土取沖ノ黒瀬下ノ
瀬西端

イ　１から３３０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３３０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から３３０度
　　２００メートルのところ
ニ　２から３３０度
　　１５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。



五区　
第1099号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
富江町
土取
和島
防波堤
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市富江町土取和島富江
港外防波堤突端灯台下標識
２　同市同町土取和島富江港外
防波堤標識A（防波堤突端灯台
から100メートルのところ）
３　同市同町土取和島富江港外
防波堤標識Ｂ（防波堤突端灯台
から150メートルのところ）

イ　１から２００度
　　２０メートルのところ
ロ　２から２００度
　　２０メートルのところ
ハ　３から２００度
　　２０メートルのところ
ニ　３から２００度
　　１００メートルのところ
ホ　２から２００度
　　１００メートルのところ
ヘ　１から２００度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
富江町
富江
松尾
土取

１．ニ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区第1112号 上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
ソーヅカ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷青木浦西岸標識（松ケ枝鼻
突端から北方海岸沿いに１５０
メートルのところ）　２　同郡同町
同郷青木黒崎南西端　３　同郡
同町同郷青木浦西岸岩標識　４
同郡同町同郷青木浦東岸標識

イ　１と２を結ぶ直線上１から６０メー
トルのところ　ロ　１と２を結ぶ直線
上１から２９５メートルのところ　ハ
３と４を結ぶ直線上３から３５５メート
ルのところ　ニ　３と４を結ぶ直線上
３から１２０メートルのところ

第１種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径２
０メートルの円形生簀５台の規模を超えてはならない。ま
た、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とする。）
については、直径２０メートルの円形生簀１９台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、天然
種苗分の生簀の総面積が１，５７０平方メートル、移送分
の生簀の総面積が５，９６６平方メートルを超えない範囲
内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、移送分
を除き、２，０００尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区第1113号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
上中島南浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町若松郷
上中島南端標識　２　同郡同町
同郷上中島南浦東黒岩標識

イ　１から１７６度３０分７０メートル
のところ　ロ　１から１７６度３０分１３
５メートルのところ　ハ　２から１７６
度３０分１９０メートルのところ　ニ
２から１７６度３０分１２０メートルの
ところ

第１種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀４
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，２５６平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３３６尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区第1114号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷松崎鼻中浦標識　２　同郡同
町同郷深浦松崎海岸標識Ｂ　３
同郡同町同郷カトリック教会畑
護岸南東角

イ　１と３を結ぶ直線上１から１１０
メートルのところ　ロ　２から１３７度
５０メートルのところ　ハ　２から１５９
度１４０メートルのところ　ニ　１と３を
結ぶ直線上１から２１０メートルのと
ころ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

五区第1115号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町桐古里郷
深浦松崎海岸標識Ｂ　２　同郡
同町同郷深浦鼻南端築堤突端
標識

イ　１から１３７度
５０メートルのところ　ロ　２から１８０
度
６０メートルのところ　ハ　２から１７４
度
１５０メートルのところ　ニ　１から１５
９度
１４０メートルのところ

第１種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀４
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，２５６平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３３５尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区第1116号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
大地
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町桐古里郷
白浜鼻築堤大岩標識２同郡同町
同郷大地鼻突端標識３同郡同町
同郷荷内島南側標識４同郡同町
同郷昼ノ浦北側鼻北端標識

イ　３と４を結ぶ直線上
３から２１５メートルのところ　ロ　３と
４を結ぶ直線上
３から６００メートルのところ　ハ　１
から２７０度
４０メートルのところ　ニ　２から２１５
度
８５メートルのところ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）



五区第1117号 神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
田ノ小島長瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町若松郷田
ノ小島北西標識２同郡同町同郷
田ノ小島長瀬海岸標識３同郡同
町同郷田ノ小島西端標識

イ　２から２２度
２３０メートルのところ　ロ　２から３３
９度
２９００メートルのところ　ハ　３から２
３９度
２１０メートルのところ　ニ　３から１７
９度
１５０メートルのところ　ホ　３から１５
８度
７０メートルのところ　ヘ　３から２８７
度
６５メートルのところ　ト　２から２８７
度
１３０メートルのところ　チ　１と２を結
ぶ直線上
２から２０メートルのところ

第１種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径２
０メートルの円形生簀６台の規模を超えてはならない。ま
た、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とする。）
については、直径２０メートルの円形生簀１７台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、天然
種苗分の生簀の総面積が１，８８４平方メートル、移送分
の生簀の総面積が５，３３８平方メートルを超えない範囲
内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、移送分
を除き、２，６１６尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区第1118号 神部漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
若松郷
田ノ小島長瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町若松郷田
ノ小島北西標識２同郡同町同郷
田ノ小島長瀬海岸標識

イ　１から２８７度
３０メートルのところ　ロ　１から２８７
度
２３０メートルのところ　ハ　２から３３
９度
２９０メートルのところ　ニ　２から２２

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
若松郷
神部
土井ノ浦

五区　
第1500号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
網上
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
網上防波堤東端側標識（網上防
波堤東端灯台から西側へ38メー
トルのところ）
２　同郡同町同郷網上防波堤中
間標識(網上防波堤付根から東
側へ85メートルのところ)

イ　１から１８７度
　　８０メートルのところ
ロ　２から１８９度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第1501号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
奥浦町
忠太首
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　五島市奥浦町川ノ鼻護岸畑
前階段付根標識
２　同市同町忠太首護岸排水溝
標識
３　同市同町慈恵院下海岸標識

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　１９０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，８５０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

五区　
第1502号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
玉之浦
小島南岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　五島市玉之浦町玉之浦小島
石積護岸標識
２　同市同町玉之浦小島南東岸
標識

イ　１から１５５度
　　２５７メートルのところ
ロ　２から１５５度
　　２５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が１，８５０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

五区　
第1503号

若松町中央漁業協同組合

長崎県南松浦郡新上五島町荒
川郷
本久島西側
地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
蔵小島南西端西側標識
２　同郡同町宿ノ浦郷宝崎小島
東海岸標識
３　同郡同町宿ノ浦郷宝崎鼻東
端標識
２　同郡同町荒川郷本久島南側
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１１０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２１０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１３０メートルのところ
二　３と４を結ぶ直線上
　　４から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区第1506号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
小元ヶ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町西神ノ浦
郷小元ヶ浦長円寺鼻標識２同郡
同町同郷小元ヶ浦護岸標識

イ　１から１６１度
１２５メートルのところ　ロ　１から１４
２度
１７５メートルのところ　ハ　２から１０
５度
１００メートルのところ　ニ　２から１０
５度
３０メートルのところ

第１種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）



五区第1507号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
大平
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１南松浦郡新上五島町西神ノ浦
郷大平立瀬南岸標識（大平立瀬
から南方海岸沿いに１２０メート
ルのところ）２同郡同町同郷大平
初瀬標識

イ　１から９０度
９５メートルのところ　ロ　１から９０
度
１８０メートルのところ　ハ　２から１０
５度
１８０メートルのところ　ニ　２から１１
８度
１００メートルのところ

第１種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀８
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が２，５１２平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活けこんではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

五区　
第2000号

新魚目町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
小串郷
馬込鼻
地先

次の１、２、３、４、５の各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町小串郷
馬込鼻地先消波施設中間標識
（同消波施設北端より南方沿い
に８５メートルのところ）
２　同郡同町同郷馬込鼻地先消
波施設北端標識
３　同郡同町同郷馬込鼻地先防
波堤東端標識
４　同郡同町同郷小串漁港（後
浜地先）北防波堤付根標識
５　同郡同町同郷小串漁港（後
浜地先）北防波堤標識
（北防波堤付根から南方防波堤
沿いに１００メートルのところ）

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
小串郷

五区　
第2001号

有川町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
東神ノ浦郷
五斗ヶ浦
地先

次のイ、２、３、ロの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町東神ノ
浦郷五斗ヶ浦庄屋鼻標識
２　同郡同町同郷五斗ヶ浦護岸
舛田則勝宅前階段標識
３　同郡同町同郷五斗ヶ浦護岸
北西端大岩標識
４　同郡同町同郷ビシャゴ瀬頂
上

イ　１と２を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
東神ノ浦郷

五区　
第2002号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
ハゲ崎防波堤付根標識
（ハゲ崎防波堤付根から東側へ
海岸沿いに２０メートルのところ）
２　同郡同町同郷ハゲ崎北側標
識
（１から東側へ海岸沿いに１００
メートルのところ）

イ　１から０度
　　１５メートルのところ
ロ　１から０度
　　６５メートルのところ
ハ　２から０度
　　７０メートルのところ
ニ　２から０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2003号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町奈摩郷
ハゲ崎防波堤付根標識
（ハゲ崎防波堤付根から東側へ
海岸沿いに２０メートルのところ）
２　同郡同町同郷ハゲ崎北側標
識
（１から東側へ海岸沿いに１００
メートルのところ）

イ　１から０度
　　１５メートルのところ
ロ　１から０度
　　６５メートルのところ
ハ　２から０度
　　７０メートルのところ
ニ　２から０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2004号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
網上
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
網上防波堤東端側標識（網上防
波堤東端灯台から西側へ38メー
トルのところ）
２　同郡同町同郷網上防波堤中
間標識(網上防波堤付根から東
側へ85メートルのところ)

イ　１から１８７度
　　８０メートルのところ
ロ　２から１８９度
　　１００メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2005号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
網上
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
網上防波堤東端側標識（網上防
波堤東端灯台から西側へ38メー
トルのところ）
２　同郡同町同郷網上防波堤中
間標識(網上防波堤付根から東
側へ85メートルのところ)

イ　１から１８７度
　　８０メートルのところ
ロ　２から１８９度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2006号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
冷水
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
冷水灰ドコロ防波堤北側護岸標
識
（防波堤付根から北方護岸沿い
に８０メートルのところ）
２　同郡同町同郷冷水灰ドコロ防
波堤北側護岸排水口標識
（１から北方護岸沿いに１７５メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷



五区　
第2007号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
冷水
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
冷水灰ドコロ防波堤北側護岸標
識
（防波堤付根から北方護岸沿い
に８０メートルのところ）
２　同郡同町同郷冷水灰ドコロ防
波堤北側護岸排水口標識
（１から北方護岸沿いに１７５メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2008号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
青方郷
字大曽
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と防波堤によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町青方郷
字大曽沖防波堤南東端角標識
２　同郡同町同郷字大曽沖防波
堤中間標識
（１から北西方向防波堤沿いに８
０メートルのところ）

イ　１から３７度
　　２０メートルのところ
ロ　２から３７度
　　２０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2009号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
青方郷
字大曽
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と防波堤によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町青方郷
字大曽沖防波堤南東端角標識
２　同郡同町同郷同字大曽沖防
波堤中間標識
（１から北西方向防波堤沿いに８
０メートルのところ）

イ　１から３７度
　　２０メートルのところ
ロ　２から３７度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2010号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
平岩
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
地蔵山東海岸標識
（２から北側へ１８０メートルのと
ころ）
２　同郡同町同郷字平岩平岩鼻
北西端石垣角標識

イ　１から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　７０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　７０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2011号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
平岩
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んだ各直線によって囲まれた
区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
字地蔵山東海岸標識
（２から北側へ１８０メートルのと
ころ）
２　同郡同町同郷字平岩平岩鼻
北西端石垣角標識

イ　１から９０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　７０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　７０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2012号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷
字小浜
小崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
字小浜小崎鼻西端標識
２　同郡同町同郷字小浜小崎鼻
西石垣南端標識

イ　１から２７０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2013号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
今里郷字小浜小崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町今里郷
字小浜小崎鼻西端標識
２　同郡同町同郷字小浜小崎鼻
西石垣南端標識

イ　１から２７０度
　　４０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１１０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第2014号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
串島
桃ノ木止
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、３、
ト、チの各点を順次結んでイに至
る各直線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷串島桃ノ木止北浦海岸標識
Ａ
２　同郡同町同郷串島桃ノ木止
北浦海岸標識Ｂ
３　同郡同町同郷串島桃ノ木止
鼻東端標識
４　同郡同町同郷串島桃ノ木止
南浦海岸標識

イ　１から１０１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１０１度
　　１５０メートルのところ
ハ　４から１２８度
　　１５０メートルのところ
ニ　４から１５８度
　　１００メートルのところ
ホ　４から１５８度
　　２０メートルのところ
ヘ　３から１８０度
　　３０メートルのところ
ト　３から０度
　　２０メートルのところ
チ　２から１０１度
　　２０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第2015号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
小手ノ浦
地先

次の１，２，３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷小手ノ浦センガウラ北端標
識
２　同郡同町同郷小手ノ浦東小
島南端白岩標識
３　同郡同町同郷小手ノ浦中鼻
北端


第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷



五区　
第2016号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
焼崎浦
御堂鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷焼崎浦南岸墓下西ノ鼻標識
２　同郡同町同郷焼崎浦御堂鼻
北東端
３　同郡同町同郷焼崎浦カトリッ
ク教会下護岸排水管上端

イ　１から０度
　　６０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線と３から０度の
直線との交点
ハ　３と１を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第2017号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
別当崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町道土井
郷別当崎標識Ａ
２　同郡同町同郷別当崎東側大
岩標識
（１から南方海岸沿いに２２メート
ルのところ）
３　同郡同町同郷別当崎標識Ｂ
（２から南方護岸沿いに１３５メー
トルのところ）

イ　１から１５０度
　　４２メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　８２メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　９０メートルのところ
ニ　３から１８０度
　　９０メートルのところ
ホ　３から１８０度
　　５０メートルのところ
ヘ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
今里郷
道土井郷
三日ノ浦郷

五区　
第2018号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
別当崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町道土井
郷別当崎標識Ａ
２　同郡同町同郷別当崎東側大
岩標識
（１から南方海岸沿いに２２メート
ルのところ）
３　同郡同町同郷別当崎標識Ｂ
（２から南方護岸沿いに１３５メー
トルのところ）

イ　１から１５０度
　　４２メートルのところ
ロ　１から１５０度
　　８２メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　９０メートルのところ
ニ　３から１８０度
　　９０メートルのところ
ホ　３から１８０度
　　５０メートルのところ
へ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
今里郷
道土井郷
三日ノ浦郷

五区　
第2020号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
蔵ノ小島南東側
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
蔵ノ小島南東端標識
２　同郡同町同郷蔵ノ小島東側
標識

イ　1から352度の直線と2から90度
の直線との交点

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2021号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
蔵小島南側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
蔵小島南西端標識
２　同郡同町同郷蔵小島南東端
標識

イ　１から１８０度
　　８５メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　８５メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2022号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
蔵小島南側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
蔵小島南西端標識
２　同郡同町同郷蔵小島南東端
標識

イ　１から１８０度
　　８５メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2023号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
多佐浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷深浦鼻北東標識
２　同郡同町同郷多佐浦標識
（1から南方海岸沿いに328メート
ルのところ）

イ　１から７１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から７１度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から７１度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から７１度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2024号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
加勢ノ浦
地先

次の１と４を結んだ直線、２と３を
結んだ直線及び１から２、３から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷立岩鼻西側標識
２　同郡同町同郷荒の岩鶴の木
橋
３　同郡同町同郷三ヶ月鼻標識
４　同郡同町同郷宝崎鼻東端標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2025号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
船隠
地先

次の１と２を結んだ直線と２から
１に至る最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷船隠北鼻築堤付根標識
２　同郡同町同郷船隠内鼻西築
堤突端標識

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷（佐尾を
除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）



五区　
第2026号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
ポッポンナ鼻
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷ポッポンナ潮ひき鼻南東端標
識
２　同郡同町同郷ポッポンナ鼻
西端標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2027号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
ポッポンナ鼻
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷ポッポンナ潮ひき鼻南東端標
識
２　同郡同町同郷ポッポンナ鼻
西端標識

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2028号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
八王島北西側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷八王島北端西側標識
２　同郡同町同郷八王島南西端
西側標識
３　同郡同町同郷下り松南岸標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷（佐尾を
除く）
若松郷（神部・土
井ノ浦を除く）

五区　
第2029号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
八王島
南側
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷八王島南端標識
２　同郡同町同郷八王島東側標
識

イ　１から１３０度
　　８０メートルのところ
ロ　２から１３０度
　　８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2030号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
姥ヶ浦
地先

次の１、２、イ、４の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷姥ヶ浦西側鼻標識
２　同郡同町同郷姥ヶ浦東側鼻
標識Ａ
３　同郡同町同郷姥ヶ浦東側鼻
標識Ｂ
４　同郡同町同郷五郎島東鼻標
識

イ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2031号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
松中島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷松中島西端
２　同郡同町同郷松中島南西鼻
標識
３　同郡同町同郷松中島東端
４　同郡同町同郷清蔵ヶ首北鼻
標識
５　同郡同町同郷清蔵ヶ首南鼻
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ
ハ　３から１８０度
　　１３５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2032号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
弥五郎島
地先

次の１と４を結んだ直線、２と３を
結んだ直線及び１から２に至る
最高高潮時海岸線、３から４に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷弥五郎島北端標識
２　同郡同町同郷弥五郎島南端
標識
３　同郡同町同郷小瀬戸北端標
識
４　同郡同町同郷小瀬戸東端標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2033号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
猪ノ木浦
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷猪木浦南西岸標識
２　同郡同町同郷猪木浦北岸標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2034号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
盆ヶ浦
地先

次の１と４を結んだ直線、２と３を
結んだ直線及び１と２、３と４に
至る各最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷甚左ヶ浦海岸標識Ｂ
２　同郡同町同郷甚左ヶ浦海岸
南西側標識
（１から南西海岸沿い方向に２０
０メートルのところ）
３　同郡同町同郷二番山鼻南西
奥側標識
４　同郡同町同郷二番山鼻標識
Ｂ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2035号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
西神ノ浦郷
男鹿ノ浦
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町西神ノ
浦郷男鹿ノ浦標識Ｅ
２　同郡同町同郷男鹿ノ浦標識
Ｄ
３　同郡同町同郷男鹿ノ浦鼻標
識Ａ
４　同郡同町同郷男鹿ノ浦標識
Ｃ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）



五区　
第2036号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
桐古里郷
カズラ島
地先

次の１、２の各点を結んだ直線
及び最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町桐古里
郷カズラ島東岸１号標識
２　同郡同町同郷カズラ島東岸２
号標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2037号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
字若ノ浦
牛木戸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町榊ノ浦
郷字若ノ浦牛木戸護岸標識Ａ
（波止付根から南方海岸沿いに
４７メートルのところ）
２　同郡同町同郷字若ノ浦牛木
戸護岸標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１６０メー
トルのところ）

イ　１から２４０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２４０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２４０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２４０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区　
第2038号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
水ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町榊ノ浦
郷水の浦海岸標識
（東経１２９度の地点石柱前）
２　同郡同町同郷水の浦鼻南端
標識

イ　１から１２０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から１２０度
　　５０メートルのところ
ハ　２から１２０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から１２０度
　　１０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区　
第2039号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
間伏郷
権現鼻
地先

次の１、ロ、２、３、ハ、４、ニ、イ
の各点を順次結んで１に至る各
直線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町間伏郷
権現鼻突端標識
２　同郡同町同郷権現鼻北側海
岸標識
３　同郡同町同郷白鳥南側海岸
標識
４　同郡同町同郷白鳥鼻西端標
識

イ　１から２７０度
　　６０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ハ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２７８メートルのところ
ニ　４から２７０度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区　
第2040号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
間伏郷
白南風
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町間伏郷
白南風西岸標識Ａ
２　同郡同町同郷白南風西岸標
識Ｂ
３　同郡同町同郷白南風西岸標
識Ｃ

イ　１から６０度
　　５５メートルのところ
ロ　３から６０度
　　８８メートルのところ
ハ　３から６０度
　　２８メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷

五区　
第2041号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦大瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦柿ノ浦護岸
標識Ａ
２　同市同町浦柿ノ浦護岸標識
Ｂ
（１から北方海岸沿いに１６８メー
トルのところ）

イ　１から２９６度
　　６０メートルのところ
ロ　１から２９６度
　　１６０メートルのところ
ハ　２から２９６度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２９６度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第2042号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串白崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ホ、ヘの各点を
順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　五島市奈留町大串白崎護岸
小脇川排水口標識
２　同市同町大串皺ノ浦標識Ａ
３　同市同町大串皺ノ浦標識Ｂ

イ　１から４７度
　　１００メートルのところ
ロ　１から４７度
　　２２５メートルのところ
ハ　２から４７度
　　１６３メートルのところ
ニ　３から４７度
　　２６３メートルのところ
ホ　３から４７度
　　１５０メートルのところ
へ　２から４７度
　　５０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第2043号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
大串上方江神
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町大串上方江神
標識Ａ
（海松鼻北端から北方海岸沿い
に７４メートルのところ）
２　同市同町大串上方江神標識
Ｂ
（海松鼻北端から北方海岸沿い
に１９５メートルのところ）

イ　１から２３２度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２３２度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２３２度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から２３２度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第2044号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦宿輪松ケ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦宿輪オコ島
海岸排水口標識
２　同市同町浦宿輪オコ島海岸
標識
（１から南方海岸沿いに４８メート
ルのところ）
３　同市同町浦宿輪オコ島南東
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２３０メートルのところ
ハ　２から２８２度
　　２３５メートルのところ
ニ　２から２８２度
　　８５メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

五区　
第2045号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦鈴ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦鈴ノ浦標識
Ａ
（鈴ノ浦北防波堤付根から北方
海岸沿いに２９メートルのところ）
２　同市同町浦鈴ノ浦標識Ｂ
（鈴ノ浦北防波堤曲り角から防
波堤先端へ７０メートルのところ）

イ　１から７０度の直線と２から３２０
度の直線との交点
ロ　１から７０度
　　１１０メートルのところ
ハ　１から１９度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から３２０度
　　１９０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



五区　
第2046号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
猪之木町
永里永里鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市猪之木町永里永里鼻
南海岸標識Ａ
２　同市同町永里永里鼻南海岸
標識Ｂ
（１から西方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から１９１度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１９１度
　　６０メートルのところ
ハ　２から１９１度
　　６０メートルのところ
ニ　２から１９１度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
久賀町
蕨町
田ノ浦町
猪之木町

五区　
第2047号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
田ノ浦町
野園
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市田ノ浦町野園漁港防
波堤突端標識
２　同市同町野園漁港防波堤中
間標識
（１から北西方向に８０メートルの
ところ）

イ　１から３０度
　　９０メートルのところ
ロ　１から３０度
　　５０メートルのところ
ハ　２から３０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から３０度
　　９０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
久賀町
蕨町
田ノ浦町
猪之木町

五区　
第2048号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
奥浦町
赤瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を結ん
でイに至る各直線によって囲ま
れた区域

１　五島市奥浦町赤瀬北端標識
２　同市同町赤瀬西岸標識
（１から南方海岸沿いに５０メート
ルのところ）

イ　１から３４７度３０分
　　１９０メートルのところ
ロ　１から３４７度３０分
　　１７０メートルのところ
ハ　２から３４１度３０分
　　２２０メートルのところ
ニ　２から３４１度３０分
　　２４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

五区　
第2049号

五島ふくえ漁業協同組合

長崎県
五島市
戸岐町
嵯峨瀬
小島北
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市戸岐町嵯峨瀬小島北
東岸石垣角標識
２　同市同町嵯峨瀬小島北岸標
識
（１から西方海岸沿いに向かって
５０メートルのところ）

イ　１から３３２度
　　３５メートルのところ
ロ　１から３３２度
　　５５メートルのところ
ハ　２から３３２度
　　８０メートルのところ
ニ　２から３３２度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
戸岐町
奥浦町
平蔵町

五区　
第2050号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
唐船之浦郷
団助鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町唐船之浦郷団
助鼻南側登り口標識
２　同市同町同郷団助桜鼻標識

イ　１から２２５度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２２５度
　　７０メートルのところ
ハ　２から２２５度
　　７０メートルのところ
ニ　２から２２５度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町
岐宿

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第2051号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
唐船之浦
三釜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町唐船之浦三釜
北東標識
２　同市同町唐船之浦三釜南西
標識

イ　１から１７６度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から１７６度３０分
　　２００メートルのところ
ハ　２から１３４度３０分
　　３００メートルのところ
ニ　２から１３４度３０分
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

五区　
第2052号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
唐船之浦
大曽根
地先

次の１、イ、ロ、２を順次結んだ
各直線、３と４を結んだ直線及び
１から４、２から３に至る各最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　五島市岐宿町唐船之浦大曽
根浦竹鼻南端標識
２　同市同町船之浦大曽根山平
西鼻畑跡石垣西角
３　同市同町船之浦大曽根浦畑
跡南端標識
４　同市同町船之浦大曽根浦竹
鼻標識

イ　１から１４３度
　　１３７メートルのところ
ロ　２から１４３度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

五区　
第2053号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
岐宿町
戸岐之首
箕下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市岐宿町戸岐之首箕下
海岸小川の鼻くずれ石垣標識
２　同市同町戸岐之首箕下海岸
ころび石標識

イ　１から２９８度
　　１２０メートルのところ
ロ　１から２９８度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から２９８度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から２９８度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
岐宿町

五区　
第2054号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
三井楽町
濱ノ畔
八崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市三井楽町濱ノ畔北内
側防波堤上部階段前標識
２　同市同町濱ノ畔北内側防波
堤中間電柱前標識
（１から北西側に７０メートルのと
ころ）

イ　１から７０度
　　１３０メートルのところ
ロ　１から７０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から７０度
　　８０メートルのところ
ニ　２から７０度
　　１３０メートルのところ

第1種 介類小
割式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
三井楽町
濱ノ畔

五区　
第2055号

五島漁業協同組合

長崎県
五島市
玉之浦町
荒川
河原浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市玉之浦町荒川長窄長
迫一番鼻西端標識
２　同市同町荒川内河原浦の鼻
北西端
３　同市同町荒川山ノ浦崎外河
原鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　３から３０３度
　　２５５メートルのところ
ハ　１と２を結ぶ直線上
　　１から６７５メートルのところ
ニ　３から２８度
　　３４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

五島市
玉之浦町
玉之浦
立谷
荒川
丹奈



五区第2056号 若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
松ヶ鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト
の各点を順次結んで１に至る各
直線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
松ヶ鼻北西端標識　２　同郡同
町同郷小島南岸標識　３　同郡
同町同郷松ヶ鼻南西端標識

イ　１と２を結ぶ直線上１から１００
メートルのところ　ロ　１から３０５度
３０分１６０メートルのところ　ハ　１
から２０６度１１８メートルのところ
ニ　１から２６６度７０メートルのとこ
ろ　ホ　３から２６４度７０メートルの
ところ　ヘ　３から２６４度２０メートル
のところ　ト　１から２６６度２０メート
ルのところ

第１種 介類垂
下式養殖業
（あこや貝を除
く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

五区　
第2500号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
小手ノ浦
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷小手ノ浦北岸南鼻標識
２　同郡同町同郷小手ノ浦北岸
東鼻標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第2501号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
小手ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を結ん
だ直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷小手ノ浦南岸西鼻標識
２　同郡同町同郷小手ノ浦南岸
中鼻標識

イ　１から０度
　　１００メートルのところ
ロ　２から０度
　　７３メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第2502号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
青木浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷青木浦海岸標識
２　同郡同町道土井郷青木沖瀬
鼻南西端
３　同郡同町同郷青木クサズミ
の鼻西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ロ　３から２７０度
　　１３８メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
道土井郷
飯ノ瀬戸郷

五区第3000号 新上五島真珠株式会社

長崎県
南松浦郡
新上五島町
道土井郷
青木浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線、２と３を結んだ
直線及び１から２、３から４に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町道土井
郷青木クサズミの鼻西端　2　同
郡同町同郷青木沖瀬鼻南西端
3　同郡同町同郷青木白崎鼻西
端　4　同郡同町同郷青木黒崎
南西端　5　同郡同町飯ノ瀬戸郷
青木浦西岸標識
（松ケ枝鼻突端から北方海岸沿
いに１５０メートルのところ）

イ　１から２７０度
７０メートルのところ　ロ　３から２７０
度
３００メートルのところ　ハ　４と５を
結ぶ直線上
４から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

五区第3001号 有限会社川口真珠

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
荒川
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町荒川郷
トン石鼻南端　2　同郡同町同郷
折口鼻南端
（荒川河口西岸石垣角から西方
海岸沿いに２００メートルのとこ
ろ）

イ　１から１８０度
５０メートルのところ　ロ　１から１８０
度
１５０メートルのところ　ハ　２から１８
０度
１３０メートルのところ　二　２から１８
０度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

五区第3002号 藤原幹雄外１名

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
先浦北西端
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点
を順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町荒川郷
先浦北西端標識Ａ　2　同郡同町
同郷先浦北西端標識Ｂ　3　同郡
同町同郷先浦北西端標識Ｃ

イ　１から６０度
５０メートルのところ　ロ　２から０度
１１０メートルのところ　ハ　３から３５
０度
１１０メートルのところ　二　３から３１
０度
３５メートルのところ　ホ　２から０度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

五区第3003号 山口喜三郎外１名

長崎県
五島市
奈留町
大串
上方江神
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　五島市奈留町大串上方江神
標識Ｂ
（海松鼻北端から北方海岸沿い
に１９５メートルのところ）　2　同
市同町大串上方江神標識Ｃ
（海松鼻北端から北方海岸沿い
に２４５メートルのところ）

イ　１から２３２度
６０メートルのところ　ロ　１から２３２
度
１６０メートルのところ　ハ　２から２３
２度
１５０メートルのところ　二　２から２３
２度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区第3004号 山口喜三郎外１名

長崎県
五島市
奈留町
浦
中大瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　五島市奈留町浦相の浦港三
本松防波堤Ａ北側付根標識　2
同郡同町浦相の浦港三本松防
波堤Ａ標識
（１から西方三本松防波堤Ａ沿い
に１００メートルのところ）

イ　１から０度
２５０メートルのところ　ロ　１から０
度
３５０メートルのところ　ハ　２から０
度
３５０メートルのところ　二　２から０
度
２５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区第3005号 山口喜三郎外１名

長崎県
五島市
奈留町
浦
大瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　五島市奈留町浦字大瀬岩村
初枝宅地前標識　2　同市同町
浦柿ノ浦護岸標識Ａ
（１から北方海岸沿いに８０メート
ルのところ）

イ　１から２９６度
５０メートルのところ　ロ　１から２９６
度
１５０メートルのところ　ハ　２から２９
６度
１６０メートルのところ　二　２から２９
６度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区第3500号 堤田敏和

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町網上郷
川口辰夫氏宅前護岸南角標識
2　同郡同町同郷男鹿泊護岸標
識
（１から北方護岸沿いに１４５メー
トルのところ）

イ　１から９０度
２２０メートルのところ　ロ　１から９０
度
３６０メートルのところ　ハ　２から９０
度
３３０メートルのところ　二　２から９０
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年9月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

五区　
第3501号

山田　大

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
馬ノ足形
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷馬ノ足形南端標識
２　同郡同町同郷馬ノ足形東側
護岸標識
３　同郡同町同郷梼ノ木泊湾東
岸標識Ａ(松屋一吉宅前)
４　同郡同町同郷梼ノ木泊湾東
岸標識Ｂ(Ａから護岸沿い南方向
に５３メートルのところ)
５　同郡同町同郷馬ノ足形東側
から東へ２２５メートルのところ)

イ　５から１８０度
　　７５メートルのところ
ロ　５から１８０度
　　１５メートルのところ

第1種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -



五区　
第3502号

株式会社　山田水産

長崎県
南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
高旅
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　南松浦郡新上五島町榊ノ浦
郷高旅白石海岸標識
２　同郡同町同郷高旅内鼻南端
波止標識

第1種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

五区　
第4000号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
網上郷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町網上郷
川口辰夫氏宅前護岸南角標識
２　同郡同町同郷男鹿泊護岸標
識
（１から南方護岸沿いに１５０メー
トルのところ）

イ　１から９０度
　　２２０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　３６０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　３１０メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第4001号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
続浜ノ浦郷加瀬川
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町続浜ノ
浦郷浜ノ浦海岸標識
２　同郡同町同郷恵比須鼻西鼻
北端標識

イ　１から９０度
　　１９０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
奈摩郷
網上郷
青方郷
船崎郷
相河郷
三日ノ浦郷
今里郷
続浜ノ浦郷

五区　
第4002号

上五島町漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷
ソーヅカ浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線、３と４を結んだ直線及
び２から３、４から１に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬
戸郷松ヶ鼻南西端標識
２　同郡同郷ソーヅカ浦西鼻南
東端標識
３　同郡同郷ソーヅカ浦標識Ａ
４　同郡同郷ソーヅカ浦標識Ｂ

イ　１から１７１度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
南松浦郡
新上五島町
飯ノ瀬戸郷

五区　
第4004号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
荒川郷
元倉
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町荒川郷
赤ハエ鼻西端
２　同郡同町同郷長瀬鼻南端
３　同郡同町同郷平バエ鼻南東
端

イ　１から２２５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２２５度
　　１００メートルのところ
ハ　２から２２５度
　　１２０メートルのところ
ニ　３から１８０度
　　１５０メートルのところ
ホ　３から１８０度
　　５０メートルのところ
へ　２から２２５度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第4005号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
ドシャクナ浦
地先

次の１、イ、ロ、７の各点を順次
結んだ各直線、２、３、４の各点
を順次結んだ各直線、５と６を結
んだ直線及び１から２、４から５、
６から７に至る各最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷竹下鼻南西端標識
２　同郡同町同郷竹下鼻南東端
標識
３　同郡同町同郷竹下鼻標識Ａ
４　同郡同町同郷竹下鼻標識Ｂ
５　同郡同町同郷竹下鼻標識Ｃ
６　同郡同町同郷竹下鼻標識Ｄ
７　同郡同町同郷築地浦鼻西端
標識
８　同郡同町同郷長瀬東岸標識
Ａ
（長瀬北端から南側方向１２０
メートルのところ）

イ　１から２２６度
　　１４０メートルのところ
ロ　７と８を結ぶ直線上
　　７から１２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第4006号

若松町中央漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
宿ノ浦郷
築地鼻
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、５と６を結んだ直
線及び１から６、４から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷第２築地鼻北東端
２　同郡同町同郷竹下鼻標識Ｂ
３　同郡同町同郷築地浦鼻南側
標識
４　同郡同町同郷小長瀬北端標
識
５　同郡同町同郷小長瀬西岸標
識
６　同郡同町同郷築地鼻長瀬東

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２５０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
荒川郷
西神ノ浦郷
宿ノ浦郷
桐古里郷
（佐尾を除く）
若松郷
（神部・土井ノ浦を
除く）

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第4007号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
船廻
楽子尻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町船廻楽子尻護
岸標識Ａ
２　同市同町船廻楽子尻護岸標
識Ｂ
（１から北方海岸沿いに１００メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

五区　
第4008号

奈留町漁業協同組合

長崎県
五島市
奈留町
浦中大瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　五島市奈留町浦相の浦港三
本松防波堤Ａ北側付根標識
２　同市同町浦相の浦港三本松
防波堤Ａ標識
（１から西方三本松防波堤Ａ沿い
に１００メートルのところ）

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から０度
　　２５０メートルのところ
ハ　２から０度
　　２５０メートルのところ
ニ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
五島市
奈留町

１．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

五区　
第4500号

若松漁業協同組合

長崎県
南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
高旅
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　南松浦郡新上五島町榊ノ浦
郷高旅白石海岸標識
２　同郡同町同郷高旅内鼻南端
波止標識

イ　１から２１９度３０分
　　５０メートルのところ
ロ　２から２３９度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成３０年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

南松浦郡
新上五島町
榊ノ浦郷
間伏郷
漁生浦郷



対区
第500号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
鰐浦
矢びつ
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４、ホ、５
の各点を順次結んだ各直線、
６、７、８の各点を順次結んだ各
直線、９と１０を結んだ直線及び
１から１０、９から８、６から５に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町鰐浦矢びつ
鬼ケ浦中州標識
２　同市同町鰐浦矢びつ黒魚角
標識
３　同市同町鰐浦聖殿サマ突端
標識
４　同市同町鰐浦割崎鼻東端
５　同市同町鰐浦割崎鼻西端
６　同市同町鰐浦滝浜突端排水
口標識
７　同市同町鰐浦滝浜広瀬のは
なれ頂上
８　同市同町鰐浦滝浜４６４番地
納屋場先石垣西角標識
９　同市同町鰐浦内矢びつ南側
突端標識
１０　同市同町鰐浦内矢びつ北
側突端標識

イ　１から３２０度
　　３０メートルのところ
ロ　２から１５度
　　１５０メートルのところ
ハ　３から３３７度
　　２５０メートルのところ
ニ　３から３３７度
　　２５メートルのところ
ホ　４から３１５度
　　１１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
鰐浦

対区
第501号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
鰐浦海老島
地先

次の１と２を結んだ直線、３と４を
結んだ直線及び１から３、２から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町鰐浦沖海老
島南西端
２　同市同町鰐浦灘海老島南端
３　同市同町鰐浦沖海老島南東
端
４　同市同町鰐浦灘海老島北端

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
鰐浦

対区
第502号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
豊島の浦田ノ際
地先

次のイ、ロ、２、ハの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町豊島の浦在
長瀬鼻標識
２　同市同町豊島の浦南条崎標
識

イ　１から１００度
　　１００メートルのところ
ロ　２から９７度
　　１００メートルのところ
ハ　２から１５度３０分
　　１７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
豊
泉

対区
第503号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
泉
立目
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町泉立目東側
突端標識
２　同市同町泉立目西側突端標
識

イ　１から１８０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
泉
豊

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第504号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
泉向かえ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町泉向かえ北
側岸壁標識
２　同市同町泉向かえ南側岸壁
標識

イ　１から３０５度
　　１０メートルのところ
ロ　１から３０５度
　　８０メートルのところ
ハ　２から３０５度
　　１５メートルのところ
ニ　２から３０５度
　　８５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
泉
豊

対区
第505号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
西泊
ハタケジリ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町西泊ワリダ
ニ河口入口標識
２　同市同町西泊ヒララ突端標
識
３　同市同町西泊ハタケジリ標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ハ　３から１５９度
　　１００メートルのところ
ニ　３から１５９度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
西泊
古里
比田勝
網代

対区
第506号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
網代金崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町網代金崎北
端
２　同市同町網代金崎西岸標識
Ａ
３　同市同町網代夕影浦曲崎北
東端標識

イ　１から３１０度
　　１４０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
西泊
古里
比田勝
網代

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第507号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
唐舟志
コフの際滝の下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町唐舟志コフ
の際滝の下崎南端
２　同市同町唐舟志コフの際イ
ゲナダ岩標識

イ　１から２３０度
　　７５メートルのところ
ロ　１から２３０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から２１８度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２１８度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
津和
浜玖須
大増

対区
第508号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
唐舟志
瀬戸
瀬戸口崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町唐舟志瀬戸
カジカ崎東端
２　同市同町唐舟志瀬戸瀬戸口
崎南端
３　同市同町唐舟志瀬戸瀬戸の
浜標識
（２から西方海岸沿いに７０メート
ルのところ）

イ　１から１０７度
　　４０メートルのところ
ロ　１から１０７度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１５０メートルのところ
ニ　３から１７０度
　　１３０メートルのところ
ホ　３から１７０度
　　３０メートルのところ
へ　２から１５０度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
浜玖須
大増



対区
第509号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
オヨコチが浦
アクゾウ崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び２から３、４から１に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒オヨ
コチが浦赤崎航路標識灯
２　同市同町五根緒オヨコチが
浦小赤崎北端標識
３　同市同町五根緒オヨコチが
浦小赤崎東端標識
４　同市同町五根緒オヨコチが
浦アクゾウ崎西端標識

イ　１から０度
　　４０メートルのところ
ロ　２から３５１度
　　２２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第510号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
オヨコチが浦
女瀬浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒オヨ
コチが浦女瀬鼻東端
（南風泊口標識）
２　同市同町五根緒波止鼻北端

イ　２から３０度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第511号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
琴エビス崎
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町琴折瀬北端
２　同市同町琴エビス鼻南海岸
標識

イ　１から９０度
　　８０メートルのところ
ロ　２から７２度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から７２度
　　９０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第512号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
芦見
浅黄瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町芦見平瀬内
オカイソ標識
２　同市同町芦見トガ崎南西端
標識
３　同市同町芦見平瀬南突端標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２８メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２００メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
芦見

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第513号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
芦見
剣島北
地先

次のイ、ロ、２の各点を順次結ん
でイに至る各直線によって囲ま
れた区域

１　対馬市上対馬町芦見剣島防
波堤根本標識
２　同市同町芦見剣島防波堤北
東端標識
３　同市同町芦見赤瀬北東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から６５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
芦見

対区
第514号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
芦見
剣島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町一重外防波
堤北端標識
２　同市同町一重外防波堤標識
（一重外防波堤北端から８０メー
トルのところ）
３　同市同町一重内防波堤北標
識（内防波堤付根から１３メート
ルのところ）
４　同市同町一重内防波堤標識
（内防波堤付根から８２メートル
のところ）

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　３と１を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ハ　４と２を結ぶ直線上
　　４から３０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
一重

対区
第515号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
小鹿
松島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町小鹿松島南
西端標識
２　同市同町小鹿松島外防波堤
標識（防波堤付根から４０メート
ルのところ）
３　同市同町小鹿松島北西防波
堤付根ブロック
４　同市同町小鹿松島海水浴場
灯台跡標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
小鹿

１．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第516号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
小鹿
鹿打
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町小鹿防波堤
付根
２　同市同町小鹿中防波堤標識
（防波堤付根から１３０メートルの
ところ）
３　同市同町小鹿下瀬南西端
４　同市同町小鹿中瀬北東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３００メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２７０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１０月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
小鹿

対区
第517号

峰町東部漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
櫛竹ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市峰町櫛ニヌの鼻南端
標識
２　同市同町櫛松下の鼻標識

イ　１から２３５度
　　７０メートルのところ
ロ　２から２４５度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
峰町
櫛

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第518号

峰町東部漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
櫛飯盛
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線及び１から２に至
る最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市峰町櫛たかの巣鼻標
識
２　同市同町櫛銭島中鼻標識

イ　１から１８３度
　　１１０メートルのところ
ロ　２から２３１度
　　１１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
峰町
櫛

１．イの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第519号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
曽こうご崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を結ん
だ各直線と１から２に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町曽こうご崎内
の鼻標識
２　同市同町曽こうご崎西端標
識

イ　１から１２度
　　９０メートルのところ
ロ　２から１２度
　　１４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第520号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻サスロ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻サスロ
コウゴ崎東岸標識Ｃ
２　同市同町千尋藻サスロナカ
ウリ鼻東端

イ　１から１１８度３０分
　　１４０メートルのところ
ロ　１から１１８度３０分
　　２７０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　２００メートルのところ
ニ　２から９０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦



対区
第521号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻
尾崎浦
地先

次の１、イ、２を結んだ各直線と
１から２に至る最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻尾崎浦
コチボウ鼻北西端
２　同市同町尾崎浦南端

イ　２から１３４度３０分
　　１８５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第522号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦立石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦立石岩北
端標識
２　同市同町横浦標識Ａ
（１から南西方海岸沿いに３４０
メートルのところ）

イ　１から０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から０度
　　１００メートルのところ
ハ　２から０度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第523号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
千切島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦飛下り標
識
２　同市同町横浦切形標識

イ　１から１０２度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１０２度
　　１０メートルのところ
ハ　２から１０２度
　　８０メートルのところ
ニ　１から１０２度
　　１２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

対区
第524号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
キヨ浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦見世浦見
世崎南西端標識
２　同市同町横浦見世浦千切島
南突端標識

イ　１から１８０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

対区
第525号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
白子浜中瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦白子浜標
識Ａ
２　同市同町横浦白子浜標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに２００メー
トルのところ）

イ　１から６７度
　　５０メートルのところ
ロ　１から６７度
　　２００メートルのところ
ハ　２から６７度
　　１９０メートルのところ
ニ　２から６７度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第526号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
一重崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨クブズラ
鼻南標識
２　同市同町嵯峨一重崎北標識

イ　１から１２１度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１２１度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から１２１度
　　１７０メートルのところ
ニ　２から１２１度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第527号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱赤土
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と１から２に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町小綱赤土標識
２　同市同町小綱クジラ瀬標識

イ　２から３５０度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第528号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
銘カニヤリ
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町銘サラゴ大岩
標識
２　同市同町銘マブチの鼻標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小網
志多浦
銘
田
大綱

対区
第529号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
田二又
地先

次の１と２結んだ直線、３、イ、５
の各点を順次結んだ各直線及び
２から３、５から１に至る各最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　対馬市豊玉町田海岸標識
２　同市同町田丸島西端
３　同市同町田丸島北端
４　同市峰町木坂木坂鼻西端
５　同市豊玉町田車鼻突端

イ　５と４を結ぶ直線上
　　５から１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第530号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
田田ノ浜
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んだ各直線と１から２に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市豊玉町田オモト中鼻
突端標識
２　同市同町田大土手川口東側
突角標識
３　同市同町田大土手第二水門
西側標識

イ　１から０度
　　８０メートルのところ
ロ　３から０度
　　１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第531号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
田赤崎
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町田赤崎北標識
２　同市同町田丸島北端標識
３　同市同町田タシマ鼻突端標
識
４　同市同町田赤崎南標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小網
志多浦
銘
田
大綱

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第532号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
狩尾松ケ浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町狩尾げじ鼻突端
標識
２　同市同町狩尾新崎南東端標
識

イ　１から１８０度
　　３０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳



対区
第533号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
白子
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町賀谷白子小
白子海岸標識
２　同市同町賀谷白子白子浦西
岸標識
（基点１から北方海岸沿いに１２
０メートルのところ）

イ　１から７０度３０分
　　１５０メートルのところ
ロ　１から７０度３０分
　　２５０メートルのところ
ハ　２から７０度３０分
　　１５０メートルのところ
ニ　２から７０度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第534号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
白子
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、の各点を順
次結んでイに至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町賀谷白子小
白子海岸標識Ａ
２　同市同町賀谷白子小白子海
岸標識Ｂ
（１から南東方海岸線上７０メート
ルのところ）
３　同市同町賀谷白子白子崎突
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ハ　２から５７度３０分
　　２４０メートルのところ
ニ　２から５７度３０分
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第535号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
岡ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町賀谷岡ノ島
西端標識
２　同市同町賀谷岡ノ島東端標
識

イ　１から１９５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１９５度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１９５度
　　１３５メートルのところ
ニ　２から１９５度
　　３５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市美津島町
賀谷芦浦

１．ロ、ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第536号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
茂崎
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町賀谷茂崎標
識
２　同市同町賀谷馬捨場海岸標
識
３　同市同町賀谷屋敷畑山山頂

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１１０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第537号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
高岩
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町芦浦明神崎
南東鼻標識
２　同市同町芦浦枇杷の木の鼻
標識
３　同市同町芦浦オオビワの鼻
標識

イ　２から１３５度
　　１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第538号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
白木浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬徳市
段畠の鼻標識
２　同市同町鴨居瀬白木浦北口
鼻標識
３　同市同町鴨居瀬芦浦明神崎
突端標識
４　同市同町鴨居瀬オオビワの
鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越
芦浦

対区
第539号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
七ツ釜浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町鴨居瀬七ツ
釜浦南口鼻標識
２　同市同町鴨居瀬七ツ釜浦北
口鼻標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第540号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
沖ノ島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬源平
窪西鼻標識
２　同市同町鴨居瀬源平窪東鼻
標識

イ　１から２０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２８度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第541号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
白浜崎北
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬白浜
崎東標識
２　同市同町鴨居瀬白浜崎西標
識

イ　１から１２９度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１２９度
　　１１０メートルのところ
ハ　２から１２９度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１２９度
　　４５メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第542号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
竹崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬竹崎
東標識
２　同市同町鴨居瀬竹崎西標識

イ　１から１６５度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１６５度
　　２９０メートルのところ
ハ　２から１６５度
　　２８０メートルのところ
ニ　２から１６５度
　　７０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第543号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
住吉鯨浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町鴨居瀬住吉
鯨浦南口鼻標識
２　同市同町鴨居瀬住吉鯨浦北
口鼻標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第544号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
カラスミズ
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬カラ
スミズ北標識
２　同市同町鴨居瀬カラスミズ南
標識

イ　１から１５４度
　　２００メートルのところ
ロ　２から１０９度
　　２７０メートルのところ
ハ　２から１０９度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第545号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
コボトケ
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越長畑
北標識
２　同市同町小船越小仏島南西
端
３　同市同町小船越大仏突端標
識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越



対区
第546号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
ナシリ北
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越大仏
突端標識
２　同市同町小船越加瀬浦池畠
内鼻北東標識
３　同市同町鴨居瀬ヘウ崎西岸
標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ
ハ　２から８８度
　　４０メートルのところ
ニ　２から８８度
　　２００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市美津島町
鴨居瀬小船越

１．ロ、ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第547号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
ナシリ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越加瀬
浦池畠内鼻北東標識
２　同市同町小船越ナシリ南標
識

イ　１から８８度
　　１００メートルのところ
ロ　１から８８度
　　２６０メートルのところ
ハ　２から８８度
　　２７５メートルのところ
ニ　２から８８度
　　１１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第548号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
黒島
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬黒島
ヘウ崎西岸標識
２　同市同町鴨居瀬黒島島の前
海岸中央標識
３　同市同町小船越国崎南端
４　同市同町小船越加瀬浦池鼻
内北東標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１７０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２４０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第549号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
黒島
南西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬黒島
島の前海岸中央標識
２　同市同町鴨居瀬黒島島の南
標識

イ　１から２４８度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２４８度
　　２３０メートルのところ
ハ　２から２４８度
　　１９０メートルのところ
ニ　２から２４８度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第550号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
元犬吠
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町犬吠元犬吠
西端標識
２　同市同町犬吠国崎東端標識

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２５０メートルのところ
ニ　１から１８０度
　　２５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

１．ニ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第551号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠沖防波堤
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町犬吠沖防波
堤南端標識
２　同市同町犬吠沖防波堤北端
標識

イ　１から１０１度
　　６０メートルのところ
ロ　２から１０１度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第552号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
ウナンコウ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保黒崎
東鼻標識
２　同市同町黒崎柴原敷地護岸
西角

イ　１から２２８度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２２８度
　　４０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第553号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
黒崎
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線及び１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町久須保黒崎
突端標識
２　同市同町久須保黒崎東鼻標
識

イ　２から２２８度
　　５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第554号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
うぜ鼻
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保池の
浦対岸標識
２　同市同町久須保うぜ鼻標識

イ　１から０度
　　１０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第555号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
緒方
トミ丸崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び２から４、３から１に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町緒方トミ丸崎
北端標識
２　同市同町緒方御崎北端標識
３　同市同町緒方御崎南標識
４　同市同町緒方御崎南標識対
岸標識

イ　１から３４３度
　　２０メートルのところ
ロ　２から３４３度
　　２０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第556号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
チヨガセ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大船越チヨ
ガセ西標識
２　同市同町大船越チヨガセ東
標識

イ　１から１８０度
　　１５０メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　１５０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第557号

厳原町漁業協同組合

長崎県
対馬市
厳原町
浅藻
地先

次の１、５、イ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市厳原町浅藻浅藻川河
口堤防東標識
２　同市同町浅藻大浜海岸堤防
標識
（堤防北端から南方海岸沿いに
１３メートルのところ）
３　同市同町浅藻松井浜護岸標
識
（永泉寺から２を見通す直線上）
４　同市同町浅藻浅藻漁港南防
波堤突端標識
５　同市同町浅藻浅藻川河口堤
防西標識
６　同市同町浅藻浅藻川天道橋
東側付根標識

イ　２と３を結ぶ直線と
　　６と４を結ぶ直線との交点

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
厳原町
浅藻



対区
第558号

阿須湾漁業協同組合

長崎県
対馬市
厳原町
阿須
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市厳原町阿須黒岩鼻標
識
２　同市同町阿須南防波堤付根
標識
３　同市同町曲東防波堤付根標
識
４　同市同町曲沖消波堤西端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
厳原町
阿須
北里
東里

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第559号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
田の浜
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町加志田の浜
海岸標識
２　同市同町加志横浜海岸標識

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第560号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
加志川河口東岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町加志加志川
河口東岸標識Ａ
２　同市同町加志加志川河口東
岸標識Ｂ
（基点１から東方海岸沿いに７０
メートルのところ）
３　同市同町加志大島南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　２から１０度
　　６０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第561号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
加志川河口西岸
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町加志加志川
河口西岸角
２　同市同町加志加志浦西岸標
識
３　同市同町加志大島南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ

第1種 藻類養
殖業

９月１日
から
６月３０日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第800号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
白子
地先

次の１、２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町賀谷白子小
白子海岸標識
２　同市同町賀谷白子大白子海
岸標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第801号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町久須保かま
ぶた突端標識
２　同市同町久須保万関瀬戸南
岸西端標識

第1種 藻類養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1000号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
鰐浦
垣瀬谷浦
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んだ各直線と２から１に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市上対馬町鰐浦しっかり
ほこ崎突端
２　同市同町鰐浦しっかりほこ崎
北側標識
３　同市同町鰐浦垣瀬谷崎南西
端
４　同市同町鰐浦垣瀬千々瀬突
端
５　同市同町鰐浦垣瀬千々瀬標

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　３と５を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
鰐浦

対区
第1001号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
鰐浦うに島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町鰐浦うに島
ツボ浦標識
２　同市同町鰐浦うに島馬落標
識

イ　１から１８０度
　　２２７メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　２９０メートルのところ
ハ　２から１８０度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から１８０度
　　１４７メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
鰐浦

対区
第1002号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
鰐浦
海栗島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町鰐浦海栗島
うに崎南西端
２　同市同町鰐浦海栗島オミツ
ガ標識
３　同市同町鰐浦垣瀬千々瀬標
識Ａ

イ　１から１９０度
　　８０メートルのところ
ロ　１から１９０度
　　１００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
上対馬町
鰐浦

対区
第1003号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
網代
大浦
地先

次の１と４、２と３を結んだ各直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市上対馬町網代黒崎突
端標識
２　同市同町網代大浦白柱標識
３　同市同町網代大浦内鼻標識
４　同市同町網代浦牛の首北端
標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
西泊
古里
比田勝
網代

対区
第1004号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
唐舟志
瀬戸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町唐舟志瀬戸
深根崎南東端
２　同市同町唐舟志瀬戸深根中
鼻標識
３　同市同町唐舟志瀬戸カジカミ
内鼻標識
４　同市同町唐舟志瀬戸瀬戸口
崎南端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１９０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１１５メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
津和
浜玖須
大増



対区
第1005号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
唐舟志
萩島
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線と２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市上対馬町唐舟志セド
枯松中鼻奥端標識
２　同市同町唐舟志セド石垣突
角標識
３　同市同町唐舟志萩島北西端
標識
４　同市同町唐舟志萩島南端標
識

イ　４から２７０度
　　２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
津和
浜玖須
大増

対区
第1006号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
舟志
カルサ浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町舟志カルサ
浦崎北端標識
２　同市同町舟志観音崎突端標
識
３　同市同町舟志カルサ浦北口
標識
４　同市同町舟志高崎突端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1007号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
しらがおじ鼻
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒元五
根緒鼻北西端
２　同市同町舟志カルサ浦崎北
端
３　同市同町五根緒大名人鼻内
鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　３から２７０度
　　４５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1008号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
白石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒白石
標識
２　同市同町五根緒オタミ浦標
識

イ　１から７５度
　　７０メートルのところ
ロ　１から７５度
　　２８０メートルのところ
ハ　２から７５度
　　２８０メートルのところ
ニ　２から７５度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1009号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
名方浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒名方
浦標識Ａ
２　同市同町五根緒名方浦標識
Ｂ

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から０度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第1010号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
オヨコチが浦
白石
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒オヨ
コチが浦小赤崎北端標識
２　同市同町五根緒オヨコチが
浦白石標識

イ　１から３５１度
　　６０メートルのところ
ロ　２から３５１度
　　７０メートルのところ
ハ　２から３５１度
　　１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第1011号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
オヨコチが浦
アクゾウ崎
地先

次の２、１、３の各点を順次結ん
だ各直線と３から２に至る最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市上対馬町五根緒オヨ
コチが浦小赤崎東端
２　同市同町五根緒オヨコチが
浦アクゾウ崎西端
３　同市同町五根緒小赤崎浦内
鼻標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第1012号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
琴
郷ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町琴郷ノ浦護
岸標識

イ　１から２２０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２２０度
　　１２０メートルのところ
ハ　１から２４９度
　　１０５メートルのところ
ニ　１から２５７度
　　８５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第1013号

峰町東部漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
志越沖の浜
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町志越沖の浜の鼻
南端
２　同市同町志越赤瀬東端
３　同市同町志越沖の浜護岸排
水口上標識
（防波堤付根から東方防波堤沿
いに８５メートルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
佐賀
志多賀
志越
櫛

対区
第1014号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻
ナガエ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻コナガ
エ崎東端
２　同市同町千尋藻ナガエ浦護
岸南角標識
３　同市同町千尋藻横浦立石岩
北端標識
４　同市同町千尋藻ボウズ鼻北
端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３５０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３２０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第1015号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
鑓川
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町鑓川崎千畳敷
鼻標識
２　同市同町鑓川崎中鼻護岸角
標識

イ　１から１２０度
　　９０メートルのところ
ロ　２から１４１度
　　１１５メートルのところ
ハ　２から１４１度
　　１６０メートルのところ
ニ　１から１２０度
　　１３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1016号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
鑓川
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町鑓川防波堤付
根標識
２　同市同町鑓川先中鼻護岸階
段標識

イ　１から１５２度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１５２度
　　２３０メートルのところ
ハ　２から１５４度
　　２３０メートルのところ
ニ　２から１５４度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第1017号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦東鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦東鼻突端
標識
２　同市同町横浦長浜護岸標識
Ａ
３　同市同町横浦見世崎南西端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１３０メートルのところ
ハ　２から１１５度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１１５度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1018号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
横島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒横島防波
堤標識Ａ
２　同市同町貝鮒横島防波堤標
識Ｂ
（１から北東方防波堤沿いに１１
１メートルのところ）

イ　１から１４３度
　　８０メートルのところ
ロ　１から１４３度
　　２０９メートルのところ
ハ　２から１４３度
　　２０９メートルのところ
ニ　２から１４３度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
仁位
佐志賀
嵯峨
貝鮒
唐洲

１．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

対区
第1019号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲椎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲椎島防波
堤曲角標識
２　同市同町唐洲道下海岸標識
３　同市同町唐洲道下海岸松の
木下標識

イ　１から２２７度
　　１３０メートルのところ
ロ　２から１５７度
　　２７６メートルのところ
ハ　２から１５７度
　　９０メートルのところ
ニ　３から１５７度
　　１００メートルのところ
ホ　３から１５７度
　　６２メートルのところ
へ　１から３００度
　　２２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
仁位
佐志賀
嵯峨
貝鮒
唐洲

対区
第1020号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲椎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲椎島防波
堤曲角標識
２　同市同町唐洲道下海岸標識
３　同市同町唐洲道下海岸松の
木下標識

イ　１から２２７度
　　１３０メートルのところ
ロ　２から１５７度
　　２７６メートルのところ
ハ　２から１５７度
　　９０メートルのところ
ニ　３から１５７度
　　１００メートルのところ
ホ　３から１５７度
　　６２メートルのところ
ヘ　１から３００度
　　２２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
仁位
佐志賀
嵯峨
貝鮒
唐洲

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径４０メートルの円形生簀３
台、直径３０メートルの円形生簀６台、直径２０メートルの
円形生簀７台の規模を超えてはならない。ただし、経営
上必要な場合は、生簀の総面積が１０，２０８平方メート
ルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４，０４
７尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

対区
第1021号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
廻ヌカシ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、２、への
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町廻二又北東端
標識
２　同市同町廻シロ瀬突端標識
３　同市同町廻ヌカシ中瀬突端
標識

イ　１から６５度
　　１０メートルのところ
ロ　１から６５度
　　１００メートルのところ
ハ　２から４５度
　　１３５メートルのところ
ニ　３から３９度
　　３００メートルのところ
ホ　３から３９度
　　２００メートルのところ
へ　２から４５度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

対区
第1022号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲
ナガサキ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲字見元嶋
神社下鼻標識
２　同市同町字妙見妙見浦最終
電柱標識
３　同市同町廻シロ瀬北鼻北端
４　同市同町唐洲オトミョウ崎北
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ
ハ　１から２６５度
　　２４０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３１４平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1023号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲
ナガサキ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲妙見元嶋
神社下鼻標識
２　同市同町唐洲妙見妙見浦最
終電柱標識
３　同市同町廻シロ瀬北鼻北端
４　同市同町唐洲オトミョウ崎北
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ
ハ　１から２６５度
　　２４０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第1024号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲
ナガサキ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲妙見元嶋
神社下鼻標識
２　同市同町廻シロ瀬北鼻北端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３２０メートルのところ
ハ　１から２６８度
　　３４０メートルのところ
ニ　１から２６５度
　　２４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

対区
第1025号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
唐洲
ナガサキ鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲妙見元嶋
神社下鼻標識
２　同市同町廻シロ瀬北鼻北端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２２０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３２０メートルのところ
ハ　１から２６８度
　　３４０メートルのところ
ニ　１から２６５度
　　２４０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３１４平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

対区
第1026号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱深入
地先

次の１と２及び３と４を結んだ各
直線と１から３、２から４に至る各
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市豊玉町小綱深浦北岸
突端標識
２　同市同町小綱深浦南岸入口
突端標識
３　同市同町小綱深浦北岸大庭
畑石垣角標識
４　同市同町小綱深浦南岸標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第1027号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱
水が浦
地先

次の１、２、３、４の各点を順次結
んだ各直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町小綱弓が浦下
南鼻標識
２　同市同町小綱弓が浦下ノ瀬
西端標識
３　同市同町小綱水が浦とび瀬
南端
４　同市同町小綱水が浦南鼻突
端標識

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第1028号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱
中の島
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町小綱中の島北
端
２　同市同町小綱榎島北東端

イ　１から７５度
　　８０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径３０メートルの円形生簀７
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が４，９４９平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1029号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
賀佐
賀佐浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市峰町賀佐チンダ浦西
突端標識
２　同市同町狩尾扇崎南東端
３　同市同町狩尾中瀬突端
４　同市同町賀佐ざらご外の一
鼻突端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２３５メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１５５メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　４から４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

対区
第1030号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
賀佐
釜ぶた
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、２の各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町賀佐白帽子石垣
標識
（白帽子石垣西端から東方海岸
沿いに１０メートルのところ）
２　同市同町賀佐釜ぶた突端標
識
３　同市同町賀佐釜ぶた海岸標
識
４　同市同町狩尾漁協事務所前
護岸標識
５　同市同町狩尾バス停前標識
（鑓の川橋南西端より南西へ３７

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と５を結ぶ直線上
　　１から１５０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ニ　３から２９２度
　　１２０メートルのところ
ホ　３から２９２度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1031号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
狩尾
小松崎
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市峰町狩尾小松崎石垣
南西端標識
２　同市同町狩尾小松崎護岸東
階段付根標識
３　同市同町狩尾扇崎南東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５５メートルのところ
ハ　２から２２２度３０分
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳



対区
第1032号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
狩尾
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町狩尾漁協加工施
設敷地西端護岸標識
２　同市同町狩尾扇崎神社前護
岸東端標識
３　同市同町狩尾賀佐カサ鼻西
端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1033号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
鳴尾
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、４の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　対馬市美津島町賀谷クニサ
ン標識
２　同市同町賀谷鳴尾内鼻標識
３　同市同町賀谷鳴尾中鼻標識
４　同市同町賀谷鳴尾外鼻標識

イ　１から１９８度
　　４０メートルのところ
ロ　２から１９８度
　　４０メートルのところ
ハ　２から１９８度
　　５０メートルのところ
ニ　３から１９８度
　　５０メートルのところ
ホ　４から１６３度
　　４０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第1034号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
賀谷
屋敷畑
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町賀谷屋敷畑
住井屋敷標識
２　同市同町賀谷屋敷畑山営屋
敷標識

イ　１から１５０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１５０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第1035号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
源平湾
地先

次の1、イ、2を結んだ直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬源平
窪西鼻標識
２　同市同町鴨居瀬源平湾北鼻
標識
３　同市同町鴨居瀬赤島防波堤
突端標識

イ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市美津島町
鴨居瀬小船越

対区
第1036号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町芦浦シラサ
ブロウ鼻標識
２　同市同町芦浦モリゴエ鼻標
識
（基点１から東方海岸沿いに１７
０メートルのところ）

イ　１から１０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１０度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第1037号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
海落浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬徳市
段畠の鼻標識
２　同市同町鴨居瀬幸崎神崎鼻
標識
３　同市同町鴨居瀬海落浦海落
崎北端標識
４　同市同町鴨居瀬海落浦大平
崎影側標識
５　同市同町鴨居瀬海落浦東岸
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　３から３１１度
　　４０メートルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　４から３０メートルのところ
ニ　４と５を結ぶ直線上
　　４から７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1038号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
幸崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬海落
浦海落崎突端標識
２　同市同町鴨居瀬幸崎幸崎鼻
西端標識
３　同市同町鴨居瀬猪ノ子島東
端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　２から２６１度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２６１度
　　１５メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1039号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
ホクソが浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬ホク
ソが浦鼻北端標識
２　同市同町鴨居瀬ホクソが浦
標識

イ　１から３５０度
　　８０メートルのところ
ロ　２から３５０度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1040号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
寺島西岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬寺島
北西護岸北端角標識
２　同市同町鴨居瀬寺島南西の
鼻松の下標識
３　同市同町鴨居瀬小鹿の鼻標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ロ　２から２６７度
　　６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1041号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
寺島南
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、３の各点を
順次結んでイに至る直線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬寺島
南端海岸標識
２　同市同町鴨居瀬仁兵衛島南
端標識
３　同市同町鴨居瀬仁兵衛島東
岸中標識

イ　１から１８０度
　　５メートルのところ
ロ　１から１８０度
　　６５メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１０５メートルのところ
ニ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1042号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
海徳島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、３の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬海徳
島北東端標識
２　同市同町鴨居瀬海徳島中浦
南東端標識
３　同市同町鴨居瀬海徳島南端
標識
４　同市同町鴨居瀬沖ノ島西端
標識
５　同市同町鴨居瀬沖ノ島北端
標識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ
ハ　３から１２５度
　　２３０メートルのところ
ニ　３から１３６度３０分
　　１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第1043号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
沖ノ島西
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬沖ノ
島北端標識
２　同市同町鴨居瀬沖ノ島西端
標識
３　同市同町鴨居瀬海徳島南端
標識
４　同市同町鴨居瀬海徳島北東
端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1044号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
沖ノ島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、３の各点を順次結んだ各直
線と最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬沖ノ
島南東端標識
２　同市同町鴨居瀬沖ノ島南端
標識
３　同市同町鴨居瀬沖ノ島西端
標識
４　同市同町鴨居瀬小船越畠浦
キモエリ畠鼻東端標識

イ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から１２２度
　　９０メートルのところ
ハ　１から１６２度
　　２５０メートルのところ
ニ　１から１８０度
　　２５０メートルのところ
ホ　２から１８０度
　　１８０メートルのところ
へ　１から２３１度
　　１９０メートルのところ
ト　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀１０
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が３，１４０平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，６０
８尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第1045号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
島ノ壇島北西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬鏡山
島南端標識
２　同市同町鴨居瀬島ノ壇島西
端標識

イ　１から２７０度
　　２７０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　３８５メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　２４０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１３０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀３
台、直径１５メートルの円形生簀３台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
１，４７３平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、７５５尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

対区
第1046号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
畠浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越畠浦
肝入畠内鼻標識
２　同市同町小船越畠浦ツイキ
埋立地東端標識
３　同市同町小船越畠浦３６番
地標識
４　同市同町小船越畠浦南防波
堤突端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第1047号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
元犬吠鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町犬吠かげひ
ら鼻南東標識
２　同市同町犬吠防波堤標識

イ　１から１０２度
　　４０メートルのところ
ロ　１から１０２度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から９５度
　　５００メートルのところ
ニ　２から９５度
　　２００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀７
台、１０メートル×１０メートルの方形生簀２台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀
の総面積が２，３９８平方メートルを超えない範囲内で、
生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えな
い。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６３０尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第1048号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
玉調浦
地先

次の１、２、ロ、イの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保玉調
浦東三番鼻標識
２　同市同町黒崎南端標識
３　同市同町久須保此瀬南端標
識

イ　１から２９５度
　　１０５メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．１とイの間、１から８０ｍと１００ｍの点及び２とロの
間、２から１５５ｍと１７５ｍの点に夜間標識灯を設置しな
ければならない。



対区
第1049号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
ぼっぼんな浦
地先

次の１、イ、ロ、３、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大船越ぼっ
ぼんな鼻東端標識
２　同市同町大船越ぼっぼんな
浦南鼻北端標識
３　同市同町大船越ぼっぼんな
浦北鼻東端標識
４　同市同町大船越須保北風瀬
西鼻突端標識

イ　１から６３度
　　６０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀５
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，５７０平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、２，１１
３尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

対区
第1050号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
馬捨場
地先

次の１、イ、ロ、ハ、二、３の各点
を順次結んだ各直線と２から３に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大船越久須
保浦南鼻西端
２　同市同町大船越久須保浦北
鼻南西端
３　同市同町大船越たどうらの南
鼻西端

イ　１から１８０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から２４４度
　　１１５メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　５０メートルのところ
ニ　３から２７０度
　　５５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第1051号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
北風瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保かま
ぶた突端標識
２　同市同町大船越北風瀬西鼻
突端標識

イ　１から２７０度
　　７０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第1052号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
ヂヂババ鼻
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町久須保ヂヂ
ババ鼻突端標柱
２　同市同町久須保カガリ松鼻
突端標柱

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第1053号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
ハチノシリ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎クロバ
エ防波堤突端標識
２　同市同町尾崎ハチノシリ護岸
標識

イ　１から８２度
　　１５メートルのところ
ロ　１から８２度
　　４３０メートルのところ
ハ　２から１０５度
　　２００メートルのところ
ニ　２から１０５度
　　１０６メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径３０メートルの円形生簀１７
台、１２メートル×１２メートルの方形生簀２台、１０メート
ル×１０メートルの方形生簀１台の規模を超えてはならな
い。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が１２，
４０７平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規
格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1054号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
土寄崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎土寄崎
東岸Ａ標識
（北端から南方海岸沿いに７５
メートルのところ）
２　同市同町尾崎土寄崎東岸Ｂ
標識
（金子漁業施設護岸北端から北
東海岸沿いに２７メートルのとこ
ろ）
３　同市同町尾崎クロバエ防波
堤突端標識
４　同市同町尾崎横道角大岩標
識

イ　１から１０７度
　　１２０メートルのところ
ロ　２から１４０度
　　１３０メートルのところ
ハ　３から８０度
　　１５０メートルのところ
ニ　４から８０度
　　１６５メートルのところ
ホ　４から８０度
　　４１０メートルのところ
ヘ　２から１４０度
　　２０５メートルのところ
ト　１から１０７度
　　２２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

対区
第1055号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
土寄崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎土寄崎
東岸Ａ標識
（北端から南方海岸沿いに７５
メートルのところ）
２　同市同町尾崎横道角大岩標
識

イ　１から１０７度
　　２８０メートルのところ
ロ　２から８０度
　　４１０メートルのところ
ハ　２から８０度
　　５１５メートルのところ
ニ　１から１０７度
　　５２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、２５メートル×２５メートルの方
形生簀２台、２５メートル×３５メートルの方形生簀２台、
３５メートル×４０メートルの方形生簀４台の規模を超え
てはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が８，６００平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、９，８０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



対区
第1056号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
漁港防波堤
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、の各点を順
次結んでイに至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎尾崎船
揚場東岸護岸標識
（護岸南端から北方護岸沿いに
３５メートルのところ）
２　同市同町尾崎土寄崎東岸Ａ
標識
（北端から南方海岸沿いに７５
メートルのところ）

イ　１から７０度
　　２７０メートルのところ
ロ　２から１０７度
　　６０メートルのところ
ハ　２から１０７度
　　５００メートルのところ
ニ　１から７０度
　　１１００メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径４０メートルの円形生簀３
台、直径３０メートルの円形生簀８台、直径２５メートルの
円形生簀１台、直径２０メートルの円形生簀９７台、直径
１５メートルの円形生簀７台、１５メートル×１５メートルの
方形生簀３台の規模を超えてはならない。ただし、経営
上必要な場合は、生簀の総面積が４２，２８７平方メート
ルを越えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、５９，８
３４尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ニ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1057号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎土寄外
防波堤角標識
２　同市同町尾崎中町護岸標識
（３から南方護岸沿いに１２０メー
トルのところ）
３　同市同町尾崎中町突端標識
（中町内防波堤付根から南方護
岸沿いに２０メートルのところ）
４　同市同町尾崎中町外防波堤
突端標識

イ　１と４を結ぶ直線と
     ２から１１３度との交点
ロ　２から１１３度
　　４０メートルのところ
ハ　３から１７０度
　　５５メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

対区
第1058号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
大島内漁場
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎大島内
標識
（神社橋付根より２５メートルのと
ころ）
２　同市同町尾崎大島北端標識

イ　１から２５度
　　８０メートルのところ
ロ　２から５５度
　　６０メートルのところ
ハ　２から５５度
　　１８０メートルのところ
ニ　１から２５度
　　１６０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1059号

阿須湾漁業協同組合

長崎県
対馬市
厳原町
曲
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市厳原町曲東防波堤付
根標識
２　同市同町曲東防波堤突端
３　同市同町曲沖消波提西端
４　同市同町曲沖消波提東端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１９０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１９０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２９０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から２９０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
厳原町
曲
小浦
南室
阿須

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1060号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
鼠島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷鼠島東
岸標識Ａ
（鼠島北東端から南方海岸沿い
に１０２メートルのところ）
２　同市同町竹敷鼠島東岸標識
Ｂ
（１から南方海岸沿いに２２０メー
トルのところ）

イ　１から１２１度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１２１度
　　２２０メートルのところ
ハ　２から１２１度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１２１度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1061号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
鼠島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷鼠島西
端大岩標識
２　同市同町竹敷鼠島西岸標識
Ｄ(鼠島灯台から南西方海岸沿
いに５５メートルのところ)

イ　１から３２５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　２００メートルのところ
ハ　２から２９３度３０分
　　２２０メートルのところ
ニ　２から２９３度３０分
　　４５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第1062号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
鼠島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷鼠島西
端大岩標識
２　同市同町竹敷鼠島西岸標識
Ｄ(鼠島灯台から南西方海岸沿
いに５５メートルのところ)

イ　１から３２５度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３２５度
　　２００メートルのところ
ハ　２から２９３度３０分
　　２２０メートルのところ
ニ　２から２９３度３０分
　　４５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀１
台、直径２０メートルの円形生簀５台、直径１５メートルの
円形生簀２台、１６メートル×１６メートルの方形生簀２台
の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が２，９２６平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，２０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



対区
第1063号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
アカハゲ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒崎島うの
とり瀬北側標識A
２　同市同町黒崎島うのとり瀬北
側標識B

イ　１から３２６度
　　１０２メートルのところ
ロ　１から３２６度
　　３０６メートルのところ
ハ　２から３３６度
　　２５８メートルのところ
ニ　２から３３６度
　　６３メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ヶ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀３
台、直径２０メートルの円形生簀１１台の規模を超えては
ならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が４，９２７平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形
状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、２，２２
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1064号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
蜂巣鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山蜂巣鼻
北端標識
２　同市同町島山蜂巣鼻南端標
識

イ　１から２６０度
　　２０７．５メートルのところ
ロ　１から２６０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２６０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から２６０度
　　１９７．５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1065号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
平野浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山平野鼻
標識Ａ
２　同市同町島山通浦鼻標識Ｂ

イ　１から２２３度
　　１２５メートルのところ
ロ　１から２２３度
　　２６５メートルのところ
ハ　２から２２３度
　　４９０メートルのところ
ニ　２から２２３度
　　９０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀８
台、直径２０メートルの円形生簀１０台の規模を超えては
ならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が７，０６８平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形
状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４，７０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

対区
第1066号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
ユリゴシ
地先

次の１、イ、ニ、５の各点を順次
結んだ直線、２、ロ、ハ、３を順次
結んだ各直線および１から３、２
から５に至る最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷唐茂北
西標識
２　同市同町竹敷頭切島南東端
標識
３　同市同町竹敷ユリゴシ一本
松標識
４　同市同町竹敷島山黒崎島赤
はげ鼻南端
５　同市同町竹敷頭切島北西端
標識
６　同市同町島山黒崎鳥うのとり
瀬北側標識A

イ　１から２５５度
　　３０メートルのところ
ロ　２と６を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１７０メートルのところ
ニ　５から２７５度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀２
台、直径２０メートルの円形生簀７台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
３，１８０平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，８９
４尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1067号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
ユリゴシ
地先

次の１、イ、ニ、５の各点を順次
結んだ直線、２、ロ、ハ、３を順次
結んだ各直線および１から３、２
から５に至る最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷唐茂北
西標識
２　同市同町竹敷頭切島南東端
標識
３　同市同町竹敷ユリゴシ一本
松標識
４　同市同町竹敷島山黒崎島赤
はげ鼻南端
５　同市同町竹敷頭切島北西端
標識
６　同市同町島山黒崎鳥うのとり
瀬北側標識A

イ　１から２５５度
　　３０メートルのところ
ロ　２と６を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１７０メートルのところ
ニ　５から２７５度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1068号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
志々加島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷志々加
島東岸標識Ａ
２　同市同町竹敷志々加島東岸
標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１３５メー
トルのところ）

イ　１から８５度
　　８０メートルのところ
ロ　１から８５度
　　１５０メートルのところ
ハ　２から８５度
　　１００メートルのところ
ニ　２から８５度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



対区
第1069号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
志々加島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷志々加
島西岸榎標識
２　同市同町竹敷志々加島西岸
標識
（１から南方海岸沿いに１３５メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
　　１４０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１９０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１００メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1070号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷かかり
松内鼻標識Ａ
２　同市同町竹敷かかり松内鼻
標識Ｂ
（１から西方海岸沿いに２３０メー
トルのところ）

イ　１から４５度
　　７５メートルのところ
ロ　１から４５度
　　１３５メートルのところ
ハ　２から４５度
　　１３５メートルのところ
ニ　２から４５度
　　７５メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1071号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
小式崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷みそく
れ鼻標識
２　同市同町竹敷小式内鼻大石
標識

イ　１から３０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から３０度
　　１２５メートルのところ
ハ　２から１５度
　　３６８メートルのところ
ニ　２から１５度
　　１６０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、天然種苗分については、直径２
０メートルの円形生簀４台の規模を超えてはならない。ま
た、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とする。）
については、直径２０メートルの円形生簀５台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、天然
種苗分の生簀の総面積が１，２５６平方メートル、移送分
の生簀の総面積が１，５７０平方メートルを超えない範囲
内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、移送分
を除き、５００尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1072号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
千鳥島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷深浦標
識Ａ
２　同市同町竹敷深浦標識Ｂ

イ　１から３４度
　　７５３メートルのところ
ロ　１から３４度
　　９５３メートルのところ
ハ　２から２８度３０分
　　７２０メートルのところ
ニ　２から２５度
　　５２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀３
台、直径２０メートルの円形生簀９台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
４，２９９平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第1073号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
鼠島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷鼠島南
西岸標識Ａ
２　同市同町竹敷鼠島南西岸標
識Ｂ

イ　１から２６０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から２６０度
　　１８５メートルのところ
ハ　２から２３３度
　　２２０メートルのところ
ニ　２から２１０度３０分
　　１３０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ヶ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀４
台、直径２０メートルの円形生簀４台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
３，２２０平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，１７
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。



対区
第1074号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
昼ケ浦
大平浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町昼ケ浦大平
浦東鼻標識Ａ
２　同市同町昼ケ浦大平浦東鼻
標識Ｂ
３　同市同町昼ケ浦大平浦北東
端

イ　１から３４１度
　　１５０メートルのところ
ロ　３から４４度
　　１９０メートルのところ
ハ　３から６０度
　　９０メートルのところ
ニ　３から９７度３０分
　　１８０メートルのところ
ホ　３から１３１度
　　１７０メートルのところ
ヘ　１から２８２度３０分
　　３００メートルのところ
ト　２から２６５度
　　３４６メートルのところ
チ　２から２６５度
　　１１１メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀２
台、直径２０メートルの円形生簀２７台の規模を超えては
ならない。また、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場
から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送
分とする。）については、直径２０メートルの円形生簀８台
の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、天然種苗分の生簀の総面積が９，４６０平方メート
ル、移送分の生簀の総面積が２，５１２平方メートルを超
えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更する
ことは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、４，００
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ハ、トの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

対区
第1075号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
昼ケ浦
大平浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町昼ケ浦大平
浦東鼻標識Ａ
２　同市同町昼ケ浦大平浦東鼻
標識Ｂ
３　同市同町昼ケ浦大平浦北東
端

イ　１から３４１度
　　１５０メートルのところ
ロ　３から４４度
　　１９０メートルのところ
ハ　３から６０度
　　９０メートルのところ
ニ　３から９７度３０分
　　１８０メートルのところ
ホ　３から１３１度
　　１７０メートルのところ
ヘ　１から２８２度３０分
　　３００メートルのところ
ト　２から２６５度
　　３４６メートルのところ
チ　２から２６５度
　　１１１メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．イ、ロ、ハ、トの各点に夜間標識灯を設置しなければ
ならない。

対区
第1076号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
昼ヶ浦
有欄
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町昼ヶ浦有欄
東岸標識Ａ
２　同市同町昼ヶ浦有欄東岸標
識Ｂ

イ　１から１６１度３０分
　　１００メートルのところ
ロ　１から１２５度
　　２００メートルのところ
ハ　１から１１７度
　　３１０メートルのところ
ニ　２から１０３度
　　３１５メートルのところ
ホ　２から１０３度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀２
台、直径２０メートルの円形生簀７台の規模を超えてはな
らない。また、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場か
ら当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分
とする。）については、直径２０メートルの円形生簀７台の
規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、天然種苗分の生簀の総面積が３，１８０平方メート
ル、移送分の生簀の総面積が２，１９８平方メートルを超
えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更する
ことは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，５０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1077号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
昼ヶ浦
芋崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町昼ヶ浦芋崎
東岸標識Ａ
２　同市同町昼ヶ浦芋崎東岸標
識Ｂ

イ　１から７３度
　　８０メートルのところ
ロ　１から７３度
　　２５５メートルのところ
ハ　２から７３度
　　２３５メートルのところ
ニ　２から７３度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀１
台、直径２０メートルの円形生簀２１台、１８メートル×１８
メートルの方形生簀１台、２０メートル×２０メートルの方
形生簀１台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、生簀の総面積が７，８０９平方メートルを
超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更
することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，２０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1078号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬細り口
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬細り口
標識Ａ
２　同市同町黒瀬細り口標識Ｂ

イ　１から１２６度
　　３０メートルのところ
ロ　１から１２６度
　　１３０メートルのところ
ハ　２から１２６度
　　１３０メートルのところ
ニ　２から１２６度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。



対区
第1079号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
大島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町加志大島西
岸標識Ａ
２　同市同町加志大島西岸標識
Ｂ
３　同市同町加志大島西岸標識
C
４　同市同町尾崎土寄崎東端

イ　２と４を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ
ロ　１から２３５度
　　１５０メートルのところ
ハ　１から３０６度３０分
　　２３７メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から３１０メートルのところ
ホ　３から３５２度
　　２９２メートルのところ
ヘ　３から１度３０分
　　１５０メートルのところ
ト　２と４を結ぶ直線上
　　２から１６０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２５メートルの円形生簀３
台、直径２０メートルの円形生簀１１台、直径１５メートル
の円形生簀１台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、生簀の総面積が５，１０４平方メート
ルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、３，４９
５尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区
第1080号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
大島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町加志大島西
岸標識Ａ
２　同市同町今里中瀬の鼻突端
標識
３　同市同町今里中瀬の鼻東岸
標識C

イ　３から３５８度
　　９２メートルのところ
ロ　１から２８６度
　　２５１メートルのところ
ハ　１から２６４度３０分
　　３１０メートルのところ
ニ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３２０メートルのところ
ホ　３から３１７度３０分
　　６４メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀５
台、直径１５メートルの円形生簀４台の規模を超えてはな
らない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
２，２７８平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、１，１０
０尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1081号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
今里
鹿の島
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町今里鹿の島
階段上標識
（志賀神社鳥居から南方海岸沿
いに１２メートルのところ）
２　同市同町今里鹿の島南東端
３　同市同町今里中瀬の鼻標識
４　同市同町今里中瀬標識
（基点３から南方海岸沿いに７２
メートルのところ）

イ　１から２１０度
　　５０メートルのところ
ロ　４から２７０度
　　７０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第1082号

美津島町高浜漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
根緒
真星が浜
地先

次の２、イ、ロ、ハ、５の各点を順
次結んだ各直線及び３と４を結
んだ直線、２から３及び４から５
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町根緒真星が
浜海水浴場南側標識
（白間宅前の橋の南側から南方
海岸沿いに９０メートルのところ）
２　同市同町根緒上根緒島西端
標識
３　同市同町根緒上根緒島西岸
標識
４　同市同町根緒下根緒島北端
５　同市同町根緒下根緒島西端
６　同市同町根緒真星が浜南端
標識
７　同市同町根緒ブンダカ瀬頂
上

イ　１と２を結ぶ直線上
　　２から２６０メートルのところ
ロ　１と７を結ぶ直線上
　　１から３１０メートルのところ
ハ　１と７を結ぶ直線と
　　５と６を結ぶ直線との交点

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
高浜
根緒

対区
第1083号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
久原
ミュウト石
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町久原シゲノ石
垣標識
（八幡宮鳥居から南方海岸沿い
に４０メートルのところ）
２　同市同町久原村畑護岸北角
標識

イ　１から９０度
　　１５メートルのところ
ロ　１から９０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　７５メートルのところ
ニ　２から９０度
　　３０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
久原
女連

対区
第1084号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
鹿見
宮ケ浦平瀬
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町鹿見竜神鼻標
識
２　同市同町鹿見宮ケ浦平瀬標
識

イ　１から２４２度
　　６０メートルのところ
ロ　２から２２５度
　　１４０メートルのところ
ハ　２から２２５度
　　８０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
久原
女連

１．イ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1086号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
鹿見
小栗槍
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町鹿見小栗槍北
西端標識
２　同市同町鹿見千鳥鼻南西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から９５メートルのところ
ハ　１から３２８度
　　１５０メートルのところ
ニ　１から３０２度
　　１１０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
久原
女連

対区
第1087号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
鹿見
千鳥島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町鹿見千鳥鼻北
端標識
２　同市同町鹿見千鳥島北西端
標識
３　同市同町鹿見小栗浦標識

イ　２から３４０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から４度
　　１２０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
久原
女連



対区
第1089号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
犬ケ浦
西倉
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市上県町犬ケ浦西倉大
西倉南端標識
２　同市同町犬ケ浦西倉小西倉
西端標識
３　同市同町犬ケ浦坪根コカキ
瀬西端標識

イ　１から２５０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２５０度
　　２５メートルのところ
ハ　３から２５０度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
犬ケ浦
御園
樫滝

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第1090号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
アカハゲ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの
各点を順次結んでイに至る各直
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒崎島うの
とり瀬北側標識A
２　同市同町黒崎島うのとり瀬北
側標識B

イ　１から３２６度
　　４３メートルのところ
ロ　１から３２６度
　　１０２メートルのところ
ハ　２から３３６度
　　６３メートルのところ
ニ　２から３３６度
　　２３０メートルのところ
ホ　２から１度
　　２５０メートルのところ
ヘ　２から３４度
　　１２０メートルのところ
ト　２から３３６度
　　１０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，２１０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

対区
第1091号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
ロザキ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬ロザキ
鼻中央標識
２　同市同町黒瀬面天奈浦中野
鼻南端

イ　１から１１３度
　　３６メートルのところ
ロ　１から１１３度
　　１８５．３メートルのところ
ハ　２から１１３度
　　１６７．３メートルのところ
ニ　２から１１３度
　　２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，０００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1092号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
ロザキ崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬ロザキ
鼻南側標識
２　同市同町黒瀬ロザキ鼻中央
標識

イ　１から２７度３０分
　　９０メートルのところ
ロ　１から８０度
　　１８２．３メートルのところ
ハ　２から１１３度
　　１８５．３メートルのところ
ニ　２から１１３度
　　３６メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，０００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1093号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
大島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町今里中瀬の
鼻東側標識Ｃ
２　同市同町経島北端標識
３　同市同町加志大島南岸標識

イ　１から３１７度３０分
　　６４メートルのところ
ロ　１から３５８度
　　９２メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１６０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が２，４６０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

対区第1094号 上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
鹿見ハゲノ
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４、ホ、
３、２の各点を順次結んだ各直
線と最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町鹿見竜神鼻南
標識　２　同市同町鹿見竜神鼻
北東端標識　３　同市同町鹿見
ハゲノ突端標識　４　同市同町鹿
見ハゲノ北標識

イ　１から２７０度
４０メートルのところ　ロ　３から２７０
度
６０メートルのところ　ハ　３から２７０
度
７０メートルのところ　ニ　４から２８０
度
５０メートルのところ　ホ　３から２７０
度
２０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和３年３月1日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
久原
女連

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀３
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が９４２平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６８９尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

対区
第1500号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
泊島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬泊島
砂原西端
２　同市同町鴨居瀬泊島避病院
鼻標識
３　同市同町鴨居瀬泊島古賀鼻
東端

イ　２から２２２度
　　６０メートルのところ
ロ　３から２００度
　　５０メートルのところ

第1種 魚類小
割式養殖業（く
ろまぐろを除く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越



対区
第1501号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
蜂巣鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山蜂巣鼻
北端標識
２　同市同町島山蜂巣鼻南端標
識

イ　１から２６０度
　　２０７．５メートルのところ
ロ　１から２６０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２６０度
　　５０メートルのところ
ニ　２から２６０度
　　１９７．５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀５
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が１，５７０平方メートルを超えない
範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該
区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を
活け込んではならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区
第1502号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
鼠島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷鼠島東
岸標識Ａ
（鼠島北東端から南方海岸沿い
に１０２メートルのところ）
２　同市同町竹敷鼠島東岸標識
Ｂ
（１から南方海岸沿いに２２０メー
トルのところ）

イ　１から１２１度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１２１度
　　２２０メートルのところ
ハ　２から１２１度
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１２１度
　　３０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，１５０平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第1503号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
千鳥島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町竹敷深浦標
識Ａ
２　同市同町竹敷深浦標識Ｂ

イ　１から３４度
　　６２０メートルのところ
ロ　１から３４度
　　７５３メートルのところ
ハ　２から２５度
　　５２０メートルのところ
ニ　２から２２度
　　３９０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，０００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1504号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
加志
大島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町加志大島西
岸標識Ｃ
２　同市同町加志大島北端標識

イ　１から１度３０分
　　１５０メートルのところ
ロ　１から３５２度
　　２９２メートルのところ
ハ　２から５度３０分
　　４０４メートルのところ
ニ　２から１８度
　　２７５メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が３，０００平方メー
トルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。
４．ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第1505号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
今里
鹿の島
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町今里鹿の島
階段上標識
（志賀神社鳥居から南方海岸沿
いに１２メートルのところ）
２　同市同町今里鹿の島南東端
３　同市同町今里中瀬の鼻標識
４　同市同町今里中瀬標識
（基点３から南方海岸沿いに７２
メートルのところ）

イ　１から２１０度
　　５０メートルのところ
ロ　４から２７０度
　　７０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、その総面積が９２０平方メート
ルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区
画漁業権漁場に移動させた天然種苗（移送分）を含め、
天然種苗を活け込んではならない。

対区第1506号 上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
犬ケ浦
村口越
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町犬ケ浦村口越
西風鼻標識　２　同市同町犬ケ
浦村口越尾崎標識　３　同市同
町御園千鳥瀬鼻西端　４　同市
同町越高港御園島防波堤灯台

イ　１と４を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第1種 くろまぐ
ろ小割式養殖
業

令和３年３月1日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
犬ケ浦
御園
樫滝

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを
養殖用種苗としないことを誓約する書面を当該漁業を営
む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を
停止させなければならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養
殖の用に供する生簀は、直径２０メートルの円形生簀３
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が９４２平方メートルを超えない範
囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、６８９尾
を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が
確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない
理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できる
と判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。



対区
第2000号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
豊落土
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町豊落土岸壁
防災扉前階段標識
２　同市同町豊落土海水浴場南
突端標識
３　同市同町豊落土海水浴場南
側入口標識
４　同市同町豊落土カロウトー丸
岩標識
５　同市同町豊落土カロウトー北
東標識
６　同市同町豊落土カロウトー北
端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ハ　３と６を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ニ　３と６を結ぶ直線上
　　３から７０メートルのところ
ホ　２と５を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ
ヘ　１と４を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
豊
泉

対区
第2001号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
網代
金崎西岸
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町網代金崎西
岸標識Ａ
２　同市同町網代金崎西岸標識
Ｂ
３　同市同町網代夕影様沖端標
識
４　同市同町網代夕影浦曲崎南
東端標識
５　同市同町網代夕影浦曲崎北

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線と
    ３から９０度に伸ばした直線との
交点

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
西泊
古里
比田勝
網代

対区
第2002号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
網代
夕影
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市上対馬町網代夕影浦
曲崎西端
２　同市同町網代夕影様沖端標
識
３　同市同町網代黒崎神社突端
標識
４　同市同町網代吉野採一本松
突端標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
西泊
古里
比田勝
網代

対区
第2003号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
大増
尾崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町大増尾崎７
５９番地標識
２　同市同町大増大増野村崎突
端標識

イ　１から２７０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
浜玖須
大増

対区
第2004号

上対馬町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
大増
小増鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上対馬町大増西在所
１８２番地桜の木下標識
２　同市同町大増小増鼻北東端
標識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　４０メートルのところ
ニ　１から９０度
　　１００メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
冨浦
唐舟志
浜玖須
大増

対区
第2005号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
舟志
もちこし
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町舟志もちこし
鼻標識
２　同市同町舟志京島の鼻北端

イ　２から０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

対区
第2006号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
舟志
京島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒やま
も崎北端
２　同市同町大増鯨崎南端
３　同市同町舟志京島の鼻北端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　３から０度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

１．イの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第2007号

上対馬南漁業協同組合

長崎県
対馬市
上対馬町
五根緒
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市上対馬町五根緒やま
も崎北端
２　同市同町ほそり突端標識
３　同市同町大増白金突端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上対馬町
琴
五根緒
舟志

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2008号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
曽
曽浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町曽長浜突角
２　同市同町曽曽ウツグレ鼻
３　同市同町曽曽組合加工場前
斜路上端標識

イ　１から３１０度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から２８０度
　　２０５メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第2009号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
曽
曽ノ浦
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市豊玉町曽長浜突角
２　同市同町曽観音崎南側標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第2010号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
鑓川
塩戸浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市豊玉町鑓川塩戸崎東
端
２　同市同町鑓川ナカエ崎東端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第2011号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
志多浦
マツザキ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町志多浦マツザ
キ北西端防波堤標識
（防波堤付根から１７メートル西
側のところ）
２　同市同町志多浦マツザキ北
東端標識

イ　１から０度
　　７０メートルのところ
ロ　２から０度
　　７０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2012号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱
深入
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町小綱深浦北岸
大庭畑石垣角標識
２　同市同町小綱深浦南岸標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱



対区
第2013号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱
弓ケ浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町小綱弓ケ浦ス
ゴロク鼻南西端標識
２　同市同町小綱弓ケ浦南鼻北
端標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第2014号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
賀佐
竹無浦
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、５と６を結んだ直
線及び１から６、４から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市峰町賀佐ざらご外の
一鼻突端標識
２　同市同町狩尾中瀬突端標識
３　同市同町狩尾げじ鼻突端標
識
４　同市同町賀佐赤崎突端標識
５　同市同町賀佐赤崎竹無浦入
口北端標識
６　同市同町賀佐カヤイエ崎標

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２４０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から２５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2015号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
賀佐
賀佐浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市峰町賀佐カサ鼻南西
端標識
２　同市同町賀佐神社鼻南西端
階段標識

イ　１から２３２度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

対区
第2016号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
吉田
立石
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市峰町吉田立石標識
(ふろみ崎突端から南西方海岸
沿いに２３０メートルのところ)
２　同市同町吉田立石突端標識
３　同市同町狩尾長瀬突端標識

イ　１から３００度
　　７０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2017号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
狩尾
地先

次の１、２、イ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市峰町狩尾扇崎神社前
護岸終点標識
２　同市同町狩尾狩尾扇崎神社
前浮き防波堤突端標識
（基点１から南東へ１４３メートル
のところ）
３　同市同町狩尾げじ鼻突端標
識

イ　３から１４１度
　　１４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第2018号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
二股浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬七ツ
釜浦南口鼻標識
２　同市同町鴨居瀬白木浦北口
鼻標識
３　同市同町鴨居瀬オオビワの
鼻標識

イ　１から３５７度
　　１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2019号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
ホクソが浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬ホク
ソが浦鼻北西端
２　同市同町鴨居瀬ホクソが浦
壇鼻標識

イ　１から０度
　　４５メートルのところ
ロ　２から０度
　　４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2020号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
乗越
地先

次の１、イ、２、３、４の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬乗越
外鼻標識
２　同市同町鴨居瀬乗越長瀬東
岸標識
３　同市同町鴨居瀬乗越中鼻標
識
４　同市同町鴨居瀬乗越内鼻標
識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2021号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
寺島東岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬寺島
北東端標識
２　同市同町鴨居瀬寺島南端海
岸標識
３　同市同町鴨居瀬長平鼻南端

イ　１から１００度
　　８０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2022号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
寺島
北端
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬寺島
最北端標識
２　同市同町鴨居瀬寺島北西護
岸北端角標識

イ　１から２９６度
　　６０メートルのところ
ロ　２から２９６度
　　６０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2023号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越愛尻
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬小船
越西小浦東鼻標識
２　同市同町鴨居瀬小船越はげ
崎南端
３　同市同町鴨居瀬勝馬島南西
端
４　同市同町鴨居瀬小船越愛尻
浦鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３５メートルのところ
ロ　４と３を結ぶ直線上
　　４から８０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2024号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
呼崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越大崎
中の鼻標識
２　同市同町小船越片平の鼻標
識
３　同市同町鴨居瀬やぎ島南端
４　同市同町鴨居瀬小鹿の鼻標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から７０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越



対区
第2025号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
畠浦
大下
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越畠浦
大下鼻石垣標識
２　同市同町小船越畠浦３６番
地標識
３　同市同町小船越畠浦ツイキ
埋立地東端標識
４　同市同町小船越畠浦進鼻護
岸階段標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2026号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町犬吠石畠南
鼻西端
２　同市同町犬吠石畠北鼻西端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第2027号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
緒方
モド越
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町緒方ゲンパ
チ鼻西端標識
２　同市同町緒方モド越北端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第2028号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
玉調浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保玉調
浦こじろう鼻標柱
２　同市同町久須保玉調浦もも
の木畑鼻標柱

イ　２から１２４度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第2029号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
平野浦奥
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、
チの各点を順次結んでイに至る
各直線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山平野浦
二又標識
２　同市同町島山平野浦松崎標
識
３　同市同町島山ヨボシ浦標識Ａ
４　同市同町島山ヨボシ浦標識Ｂ
５　同市同町島山ヨボシ浦標識Ｃ
６　同市同町島山ヨボシ浦標識Ｄ

イ　１から３１８度
　　５メートルのところ
ロ　１から３１８度
　　３０メートルのところ
ハ　２から３１８度
　　３０メートルのところ
ニ　２から３１８度
　　５メートルのところ
ホ　３から２６０度
　　２０メートルのところ
へ　４から２００度
　　５メートルのところ
ト　５から１９度
　　５メートルのところ
チ　６から３４１度
　　１５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2030号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
鴨瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬鴨瀬浜
標識
２　同市同町黒瀬ホトケタ鼻突端
標識
３　同市同町黒瀬吹崎辺田島東
鼻北端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２８０メートルのところ
ハ　２から２３２度
　　２３５メートルのところ
ニ　２から２３２度
　　１３５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2031号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
竜ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬竜ノ浦
鼻松の岩標識
２　同市同町黒瀬竜ノ浦西岸標
識
３　同市同町黒瀬ベンガラ鼻標
識
４　同市同町黒瀬竜ノ浦東岸標
識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から２８メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５８メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から５１メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２１メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2032号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
高崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬高崎南
西端標識
２　同市同町黒瀬高崎海岸標識
（１から南東方海岸沿いに６０
メートルのところ）
３　同市同町黒瀬岩屋崎北鼻海
岸標識
（４から北東方海岸沿いに６０
メートルのところ）
４　同市同町黒瀬岩屋崎北鼻標
識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　４から２０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から２０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2033号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
呼埼
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬呼埼標
識
２　同市同町黒瀬三の城戸標識
３　同市同町黒瀬二の城戸標識

イ　２から１３０度
　　５０メートルのところ
ロ　３から１３０度
　　５０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ヶ浦
島山

１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第2034号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
吹崎深浦
地先

次の１、２、イ、ロ、５の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町吹崎深浦護
岸標識Ａ
２　同市同町吹崎深浦奥鼻標識
３　同市同町吹崎小松崎内側標
識
４　同市同町吹崎深浦護岸標識
Ｃ
５　同市同町吹崎深浦護岸標識
Ｂ

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１８メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から４５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山



対区
第2035号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
吹崎
辺田島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町吹崎辺田島
北東端
２　同市同町吹崎明バン島東端
３　同市同町吹崎明バン小島西
端
４　同市同町吹崎辺田島西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から２０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１３０メートルのところ
ニ　３と４を結ぶ直線上
　　４から３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2036号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
吹崎
平瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ直線と１から２に至る最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　対馬市美津島町吹崎首頭越
標識
２　同市同町吹崎平瀬海岸中鼻
標識
３　同市同町吹崎平瀬中瀬標識
４　同市同町加志入鼻北端標識
５　同市同町尾崎牛除崎突端

イ　１と４を結ぶ直線と
　　３と５を結ぶ直線との交点
ロ　３と５を結ぶ直線上
　　３から４０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2037号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
吹崎
亀の鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町吹崎アラカ
ンジョウ崎大岩標識
２　同市同町吹崎亀の鼻西端
３　同市同町尾崎土寄崎突端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ハ　２から２７９度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から２７９度
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2500号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻
尾崎浦
地先

次の１、イ、２を結んだ各直線と
１から２に至る最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻尾崎浦
オゲホン崎南西端
２　同市同町尾崎浦南端

イ　２から１３４度３０分
　　１８５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第2501号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻
コボシ浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
直線と最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻長江崎
南端
２　同市同町千尋藻塩戸崎北端

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第2502号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
見世崎西岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町キヨ浜南端
２　同市同町キヨ浜北端標識

イ　１から２５５度３０分
　　７５メートルのところ
ロ　２から２７５度３０分
　　５５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

対区
第2503号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
深浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町鴨居瀬深浦
北口鼻標識
２　同市同町鴨居瀬深浦南口鼻
標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第2504号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
尾崎
漁港防波堤
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、の各点を順
次結んでイに至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町尾崎尾崎漁
港防波堤標識B(防波堤南端か
ら156メートルのところ)
２　同市同町尾崎尾崎船揚場東
岸護岸標識(護岸南端から北方
護岸沿いに35メートルのところ)

イ　１から１１０度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から１１０度３０分
　　７０メートルのところ
ハ　２から１１０度３０分
　　７０メートルのところ
ニ　２から１１０度３０分
　　３０メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
尾崎

対区
第2505号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
あせじ鼻
地先

次の１と２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町島山すけん
畑西端
２　同市同町島山あせじ鼻標識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2506号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
白瀬
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町島山大櫟崎
突端標識
２　同市同町島山白瀬鼻突端標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山



対区
第2507号

美津島町西海漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬坂無し
地先

次の１、２の各点を結んだ直線と
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市美津島町黒瀬港南防
波堤先端標識
２　同市同町黒瀬ぜんもん鼻標
識

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
竹敷
洲藻
箕形
吹崎
加志
今里
黒瀬
昼ケ浦
島山

対区
第2508号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
仁多湾
犬ヶ浦港
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町ミヤガウラ南側
標識
２　同市同町ミヤガウラ北側標識

イ　１から２９０度３０分
　　３０メートルのところ
ロ　１から２９０度３０分
　　６０メートルのところ
ハ　２から２９０度３０分
　　５５メートルのところ
ニ　２から２９０度３０分
　　２５メートルのところ

第1種 介類垂
下式養殖業(あ
こや貝を除く)

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
犬ケ浦
御園
樫滝

対区第2509号 美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
ぼっぼんな浦
地先

次の１と２の点を結んだ直線と最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町大船越ぼっ
ぼんな浦南鼻北端標識　２　同
市同町大船越ぼっぼんな浦北鼻
東端標識

第１種 介類垂
下式養殖業
（あこや貝を除
く）

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区第3000号 株式会社上村真珠

長崎県
対馬市
上対馬町
河内
竹の浜
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市上対馬町河内河内標
識　2　同市同町河内藤内崎北
西端　3　同市同町大浦妙瀬内
の鼻標識

イ　１から３２０度
７０メートルのところ　ロ　２から０度
５０メートルのところ　ハ　３から１７
度
１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

対区第3001号 株式会社上村真珠

長崎県
対馬市
上対馬町
大浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市上対馬町大浦鵜の瀬
鼻南西端　2　同市同町大浦大
だらぎ鼻北西端石垣角標識

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3002号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
上対馬町
浜玖須
唐舟志
地先

次の１、イ、２、ロ、ハ、ニ、５の各
点を順次結んだ各直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市上対馬町唐舟志松崎
南端　2　同市同町唐舟志とび瀬
南西端　3　同市同町浜玖須岩
屋の鼻南西端　4　同市同町浜
玖須さがしの鼻西端　5　同市同
町浜玖須島の鼻西端　6　同市
同町大増高小島鼻北端

イ　１から２４０度
３０メートルのところ　ロ　３から２７０
度
５０メートルのところ　ハ　４から２７０
度
５０メートルのところ　二　５と６を結
ぶ直線上
５から２４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3003号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
上対馬町
大増
高小島鼻
地先

次の１、イ、ロ、５の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市上対馬町浜玖須はげ
崎南端　2　同市同町浜玖須さが
しの鼻西端　3　同市同町大増高
小島鼻標識　4　同市同町浜玖
須うすでの鼻突端標識　5　同市
同町大増岡崎突端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　３と４
を結ぶ直線上
３から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3004号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
上対馬町
大増
平口鼻
地先

次の１と２を結ぶ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市上対馬町大増岡崎突
端標識　2　同市同町大増加勢
浦北鼻北端

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3006号 小宮輝明外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
とうには崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、
チ、リ、ヌ、ル、ヲの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨とうには崎
石垣の鼻南端　2　同市同町嵯
峨とうには崎東端　3　同市同町
嵯峨とうには崎北二番鼻北東端
4　同市同町嵯峨瀬の内の鼻標
識　5　同市同町嵯峨たつの鼻北
端　6　同市同町糸瀬シゲジ上の
鼻標識　7　同市同町糸瀬若松
崎南西端　8　同市美津島町濃
部えびす崎南の鼻東端　9　同市
同町濃部草島南端　10　同市同
町島山小碇崎北端　11　同市豊
玉町嵯峨おうだんの内鼻北端
12　同市同町嵯峨樫郷の浦中の
鼻標識　13　同市同町嵯峨船か
くし下鼻北端

イ　１と１１を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　２と１
０を結ぶ直線と９と１３を結ぶ直線と
の交点　ハ　２から９０度
３０メートルのところ　二　３と８を結
ぶ直線上
３から３０メートルのところ　ホ　４と７
を結ぶ直線上
４から３０メートルのところ　へ　５と６
を結ぶ直線上
５から１１０メートルのところ　ト　５と
６を結ぶ直線上
５から１９０メートルのところ　チ　４と
７を結ぶ直線上
４から１１０メートルのところ　リ　３と
８を結ぶ直線上
３から１１０メートルのところ　ヌ　２
から９０度
１１０メートルのところ　ル　９と１２を
結ぶ直線上
９から３５０メートルのところ　ヲ　１と
１１を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3007号 小宮輝明外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
糸瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町糸瀬浦よしの
際原田芳寛作業小屋北東端　2
同市同町糸瀬浦よしの際下の鼻
（基点１から東方海岸沿いに４０
メートルのところ）　3　同市同町
糸瀬くずれ上の鼻標識　4　同市
同町糸瀬くずれ標識
（基点３から東方海岸沿いに４０
メートルのところ）

イ　１と３を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3008号 小宮輝明外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
糸瀬
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町糸瀬くずれ上の
鼻標識　2　同市同町糸瀬はや
ぶさ上の鼻標識
（基点１から西方海岸沿いに１２
０メートルのところ）　3　同市同
町糸瀬大石突端標識　4　同市
同町糸瀬せんさん下の鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3009号 幾度勉

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
えびす崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部えびす
崎北の鼻南端　2　同市同町濃
部えびす崎北の鼻北端

イ　１から１１５度
１５メートルのところ　ロ　１から１１５
度
１３０メートルのところ　ハ　２から１１
５度
１３０メートルのところ　二　２から１１
５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3010号 浅茅真珠養殖合資会社外１名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
濃部浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部濃部浦
西鼻標識Ａ
（同市同町濃部濃部浦西鼻南端
から東方海岸沿いに２０メートル
のところ）　2　同市同町同濃部
浦西鼻標識Ｂ
（１から東方海岸沿いに１２０メー
トルのところ）

イ　１から１８０度
３０メートルのところ　ロ　２から１８０
度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3011号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
濃部浦
地先

次の２、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部濃部浦
水ケ浦鼻北西端　2　同市同町
濃部濃部浦坊主鼻北東端　3
同市同町濃部濃部浦坊主鼻北
西端　4　同市同町濃部エビス鼻
南東端

イ　１と４を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
１から２５０メートルのところ　ハ　３
から３００度
９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3012号 犬束満弘外1名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
つづみ崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部白木鼻
標識　2　同市同町濃部つづみ崎
浦標識

イ　１から２８０度
２４０メートルのところ　ロ　２から２８
０度
２１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3013号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
岡島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越岡島
北端　2　同市同町小船越岡島
西岸北鼻標識

イ　１から３１５度
３０メートルのところ　ロ　１から３１５
度
１８０メートルのところ　ハ　２から３１
５度
１８０メートルのところ　二　２から３１
５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3014号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
箕島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町大山箕島北
端　2　同市同町大山箕島西岸
標識Ａ
（１から南方海岸沿いに２１０メー
トルのところ）

イ　１から２７０度
２２０メートルのところ　ロ　１から２７
０度
６０メートルのところ　ハ　２から２７０
度
９０メートルのところ　二　２から２７０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3015号 犬束　一磨

長崎県
対馬市
美津島町
大山
箕島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市美津島町大山箕島南
端　2　同市同町大山箕島西岸
標識Ｂ
（１から北方海岸沿いに１６０メー
トルのところ）　3　同市同町大山
枇杷島北端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から２００メートルのところ　ロ　２
から２４９度
１９０メートルのところ　ハ　２から２４
９度
４０メートルのところ　二　１と３を結
ぶ直線上
１から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3016号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
中ノ島
北岸
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線、５と６を結んだ直
線及び１から６、２から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

1　対馬市美津島町小船越沖ノ
島北端　2　同市同町小船越中ノ
島北西端　3　同市同町小船越
岡島南西端　4　同市同町濃部
草島南端　5　同市同町小船越
中ノ島白岩鼻突角標識　6　同市
同町小船越中ノ島大石標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ロ　２と
３を結ぶ直線上
２から２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3017号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
中ノ島
地先

次の２、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、１と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

1　対馬市美津島町小船越中ノ
島中央部西浦標識　2　同市同
町小船越中ノ島南端　3　同市同
町小船越沖ノ島中央部東端　4
同市同町小船越沖ノ島南端　5
同市同町小船越大山番頭島北
端

イ　２から１９７度
１９０メートルのところ　ロ　４と５を結
ぶ直線上
４から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3018号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
中ノ島
東岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越中ノ
島北東端　2　同市同町小船越
中ノ島東端　3　同市同町小船越
中ノ島南端　4　同市同町大山箕
島南西端　5　同市同町大山清
五郎鼻標識　6　同市同町小船
越大千切島かたへらの鼻南端

イ　１と６を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と５
を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ　ハ　３と４
を結ぶ直線上
３から５０メートルのところ　二　３と４
を結ぶ直線上
３から１５０メートルのところ　ホ　２と
５を結ぶ直線上
２から１５０メートルのところ　へ　１と
６を結ぶ直線上
１から１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3019号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
大千切島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越大千
切島綿打河内崎西端標柱　2
同市同町小船越大千切島かた
へらすかの鼻西端標識　3　同市
同町小船越大千切島たからへら
の鼻南端　4　同市同町小船越
中の島北端

イ　１から１８８度
５０メートルのところ　ロ　２から２７０
度
３０メートルのところ　ハ　３と４を結
ぶ直線上
３から３０メートルのところ　二　３と４
を結ぶ直線上
３から１５０メートルのところ　ホ　２
から２７０度
１５０メートルのところ　へ　１から２４
８度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3022号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
千切浦
地先

次の３、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで３に至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越第ケ
和田浦外鼻標識　2　同市同町
小船越大千切島たからへらの鼻
南端　3　同市同町小船越小千
切小島西端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から２３０メートルのところ　ロ　１と
２を結ぶ直線上
１から３６０メートルのところ　ハ　３
から３２７度
１２５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3030号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
和田浦
地先

次の１０、２、イ、ロ、ハ、６の各
点を順次結んだ各直線、４と５を
結んだ直線、３と９を結んだ直線
及び９から１０、３から４、５から６
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大山おこ崎
南西端　2　同市同町大山仁田
崎南端　3　同市同町大山和田
浦瀬八合小路南端　4　同市同
町大山和田浦えびす崎標識　5
同市同町大山和田浦ちょうちん
鼻標識　6　同市同町大山和田
浦ちょうちん鼻南西端　7　同市
同町大山和田浦ていずか崎北
東端　8　同市同町大山立石島
西端　9　同市同町大山和田浦
小島北端　10　同市同町大山和
田浦小島南端

イ　１と８を結ぶ直線上
１から７５メートルのところ　ロ　１と８
を結ぶ直線上
１から２００メートルのところ　ハ　６と
７を結ぶ直線上
６から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3031号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
和田浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大山和田浦
標識　2　同市同町大山和田浦て
いずか崎北東端　3　同市同町
大山和田浦ちょうちん鼻南西端
4　同市同町大山おこ崎南西端
5　同市同町大山立石島北端

イ　４と５を結ぶ直線上
５から５０メートルのところ　ロ　４と５
を結ぶ直線上
５から１９０メートルのところ　ハ　２と
３を結ぶ直線上
２から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3032号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
水浦
地先

次の５、イ、１、２、３、４の各点を
順次結んだ各直線と最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山赤崎南
端　2　同市同町島山赤崎内の
鼻南東端　3　同市同町島山水
浦南端　4　同市同町島山内馬
取鼻北西端　5　同市同町島山
外馬取鼻北東端　6　同市同町
大山枇杷島西端

イ　５と６を結ぶ直線上
５から２８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3033号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
枇杷島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町大山枇杷島
北端　2　同市同町大山枇杷島
南端　3　同市同町大山弁天島
北端　4　同市同町大山仁田崎
南端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ロ　１と
３を結ぶ直線上
１から２８０メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から３００メートルのところ　二　２と
４を結ぶ直線上
２から１２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3034号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
枇杷島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町大山枇杷島
北端　2　同市同町大山枇杷島
西端　3　同市同町小船越沖の
島南端　4　同市同町島山五合
島頂上

イ　１と３を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　１と３
を結ぶ直線上
１から１５０メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から１５０メートルのところ　二　２と
４を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3035号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
五合島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山五合島
南端

イ　１から９７度３３分
２３０メートルのところ　ロ　１から１２
０度３０分
２７０メートルのところ　ハ　１から１９
０度
１５０メートルのところ　二　１から２３
３度３０分
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3036号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒鯨瀬浦啓
次工場水槽北東端標識　2　同
市同町貝鮒鯨瀬浦啓次工場護
岸標識
（１から南方に２０メートルのとこ

イ　１から１１３度
６０メートルのところ　ロ　２から１１３
度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3037号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
貝鮒崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒貝鮒崎犬
束忍畑石垣標識　2　同市同町
貝鮒馬肥出鼻標識
(１から北方海岸沿いに１６０メー
トルのところ)

イ　１から１８０度
５０メートルのところ　ロ　１から１８０
度
１１０メートルのところ　ハ　２から１８
０度
１４０メートルのところ　二　２から１８
０度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3038号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
くぶと
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒じってん中
鼻標識　2　同市同町貝鮒笹鼻
内標識
（笹鼻突端から北東へ５０メート
ルのところ）　3　同市同町貝鮒
白銀鼻南端　4　同市同町貝鮒
天神神社鳥居前護岸降口標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から４５メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
１から１３５メートルのところ　ハ　２と
３を結ぶ直線上
２から１６５メートルのところ　二　２と
３を結ぶ直線上
２から７５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3039号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
白銀島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒白銀島北
端標識　2　同市同町貝鮒白銀
島南端　3　同市同町貝鮒貝鮒
崎ささ鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　１と３
を結ぶ直線上
１から８５メートルのところ　ハ　２か
ら１６５度
９０メートルのところ　二　２から１９２
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3040号 平井真珠株式会社外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
デイ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒ツチバチ
崎内鼻標識　2　同市同町貝鮒
デイノ浦黒貝崎突端　3　同市同
町貝鮒デイノ浦水垂南端標識　4
同市同町佐志賀大石なん浜南
東端　5　同市同町貝鮒一重崎
南端

イ　３と４を結ぶ直線上
３から４０メートルのところ　ロ　２と５
を結ぶ直線上
２から４０メートルのところ　ハ　１と５
を結ぶ直線上
１から６５メートルのところ　二　１と５
を結ぶ直線上
１から１０５メートルのところ　ホ　２と
５を結ぶ直線上
２から８５メートルのところ　へ　３と４
を結ぶ直線上
３から８５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ニ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない



対区第3041号 梅野公治

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次の２、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨網代崎突
端標識　2　同市同町嵯峨きょう
づか崎突端標識　3　同市同町
嵯峨網代北排水口　4　同市同
町嵯峨かしだけ鼻標識

イ　２と４を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
１から９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3042号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
デイノモト
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４の各点
を順次結んだ各直線と１から４に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨二子標識
2　同市同町嵯峨川崎俊夫工場
石垣角　3　同市同町嵯峨砥石
工場鼻南西端　4　同市同町嵯
峨山田延男宅前標識　5　同市
同町嵯峨二の崎

イ　１から３１４度
２５メートルのところ　ロ　２から３１０
度
１５メートルのところ　ハ　３から２２７
度
１０メートルのところ　二　４と５を結
ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3043号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
高平わだ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨つよう長曽
根鼻大石　2　同市同町佐志賀
浮瀬　3　同市同町嵯峨かしだけ
徳利崎南西端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　３か
ら２７０度
３０メートルのところ　ハ　３から２７０
度
１３０メートルのところ　二　１と２を
結ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3050号 吉村敏喜外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
糠浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、６の各点
を順次結んだ各直線、４と５を結
んだ直線及び１から４、５から６
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦卯麦浦東
の鼻標識　2　同市同町卯麦か
めろう突端標識　3　同市同町卯
麦どうときの鼻標識　4　同市同
町卯麦糠浦標識　5　同市同町
卯麦糠浦東の鼻標識　6　同市
同町仁位ごうすの鼻標識　7　同
市同町仁位からねこの鼻南西端

イ　１から１３５度
５０メートルのところ　ロ　２から１８０
度
５０メートルのところ　ハ　３から１８０
度
４０メートルのところ　二　６と７を結
ぶ直線上
６から９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対区第3051号 吉村敏喜外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
卯麦浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦橋東端標
識　2　同市同町卯麦箱崎の鼻
標識

イ　２から２７０度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3054号 三洋真珠合資会社外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
赤崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、３、ホの各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦くろき北の
鼻標識　2　同市同町卯麦くろき
南の鼻標識　3　同市同町卯麦
赤崎突端標識

イ　１から２７０度
１０メートルのところ　ロ　１から２７０
度
４０メートルのところ　ハ　２から２７０
度
４０メートルのところ　二　３から２７０
度
３０メートルのところ　ホ　２から２７０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3055号 三洋真珠合資会社外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
佐保浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦長浜標識
2　同市同町卯麦長浜義雄関護
岸北端標識

イ　１から２６７度
４０メートルのところ　ロ　２から２６７
度
３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3056号 國分松代

長崎県
対馬市
豊玉町
佐保
佐保浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町佐保護岸標識
2　同市同町卯麦長浜善雄関護
岸北端

イ　１から２４３度
３０メートルのところ　ロ　２から２６７
度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3057号 三洋真珠合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
佐保
佐保浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町佐保オノグチ南
の鼻標識　2　同市同町佐保仙
入導鼻標識

イ　１から１８０度
５メートルのところ　ロ　１から１８０
度
３５メートルのところ　ハ　２から１８０
度
７０メートルのところ　二　２から１８０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3058号 國分松代

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
小式崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町佐志賀小式崎
祝松北東端標識　2　同市同町
佐志賀すみくら突端標識

イ　１から６０度
５０メートルのところ　ロ　２から６０
度
７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3062号 梅野　公治

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
むたど
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨むたど鼻
標識　2　同市同町嵯峨むたど中
鼻標識

イ　１から１０７度
５５メートルのところ　ロ　１から１０７
度
１６０メートルのところ　ハ　２から１０
９度
１６０メートルのところ　二　２から１０
９度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区第3063号 梅野　公治

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
大石浦
地先

次の１、イ、６の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線、
４と５を結んだ直線及び１から
２、３から４、５から６に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　対馬市豊玉町貝鮒大石浦清
水大石　2　同市同町嵯峨大石
浦標識Ａ号　3　同市同町嵯峨大
石浦標識Ｂ号　4　同市同町嵯峨
田崎南東鼻標識　5　同市同町
嵯峨田崎東鼻標識　6　同市同
町嵯峨北二番鼻標識

イ　６から１８０度
９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3064号 平井光幸外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
大石浦
地先

次の５、イ、ロ、２、３、４の各点を
順次結んだ各直線と最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒大石浦標
識Ａ　2　同市同町貝鮒大石浦標
識Ｂ　3　同市同町貝鮒大石浦清
水鼻北東端　4　同市同町貝鮒
大石浦なぎ浜標識
（基点５より南方海岸沿いに８０
メートルのところ）　5　同市同町
貝鮒大石浦なぎ浜南鼻標識

イ　１から４０度
１００メートルのところ　ロ　１から４０
度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3065号 三洋真珠合資会社外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
志多浦
カタフチ
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町志多浦えびす
鼻標識　2　同市同町志多浦えび
す鼻ウド北側標識
（１から南西方海岸沿いに４０
メートルのところ）　3　同市同町
志多浦カタフチ崎標識　4　同市
同町小綱水ケ浦崎標識　5　同
市同町小網エビスのもと三角瀬
標識

イ　１と５を結ぶ直線上
１から１０メートルのところ　ロ　３と４
を結ぶ直線上
３から８０メートルのところ　ハ　３と４
を結ぶ直線上
３から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3066号 三洋真珠合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
志多浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町志多浦えびす
鼻北端　2　同市同町志多浦千
太郎開護岸東端標識

イ　１から２０度
１０メートルのところ　ロ　１から６０
度
５０メートルのところ　ハ　２から９０
度
６０メートルのところ　二　２から９０
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3067号 三洋真珠合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
志多浦
ホソリ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町志多浦ホソリ西
の鼻北東標識　2　同市同町志
多浦ホソリグチ標識

イ　１から９０度
５０メートルのところ　ロ　２から９０
度
４０メートルのところ　ハ　２から９０
度
１５メートルのところ　二　１から９０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3069号 犬束敬徳外２名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
はげ崎
地先

次の２、１、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と３から２に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　対馬市美津島町濃部はげ崎
標柱　2　同市同町濃部人呼崎
標柱　3　同市同町濃部人呼崎
突端Ａ号

イ　１から１１５度
９０メ－トルのところ　ロ　３から１１５
度
１００メ－トルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3070号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
貝鮒崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒貝鮒崎さ
き鼻標識　2　同市同町貝鮒貝鮒
崎内鼻標識
（１から南方海岸沿いに９０メート
ルのところ）　3　同市同町貝鮒
明崎鼻突端標識　4　同市同町
貝鮒白銀島北端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ　ハ　２と３
を結ぶ直線上
２から１４０メートルのところ　二　１と
４を結ぶ直線上
１から１３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対区第3071号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
貝鮒崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒貝鮒浦西
護岸標識Ａ　2　同市同町貝鮒貝
鮒浦西護岸標識Ｂ　3　同市同町
貝鮒貝鮒浦東岸標識Ｃ　4　同市
同町貝鮒貝鮒浦東岸標識Ｄ

イ　１と４を結ぶ直線上
１から３８メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3072号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
鯨瀬浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒長崎鼻突
端西側標識

イ　１から２７０度
３５メートルのところ　ロ　１から１９０
度
３３５メートルのところ　ハ　１から１９
８度
３４５メートルのところ　二　１から２７
０度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3073号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
鯨瀬浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒鯨瀬標識
2　同市同町貝鮒鯨瀬浦西岸標
識Ｂ

イ　１から１１３度
４０メートルのところ　ロ　２から９０
度
４３０メートルのところ　ハ　２から９０
度
５１０メートルのところ　二　１から１１

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対区第3074号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
クブト浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒クブト浦護
岸標識　2　同市同町貝鮒クブト
浦中鼻標識　3　同市同町貝鮒ク
ブト浦中鼻南標識
（２から南方海岸沿いに１１５メー
トルのところ）

イ　１から１８０度の直線と２から９０
度の直線との交点　ロ　１から１８０
度の直線と３から９０度の直線との
交点　ハ　３から９０度
４７０メートルのところ　二　２から９０
度
４４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3075号 印束正登外８名

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
多田島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨多田島南
端　2　同市美津島町島山五合
島頂上　3　同市同町小船越沖ノ
島北端　4　同市豊玉町嵯峨大
浦の鼻標識　5　同市同町貝鮒
鯨瀬鼻南端　6　同市美津島町
濃部京が島西端　7　同市同町
濃部京が島南東端

イ　１と２を結ぶ直線上
１から１７０メートルのところ　ロ　１と
２を結ぶ直線上
１から２７０メートルのところ　ハ　３と
４を結ぶ直線と
５と７を結ぶ直線との交点　二　３と
４を結ぶ直線と
６と１を結ぶ直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3076号 印束正登外５名

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
太郎瀬
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町糸瀬赤崎北の
鼻　2　同市同町嵯峨水の浦北
鼻　3　同市同町嵯峨浜椿西鼻
4　同市美津島町島山島ノ浦沖
鼻　5　同市同町小船越大千切
島北西端　6　同市同町濃部草
島南端

イ　１と４を結ぶ直線と２と６を結ぶ
直線との交点　ロ　１と４を結ぶ直線
と３と５を結ぶ直線との交点　ハ　３
と５を結ぶ直線上
３から５４０メートルのところ　二　２と
６を結ぶ直線上
６から２６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3077号 印束正登外８名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
草島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨とうには崎
南端　2　同市同町嵯峨浜椿崎
3　同市同町嵯峨多田島南端　4
同市美津島町小船越麦島北端
5　同市同町小船越大千切島綿
打河内崎　6　同市同町濃部草
島南東端　7　同市同町濃部つつ
み崎北鼻突端標識

イ　１と４を結ぶ直線と２と７を結ぶ
直線との交点　ロ　１と４を結ぶ直線
と３と７を結ぶ直線との交点　ハ　５
と６を結ぶ直線上
６から１７０メートルのところ　二　５と
６を結ぶ直線上
６から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3078号 印束正登外５名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
白方浦
地先

次の１、イ、ロ、３、ハ、ニ、ホ、８
の各点を順次結んだ各直線と最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　対馬市美津島町濃部白方崎
東鼻標識　2　同市同町濃部こし
ろ鼻北西端　3　同市同町濃部こ
ぶと突端標識　4　同市同町濃部
ねん島頂上　5　同市同町濃部
堤防標識　6　同市同町濃部白
方中鼻標識　7　同市同町濃部
白方崎東側鼻　8　同市同町濃
部白方崎堤防標識　9　同市同
町濃部草島南東端標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　３と４
を結ぶ直線上
３から１００メートルのところ　ハ　５と
９を結ぶ直線上
５から６０メートルのところ　二　６と１
を結ぶ直線上
６から８０メートルのところ　ホ　７と８
を結ぶ直線上
８から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3079号 印束正登外５名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
いろん崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、５の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域。た
だし、３、ホ、ニ、４の各点を順次
んだ各直線と最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域を除く

1　対馬市美津島町濃部浦鼻標
識　2　同市同町濃部おみいぜ鼻
標識　3　同市同町濃部いろん崎
標識Ｂ号階段横　4　同市同町濃
部いろん崎標識Ｃ号階段横　5
同市同町濃部いろん崎標識Ｄ号
街灯前　6　同市同町濃部人呼
崎標柱

イ　１から３４５度
６０メートルのところ　ロ　２から２９５
度
６０メートルのところ　ハ　５から２９５
度
１００メートルのところ　二　４と６を
結ぶ直線上
４から６０メートルのところ　ホ　３か
ら２９５度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3080号 吉村敏喜

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
佐保浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦ごそ崎　2
同市同町卯麦すずき崎　3　同市
同町卯麦すずき崎北鼻標識

イ　１から１８０度
４０メートルのところ　ロ　１から１８０
度
１００メートルのところ　ハ　２から２３
３度
１２５メートルのところ　二　３から２９
６度
７０メートルのところ　ホ　３から２９６
度
１５メートルのところ　へ　２から２４０

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3081号 吉村敏喜

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
佐保浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町卯麦赤崎突端
標識　2　同市同町卯麦佐保浦
北岸中鼻標識　3　同市同町卯
麦中山北西岸標識

イ　１から１１０度
５０メートルのところ　ロ　２から１６５
度
２５メートルのところ　ハ　３から３１７
度
１４０メートルのところ　二　３から３１
７度
１５メートルのところ　ホ　２から１６５
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3083号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
田
丸島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、７の各点を順
次結んだ各直線と２、３、４を結
んだ各直線及び１から２、４から
７に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町田丸島東岸標
識　2　同市同町田丸島南端　3
同市同町田床松鼻標識　4　同
市同町田タシマノ鼻北端　5　同
市同町田水たる鼻標識　6　同市
同町田音浦鼻標識　7　同市同
町田下り松突端標識　8　同市同
町田赤松鼻標識

イ　５と８を結ぶ直線上
５から３０メートルのところ　ロ　６か
ら９０度
３０メートルのところ　ハ　７から９０
度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3084号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
田
ぼうしが浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町田長崎鼻標識
2　同市同町田ぼうしが浦鼻標識
3　同市同町田ぼうしが浦標識

イ　１から２７０度
３０メートルのところ　ロ　２から３３５
度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3085号 浅茅真珠養殖合資会社

長崎県
対馬市
豊玉町
田
ぼうしが浦
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町田赤松鼻標識
2　同市同町田水たる鼻標識　3
同市同町田おした鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　３か
ら２７０度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3087号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次の１、イ、ロ、５の各点を順次
結んだ各直線、２、ハ、３の各点
を順次結んだ各直線及び１から
２、３から５に至る各最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨きょうづか
突端標識　2　同市同町嵯峨長
岩崎突端　3　同市同町嵯峨オリ
オト中鼻　4　同市同町嵯峨水谷
北東端　5　同市同町嵯峨水谷
北西端　6　同市同町嵯峨つよう
長曽根鼻大岩　7　同市同町嵯
峨かしだけ鼻標識

イ　１と７を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　５と６
を結ぶ直線上
５から２０メートルのところ　ハ　３と６
を結ぶ直線と２と４を結ぶ直線との
交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3088号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨嵯峨浦ケ
ンベ鼻標識　2　同市同町嵯峨浦
小ハマの鼻標識　3　同市同町嵯
峨浦げんけ北鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3089号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次の１、ホ、ニ、ハ、ロ、イ、ト、
ヘ、２の各点を順次結んだ各直
線と最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　対馬市豊玉町嵯峨徳利崎南
東端　2　同市同町かしだけ鼻標
識　3　同市同町はやの鼻標識
4　同市同町嵯峨浦標識Ａ号　5
同市同町網代崎突端標識　6
同市同町きょうづか崎突端標識

イ　４から１２３度
２０メートルのところ　ロ　４から１２３
度
５５メートルのところ　ハ　３と５を結
ぶ直線上
３から５０メートルのところ　二　２と６
を結ぶ直線上
２から６０メートルのところ　ホ　１か
ら１３０度
５５メートルのところ　へ　２と６を結
ぶ直線上
２から２０メートルのところ　ト　３と５
を結ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3094号 釜地秀成外１名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
綿打
河内浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越大千
切島東中鼻標識　2　同市同町
濃部京が島東岸標識　3　同市
同町濃部綿打河内浦中鼻標柱
4　同市同町小船越大千切島東
下鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から２０メートルのところ　ロ　１と２
結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ハ　３と
４を結ぶ直線上
４から１５０メートルのところ　二　３と
４を結ぶ直線上
４から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3095号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
小碇崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山小碇崎
中鼻標識　2　同市同町島山小
碇崎南東端標識　3　同市同町
島山中ノ島南端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１６０メートルのところ　ロ　１と
３を結ぶ直線上
１から３６０メートルのところ　ハ　２
から５３度
３８０メートルのところ　二　２から５３
度
１８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3096号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
枇杷島西
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山屋敷名
中鼻標識　2　同市同町島山赤
崎外中鼻標識

イ　１から７２度
２９０メートルのところ　ロ　１から７２
度
４００メートルのところ　ハ　２から７２
度
２８０メートルのところ　二　２から７２
度
１７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3097号 犬束敬徳外３名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
乙が浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部いも木
崎突端標識　2　同市同町濃部
釜地秀成宅前標識　3　同市同
町濃部幾度勉工場前標識　4
同市同町濃部はげ崎南岸標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ　ハ　３と
４を結ぶ直線上
４から１３０メートルのところ　二　３と
４を結ぶ直線上
４から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3098号 阿比留啓次外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
貝鮒崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町貝鮒貝鮒浦西
護岸南側標識Ａ　2　同市同町貝
鮒貝鮒浦西護岸南側標識Ｂ

イ　１から１１５度
３０メートルのところ　ロ　２から１１５
度
３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3099号 小島真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
雷浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町芦浦明神崎
鼻標識　2　同市同町芦浦明神
崎電柱　3　同市同町芦浦小畑
鼻標識

イ　１から１５３度
１７メートルのところ　ロ　１から２０９
度
４７メートルのところ　ハ　２と３を結
ぶ直線上
２から５４メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3100号 小島真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
雷浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町芦浦明神崎
鼻標識　2　同市同町芦浦明神
崎標識灯　3　同市同町芦浦大
畑護岸南端標識

イ　２と３を結ぶ直線上
２から３０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から１３０メートルのところ　ハ　１
から２２６度
１２２メートルのところ　二　１から１７
９度
４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3102号 小島真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
神崎鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、５、
ヘ、トの各点を順次結んで１に至
る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町鴨居瀬ナナ
ゴエ大岩標識　2　同市同町鴨居
瀬タカタケ鼻標識　3　同市同町
鴨居瀬小畑鼻標識　4　同市同
町鴨居瀬神崎鼻北標識　5　同
市同町鴨居瀬神崎鼻北西標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から１４０メートルのところ　ロ　２と
３を結ぶ直線上
２から２２０メートルのところ　ハ　４
から３３５度
１００メートルのところ　二　４から３３
５度
１０メートルのところ　ホ　５から３３５
度
３０メートルのところ　へ　５から２３６
度
５０メートルのところ　ト　１から２８５
度
３４メ トルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3103号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
海徳島
地先

次の１、イ、ハ、ロ、２の各点を順
次結んだ各直線と１から２に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　対馬市美津島町鴨居瀬海徳
島南端　2　同市同町鴨居瀬海
徳島北西端　3　同市同町鴨居
瀬鹿島南端　4　同市同町鴨居
瀬仁兵島衛南端　5　同市同町
長畑の中鼻

イ　１と３を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から４０メートルのところ　ハ　４と５
を結ぶ直線上
４から１１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3104号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
大鹿
地先

次の１、イ、ロ、６の各点を順次
結んだ各直線､２、ハ、３の各点
を順次結んだ各直線及び１から
２、３から６に至る各最高高潮時
海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町鴨居瀬仁兵
衛島南端　2　同市同町鴨居瀬
仁兵衛島北端　3　同市同町鴨
居瀬小鹿の鼻標識　4　同市同
町鴨居瀬赤崎の鼻標識　5　同
市同町鴨居瀬やぎ島中島芳規
畑石垣標識　6　同市同町鴨居
瀬鹿島中央標識

イ　１から２８３度
２８０メートルのところ　ロ　５と６を結
ぶ直線上
６から１２０メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3106号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
片平
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越畠浦
キエモリ畠鼻標識　2　同市同町
小船越片平の鼻標識　3　同市
同町鴨居瀬沖ノ島西端

イ　１と３を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区第3107号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
畠崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、４、５、３
の各点を順次結んだ各直線と最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　対馬市美津島町小船越畠崎
北東端標識　2　同市同町小船
越畠崎南標識　3　同市同町小
船越長畑北端標識　4　同市同
町小船越大仏突端標識　5　同
市同町小船越小仏島南西端標
識　6　同市同町鴨居瀬黒島ひら
崎北西端　7　同市同町鴨居瀬
裸島南端　8　同市同町鴨居瀬
東泉島南西端

イ　１と８を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と７
を結ぶ直線上
２から１２０メートルのところ　ハ　２と
７を結ぶ直線上
２から２４０メートルのところ　二　４と
６を結ぶ直線上
４から２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

対区第3108号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
大仏島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んで１に至る各直線によっ
て囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越大仏
島南端　2　同市同町小船越加
世浦南馬場内鼻南端

イ　１から１０７度３０分
５０メートルのところ　ロ　２から１０７
度３０分
２００メートルのところ　ハ　２から１８
０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い



対区第3109号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
加世浦
地先

次の１と２、３と４、５と６を結んだ
各直線及び１から４、３から５、６
から２に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越加世
浦池畠内鼻北東端　2　同市同
町小船越加世浦南馬場内鼻南
端　3　同市同町小船越加世浦
ハゲ崎南端　4　同市同町小船
越加世浦カゲ畠標識　5　同市同
町小船越加世浦北浦西岸標識
6　同市同町小船越加世浦北浦
東岸標識

　
第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3110号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
加世浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町小船越加世
浦池畠内鼻北東端　2　同市同
町小船越加世浦池畠東端標識
3　同市同町小船越大仏島南端
4　同市同町小船越加世浦南馬
場内鼻南端

イ　１と４を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3111号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
中浦
地先

次の１、イ、９の各点を順次結ん
だ各直線、２と３、３と４、５と６、
７と８を結んだ各直線及び１から
２、４から５、６から７、８から９に
至る各最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

1　対馬市美津島町犬吠焼島鼻
西端標識　2　同市同町犬吠石
畠南鼻西端　3　同市同町犬吠
石畠北鼻西端　4　同市同町赤
崎南西端　5　同市同町犬吠真ノ
浦標識Ｂ　6　同市同町犬吠真ノ
浦標識Ａ　7　同市同町犬吠島ノ
内標識Ｂ　8　同市同町犬吠島ノ
内標識Ａ　9　同市同町犬吠中崎
南端　10　同市同町犬吠かげひ
ろ北東端標識

イ　１と１０を結ぶ直線上
１から８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3112号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
入道浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線、４，５，６の各点を順
次結んだ各直線、７と８を結んだ
直線及び１から８、７から６、４か
ら３に至る各最高高潮時海岸線
によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町犬吠かげひ
ら北東端標識　2　同市同町犬吠
焼鼻西端標識　3　同市同町犬
吠中崎南端　4　同市同町犬吠
船越東鼻南端　5　同市同町犬
吠船越中鼻南端　6　同市同町
犬吠船越西鼻南端　7　同市同
町犬吠入道浦湾奥北標識　8
同市同町犬吠入道浦湾奥南標
識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から１２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3113号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
水浦
地先

次の１、２、イ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町久須保倉本
突端標識　2　同市同町久須保
水浦鼻西端　3　同市同町久須
保水浦標識第１号　4　同市同町
久須保水浦標識第２号　5　同市
同町久須保水浦中鼻東北端

イ　３と４を結ぶ直線と２と５を結ぶ
直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3115号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
くさこずみ
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４、３、２の各
点を順次結んだ各直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市美津島町大船越狭瀬
戸口崎南西端　2　同市同町大
船越的場崎南端　3　同市同町
大船越くさこずみ内鼻南端　4
同市同町大船越本彼瀬鼻南端
5　同市同町大船越中彼瀬鼻南
端　6　同市同町大船越シレエ鼻
西端

イ　１と６を結ぶ直線上
１から１５０メートルのところ　ロ　２
から１４３度
２４０メートルのところ　ハ　４と５を
結ぶ直線上
４から１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区第3116号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
六郎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町六郎島西端
2　同市同町久須保彼瀬崎西端
3　同市同町島山矢取崎突端標
識　4　同市同町大船越尻江崎
北端

イ　１と４を結ぶ直線と２と３を結ぶ
直線との交点　ロ　１と４を結ぶ直線
上
１から１２０メートルのところ　ハ　１
から２６７度
２５０メートルのところ　二　２と３を
結ぶ直線と１から２６１度の直線との
交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3117号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
六郎島
地先

次の１、２、イ、５の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町久須保六郎
島東端　2　同市同町久須保はし
このせ鼻南西端　3　同市同町大
山中彼瀬鼻南端　4　同市同町
大山くさこずみ二番鼻標識　5
同市同町久須保六郎島北端

イ　２と４を結ぶ直線と３と５を結ぶ
直線との交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3118号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
六郎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町久須保彼瀬
崎西端　2　同市同町久須保くら
げとう鼻標識　3　同市同町久須
保六郎島西端　4　同市同町島
山矢取崎突端標識　5　同市同
町大船越尻江崎北端

イ　３と５を結ぶ直線上
３から２０メートルのところ　ロ　２か
ら３５５度
５０メートルのところ　ハ　１と４を結
ぶ直線上
１から５０メートルのところ　二　１と４
を結ぶ直線と３と５を結ぶ直線との
交点

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対区第3119号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
玉調浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町玉調浦奥鼻
標識　2　同市同町玉調浦畑内
標識

イ　１から１００度
６５メートルのところ　ロ　１から１００
度
１３０メートルのところ　ハ　２から１０
０度
１５０メートルのところ　二　２から１０
０度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3120号 金子真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
鰮港
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線、３と４を結んだ直線及
び１から４、２から３に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　対馬市美津島町久須保ウナ
ンコウ右の鼻標識　2　同市同町
久須保鰮港東岸標識Ａ号　3　同
市同町久須保鰮港東岸標識Ｂ
号　4　同市同町久須保鰮港東
岸標識Ｃ号　5　同市同町大船越
クセンナ鼻南鼻標識

イ　１と５を結ぶ直線上
１から１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区第3121号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
たどうら
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大船越たどう
らの鼻南東端　2　同市同町大船
越たどうらの南鼻西端

イ　１から２７０度
３０メートルのところ　ロ　２から２７０
度
５５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3122号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
狭間浦
地先

次の１、２、イ、ロの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町大船越小狭
間北の鼻西端　2　同市同町大
船越狭間二番鼻西端　3　同市
同町大船越豆入道北の鼻北東
端

イ　２と３を結ぶ直線上
２から５０メートルのところ　ロ　１か
ら２７０度
５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3123号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
狭間浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、５、４の各点
を順次結んだ各直線、２と３を結
んだ直線及び１から２、３から４
に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大船越狭間
浦奧北の鼻東端　2　同市同町
大船越豆入道南の鼻北端　3
同市同町大船越豆入道北の鼻
東端　4　同市同町大船越ながべ
た東の鼻標識　5　同市同町大
船越ながべた標識　6　同市同町
大船越尻江崎東端　7　同市同
町大船越狭間崎北端　8　同市
同町大船越小狭間北の鼻西端

イ　１と８を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　６と７
を結ぶ直線上
７から１２０メートルのところ　ハ　６と
７を結ぶ直線上
６から２２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない

対区第3124号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
シレエ鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大船越シレ
エ鼻北西端　2　同市同町大船越
シレエ鼻南西端　3　同市同町竹
敷シレエ崎東端

イ　１から２６０度
１３０メートルのところ　ロ　２と３を結
ぶ直線上
２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3125号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
白蓮江崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、２の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷白蓮江
崎突端標識　2　同市同町竹敷
白蓮江崎東岸標識　3　同市同
町大山くさこずみ鼻標識　4　同
市同町大山中彼瀬鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ロ　１と
４を結ぶ直線上
１から１５０メートルのところ　ハ　２
から５８度
１４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3128号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
黒崎島
地先

次の２、１、イ、ロ、４、３の各点を
順次結んだ各直線と２から３に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山黒崎島
南鼻標識　2　同市同町島山黒
崎島中鼻南端　3　同市同町島
山黒崎島中鼻南東端　4　同市
同町島山矢取崎西端

イ　１から９０度
２５０メートルのところ　ロ　４から１４
７度
１１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3129号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
白蓮江浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷白蓮江
崎突端標識　2　同市同町竹敷
赤崎東鼻西端　3　同市同町島
山矢取崎突端標識　4　同市同
町大山草こずみ鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ　ロ　２と４
を結ぶ直線上
２から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3130号 北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
高坊浦
地先

次の１、ハ、ホ、ニ、７、６、５の各
点を順次結んだ各直線、２、イ、
ロ、４の各点を順次結んだ各直
線及び１から２、４から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷高坊浦
てしろせ北鼻北東端　2　同市同
町竹敷高坊浦標識Ａ号　3　同市
同町竹敷高坊浦内の鼻北西端
4　同市同町竹敷高坊浦東の鼻
北端　5　同市同町竹敷赤崎南
三番鼻北端　6　同市同町竹敷
赤崎南二番鼻西端　7　同市同
町竹敷赤崎西端　8　同市同町
島山黒崎島南端

イ　２と３を結ぶ直線上
２から１５０メートルのところ　ロ　３と
４を結ぶ直線上
４から１５０メートルのところ　ハ　１と
７を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　二　１と
７を結ぶ直線上
１から５００メートルのところ　ホ　８
から１９０度
３００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ニの点に夜間標識灯を設置しなければならない。た
だし、標識灯の視認距離は1000ﾒｰﾄﾙ以上でなければな
らない

対区第3134号 平井真珠株式会社

長崎県対馬市
美津島町
島山
満潮崎
地先

次の２、イ、ロ、ハ、４、３の各点
を順次結んだ各直線及び３から
２に至る最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山福畑内
の鼻海岸標識Ａ　2　同市同町島
山福畑内の鼻海岸標識Ｂ　3　同
市同町島山福畑内の鼻北端標
識　4　同市同町福畑鼻西岸標
識

イ　１から４６度
６０メートルのところ　ロ　１から４６
度
４１０メートルのところ　ハ　'４から３
７度
１７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区第3137号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
満潮崎
地先

次の１、ロ、イ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

1　対馬市美津島町島山満潮崎
北東端標識　2　同市同町島山
満潮崎海岸標識　3　同市同町
島山満潮崎内鼻西岸標識　4
同市同町島山満潮崎内鼻東岸
標識　5　同市同町島山福畑内
の鼻海岸標識Ａ

イ　５から４６度
６０メートルのところ　ロ　５から４６
度
４１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3138号 平井真珠株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
明瀬鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山明瀬鼻
標識　2　同市同町島山満潮崎
北東端標識

イ　１から２０度
８０メートルのところ　ロ　２から２０
度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3140号 小田真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
面天奈
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町黒瀬面天奈
北標識　2　同市同町黒瀬面天
奈南標識　3　同市同町黒瀬面
天奈中鼻標識　4　同市同町竹
敷小式崎突端

イ　１と４を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ハ　２と
３を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ　二　２と
３を結ぶ直線上
２から３０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区第3141号 釜地秀成外１名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
草島
地先

次のイ、ロ、ハ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

1　対馬市美津島町濃部草島北
端　2　同市同町濃部草島東岸
標識

イ　１から９０度
５０メートルのところ　ロ　１から９０
度
１５０メートルのところ　ハ　２から９０
度
１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区第3142号 春田栄

長崎県
対馬市
上県町
犬ヶ浦
かき瀬
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と１から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

1　対馬市上県町犬ヶ浦桃崎標
識　2　同市同町犬ヶ浦かき瀬鼻
標識　3　同市同町犬ヶ浦かき瀬
鼻西端標識

イ　１から２４４度
２０メートルのところ　ロ　２から２２４
度
６０メートルのところ　ハ　３から２５６
度
６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成25年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない

対区第3143号 小田真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山鳥取浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１  対馬市美津島町島山鳥取浦
北標識  ２  同市同町島山太平
浦鼻南端標識  ３  同市同町島
山白瀬鼻中標識  ４  同市同町
島山毘沙門鼻南標識

イ  １と２を結ぶ直線上
１から７０メートルのところ  ロ  １と２
を結ぶ直線上
１から２１０メートルのところ  ハ  ３と
４を結ぶ直線上
４から２００メートルのところ  ニ  ３と
４を結ぶ直線上
４から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成28年９月１5日から令和５年８月３1
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区第3144号 扇忠男

長崎県
対馬市
峰町
狩尾
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１  対馬市峰町狩尾浅瀬鼻標識
２  同市同町長瀬鼻灯台標識  ３
同市同町長瀬突端標識

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成28年９月１5日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区
第3145号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
佐志賀浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨つよう長
曽根鼻北西端標識
２　同市同町嵯峨佐志賀神社前
標識
３　同市同町嵯峨かたひら突端
標識

イ　１から２５１度
　　８０メートルのところ
ロ　１から２５１度
　　１８０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１６０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3146号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
佐志賀浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀防波堤
付根標識
２　同市同町佐志賀神社前標識
３　同市同町佐志賀黒島南端
４　同市同町佐志賀黒島北端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１６０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１６０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から７０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3147号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
佐志賀浦
地先

次の３、２、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、４
の各点を順次結んだ各直線と最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町佐志賀えびす
鼻南西端標識
２　同市同町佐志賀えびす鼻南
西端石垣標識
３　同市同町佐志賀こざしか北
端護岸角標識
４　同市同町佐志賀在所北西端
護岸標識
５　同市同町佐志賀オデンガ島
北端
６　同市同町佐志賀浮瀬航路標
識

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　４と５を結ぶ直線上
　　４から１６０メートルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　４から８０メートルのところ
ニ　２から１９０度
　　１００メートルのところ
ホ　２と４を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3148号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
佐志賀浦
地先

次の２、チ、イ、ロ、ハ、ニ、６、
ホ、４、へ、トの各点を順次結ん
だ各直線、３と４を結んだ直線及
び２から３、４から５に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町佐志賀塔ケ崎
島南標識
２　同市同町佐志賀塔ケ崎島東
岸中鼻南端標識
３　同市同町佐志賀瀬戸南西端
標識
４　同市同町佐志賀瀬戸南東端
標識
５　同市同町佐志賀畑石垣突端
標識
６　同市同町佐志賀島ノ内南西
端標識
７　同市同町佐志賀防波堤付根
標識

イ　１から１６２度
　　７０メートルのところ
ロ　１から１６２度
　　２１０メートルのところ
ハ　２から１７１度
　　３２０メートルのところ
ニ　２から１７１度の直線と６から２０
８
     度の直線の交点
ホ　５と６を結ぶ直線上
　　５から３０メートルのところ
へ　４から１８０度
　　６０メートルのところ
ト　３から１８０度
　　４０メートルのところ
チ　２と７を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3149号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
塔ケ崎島
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、２の各点
を順次結んだ各直線及び１から
２に至る最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀塔ケ崎
島西岸標識Ａ号
２　同市同町佐志賀塔ケ崎島西
岸標識Ｂ号
３　同市同町佐志賀塔ケ崎島北
端

イ　１から２７０度
　　１１０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　１１０メートルのところ
ハ　３から２８４度
　　１４５メートルのところ
ニ　３から２８４度
　　６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - １．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第3150号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
大玉
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線、２、ニ、３を順
次結んだ各直線及び４から３、２
から１に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀大玉大
石突端標識
２　同市同町佐志賀大玉標識
３　同市同町佐志賀じゅん崎突
端標識
４　同市同町佐志賀通瀬戸北口
鼻標識
５　同市同町佐保ヒラジロ南鼻標
識
６　同市同町卯麦八升鼻南東端

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　３と５を結ぶ直線上
　　３から１２０メートルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　４から１３０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　１２５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第3151号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
小式崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀小式崎
北東端標識
２　同市同町佐志賀すす崎標識

イ　１から１１０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から１１０度
　　１７０メートルのところ
ハ　２から１１０度
　　１６０メートルのところ
ニ　２から１１０度
　　５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第3152号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
黒島
地先

次の２、１、イ、ロ、３の各点を順
次結んだ各直線と２から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市豊玉町貝口佐志賀才
口北鼻東端標識
２　同市同町佐志賀黒島北西端
標識
３　同市同町佐志賀黒島北端
４　同市同町佐志賀えい崎鼻標
識
５　同市同町佐志賀すす浦西口
標識

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3153号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
黒島
地先

次の３、ヘ、ト、イ、ロ、ハ、１４の
各点を順次を結んだ各直線、１
３、１２、１１の各点を順次結んだ
各直線、１０、ニ、ホ、８の各点を
順次結んだ各直線、７と６を結ん
だ直線、５と４を結んだ直線及び
１４から１３、１１から１０、８から
７、６から５、４から３に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　　対馬市豊玉町佐志賀黒島
北端
２　　同市同町佐志賀黒島南東
端
３　　同市同町佐志賀黒島南端
４　　同市同町佐志賀黒島西端
標識
５　　同市同町佐志賀オロ北鼻
南東端標識
６　　同市同町佐志賀オロ浦北
鼻標識
７　　同市同町佐志賀オロ浦南
標識
８　　同市同町佐志賀北浦北東
端標識
９　　同市同町佐志賀オデンガ島
北端
１０　同市同町佐志賀オデンガ
島東端
１１　同市同町佐志賀オデンガ
島南端
１２　同市同町佐志賀北浦中鼻
標識
１３　同市同町佐志賀ホシヤリ鼻
北端
１４　同市同町佐志賀カタヒラ突
端標識

イ　１から６０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から６０度
　　１５０メートルのところ
ハ　１４から４５度
　　１５０メートルのところ
ニ　１０から５０度
　　７５メートルのところ
ホ　９から０度
　　３０メートルのところ
へ　３と８を結ぶ直線上
　　３から３０メートルのところ
ト　２から７０度
　　４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3154号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
かたひら
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀かたひ
ら海岸中央部南標識
２　同市同町同佐志賀鐘掛崎内
側中鼻標識

イ　１から４５度
　　１００メートルのところ
ロ　１から４５度
　　３５０メートルのところ
ハ　２から４５度
　　３１０メートルのところ
ニ　２から４５度
　　６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3155号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
御前鼻
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んでイに至る各直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町佐志賀御前鼻
北西端
２　同市同町佐志賀御前鼻南端
３　同市同町卯麦八升畠の鼻南
東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３５メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１３５メートルのところ
ハ　２から２９９度
　　１４０メートルのところ
ニ　２から２９９度
　　４０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - １．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第3156号

日高真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
フカリ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒フカリ浦
東岸標識Ａ
２　同市同町貝鮒フカリ浦東岸
一重崎標識

イ　１から２７０度
　　８０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　１８０メートルのところ


第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3157号

日高真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
フカリ浦
地先

次の１と２を結ぶ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町貝鮒フカリ浦
東岸標識Ａ号
２　同市同町貝鮒フカリ浦標識Ｂ
号

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3158号

日高真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
フカリ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒フカリ浦な
ぎなた崎北鼻東端標識
２　同市同町貝鮒なぎなた崎南
鼻突端標識

イ　１から９０度
　　１００メートルのところ
ロ　２から９０度
　　１５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第3159号

平井真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
美津島町
島山
曲網代浦
地先

次の５、ニ、ロ、イ、ハ、３、４の各
点を順次結んだ各直線と４から５
に至る最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山福畑東
の鼻標識
２　同市同町島山山越標識
３　同市同町島山曲網代浦南内
鼻標識
４　同市同町島山曲網代浦北内
鼻標識
５　同市同町島山屋敷畑浦南鼻
西端標識

イ　１から６３度
　　５０メートルのところ
ロ　１から６３度
　　２５０メートルのところ
ハ　イと２を結んだ直線上
　　２から５０メートルのところ
ニ　５から２３７度
　　１３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3160号

平井真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
美津島町
島山
屋敷畑浦
地先

次のイ、ロ、３、５、ニ、ハの各点
を順次結んでイに至る各直線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山沖廻島
西端標識
２　同市同町島山えのき鼻南端
標識
３　同市同町島山屋敷畑浦南内
鼻北端標識
４　同市同町島山屋敷畑浦中鼻
標識Ａ
５　同市同町島山屋敷畑浦中鼻
標識Ｂ

イ　１から１９２度
　　２０メ－トルのところ
ロ　１から１９２度
　　１２０メ－トルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　５から１０メートルのところ
ニ　４と５を結ぶ直線上
　　４から１０メ－トルのところ
ホ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区第3161号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
麦島
西岸
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越麦島
北端標識　２　同市同町小船越
麦島南端標識　３　同市同町小
船越箕島中東側標識　４　同市
同町小船越中ノ島南端　５　同市
同町小船越丸島北東端

イ　１と５を結ぶ直線上
１から１８０メートルのところ　ロ　２と
４を結ぶ直線上
２から１００メートルのところ　ハ　２と
４を結ぶ直線上
２から３２０メートルのところ　ニ　３
から３５１度３０分
７００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3162号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
箕島東
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越麦島
南端標識　２　同市同町小船越
清五郎鼻標識　３　同市同町小
船越箕島北端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ　ロ　２
から２９３度３０分
１２０メートルのところ　ハ　２から２６
０度
３１０メートルのところ　ニ　３から１４
度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3163号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
長崎鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越清五
郎鼻北端標識　２　同市同町小
船越麦島南東端

イ　１から３７度
１５０メートルのところ　ロ　１から３４
５度
９０メートルのところ　ハ　２から７５
度
８０メートルのところ　ニ　２から７５

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3164号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
一貫島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越第ケ
和田浦外鼻突端標識　２　同市
同町小船越よしがわだ内鼻標識
３　同市同町小船越一貫島元鼻
標識

イ　１から１３３度３０分
８０メートルのところ　ロ　２から２４６
度３０分
１００メートルのところ　ハ　３から３４
度３０分
１１０メートルのところ　ニ　３から３２
５度３０分
１１０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3165号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
第ケ和田浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越第ケ
和田浦長崎鼻内標識　２　同市
同町小船越よしがわだ北鼻標識
３　同市同町小船越第ケ和田浦
一番鼻標識　４　同市同町小船
越第ケ和田浦長崎鼻標識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から３０メートルのところ　ロ　１と２
を結ぶ直線上
２から５５メートルのところ　ハ　３と４
を結ぶ直線上
３から４５メートルのところ　ニ　３と４
を結ぶ直線上
４から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3166号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
名切浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越よし
がれた標識(名切浦西岸北標識)
２　同市同町小船越よしがれた
西の鼻標識(名切浦西岸南標識)
３　同市同町大山ふればんの鼻
標識　４　同市同町名切浦内鼻
北西端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ　ロ　１と４
を結ぶ直線上
４から５５メートルのところ　ハ　２と３
を結ぶ直線上
３から１９５メートルのところ　ニ　２と
３を結ぶ直線上
２から９０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3167号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
大山
マフウ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山おこ崎
西端標識

イ　１から１６度３０分
４８０メートルのところ　ロ　１から１６
度３０分
４１０メートルのところ　ハ　１から４８
度
４８０メートルのところ　ニ　１から４３
度３０分

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3168号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
大山
マフウ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山箕島南
端標識　２　同市同町大山おこ
崎西端標識　３　同市同町大山
後大山標識

イ　１と３を結ぶ直線上
１から２５０メートルのところ　ロ　２
から１６度３０分
５７０メートルのところ　ハ　２から４０
度
６２５メートルのところ　ニ　１と３を結
ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3169号 小田浩一外５名

長崎県
対馬市
美津島町
大山
家深浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町大山戒鼻北
東端標識　２　同市同町大山家
深浦標識Ｂ号　３　同市同町大
山家深浦標識Ａ号　４　同市同
町大山納屋の浦標識Ａ号

イ　１と４を結ぶ直線上
１から６０メートルのところ　ロ　２と３
を結ぶ直線上
２から６０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3170号 平井真珠株式会社外1名

長崎県
対馬市
美津島町
島山
千鳥島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山屋敷畑
浦沖の島西端　２　同市豊玉町
貝鮒貝鮒崎犬束忍畑石垣標識
３　同市美津島町島山千鳥島標
識

イ　１と２を結ぶ直線上
１から１００メ－トルのところ　ロ　３
から４５度
３７０メ－トルのところ　ハ　３から３０
度
３７５メ－トルのところ　ニ　１と２を結
ぶ直線上

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和1年12月17日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い

対区
第3500号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
沖ノ島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１  対馬市美津島町小船越沖ノ
島北西端  ２  同市同町小船越
沖ノ島西端中鼻突角標識  ３  同
市同町小船越沖ノ島南端

イ  １から２６０度
８０メートルのところ  ロ  １から２６０
度
２８０メートルのところ  ハ  ２から２６
０度
２２５メートルのところ  ニ  ３から２６
０度
２２５メートルのところ  ホ  ３から２６
０度

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成26年5月30日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区
第3501号

小田真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
深浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１  対馬市美津島町セッポ崎北
標識  ２  同市同町セッポ崎南標
識  ３  同市同町深浦崎南標識
４  同市同町深浦崎北標識

イ  １と４を結ぶ直線上
１から３５メートルのところ  ロ  １と４
を結ぶ直線上
１から１１５メートルのところ  ハ  ２と
３を結ぶ直線上
２から１１５メートルのところ  ニ  ２と
３を結ぶ直線上
２から３５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年4月1日から令和５年８月３1
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第3502号

吉村敏喜

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
ヲキナの浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１  対馬市豊玉町卯麦ヲキナの
鼻東標識  ２  同市同町卯麦卯
麦浦東の鼻西標識

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年9月14日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。



対区
第3503号

吉村敏喜外１名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
松崎浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１  対馬市豊玉町卯麦卯麦浦東
岸標識  ２  同市同町卯麦卯麦
浦西岸標識Ａ  ３  同市同町卯麦
松崎浦松崎標識

イ  １と２を結ぶ直線上
１から５０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年9月14日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区
第3504号

吉村敏喜外３名

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１  対馬市豊玉町卯麦ごそ崎  ２
同市同町卯麦オコゲツ鼻標識
３  同市同町佐志賀御前浜鼻北
西端  ４  同市同町佐志賀じゅん
崎鼻

イ  １と４を結ぶ直線上
１から２００メートルのところ  ロ  ２と
３を結ぶ直線上
２から２００メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成27年9月14日から令和５年８月３1
日まで

個別 -

１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。
２．イ、ロの各点に夜間標識を設置しなければならない。

対区
第3505号

島雄扶実彦

長崎県
対馬市
美津島町
島山
小檪崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１  対馬市美津島町島山小檪崎
標識北  ２  同市同町島山弘法ヶ
浦北標識  ３  同市同町島山スケ
バタケ鼻標識A  ４  同市同町島
山氏神鼻中標識

イ  １と４を結ぶ直線上
１から１００メートルのところ  ロ  ２と
３を結ぶ直線上
２から９０メートルのところ  ハ  ２と３
を結ぶ直線上
２から１６０メートルのところ  ニ  １と
４を結ぶ直線上
１から１７０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成28年4月1日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区
第3508号

株式会社対馬あこや真珠

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬
黒瀬湾
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１  対馬市美津島町黒瀬カガリマ
チ南標識  ２  同市同町黒瀬呼
崎標識  ３  同市同町黒瀬カガリ
マチ北標識

イ  １と２を結ぶ直線上
１から４０メートルのところ  ロ  １か
ら２９０度
９５メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成28年4月1日から令和５年８月３1
日まで

個別 -
１．漁業権者は、養殖する水産動物の種類、養殖の用に
供する施設の規模及びその台数をあらかじめ長崎県知
事に届け出なければならない。

対区
第3509号

小島真珠有限会社

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
スカ
地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次
結んだ各直線によって囲まれた
区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬スカ
南西端標識
２　同市同町鴨居瀬スカ北東端
標識
３　同市同町芦浦坊主ケ先岸壁
標識
４　同市同町芦浦浦瀬宅前岸壁
標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１１６メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２３６メートルのところ
ニ　２と４を結ぶ直線上
　　２から２００メートルのところ

第1種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区第3510号 株式会社対馬あこや真珠

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬ソリ越浦
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬ソリ越
浦湾口北側標識　２　同市同町
黒瀬高崎西端標識　３　同市同
町黒瀬ソリ越浦湾奥南岸標識
４　同市同町黒瀬ソリ越浦湾奥
北岸標識

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区第3511号 株式会社対馬あこや真珠

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬坂無し
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬港南防
波堤先端標識　２　同市同町黒
瀬ぜんもん鼻標識　３　同市同
町黒瀬湾南岸標識　４　同市同
町洲藻皇后崎西端

イ　１から２０９度１６０メートルのとこ
ろ　ロ　２から２３２度１００メートルの
ところ　ハ　３から３３９度５０メートル
のところ　ニ　４から２９度２２０メート
ルのところ

第２種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和１年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．イ、ロ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区第3512号 株式会社対馬あこや真珠

長崎県
対馬市
美津島町
黒瀬城山北
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町黒瀬山下標
識　２　同市同町黒瀬城山北標
識

イ　１から０度
６０メートルのところ　ロ　１から０度
１４０メートルのところ　ハ　２から４
度
１６０メートルのところ　ニ　２から４
度
８０メートルのところ

第１種 真珠養
殖業

１月１日
から
１２月３１日
まで

令和２年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4000号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
曽
こうご崎
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町曽こうご崎北
端標識
２　同市同町曽こうご崎内の鼻
標識

イ　１から１２度
　　９０メートルのところ
ロ　２から１２度
　　１４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第4001号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
千尋藻
サスロ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、の各点を順
次結んでイに至る各直線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市豊玉町千尋藻サスロ
コウゴ崎東岸標識Ｂ
２　同市同町千尋藻サスロコウ
ゴ崎東岸標識Ｃ
（１から南方海岸沿いに９０メート
ルのところ）

イ　１から１１８度３０分
　　６０メートルのところ
ロ　１から１１８度３０分
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１１８度３０分
　　１８０メートルのところ
ニ　２から１１８度３０分
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第4002号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
鑓川
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、４の
各点を順次結んだ各直線と１か
ら４に至る最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町鑓川屋利加神
社階段南側角標識
２　同市同町鑓川小茂田鼻南端
標識
３　同市同町鑓川唐黒崎南東端
標識
４　同市同町鑓川ガトウ崎南東
端護岸標識
５　同市同町鑓川防波堤付根
６　同市同町鑓川前ノ島北端

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　２と５を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ
ハ　３から１０４度
　　６５メートルのところ
ニ　３と５を結ぶ直線上
　　３から１００メートルのところ
ホ　３と５を結ぶ直線上
　　３から１３０メートルのところ
ヘ　４から１２７度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

１．イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点に夜間標識灯を設置しなけ
ればならない。

対区
第4003号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町鑓川崎中鼻護
岸階段標識
２　同市同町鑓川鑓川防波堤付
根から９０メートルのところ
３　同市同町横浦テラノ島崎北
端標識
４　同市同町鑓川牛クラ崎北端
標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　４から１６０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　４から１００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から７０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　３から１４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

１．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第4004号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
タラバ浦
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦ボウズ瀬
突端
２　同市同町横浦タテバ島南端
３　同市同町横浦平崎の内の浜
標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

対区
第4005号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
塩屋浦
地先

次の１，２，３の各点を順次結ん
だ各直線及び１から３に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町横浦塩屋浦西
岸鼻標識
２　同市同町横浦八兵島ノ前小
島南西端
３　同市同町横浦塩屋浦東岸標
識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第4006号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
ツヤ島
地先

次の１と２を結んだ直線、３と４を
結んだ直線及び２から３、１から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦ツヤ崎突
端標識
２　同市同町横浦タテバ島北端
３　同市同町横浦タテバ島東端
標識
４　同市同町横浦八兵島ノ前小
島北端

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
千尋藻
曽
鑓川
位ノ端
横浦

対区
第4007号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
横浦
東鼻
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町横浦東鼻突端
標識
２　同市同町横浦長浜護岸標識
Ａ
３　同市同町横浦長浜護岸標識
Ｂ
４　同市同町横浦見世崎南西端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ハ　２から１１５度
　　５０メートルのところ
ニ　３から１１５度
　　６０メートルのところ
ホ　３から１１５度
　　３０メートルのところ
へ　２から１１５度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
横浦
塩浜

対区
第4008号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
ユイカリ
地先

次のイ、ロ、３、２の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山島の瀬
島東端標識
２　同市同町島山ユイカリ浦南
岸標識
３　同市同町島山ユイカリ浦北
岸標識

イ　１から４度３０分
　　６０メートルのところ
ロ　１から４度３０分
　　１５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4009号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
島ノ浦
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線、４、イ、５の各点を順
次結んだ各直線及び１から５、３
から４に至る各最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山島ノ浦
島西端
２　同市同町島山島ノ浦瀬戸標
識
３　同市同町島山島ノ浦湾奥標
識
４　同市同町島山島ノ浦湾口標
識

イ　４から９０度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4010号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
地先

次の１、イ、４の各点を順次結ん
だ各直線、２と３を結んだ直線及
び１から２、３から４に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町島山石神浦
突端標識
２　同市同町島山石神浦北岸標
識
３　同市同町島山石神浦南岸標
識
４　同市同町島山石神浦南鼻標
識

イ　１から８６度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4011号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
島山
縄打
地先

次の１、イ、ロ、５の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山内中鼻
標識
２　同市同町島山三郎島北端
３　同市同町島山番頭島北西端
４　同市同町島山赤崎突端標識
５　同市同町島山縄打鼻標識
（溝切鼻突端を８６度に見通すと
ころ）

イ　１と３を結ぶ直線と
　　２と４を結ぶ直線との交点
ロ　５から９０度の直線と２と４を結
ぶ直線との交点

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4012号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
シガラキ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山内中鼻
標識
２　同市同町島山縄打横畑標識
３　同市同町島山三郎島北端

イ　１から９０度
　　３０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　２００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から２００メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4013号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
コシキ浦
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山縄打横
畑標識
２　同市同町島山三郎島北端
３　同市同町島山コシキ浦南西
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4014号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
海落浦
地先

次の４、イ、ロ、２、３の各点を順
次結んだ各直線及び３から４に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山溝切鼻
南西端標識
２　同市同町大山海落浦３番鼻
西端標識
３　同市同町大山シガラキ鼻東
岸標識Ａ
４　同市同町大山シガラキ鼻東
岸標識Ｂ
５　同市同町大山シガラクロ鼻北
端標識
６　同市同町島山赤崎突端標識
７　同市同町ニ子島頂上

イ　１と５を結ぶ直線と
　　４と６を結ぶ直線との交点
ロ　１と５を結ぶ直線と
　　２と７を結ぶ直線との交点

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬



対区
第4015号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
満切浦
地先

次の１と２を結んだ直線、３と４を
結んだ直線及び２から３、１から
４に至る各最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山満切浦
道切島西端
２　同市同町大山満切浦海落北
側標識
３　同市同町大山満切浦東標識
４　同市同町大山満切浦道切島
東側標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4016号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
地先

次の１、イ、ロ、４、５の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山和田浦
ちょうちん鼻標識
２　同市同町大山和田浦ていず
か崎北東標識
３　同市同町大山和田浦ていず
か崎東標識
４　同市同町大山和田浦赤崎標
識
５　同市同町大山和田浦ちょうち
ん鼻南標識
（１から東方海岸沿いに３０メート
ルのところ）

イ　１と２を結ぶ直線上
　　２から２０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　３から２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4017号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
コウボウヶ浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山コウボ
ウヶ浦鼻標識
２　同市同町大山ふればんの鼻
標識

イ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4018号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山深浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山ふれば
んの鼻標識
２　同市同町大山深浦標識

イ　１から０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4019号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
千切浦
地先

次の３、イ、１、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町小船越千切
浦千切鼻南西端
２　同市同町小船越綿打河内瀬
戸南の鼻南端
３　同市同町小船越大千切島た
からへらの鼻南端
４　同市同町小船越第和田浦外
鼻標識

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から１５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4020号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
綿打河内浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町濃部京ケ島
南側中央突端東側標識
２　同市同町小船越大山大千切
島北東中鼻標識
３　同市同町小船越大干切島綿
打河内崎西端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１３５メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３３５メートルのところ
ハ　３から２８６度
　　１３０メートルのところ
ニ　３から３１０度
　　３００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4021号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
京ヶ島
地先

次の１、イ、ロ、３の各点を順次
結んだ各直線、２と４を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町濃部沖の京
ケ島北端
２　同市同町濃部沖の京ケ島南
東岸岩標識
３　同市同町濃部京ケ島北西端
４　同市同町濃部京ケ島西岸中
鼻一本松標識
５　同市同町濃部つつみ崎西端

イ　１と５を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　３から３３５度
　　７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4022号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
網掛浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３、２の各点
を順次結んだ各直線と２から１に
至る最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町濃部つづみ
崎西端
２　同市同町濃部つづみ崎内鼻
南東端
３　同市同町濃部網掛浦赤崎西
端
４　同市同町濃部沖の京ヶ島北
端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　１から２１５度
　　１００メートルのところ
ハ　３から１８０度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4023号

釜地秀成外１名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
手代鼻
地先

次の３、４、ハ、ニ、イ、ロ、２の各
点を順次結んだ各直線と２から３
に至る最高高潮時海岸線によっ
て囲まれた区域

１　対馬市美津島町濃部坊主鼻
北西端
２　同市同町濃部つづみ浦北鼻
西端
３　同市同町濃部小麦畑浦南鼻
標識
（２から東方海岸沿いに９０メート
ルのところ）
４　同市同町濃部小麦畑浦北鼻
標識
（小麦畑浦突端から東方海岸沿
いに６０メートルのところ）

イ　１から３００度
　　１００メートルのところ
ロ　２から３００度
　　５０メートルのところ
ハ　４から３００度
　　６０メートルのところ
ニ　１から３００度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4024号

印束正登外５名

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
人呼崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町濃部人呼崎
突端標識Ａ
（人呼崎突端から北方海岸沿い
に３０メートルのところ）
２　同市同町濃部人呼崎突端標
識Ｂ
３　同市同町濃部柳浦南鼻標識

イ　１から１１５度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１１５度
　　５０メートルのところ
ハ　３から２６０度
　　３０メートルのところ
ニ　１から１１５度
　　１２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -



対区
第4025号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
亀浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町濃部いも木
崎突端標識
２　同市同町濃部えびす崎北の
鼻北端標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4026号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
濃部
和板浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町濃部しいらう
ちの鼻標識
２　同市同町濃部松の大岩標識
３　同市同町濃部赤崎北の鼻標
識
４　同市同町濃部若松崎南東端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市　
美津島町
濃部大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4027号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
糸瀬
和板浦
地先

次の１、２、イ、ロ、ハ、ニの各点
を順次結んで１に至る各直線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町糸瀬ようこうず
くり北の鼻南端
２　同市同町糸瀬いかき北の鼻
東端
３　同市同町糸瀬赤崎浦標識
（赤崎浦突端から南方海岸沿い
に２５メートルのところ）
４　同市同町濃部松の大岩標識
５　同市同町濃部長崎鼻標識

イ　３と４を結ぶ直線上
　　３から８０メートルのところ
ロ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１５０メートルのところ
ハ　２と５を結ぶ直線上
　　５から１５０メートルのところ
ニ　１から９７度
　　５５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4028号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
糸瀬
和板浦南側
地先

次のイ、ロ、ハ、４の各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町糸瀬赤崎浦標
識
（赤崎浦突端から南側へ２５メー
トルのところ）
２　同市美津島町濃部松の大岩
標識
３　同市同町濃部しいらうちの鼻
標識
４　同市豊玉町糸瀬若松崎南東
端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　２から１５０メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　４から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4029号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
糸瀬
糸瀬浦
地先

次の１、イ、ロ、４の各点を順次
結んだ各直線、２と３を結んだ直
線及び１から２、３から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市豊玉町糸瀬若松崎南
西端
２　同市同町糸瀬若松崎西岸標
識
（１から北方海岸沿いに８０メート
ルのところ）
３　同市同町糸瀬やなの鼻南東
岸標識
４　同市同町糸瀬やなの鼻南西
端
（３から南西方海岸沿いに５５
メートルのところ）
５　同市同町嵯峨千鳥頂上
６　同市同町糸瀬瀬の内の鼻標
識

イ　１と６を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　４と５を結ぶ直線上
　　４から２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4030号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
糸瀬
地先

次の２、イ、ロ、５の各点を順次
結んだ各直線、３と４を結んだ直
線及び２から３、４から５に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市豊玉町糸瀬くずれ下
標識
２　同市同町糸瀬糸瀬浦よしの
際標識
３　同市同町嵯峨たつの上鼻標
識
４　同市同町糸瀬なやの浜鼻南
西端
５　同市同町糸瀬原田勉工場下
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１１０メートルのところ
ロ　５から２３０度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4031号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
樫郷ノ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨おうだん
の外鼻標識Ａ
２　同市同町嵯峨おうだんの外
鼻標識Ｂ
（１から南方海岸沿いに１２０メー
トルのところ）
３　同市同町嵯峨とうにわ崎南
東端
４　同市同町嵯峨とうにわ崎標

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１２０メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ
ニ　２と３を結ぶ直線上
　　２から５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
濃部
大山
及び
同市
豊玉町
糸瀬

対区
第4032号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
多田島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各
点を順次結んでイに至る各直線
によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨仏浦高瀬
護岸階段標識
２　同市同町嵯峨多田島南端
３　同市同町貝鮒鯨瀬浦西岸標
識Ｂ

イ　１から２７０度
　　４０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　５０メートルのところ
ハ　３から９０度
　　７００メートルのところ
ニ　３から９０度
　　６００メートルのところ
ホ　２から２７０度
　　１６０メートルのところ
へ　１から２７０度
　　１５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4033号

平井真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
仏浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨仏浦長崎
中鼻標識
２　同市同町嵯峨鯨瀬標識Ａ
３　同市同町嵯峨仏浦高瀬浦内
鼻標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　８０メートルのところ
ハ　２から９０度
　　１２５メートルのところ
ニ　１と３を結ぶ直線上
　　３から４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -



対区
第4034号

阿比留節雄外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
鯨瀬浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒鯨瀬浦東
海岸内鼻標識
２　同市同町貝鮒鯨瀬浦東海岸
御手洗畑南中鼻標識

イ　１から２６５度
　　４０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　３０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　７０メートルのところ
ニ　１から２６５度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4035号

阿比留節雄外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
鯨瀬浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒鯨瀬浦ア
ラコウ畑昇降段
２　同市同町貝鮒鯨瀬浦ツヅラ
崎東岸標識
（ツヅラ崎南端から北方海岸沿
いに５５メートルのところ）
３　同市美津島町小船越沖ノ島
南端
４　同市豊玉町貝鮒鯨瀬浦東海
岸御手洗畑南中鼻標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から３５メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から７５メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１９０メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 - １．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4036号

阿比留節雄外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
貝鮒浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒貝鮒浦え
びす南鼻大石標識
２　同市同町貝鮒貝鮒浦じって
ん中鼻標識

イ　１から２９０度
　　２５メートルのところ
ロ　１から２９０度
　　６０メートルのところ
ハ　２から２９０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から２９０度
　　１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4037号

阿比留節雄外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
明崎
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒明崎ハコ
ドウ南鼻内標識
２　同市同町貝鮒ハコドウ中鼻
標識(１から北東海岸沿いに１３
０メートルのところ)
３　同市同町貝鮒ヌケ浦西海岸
中鼻標識
４　同市同町貝鮒ヌケ浦西海岸
内鼻標識(３から南西海岸沿いに
１２０メートルのところ)

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から１５メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１５メートルのところ
ハ　２と３を結ぶ直線上
　　３から１５メートルのところ
ニ　１と４を結ぶ直線上
　　４から４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4038号

平井真珠(株)

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨長岩崎突
端
２　同市同町嵯峨オリオト中鼻
３　同市同町嵯峨水谷北東端標
識
４　同市同町嵯峨つよう長曽根
鼻大石

イ　１と３を結ぶ直線と
　　２と４を結ぶ直線との交点

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4039号

平井真珠(株)

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
嵯峨浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨嵯峨浦ケ
ンベ鼻標識
２　同市同町嵯峨嵯峨浦小ハマ
の鼻標識
３　同市同町嵯峨嵯峨浦標識Ａ

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から５メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から３０メートルのところ
ハ　３から１２３度
　　４５メートルのところ
ニ　３から１２３度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4040号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
大玉
地先

次の１、イ、４、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀大玉大
石突端標識
２　同市同町佐志賀横瀬西の鼻
北端
３　同市同町卯麦八升鼻南東端
４　同市同町佐志賀御前鼻南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

対区
第4041号

日高肇外7名

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
横瀬
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町佐志賀御前鼻
南端
２　同市同町佐志賀横西の鼻北
端

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4042号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
わみや
地先

次の２、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と２から３に至る
最高高潮時海岸線によって囲ま
れた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀わみや
鼻標識
(わみや鼻北端から南方海岸沿
いに１１５メートルのところ)
２　同市同町佐志賀ツナエリ崎
北東端標識
３　同市同町佐志賀御前崎北西
端
４　同市同町卯麦八升鼻南東端

イ　１から３００度
　　１００メートルのところ
ロ　１から３００度
　　３００メートルのところ
ハ　３と４を結ぶ直線上
　　３から７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．イ、ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

対区
第4043号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
仁位
ハロウ
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町仁位ゴウスの
鼻標識
２　同市同町仁位ゴウス内鼻標
識
３　同市同町仁位からねこ鼻北
東端標識
４　同市同町仁位からねこ鼻南
西端標識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から９０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から１２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。



対区
第4044号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
ヌカ浦
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町卯麦ヌカ浦標
識
２　同市同町卯麦ヌカ浦東鼻標
識
３　同市同町卯麦ヌカ浦ワカキ
の鼻突端

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

対区
第4045号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
卯麦浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町卯麦東の鼻標
識
２　同市同町卯麦かめろう突端
標識

イ　１から１５８度
　　９０メートルのところ
ロ　１から１５８度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から１５０度
　　１５０メートルのところ
ニ　２から１５０度
　　１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4046号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
卯麦浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町卯麦卯麦浦西
岸標識Ａ
２　同市同町卯麦卯麦浦西岸竹
山の鼻標識

イ　１から３０度
　　２５メートルのところ
ロ　２から３０度
　　１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

対区
第4047号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
かたひら
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀かたひ
ら突端標識
２　同市同町佐志賀かたひら海
岸中央部北標識

イ　１から４５度
　　２０メートルのところ
ロ　１から４５度
　　２７０メートルのところ
ハ　２から４５度
　　４００メートルのところ
ニ　２から４５度
　　１５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4048号

平井真珠(株)

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
いたぎら浦
地先

次の２、イ、ロ、ハ、ニ、３の各点
を順次結んだ各直線と最高高潮
時海岸線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨いたぎら
浦標識
（浦奥護岸北端から東方海岸沿
いに５５メートルのところ）
２　同市同町嵯峨いたぎら鼻標
識
３　同市同町嵯峨鐘掛崎標識
（鐘掛崎東端から南西方海岸沿
いに９０メートルのところ）

イ　１から２０５度
　　３０メートルのところ
ロ　１から２０５度
　　６０メートルのところ
ハ　２から１２０度
　　１５０メートルのところ
ニ　３から１１０度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4049号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
大石浦
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨大石なん
浜南東端
２　同市同町嵯峨乙宮鼻南西端

イ　１から１９０度
　　１０メートルのところ
ロ　１から１９０度
　　１２０メートルのところ
ハ　２から１９０度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から１９０度
　　１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

対区
第4050号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
嵯峨
クブズラ
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町嵯峨立石崎突
端
２　同市同町嵯峨クブズラ鼻標
識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　１から９０度
　　２００メートルのところ
ハ　２から１１３度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から１１３度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4051号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
卯麦
佐保浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町卯麦長浜標識
２　同市同町卯麦クロキ北の鼻
標識

イ　１から２６７度
　　４０メートルのところ
ロ　２から２７０度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

対区
第4052号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐保
佐保浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、３の
各点を順次結んだ各直線と最高
高潮時海岸線によって囲まれた
区域

１　対馬市豊玉町佐保おのぐち
南の鼻標識
２　同市同町佐保おのぐち中鼻
標識
（１から北方海岸沿いに６０メート
ルのところ）
３　同市同町佐保おのぐち鼻北
標識
（２から北方海岸沿いに６０メート
ルのところ）
４　同市同町佐保護岸排水路下
標識

イ　１から１００度
　　１０メートルのところ
ロ　２から９０度
　　２０メートルのところ
ハ　３から９０度
　　３０メートルのところ
ニ　４から９０度
　　１５０メートルのところ
ホ　４から９０度
　　１１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

対区
第4053号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐保
佐保浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐保すみくら突
端標識
２　同市同町佐保仙入道鼻標識

イ　１から６０度
　　９０メートルのところ
ロ　２から１８０度
　　７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐保
卯麦
仁位
貝口

対区
第4054号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
貝口
地先

次の１、イ、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝口すす崎突
端標識
２　同市同町貝口浦赤崎標識
３　同市同町貝口浦テナシガ浦
標識

イ　１と２を結ぶ直線上
　　２から６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

対区
第4055号

平井真珠(株)外1名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
大石浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市豊玉町貝鮒大石浦標
識Ｃ
２　同市同町貝鮒大石浦清水鼻
標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -



対区
第4056号

日高真珠(株)外２名

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
フカリ浦
地先

次の１と３、２と４を結んだ各直
線及び１から４、２から３に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒フカリ浦
観音標識
２　同市同町貝鮒フカリ浦上ヤマ
ノハマ北東端標識
３　同市同町貝鮒フカリ浦標識
４　同市同町貝鮒フカリ浦北鼻
突端標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4057号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
廻
地先

次の４、ハ、ロ、イ、１、ヘ、ホ、
ニ、５の各点を順次結んだ各直
線と最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市豊玉町唐洲エビス崎
突端標識
２　同市同町廻ヌカシ突端標識
３　同市同町廻ヌカシ中瀬護岸
標識
４　同市同町廻ヌカシ北護岸標
識
（５から南西方海岸沿いに８０
メートルのところ）
５　同市同町廻シロ瀬突端標識
６　同市同町唐洲妙見崎西端標
識

イ　２から２０度
　　７０メートルのところ
ロ　２から２３２度
　　１２０メートルのところ
ハ　３から３９度
　　５０メートルのところ
ニ　３から３９度
　　２００メートルのところ
ホ　３から３９度
　　３２０メートルのところ
へ　１と６を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
廻
唐洲
貝口
佐保
卯麦

対区
第4058号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
小綱
神島びわの木
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市豊玉町小網綱神島標
識
２　同市同町小綱神島北端標識

イ　１から１０７度
　　１１０メートルのところ
ロ　２から１０５度
　　１００メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4059号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
田田ノ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町田田ノ浦下り
松鼻南側標識
２　同市同町田田ノ浦おもと突端
標識

イ　１から９０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から０度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
小綱
志多浦
銘
田
大綱

対区
第4060号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
峰町
吉田
立石浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市峰町吉田稚児の鼻標
識
２　同市同町吉田さいぎょうの鼻
突端標識
３　同市同町吉田かっそうぶろ鼻
標識

イ　１から２７０度
　　４０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から３０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
峰町
狩尾
賀佐
吉田
三根浜
木坂
青海
津柳

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4061号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
ケゴス
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町芦浦ケゴス
標識Ａ
２　同市同町芦浦ケゴス標識Ｂ
（基点１から北東方海岸沿いに２
００メートルのところ）

イ　１から１３６度
　　５９メートルのところ
ロ　１から１３６度
　　１０９メートルのところ
ハ　２から１３６度
　　９０メートルのところ
ニ　２から１３６度
　　４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4062号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
芦浦
雷浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町芦浦明神崎
雷浦標識
２　同市同町芦浦小畑雷浦標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第4063号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
竹の下
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬竹の
下標識Ａ
（大平鼻西端より東方海岸沿い
に３０メートルのところ）
２　同市同町鴨居瀬竹の下標識
Ｂ
（基点１から東方海岸沿いに１５
０メートルのところ）

イ　１から０度
　　２０メートルのところ
ロ　１から０度
　　７０メートルのところ
ハ　２から０度
　　７０メートルのところ
ニ　２から０度
　　２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第4064号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
長南風鼻
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町鴨居瀬ナナ
ゴエ大岩標識
２　同市同町鴨居瀬タカタケ鼻標
識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
賀谷
芦浦

対区
第4065号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
海落浦
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町鴨居瀬海落
浦東岸標識
２　同市同町鴨居瀬海落浦大平
崎影側標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越

対区
第4066号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
鴨居瀬
大鹿
地先

次の１、イ、ロ、ハ、４の各点を順
次結んだ各直線、２と３を結んだ
直線及び１から２、３から４に至
る各最高高潮時海岸線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町鴨居瀬勝馬
島南端
２　同市同町鴨居瀬勝馬島北端
３　同市同町鴨居瀬鹿島崎南端
４　同市同町鴨居瀬鹿島崎中央
５　同市同町鴨居瀬やぎ島中島
芳規畑石垣標識
６　同市同町鴨居瀬仁兵衛島南
端

イ　６から２８３度
　　４００メートルのところ
ロ　６から２８３度
　　２８０メートルのところ
ハ　４と５を結ぶ直線上
　　４から１２０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
鴨居瀬
小船越



対区
第4067号

中島登

長崎県
対馬市
美津島町
小船越
志士路浦
地先

次の１と２、３と４を結んだ各直
線及び１から３、２から４に至る
各最高高潮時海岸線によって囲
まれた区域

１　対馬市美津島町小船越大崎
志土路北岸中央標識
２　同市同町小船越大崎志土路
南岸中央突端標識
３　同市同町小船越えびす浦西
の鼻標識
４　同市同町小船越松石外の鼻
標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4068号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
五隣ケ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町犬吠焼島鼻
西端標識
２　同市同町犬吠中の口鼻南東
端標識
３　同市同町犬吠かげひら突端
標識
４　同市同町犬吠かげひら北東
端標識

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

対区
第4069号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
犬吠
五隣ケ浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と１から２に至る最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町犬吠かげひ
ら北東端標識
２　同市同町犬吠かげひら鼻南
東端標識
（１から南東方海岸沿いに１００
メートルのところ）
３　同市同町犬吠元犬吠西端
４　同市同町犬吠焼島鼻西端標
識

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ロ　２と３を結ぶ直線上
　　２から７０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
美津島町
久須保
犬吠
緒方

１．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

対区
第4070号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
玉調浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保玉調
浦東4番鼻
２　同市同町久須保玉調浦もも
の木畑鼻標柱

イ　１から１００度
　　５０メートルのところ
ロ　２から１２４度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4071号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
久須保
彼瀬崎
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保彼瀬
崎西端
２　同市同町久須保くらげとう鼻
標識
３　同市同町久須保六郎瀬戸東
鼻西端
４　同市同町島山矢取崎突端標
識
５　同市同町大船越尻江崎北端

イ　１と４を結ぶ直線上
　　１から５０メートルのところ
ロ　２から３５５度
　　５０メートルのところ
ハ　３と５を結ぶ直線上
　　３から９０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第4072号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
六郎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町久須保六郎
島西端
２　同市同町大船越尻江崎北端

イ　１と２を結ぶ直線上
　　１から１１５メートルのところ
ロ　１と２を結ぶ直線上
　　１から８０メートルのところ
ハ　１から２７５度
　　２２０メートルのところ
ニ　１から２６７度
　　２４５メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第4073号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
本波瀬
地先

次の１と２を結んだ直線と最高高
潮時海岸線によって囲まれた区
域

１　対馬市美津島町大山本波瀬
二番鼻標識
２　同市同町大山中波瀬三番鼻
標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4074号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
真之浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、３の各点を順
次結んだ各直線と最高高潮時海
岸線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山真之浦
東鼻標識
２　同市同町大山真之浦東二番
鼻標識
３　同市同町大山真之浦東三番
鼻標識

イ　１から３２０度
　　５０メートルのところ
ロ　２から２９０度
　　５０メートルのところ
ハ　３から３００度
　　５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4075号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大山
真之浦
地先

次の１、イ、２の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市美津島町真之浦東三
番鼻標識
２　同市同町大山真之浦中鼻標
識

イ　１から３００度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

対区
第4076号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
大山
真之浦
地先

次の１、イ、ロ、２の各点を順次
結んだ各直線と最高高潮時海岸
線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町大山真之浦
西二番鼻標識
２　同市同町大山真之浦西三番
鼻標識

イ　１から１２４度
　　２０メートルのところ
ロ　２から１２４度
　　８０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -



対区
第4077号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
竹敷
白蓮江浦
地先

次の１、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、
ト、チ、リ、１１の各点を順次結ん
だ各直線と６と７を結んだ直線及
び１から６、７から１１に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

１　対馬市美津島町大船越白蓮
江崎東岸標識
２　同市同町大船越白蓮江崎東
鼻標識
３　同市同町大船越境島東端
４　同市同町大船越境島南端
５　同市同町大船越白蓮江浦標
識
６　同市同町大船越やぶれひら
き向鼻南端
７　同市同町大船越やぶれひら
き出鼻突端
８　同市同町大船越やぶれひら
き突端標識
９　同市同町大船越境鼻標識
１０　同市同町大船越境島の東
向鼻標識
１１　同市同町大船越いるか浦
北鼻標識

イ　１から５８度
　　１４０メートルのところ
ロ　２と１１を結ぶ直線上
　　２から１００メートルのところ
ハ　３と１０を結ぶ直線上
　　３から６０メートルのところ
ニ　４と９を結ぶ直線上
　　４から１００メートルのところ
ホ　５と８を結ぶ直線上
　　５から５０メートルのところ
へ　８と５を結ぶ直線上
　　８から３０メートルのところ
ト　９と４を結ぶ直線上
　　９から３０メートルのところ
チ　１０と３を結ぶ直線上
　　１０から３０メートルのところ
リ　１１と２を結ぶ直線上
　　１１から５０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -

対区
第4078号

美津島町漁業協同組合

長崎県
対馬市
美津島町
大船越
白蓮江鼻
地先

次の１、イ、ロ、ハの各点を順次
結んで１に至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市美津島町大船越尻江
崎東端
２　同市同町大船越ながべた西
の鼻標識
３　同市同町久須保六郎島西端
４　同市同町久須保六郎島東端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から４０メートルのところ
ロ　２と４を結ぶ直線上
　　２から８０メートルのところ
ハ　２と４を結ぶ直線上
　　２から４０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体
対馬市
美津島町
大船越

１．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4079号

北村真珠養殖株式会社

長崎県
対馬市
美津島町
島山
黒崎島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ
の各点を順次結んでイに至る各
直線によって囲まれた区域

１　対馬市美津島町島山矢取崎
西端

イ　１から１４７度
　　１１０メートルのところ
ロ　１から１４７度
　　１９０メートルのところ
ハ　１から１９３度
　　２７８メートルのところ
ニ　１から１９７度３０分
　　２５８メートルのところ
ホ　１から２１１度３０分
　　３８６メートルのところ
へ　１から２１４度３０分
　　３７８メートルのところ
ト　１から２１９度
　　４７２メートルのところ
チ　１から２２２度３０分
　　４６４メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

個別 -
１．ロ、ハ、ホ、トの各点及びロ、ハを結ぶ線間に２点、
ニ、ホの間に１点夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4081号

上県町漁業協同組合

長崎県
対馬市
上県町
犬ケ浦
長下浜
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次
結んでイに至る各直線によって
囲まれた区域

１　対馬市上県町犬ケ浦長下浜
鶴道標識
２　同市同町犬ケ浦長下浜笠越
標識
３　同市同町犬ケ浦桃崎南端

イ　１と３を結ぶ直線上
　　１から１０メートルのところ
ロ　１と３を結ぶ直線上
　　１から６０メートルのところ
ハ　２から０度
　　１２０メートルのところ
ニ　２から０度
　　１０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
上県町
鹿見
犬ケ浦
御園
樫滝

対区
第4500号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
佐志賀
佐志賀浦
地先

次の１、２、３の各点を順次結ん
だ各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町佐志賀アシシ
浦南岸中鼻
２　同市同町佐志賀アシシ浦ノボ
リ木護岸標識
３　同市同町佐志賀アシシ浦ノボ
リ木護岸排水口標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

対区
第4501号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
フカリ浦
地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次
結んだ各直線によって囲まれた
区域

１　対馬市豊玉町貝鮒フカリ浦
東岸一重崎南端標識
２　同市同町フカリ浦東岸一重
崎標識

イ　１から２７０度
　　６０メートルのところ
ロ　１から２７０度
　　１８０メートルのところ
ハ　２から２７０度
　　２１０メートルのところ
ニ　２から２７０度
　　６０メートルのところ

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
佐志賀
嵯峨
貝鮒

１．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

対区
第4502号

豊玉町漁業協同組合

長崎県
対馬市
豊玉町
貝鮒
ふかり浦
地先

次の１、２の各点を順次結んだ
各直線と最高高潮時海岸線に
よって囲まれた区域

１　対馬市豊玉町貝鮒ふかり浦
なぎなた崎突端
２　同市同町貝鮒フカリ浦上ヤマ
ノハマ北東端標識

第1種 あこや
貝垂下式養殖
業

１月１日
から
１２月３１日
まで

平成30年９月１日から令和５年８月３１
日まで

団体

対馬市
豊玉町
仁位
佐志賀
嵯峨
貝鮒
唐洲
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